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１ 計画の基本的事項 

（１）計画の基本的な考え方 

（人口の現状と将来予測） 

○本県の人口は、令和２年 10 月１日現在、約 188 万人で、高齢化率は 29.9%とな

っており、人口は減少し、高齢者数は増加している傾向にある。 

○今後は、「団塊の世代」が後期高齢者となる 2025年（令和７年）に向けて、65 歳

以上の高齢者の人口は 563,492 人（高齢化率 29.9%）から 578,686 人(高齢化率

31.3%)と、約 1．5万人の増加（高齢化率 1.4ポイント増）が見込まれ、特に、

75 歳以上の高齢者人口については、299,332 人(後期高齢化率 15.9％)から

351,760人(後期高齢化率 19.1％)と、約 5．3万人の増加（後期高齢化率 3.2ポ

イント増）が想定されており、医療・介護需要の増加が見込まれている。 

 

 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成 30年 3月公表）」引用  

 

（地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備の必要性） 

○こうした医療・介護需要の増加に、適切に対応していくためには、急性期から回

復期、慢性期、在宅医療・介護に至るまで一連の医療サービスが、切れ目なく、

効率的かつ効果的に提供できる体制の整備が必要である。 

○令和３年４月１日現在の本県の病院数は 161施設、人口 10万対では 8.5施設で

あり、全国平均の 6.6施設を上回っているが、令和２年度病床機能報告の結果で

は、本県は、高度急性期・急性期機能が全体の約 58%であるのに対し、受け皿と

なる回復期機能の割合が約 18%と、少ない状況であることから、病床の機能分

化・連携を進めていく必要がある。 
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○また、本県の人口当たりの医療機関数、医療従事者ともに、県全体では全国平均

を上回っているものの、これらは岡山市、倉敷市に集中しており、特に県北地域

においては、救急医療提供体制の確保や、専門医の確保に課題がある。 

○このため、情報通信技術（ICT）の活用や、病病・病診連携の一層の推進により、

岡山市や倉敷市における豊富な医療資源等を活用し、医療機関や医療従事者が少

ない地域においても、質の高い医療が提供できる仕組みを構築していく必要があ

る。 

 

■岡山県における一般病床、療養病床別医療機能（（ ）は、人口 10万対） 

 

■全国における一般病床、療養病床別医療機能（（ ）は、人口 10万対） 

区  分 一般病床 療養病床 合  計 構成比 

高度急性期 158,150（124.4）     0（  0）    158,150（124.4）  12.8% 

急 性 期 551,330（433.8）   1,550（  1.2）    552,880（435.0）  44.9% 

回 復 期 125,588（ 98.8）  60,697（ 47.8）    186,285（146.6）  15.1% 

慢 性 期  92,680（ 72.9） 242,591（190.9）    335,271（263.8）  27.2% 

合  計 927,748（729.9） 304,838（239.9） 1,232,586（969.8） 100.0% 

※医療機能の数値 

   岡山県数値：令和 2年度病床機能報告の数値を引用(令和 2年 7月 1日時点) 

全 国 数 値：令和元年度病床機能報告の報告結果の数値を引用（令和元年 7月 1日時点） 

※人口 10万人対の数値 

  岡山県数値：岡山県毎月流動人口調査結果の数値を引用(令和 2年 10月 1日時点) 

全国数値：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成 30年 3月公表）」

から引用 

 

（地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更の必要性） 

○今後の急速な高齢化に伴い、医療介護の需要増加が想定されており、今般の新型

コロナウイルス感染症への対応により健在化した地域医療の課題への対応を含

め、地域の実情に応じた質の高い、効率的な医療提供体制を構築するため、地域

医療構想の実現に向けて必要な病床機能を確保する必要がある。 

 

区  分 一般病床 療養病床 合  計 構成比 

高度急性期  3,856（204.8）       0（    0）  3,856（  204.8）  17.8% 

急 性 期  8,718（463.1）   23（  1.2）  8,741（  464.4）  40.3% 

回 復 期  3,107（165.1）   708（ 37.6）  3,815（  202.7）  17.6% 

慢 性 期  1,823（96.8） 3,443（182.9）  5,266（  279.8）  24.3% 

合  計 17,504（929.8） 4,174（221.7） 21,678（1,151.7） 100.0% 
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（居宅等における医療提供体制及び介護施設等の整備の必要性） 

○前述したとおり、本県においては、今後、団塊の世代が後期高齢者となる 2025

年（令和７年）に向け、医療・介護需要が増加していくことが想定されている。 

○また、本県が令和２年６月に実施した「県民満足度調査」で、59.5%の人ができ

れば自宅で療養したいと考えているという結果が出ていることや、中重度の要介

護者の増加が今後見込まれることなどを踏まえれば、県民一人ひとりが住み慣れ

た地域で安心して生活を継続し、人生の最期を迎えることができるよう、地域の

実情に応じた在宅医療・介護サービスの提供体制を整備し、地域包括ケアシステ

ムの構築を進めていくことが急務となっている。 

■岡山県の要支援・要介護認定者数 

 
 

（医療・介護従事者の確保の必要性） 

○本県の人口 10 万対の医療従事者数は、県全体で医師 307.9 人、看護師 1238.2

人となっており、県全体では全国平均を上回るが、地域別でみると医師の偏在が

見られ、救急医療や地域医療の確保に影響を与えている。 

○適切な医療を継続的に提供していくためには、人材を確保していく必要があり、

女性医師や看護師の就労の継続支援、離職者の復職支援に積極的に取り組んでい

く必要がある。 

○また、本県の介護職員数は、令和元（2019）年に約３万４千人であったが、令和

７（2025）年に利用が見込まれる介護サービスを提供するには、約３万７千人必

要となることから、介護人材の確保・定着に向け、参入促進や就業環境の改善等

に取り組んでいく必要がある。 

 

（勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備の必要性） 

○2024 年 4 月からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始までの間に、

地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に進めていく

必要がある。 

 

 

（単位：人）

令和3年度
（2021）

令和4年度
（2022）

令和5年度
（2023）

34,487 35,148 35,877 37,037 39,715
16,481 16,753 17,108 17,646 18,725
18,006 18,395 18,769 19,391 20,990
85,584 87,272 88,810 91,780 103,763
24,598 25,115 25,589 26,432 29,268
20,581 20,972 21,335 22,064 24,925
15,328 15,600 15,855 16,402 18,695
14,215 14,497 14,712 15,195 17,496
10,862 11,088 11,319 11,687 13,379

120,071 122,420 124,687 128,817 143,478

要  支  援

要  介  護

合　　計

要支援1
要支援2

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

区　　　分
第8期計画

令和7年度
（2025）

令和22年度
（2040）
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（本計画の基本方針） 

○本計画においては、前述したような課題や必要性を踏まえ、「地域医療構想の達

成に向けた医療機関の施設又は設備の整備」、「地域医療構想の達成に向けた病床

の機能又は病床数の変更に関する事業」、「居宅等における医療の提供」、「介護施

設等の整備」、「医療従事者の確保」、「介護従事者の確保」および「勤務医の労働

時間短縮に向けた体制の整備」を柱として、以下の必要な取組を進めていくこと

で、県民一人ひとりが良質な医療・介護を安心して受けることができる体制を構

築することを基本的な方針とする。 

 

（課題解決のための主な取組） 

１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

○平成２８年３月に策定した地域医療構想の実現に向け、県医師会や大学関係者、

医療・介護団体、行政等で構成される「地域医療構想・包括ケアシステム研究会」

や研修会を開催するとともに、県医師会に医療介護連携コーディネーターを配置

し、市町村、郡市医師会とも連携しながら、医療機関間の連携や医療介護連携に

取り組み、病床の機能分化・連携の推進を図る。 

○また、医療と介護サービス従事者が連携し、多職種連携のあり方や医療の情報に

関する研修会を開催し、医療介護連携の推進に取り組む。 

○さらに、回復期機能の充実等、迅速かつ円滑に医療機能の分化を進めるために、

これに必要な施設整備を本計画に盛り込む。 

 

２．地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更 

○地域医療構想の実現を図るため、地域医療構想調整会議等の合意を踏まえて行う

医療機関の統合や病床再編の取組に対して給付金を支給する。 

 

３．居宅等における医療の提供 

○在宅医療・介護の連携を進めていくためには、地域の医師会等、医療関係者が在

宅医療・介護についての理解を深め、率先して取り組む必要がある。 

○県民が住み慣れた地域で、望ましい療養生活ができる社会の実現に向けて、県医

師会、看護協会、薬剤師会、介護支援専門員協会、市町村等の関係団体で構成さ

れる「岡山県在宅医療推進協議会」において、在宅医療の確保及び連携体制の構

築を図る。 

○また、在宅医療の中心となる「かかりつけ医」を増員し、地域包括ケアシステム

の中核となる医師を確保する事業を行う。 

○さらに、在宅療養者に対して必要に応じた在宅歯科医療が円滑に提供される体制

を整備するための事業にも取り組む。 
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４．介護施設等の整備 

○地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期岡山県高齢者保健福祉計画・介護

保険事業支援計画等に基づき、地域密着型サービス施設の整備等を行う。 

 

５．医療従事者の確保 

○救急医の不足している地域において、迅速・的確な判断の下で、必要な場合には、

三次救急医療機関等に転院搬送する体制を整備するため、指導医が中山間地域の

医師等に対してＯＪＴによる指導・助言を行う事業に取り組む。 

○地域医療を担う総合的な診療能力を有する医師の育成、県内の医師確保と地域医

療の充実を図るための教育研究等に取り組む。 

○岡山大学及び広島大学医学部医学科地域枠の入学者に、大学卒業後に県内の医療

機関で診療に従事することを返還免除の条件に奨学資金を貸与し、将来県の医師

不足地域に配置する医師の確保を図る。 

○女性医師や看護師の出産、育児等のライフイベントをきっかけとした離職をでき

る限り防ぎ、また、一旦離職しても円滑に再就業できるよう、勤務環境の改善や

再就業に向けた情報提供、相談・支援体制の整備等に取り組む。 

○また、特に不足しているとされる救急医療、産科医療を担う医師を確保するため

の事業や、看護師の技能の向上、人材の定着を図るための事業に取り組む。 

 

６．介護従事者の確保 

○介護職への入職者を各種事業の実施により増加させるとともに、県内の労働市場

の動向も踏まえ、若い世代や地域住民が持つ介護の仕事に対するマイナスイメー

ジを払拭する。特に中学生、高校生に対する介護のイメージアップや、福祉の資

格を持つ中高年齢層の離職者の再参入にターゲットを絞った対策を進める。 

○介護実務の業務に従事する人の更なる資質向上を目指し、介護支援専門員や認知

症ケアに携わる人材の養成等を行う。 

○また、個々の事業所に研修講師が出向いて研修を実施して資質の向上に努め、労

務管理上の悩みを抱える事業所に対する相談や介護職員からの悩み相談を実施

し、離職率の低下を図る。 

○さらに、人材育成や就業環境の改善などに積極的に取り組む事業所であることを

登録し、その取組内容を見える化する福祉・介護職場の認証評価制度「おかやま

☆フクシ・カイゴ職場すまいる宣言」の実施により、働きやすい職場づくりを促

す。 
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７．勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備 

○2024 年 4 月からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始までの間に、

地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に進めていく必

要があるため、地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっ

ていると県が認める医療機関が実施する医師の労働時間短縮に向けた総合的な

取組に対し、事業費を補助する。 

 

（２）岡山県医療介護総合確保区域の設定 

○総合確保方針によると、医療介護総合確保区域は、地理的条件、人口、交通事情

その他の社会的条件並びに医療機関の施設及び設備並びに介護施設等の整備の

状況その他の条件から見て医療及び介護の総合的な確保の促進を図るべき区域

とされている。 

○本県では、医療・介護サービスの一体的な整備を行う観点から、岡山県保健医療

計画で定める二次医療圏及び岡山県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画

で定める老人福祉圏域と一致させ、以下の５区域に医療介護総合確保区域を設定

する。 

・県南東部医療介護総合確保区域 

       岡山市等７市町 

    ・県南西部医療介護総合確保区域 

       倉敷市等８市町 

    ・高梁・新見医療介護総合確保区域 

       高梁市、新見市 

    ・真庭医療介護総合確保区域 

       真庭市、新庄村 

    ・津山・英田医療介護総合確保区域 

       津山市等８市町村 
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（３）計画の目標の設定等 

■岡山県全体 

①岡山県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

○本県の保健医療計画においては、在宅医療体制の充実・強化、医療従事者確保

の取組などを通じて、医療が保健・福祉と連携を取りながら、質の高い医療サ

ービスを地域において切れ目なく提供するための保健医療体制の確立を目標

としており、本計画と目指すべき方向性は同じであることから、目標達成に向

けた指標は、主に第８次岡山県保健医療計画で掲げたものを基に設定すること

とする。 

○また、令和３年（2021）年度から令和５（2023）年度までを計画期間とする第

８期岡山県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画に基づき実施する介護

施設等の整備や介護人材の確保の取組と整合性を保つ目標を設定することと

する。 

ア 医療機関の役割分担と連携 

・医療機能の分化・連携を進めるため、地域の協議を踏まえ、県内で不足して

いる回復期病床への転換を図る。 

回復期病床数 3,571床(H30) → 6,480床(R7) 

・慢性期の病床から在宅医療への移行を推進することにより、慢性期病床を許

可病床数と必要病床数との差の 10%（約 160床）削減 (R7) 

イ 在宅医療・介護の確保 

・在宅看取りを実施している医療機関数 77施設(H29)→80施設(R3) 

・退院患者平均在院日数(病院) 30.8日(H29)→29.3日(R3) 

・在宅歯科医療に取り組む医療機関数の増加 432箇所(R2)→450箇所 (R3) 

ウ 介護施設等の整備 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 令和３年度整備数 2 ｶ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

令和３年度整備数 1 ｶ所 

エ 医療従事者の確保と資質の向上 

・医師少数区域（高梁・新見・真庭保健医療圏）における病院の医師数 

高梁・新見 86人、真庭 78人(H28) → 高梁・新見 93人、真庭 78人(R5) 

  ・看護師特定行為研修修了者数 50人(R2) →60人(R3) 

・県内どこでも救急医療が適切に提供される体制を構築するため、大学へ設

置した寄附講座「救急総合診療医学講座」により、救急総合診療の地域への

普及、救急総合診療医を育成する。 

 応需率の向上 平成 26年度 76％ → 令和 3年度 80％ 

・地域枠卒業医師だけでなく、より多くの医師、医学生が地域で働く意欲を持

てるよう、大学へ設置した寄附講座「地域医療人材育成講座」による講義や

地域医療実習などを通じて、地域医療を担う医師を育成する。 
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 オ 介護従事者の確保 

  ・「おかやま☆フクシ・カイゴ 職場すまいる宣言」登録数 

令和２年度末 208事業所 → 令和５年度末 234事業所 

  ・福祉人材センターを通じての就職数 

   令和２年度実績 60人 → 令和３年度 145人 

  ・潜在的有資格者等再就業促進事業を通じての就職数 

   令和２年度実績 10人 → 令和３年度 30人 

カ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備 

・客観的な労働時間管理方法を導入している病院数の増加 
48件（R1) → 80件(R5) 

 

② 計画期間 

  令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

 

 

■ 県南東部医療介護総合確保区域  

① 県南東部区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

（現状と将来予測） 

・面   積  1,906.52 km2   

・人   口    912千人（高齢化率 28.3%）  

・病 院 数      75 

・医 師 数     358.1人（人口 10万対）・（全国 246.7人・県  307.9人）    

・看護師数  1,315.5人（人口 10万対）・（全国 963.8人・県 1,238.2人）   

 

・一般病床、療養病床別医療機能（数値は、R2病床機能報告による。（ ）は、人口 10万対） 

区  分 一般病床 療養病床 合  計 構成比 

高度急性期  2,034（ 108.1）       0（  0）   2,034（ 108.1）  19.8% 

急 性 期  4,215（ 223.9）     14（  0.7）   4,229（ 224.7）  41.1% 

回 復 期  1,510（  80.2）    288（ 15.3）   1,798（  95.5）  17.4% 

慢 性 期  1,033（  54.9）  1,203（ 63.9）   2,236（ 118.8）  21.7% 

合  計  8,792（ 467.1）  1,505（ 79.9）  10,297（ 547.1） 100.0% 
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・人口データ（将来の人口推計） 

 

 

 

・要支援・要介護認定者数（県南東部区域） 

 
 

 

（課題） 

・高度急性期及び急性期病床が全体の約 61%を占め、これらの受け皿となる回復期

病床の構成割合が低い。 

・区域の人口は、2045年には、現在より約 96千人の減少が見込まれる。 

 一方で、高齢者人口は今後増加を続け、2045 年には 282 千人と大幅な増加が見

込まれている。 

・高度急性期、急性期、回復期、慢性期の機能分化と、在宅医療、介護等も含めた

連携の推進が課題。 

・今後の人口構造の推移に対応したダイナミックな機能分化と連携が求められる。 
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（単位：人）

令和3年度
（2021）

令和4年度
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（2023）

15,122 15,455 15,787 16,386 18,217
7,669 7,832 8,009 8,308 9,163
7,453 7,623 7,778 8,078 9,054

39,274 40,160 40,979 42,517 48,037
11,369 11,617 11,854 12,293 13,729
9,608 9,831 10,046 10,430 11,809
7,041 7,198 7,345 7,621 8,621
6,253 6,402 6,518 6,763 7,713
5,003 5,112 5,216 5,410 6,165

54,396 55,615 56,766 58,903 66,254

要  介  護
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

合　　計

要支援2

区　　　分
第8期計画

令和7年度
（2025）

令和22年度
（2040）

要  支  援
要支援1
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（目標） 

・医療機能の分化・連携を進めるため、地域の協議を踏まえ、県内で不足している

回復期病床への転換を図る。 

・在宅医療と介護の連携については、患者のニーズに合った包括的かつ継続的な医

療・介護サービスの提供が課題であり、基幹病院とかかりつけ医が機能分担する

病病連携や病診連携の充実、地域において在宅療養を支援する医療・介護連携体

制の強化を図る。 

・要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、在宅サ

ービス等の充実・強化を図る。 

 

② 計画期間 

  令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

 

 

■ 県南西部医療介護総合確保区域  

① 県南西部区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

（現状と将来予測） 

  ・面   積  1,124.39 km2      

  ・人   口    698千人（高齢化率 29.3%）  

  ・病 院 数      53 

  ・医 師 数     292.8人（人口 10万対）・（全国 246.7人・県  307.9人）   

・看護師数  1,177.8人（人口 10万対）・（全国 963.8人・県 1,238.2人）   

 

・一般病床、療養病床別医療機能（数値は、R2病床機能報告による。（ ）は、人口 10万対） 

区  分 一般病床 療養病床 合  計 構成比 

高度急性期  1,700（ 90.3）        0（  0）  1,700（ 90.3）  20.4% 

急 性 期  3,204（170.2）     9（  0.5）  3,213（170.7）  38.6% 

回 復 期  1,016（ 54.0）    278（ 14.8）  1,294（ 68.7）  15.6% 

慢 性 期    741（ 39.4）  1,370（ 72.8）  2,111（112.1）  25.4% 

合  計  6,661（353.9）  1,657（ 88.1）  8,318（441.8） 100.0% 
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・人口データ（将来の人口推計） 

 

 

 

・要支援・要介護認定者数（県南西部区域） 

 
 

 

（課題） 

・高度急性期及び急性期病床の構成割合が高い反面、回復期病床の構成割合が低い。 

・人口は、2045年までに約 93千人減少する見込みである反面、高齢者人口は 220

千人の増加が見込まれる。 

・高度急性期、急性期、回復期、慢性期の機能分化と、在宅医療、介護等も含めた

連携の推進が課題。 

・今後の人口構造の推移に対応したダイナミックな機能分化と連携が求められる。 
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44,279 45,405 46,502 48,449 55,548

要  介  護
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

合　　計

要支援2

区　　　分
第8期計画

令和7年度
（2025）

令和22年度
（2040）

要  支  援
要支援1
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（目標） 

・医療機能の分化・連携を進めるため、地域の協議を踏まえ、県内で不足している

回復期病床への転換を図る。 

・在宅医療と介護の連携については、患者のニーズに合った包括的かつ継続的な医

療・介護サービスの提供が課題であり、基幹病院とかかりつけ医が機能分担する

病病連携や病診連携の充実、地域において在宅療養を支援する医療・介護連携体

制の強化を図る。 

・要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、在宅サ

ービス等の充実・強化を図る。 

 

② 計画期間 

  令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

 

 

■ 高梁・新見医療介護総合確保区域  

① 高梁・新見区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

（現状と将来予測） 

  ・面   積   1,340.28 km2         

  ・人   口      57千人（高齢化率 41.4%）  

  ・病 院 数       8         

  ・医 師 数 139.9人（人口 10万対）・（全国 246.7人・県  307.9人）   

・看護師数 997.9人（人口 10万対）・（全国 963.8人・県 1,238.2人）   

  

  ・一般病床、療養病床別医療機能（数値は、R2病床機能報告による。（ ）は、人口 10万対） 

区  分 一般病床 療養病床 合  計 構成比 

高度急性期     0（  0）         0（  0）         0（  0）   0.0% 

急 性 期     289（ 15.4）         0（  0）     289（ 15.4）  43.7% 

回 復 期     139（  7.4）        27（ 1.4）     166（  8.8）  25.1% 

慢 性 期     0（  0）     206（ 10.9）     206（ 10.9）  31.2% 

合  計     428（ 22.8）     233（ 12.3）     661（ 35.1） 100.0% 
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・人口データ（将来の人口推計） 

 

 

 

・要支援・要介護認定者数（高梁・新見区域） 

 
 

 

（課題） 

・人口 10万対の医師数が 5区域の中で最も少ないことから医師等の確保が課題。 

・高度急性期病床がないため、県南の区域も含めた医療連携体制の構築が必要。 

・将来、人口が減少していく中で適正な質と量の医療の提供を継続できる体制の整

備が必要である。 
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要支援2

区　　　分
第8期計画

令和7年度
（2025）

令和22年度
（2040）

要  支  援
要支援1

要  介  護
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

合　　計
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（目標） 

・区域外の専門的医療機能を有する医療機関との連携を推進する。 

・在宅医療と介護の連携については、患者のニーズに合った包括的かつ継続的な医

療・介護サービスの提供が課題であり、基幹病院とかかりつけ医が機能分担する

病病連携や病診連携の充実、地域において在宅療養を支援する医療・介護連携体

制の強化を図る。 

・医師、看護師等の確保・養成に努め、地域における医療提供体制の充実を図る。 

・要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、在宅サ

ービス等の充実・強化を図る。 

 

② 計画期間 

  令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

 

 

■ 真庭医療介護総合確保区域  

① 真庭区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

（現状と将来予測） 

 ・面   積    895.64 km2      

  ・人   口     44千人（高齢化率 40.3%）   

  ・病 院 数      7     

・医 師 数    165.1人（人口 10万対）・（全国 246.7人・県  307.9人）   

・看護師数  1242.4人（人口 10万対）・（全国 963.8人・県 1,238.2人）    

  

  ・一般病床、療養病床別医療機能（数値は、R2病床機能報告による。（ ）は、人口 10万対） 

区  分 一般病床 療養病床 合  計 構成比 

高度急性期         0（  0）        0（  0）        0（  0）     0% 

急 性 期     215（ 11.4） 0（  0）    215（ 11.4）  39.4% 

回 復 期     198（ 10.5） 0（  0）    198（ 10.5）  36.3% 

慢 性 期        0（  0.0）    133（ 7.1）    133（ 7.1）  24.3% 

合  計     413（ 21.9）   133( 7.1)    546（ 29.0） 100.0% 
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・人口データ（将来の人口推計） 

 

 

 

・要支援・要介護認定者数（真庭区域） 

 
 

 

（課題） 

・人口 10万対医師数が少ないことから、医師の確保が課題。 

・高度急性期病床がないため、津山・英田区域や県南の区域も含めた医療連携体制

の構築と急性期、回復期、慢性期の機能分化と、在宅、介護施設等も含めた連携

の推進が課題。 

・将来、人口が減少していく中で適正な質と量の医療の提供を継続できる体制の整

備が必要である。 
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要支援2

区　　　分
第8期計画

令和7年度
（2025）

令和22年度
（2040）

要  支  援
要支援1

要  介  護
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

合　　計
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（目標） 

・区域外の専門的医療機能を有する医療機関との連携を推進する。 

・在宅医療と介護の連携については、患者のニーズに合った包括的かつ継続的な医

療・介護サービスの提供が課題であり、基幹病院とかかりつけ医が機能分担する

病病連携や病診連携の充実、地域において在宅療養を支援する医療・介護連携体

制の強化を図る。 

・医師、看護師等の確保・養成に努め、地域における医療提供体制の充実を図る。 

・要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、在宅サ

ービス等の充実・強化を図る。 

 

② 計画期間 

  令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

 

 

■ 津山・英田医療介護総合確保区域  

① 津山・英田区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

（現状と将来予測） 

  ・面   積   1,847.66 km2 

  ・人   口     173千人（高齢化率 34.5%）  

  ・病 院 数      17  

・医 師 数    199.7人（人口 10万対）・（全国 246.7人・県  307.9人）   

・看護師数  1156.6人（人口 10万対）・（全国 963.8人・県 1,238.2人）     

 

  ・一般病床、療養病床別医療機能（数値は、R2病床機能報告による。（ ）は、人口 10万対） 

区  分 一般病床 療養病床 合  計 構成比 

高度急性期    122（  6.5）    0（  0）      122（  6.5）   6.6% 

急 性 期    795（ 42.2）    0（  0）      795（ 42.2）  42.8% 

回 復 期      244（ 13.0）     115（  6.1）      359（ 19.1）  19.3% 

慢 性 期       49（  2.6）     531（ 28.2）      580（ 30.8）  31.3% 

合  計 1,210（ 64.3）     646（ 34.3）    1,856（98.6） 100.0% 
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 ・人口データ（将来の人口推計） 

 

 

 

・要支援・要介護認定者数（津山・英田区域） 

 
 

 

（課題） 

・人口 10万対医師数が少ないことから医師の確保が課題。 

・急性期病床の構成割合が高い。高度急性期、急性期、回復期、慢性期の機能分化

と、在宅医療、介護等も含めた連携の推進が課題。 

・将来、人口が減少していく中で適正な質と量の医療の提供を継続できる体制の整

備が必要である。 
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（目標） 

・区域外の専門的医療機能を有する医療機関との連携を推進する。 

・在宅医療と介護の連携については、患者のニーズに合った包括的かつ継続的な医

療・介護サービスの提供が課題であり、基幹病院とかかりつけ医が機能分担する

病病連携や病診連携の充実、地域において在宅療養を支援する医療・介護連携体

制の強化を図る。 

・医師、看護師等の確保・養成に努め、地域における医療提供体制の充実を図る。 

・要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、在宅サ

ービス等の充実・強化を図る。 

 

② 計画期間 

  令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

 

（４）目標の達成状況 

   別紙「事後評価」のとおり  
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２ 事業の評価方法 

（１）関係者からの意見聴取の方法 

令和２年 7月10日 関係団体へ事業提案募集（医療分）の通知発出 

（募集締切8月28日） 

                   県医師会、県病院協会、県看護協会、県薬剤師会 

県歯科医師会、県自治体病院協議会、県精神科病院協会、 

県訪問看護ステーション連絡協議会、郡市医師会 

歯科技工士会、岡山大学、川崎医科大学、市町村、保健所 

               看護師養成所、歯科衛生士・歯科技工士養成所 

 

 7月31日 関係団体へ事業提案募集（介護分）の通知発出 

（募集締切8月28日） 

 
 
          ※ 以下、提案のあった事業に関する関係団体との意見交換等 
 
 （医療分） 

令和２年11月19日  岡山大学 

          〃 24日  川崎医科大学、県病院協会、県看護協会 

県訪問看護ステーション連絡協議会 

          〃 26日  県医師会 

 

 
 
          ※ 上記以外にも、関係団体と複数回意見交換等を実施 

（介護分） 

 8月28日以降随時関係団体と提案事業について確認。 

 

 令和３年 6月 4日  県医療対策協議会 

      7月 5日 県介護保険制度推進委員から意見聴取 

 

 

（２）事後評価の方法 

計画の事後評価にあたっては、事業ごとの目標、達成状況を継続的に把握し、

県医療対策協議会、県介護保険制度推進委員会等の意見を聞きながら評価を行い、

必要に応じて計画の見直しを行うなどＰＤＣＡサイクルにより計画を推進する。 



（様式３：岡山県） 
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３．計画に基づき実施する事業 

 事業区分１－１：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は 

         設備の整備に関する事業 

事業区分１－２：地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は 

病床数の変更に関する事業 

 事業区分２  ：居宅等における医療の提供に関する事業 

 事業区分４  ：医療従事者の確保に関する事業 

事業区分６  ：勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 

 

(1) 事業の内容等 

事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整

備に関する事業 

事業名 【No.１（医療分）】 

病床機能分化・連携促進のための基盤整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

430,780千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和８年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・了の変化や労働力人口

の減少を踏まえて、質の高い医療を効率的に提供できる体制を構築してい

く必要がある。 

平成 30年 7月 1日現在の本県の回復期病床数は 3,571床であるが、地域

医療構想における令和７年の回復期に係る必要病床数は 6,480 床と約

3,000 床不足しており、病床機能の分化・連携の取組を進めていく必要が

ある。 

 

 アウトカム

指標 

 

令和７年度における回復期病床数：６，４８０床 

（地域医療構想 進捗率 100％） 

 

事業の内容 地域医療構想における必要病床数に対し、病床機能報告にて過剰となっ

ている機能病床について、地域医療構想調整会議における協議を踏まえ、

不足する機能病床へ転換するための施設整備に対して補助を行う。 

また、地域医療構想の達成に向けた医療機関の統合・事業縮小の際に要

する費用に対しても補助を行う。 

 

アウトプット指標 対象医療機関数：7 機関 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

本補助事業による回復期病床への転換（アウトプット）の他、地域医療

構想調整会議等を通じて施設整備を伴わない病床機能の転換を促進し、あ

わせて地域医療構想の達成（アウトカム）を目指す。 



（様式３：岡山県） 
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地域医療構想の関係性

及びスケジュール（注１） 

 

 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

430,780 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

143,593 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

71,797 

民 (千円) 

143,593 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

215,390 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

215,390 

備考（注４） 令和３年度：0千円、令和４年度：0千円、令和５年度：0 千円 

令和６年度：102,241千円、令和７年度：113,149千円 
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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整

備に関する事業 

事業名 【No.２（医療分）】 

医療介護連携体制整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

22,000千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県医師会 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後の更なる高齢化に対応し、良質で適切な医療・介護サービスを効果

的かつ効率的に提供するためには、地域医療構想による医療機能の分化・

連携、中でも慢性期機能を担う入院医療から在宅医療への移行と、地域包

括ケアシステムによる在宅医療・介護サービス提供体制の充実を一体的に

図ることが不可欠である。この実現に向けては、関係者が医療・介護サー

ビスを取り巻く環境の変化やそれぞれの地域特性を踏まえた現状分析を基

に検討・推進することが必要である。 

 アウトカム

指標 

高度急性期・急性期病床から回復期病床への移行 

必要病床数と許可病床数の差 20%(約 720床)程度の解消(目標年度：R7年度) 

回復期病床 H29.4.1  2,904床 → R7年 3,624 床 

   （岡山県保健医療計画策定時数値） 

慢性期の病床から在宅医療への移行を 10%(慢性期病床の約 160 床)削減

(目標年度：R7年度) 

慢性期病床 H29.4.1  5,944床 → R7年 5,784 床 

   （岡山県保健医療計画策定時数値） 

 

事業の内容 (１)岡山県医師会地域医療構想・地域包括ケア研究会開催 

   ・有識者（アドバイザー）による講演会 

   ・データに基づいた政策議論の展開等 

(２)地域包括ケアコーディネーターの配置 

     ・医療介護の連携強化、郡市医師会・市町村への支援（訪問診療普及、

病診連携調整等） 

(３)「岡山県郡市等地区地域包括ケア推進協議会」等多職種他機関連携研

修会の開催 

 

アウトプット指標 ・岡山県医師会地域医療構想・包括ケアシステム研究会参加人数：120名 

・各種研修会参加人数：220名 

 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

県全体または医療圏ごとの現状分析や議論の実施・発信や研修会等によ

り、各地域の実情や必要性に応じた医療機能の整理・統合・提供や連携体

制の強化を図る。 
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地域医療構想の関係性

及びスケジュール（注１） 

地域医療構想により目指すべき医療提供体制を実現させるため、岡山県

保健医療計画において、高度急性期・急性期の病床数が多く、回復期の病

床数が少ないことから、不足している病床機能への転換など、病床の機能

分化、連携を推進する取組を関係者間で十分に協議を行い、必要に応じて

支援することとしている。また、慢性期医療については、在宅医療等や介

護サービスの整備（地域包括ケアシステムの構築）と一体的に推進するこ

ととしている。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

22,000 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

14,666 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

7,334 

民 (千円) 

14,666 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

22,000 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注４）  
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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整

備に関する事業 

事業名 【No.３（医療分）】 

医療介護多職種連携体制整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,250千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県の慢性期の許可病床数は平成２９年４月現在、令和７年の必要病床

数に比べて多い状況であり、機能分化・連携を進めていくため、入院から

在宅療養・施設入所等への円滑な移行を促進する必要がある。そのため、

入退院支援を行う医療・介護の専門職間の連携を図り、退院時カンファレ

ンスの充実や入退院支援ルール等の情報収集・情報発信を行うとともに、

医療機関側から在宅医療側に患者を円滑につなぐための体制整備を推進す

る必要がある。 

 アウトカム

指標 

慢性期の病床から在宅医療への移行を推進することにより、慢性期病床を

許可病床数（H29.4現在）と必要病床数（R7年度）との差の 10%（約 160床）

削減(目標年度：R7年度) 

事業の内容 （１）入退院支援推進のための取組 

   ・医療・介護・行政を含む多職種によるワーキンググループ等 

により、入退院支援に関する現状の情報収集、課題及び解決 

策(仕組みづくり)の検討 等 

（２）医療介護連携推進における関係機関からの相談支援 

   ・各地域の実情に応じて、介護支援専門員等が助言・調整など  

により、入退院支援に関する連携を促進 

（３）医療側と介護側の専門職の相互理解・連携を図るための取組 

   ・多職種連携研修会（ワールドカフェ等）の実施等 

 

アウトプット指標 ・研修会参加人数：300名 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

 医療・介護の多職種連携研修会を開催することにより、顔の見える関係

が構築され、医療介護連携が強化される。医療機関側と在宅医療側との調

整を行う体制が整備され、円滑な入退院支援につながる。これにより、入

院から在宅療養・施設入所等への円滑な移行が促進され、入院日数の縮減

と慢性期病床の削減が図られる。  

地域医療構想の関係性

及びスケジュール（注１） 

地域医療構想により目指すべき医療提供体制を実現させるため、岡山県

保健医療計画において、高度急性期・急性期の病床数が多く、回復期の病

床数が少ないことから、不足している病床機能への転換など、病床の機能

分化、連携を推進する取組を関係者間で十分に協議を行い、必要に応じて

支援することとしている。また、慢性期医療については、在宅医療等や介

護サービスの整備（地域包括ケアシステムの構築）と一体的に推進するこ

ととしている。 
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事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,250 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

2,167 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,083 

民 (千円) 

2,167 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,250 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

2,167 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注４）  
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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整

備に関する事業 

事業名 【No.４（医療分）】 

地域医療構想調整会議活性化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

730千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域医療構想調整会議の活性化のため、地域医療構想の進め方について、

各構想区域における地域医療構想調整会議の参加者や議長、事務局を含む

関係者間の認識を共有し、また、各構想区域の実情に応じたデータの整理

や論点の提示といった地域医療構想調整会議の事務局が担うべき機能を地

域医療構想アドバイザーにより補完する必要がある。 

 アウトカム

指標 

具体的対応方針の合意の状況（公立公的及び民間含む） 

R2 15.9％（45／283）※ → R3 24.7％（70／283）※ 

※（合意機関数／病院・有床診療所数） 

事業の内容 （１）研修会 

地域医療構想の進め方について、各構想区域の調整会議の参加者や議長、

事務局を含む関係者間の認識を共有する観点から、研修会を開催する。 

・研修内容 

行政からの説明、事例紹介 等 

・対象者 

地域医療構想調整会議の議長、その他の参加者、地域医療構想調整会

議の事務局担当者 等 

（２）地域医療構想アドバイザー 

厚生労働省において、各構想区域の実情に応じたデータの整理や論点の

提示といった地域医療構想調整会議の事務局が担うべき機能を補完する観

点から、養成することとなった「地域医療構想アドバイザー」を活用し、

調整会議の事務局や参加者に対し、調整会議の議論の活性化に向けた助言

を行う。 

また、厚生労働省が実施する研修へ派遣し、スキルアップを図る。 

アウトプット指標 （１）研修会 開催回数１回 

（２）地域医療構想アドバイザー 調整会議２２回 

                研修会参加３回 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

研修会や地域医療構想アドバイザーの活用を通じて、調整会議での議論

が活性化し、具体的対応方針の合意が進む。 

地域医療構想の関係性

及びスケジュール（注１） 
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事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

730 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公  (千円) 

487 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

487 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

243 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

730 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注４）  
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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整

備に関する事業 

事業名 【No.５（医療分）】 

井笠地区医療機関と高度急性期病院との連携

強化及び機能分化の支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,700千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県南西部区域 

事業の実施主体 井原市立井原市民病院 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高度急性期病院への重症患者の集中と在院日数短縮の流れの中で、地域

の各医療機関では早期に受入を行い、在宅復帰に向けての回復期機能を担

うことができるよう医療スタッフの一層のレベルアップが求められてい

る。 

 アウトカム

指標 

在宅復帰率の改善 在宅復帰率 R元年度 91.7% → R3年度 95% 

事業の内容 １）研修会の開催。 

 ・医療スタッフ等を対象に、高度急性期病院から講師を招聘し講演会を

開催。 

・在宅復帰に向けた地域医療機関及び介護施設等を対象に講演会を開催。 

２）各医療機関からの高度急性期病院への研修派遣。 

 ・高度急性期病院の診療科等で実施研修を実施。 

３）医療機能分化連携の具体的な検討を実施する会議を開催。 

アウトプット指標 研修会開催回数（２０回）、研修派遣人数（延べ１００人） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

研修の充実により医療機関スタッフのレベルアップを図り、在宅復帰率

の向上を図る。 

地域医療構想の関係性

及びスケジュール（注１） 

地域医療構想で求める医療機能の分化・連携を実践・促進するモデル事業

である。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,700 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公  (千円) 

3,133 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

3,133 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,567 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

4,700 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注４）  
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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整

備に関する事業 

事業名 【No.６（医療分）】 

地域連携・多職種協働周術期管理モデル普及事

業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

15,000千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 岡山大学 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

超高齢社会では手術を契機にフレイルから要介護状態へ移行する患

者の増加が危惧されるため、術後患者の予後を追跡・分析して病床

数の適正化につなげるとともに、生活の質の改善を目指した新しい

術後回復プログラムの作成・普及により医療提供体制の効率的運用

と医療コストの削減を図る必要がある。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：急性期病床の削減（余剰病床数 2,470 床の 20％以

上改善）、急性期からの転換等による回復期病床適正数の確保（不足

病床数 3,578 床の 35％以上改善）（目標年度：R7） 

事業の内容 (1)高度急性期病院と術前・術後を担う連携病院間の予後情報管理モ

デルの構築と普及 

(2)エビデンスに基づく術後回復プログラム作成と、多職種を対象と

した研修会の実施 

アウトプット指標 (1) 地域基幹病院でのモデル事業実施：1 医療機関 

(2) 研修参加者数：50 名、見学・人事交流：10 名 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

連携モデル事業を実施することで医療提供体制の効果的運用を図

る。また、周術期管理を担う人材育成のための研修会等を多職種を

対象に実施することにより病床の機能分化や連携を支援する体制が

構築される。 

地域医療構想の関係性

及びスケジュール（注１） 

多職種協働周術期管理と地域の医療や介護の資源の有効活用に

よる生活の質の維持を含めた適切な周術期管理を行うことで、バラ

ンスのとれた医療機関の機能分化・連携の促進を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

15,000 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公  (千円) 

10,000 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

10,000 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,000 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

15,000 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注４）  
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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整

備に関する事業 

事業名 【No.７（医療分）】 

周術期緊急搬送補助システム"iPicss"による

妊産婦連携の ICT拡大化事業 

～消防関連の連携・災害時情報・COVID-19搬送

連携の構築～ 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,500千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 岡山大学 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 医療機関の機能分化に関しては、特に周産期医療では偏在が顕著な当県

において、周産期医療を安心安全に提供するための搬送体制の強化が重要

であり、緊急搬送連携体制のさらなる推進を図る必要がある。そこで、岡

山県では令和元年５月から県下全ての分娩取扱施設で周産期緊急搬送補助

システム(iPicss)の運用を開始している。しかし、妊産婦搬送を行う救急

隊とは共有できていないため、超緊急搬送の遅延事例が存在している。ま

た、Covid19 情報も即座に一斉共有する手段がなく、救急隊や搬送受け入

れ先も濃厚接触が危ぶまれる状態である。 

 

 アウトカム

指標 

周産期死亡率の減少(R2:2.5%→R3:2.0%) 

事業の内容 県内の全分娩取扱施設への配備に加え、関係消防署へもタブレットの貸

し出しを行い、iPicssを用いたシステムの拡大を図る。 

新規開発機能として、災害時対応システムを構築し、災害時の各施設状

況を、小児・周産期リエゾンがリアルタイムに把握できる体制を構築する。

また、新型コロナウイルス感染症対応システムを構築し、搬送や受入時の

感染予防対策を図る。 

 さらに、得られた搬送データを分析することで、理想的で現実的な搬送

システムを構築し、周産期医療の機能分化、棲み分けを促進する。 

 

アウトプット指標 システム活用による搬送件数(R1.5.1～R3.3.31:415件→R3:300 件) 

関係消防署の iPicss情報の確認件数(R2:0件→R3:100件) 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

iPicss の有効活用により、高次医療施設以外で発症した超緊急症例を円

滑に搬送することができる。 

地域医療構想の関係性

及びスケジュール（注１） 

医療機関の機能分化に関しては、特に周産期医療では偏在が顕著な当県

において、周産期医療を安心安全に提供するための搬送体制の強化が重要

であり、緊急搬送連携体制のさらなる推進を図る必要がある。周産期救急

医療において統一した搬送システムはないため、iPicssを活用し、一般・

高次医療間、施設内の各部署間の連携を円滑化し、役割分担を明確化して、

必要な病床へ適切に患者を移行することで、地域医療構想に基づく病床の

機能分化・連携促進を図る。 
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事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

5,500 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公  (千円) 

3,667 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

3,667 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,833 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

5,500 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注４）  
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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整

備に関する事業 

事業名 【No.８（医療分）】 

訪問看護 ICT連携基盤整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,150千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県訪問看護ステーション連絡協議会 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域医療構想による医療機能の分化・連携、在宅医療への移行を円滑に

進めるとともに、地域包括ケアシステムによる在宅医療・介護サービス提

供体制の充実を図る必要があり、医療と在宅サービスの双方に関わる訪問

看護は重要な役割を担っている。その中で、訪問看護サービスの質の向上

はもとより、感染症や災害が発生した場合でも、利用者の状況に応じた適

切かつ安定的なサービス提供を可能にするためには、訪問看護における

ICT を活用した情報連携の体制整備が必要である。 

 

 アウトカム

指標 

訪問看護における ICTを活用した連携体制を構築する。 

 連携施設数：80施設（令和 3年度） 

事業の内容 １ 訪問看護 ICT情報連携に係る検討委員会の開催 

   情報共有における現状分析・課題整理、ICTを活用した情報共有の

促進に向けた取組を検討する。 

２ 訪問看護ステーションの ICT活用に係る研修会等の実施 

   ICTを活用した情報共有の具体的な実施方法や取組事例、導入メリ

ット等を情報提供を行う。 

３ ICT情報共有ツールを活用した連携モデルの構築 

   モデル地域を選定し、ICT情報共有ツールを活用した訪問看護事業

所間や他職種間での連携モデルを構築。 

 

アウトプット指標 ・研修会参加人数：延べ 200名 

・訪問看護 ICTネットワークモデル地域数：2箇所 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

訪問看護における ICT を活用したステーション間や他職種との具体的な

情報共有の実施方法や活用事例、導入メリットについて広く周知すること

により、連携施設数の増加を図り、訪問看護における ICT を活用した情報

連携の体制整備につなげる。 

 

地域医療構想の関係性

及びスケジュール（注１） 

医療と在宅サービスの双方に関わる訪問看護は重要な役割を担ってい

る。本事業を通じて、訪問看護の情報連携に係る ICT 化を促進し、効率的

かつ安定的なサービス提供につなげることによって、地域医療構想に基づ

く医療機能の分化・連携、中でも在宅医療への移行、退院患者の生活を支

える在宅医療及び介護サービス提供体制の充実を図る。 
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事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,150 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

767 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

383 

民 (千円) 

767 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,150 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

767 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注４）  
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事業の区分 １－２．地域医療構想の達成に向けた病床数又は病床の機能の変更

に関する事業 

事業名 【No.９（医療分）】 

単独支援給付金支給事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

62,244千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 
県南東部保健医療圏、真庭保健医療圏、津山・英田保健医療圏 

事業の実施主体 
岡山県内の医療機関 

事業の期間 
令和３年４月１日 ～ 令和４年３月２０日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 
中長期的な人口減少・高齢化の進行を見据えつつ、今般の新型コロナウ

イルス感染症への対応により顕在化した地域医療の課題への対応を含め、

地域の実情に応じた質の高い効率的な医療提供体制の構築が必要。 

 アウトカム

指標 
令和３年度基金を活用して再編を行う医療機関の病床機能毎の病床数 

急性期病床   １５０床→３４床（▲１１６床） 

回復期病床     ０床→９５床（  ９５床） 

慢性期病床    ３６床→２５床（▲ １１床） 

事業の内容 
医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機

能再編の実施に伴い、減少する病床数に応じた給付金を支給する。 

アウトプット指標 
対象となる医療機関数 ３医療機関 

アウトカムとアウトプッ

トの関連 
地域医療構想調整会議等の合意を踏まえ自主的に病床数を減少する医

療機関に対し財政支援することにより、地域医療構想の実現に向けた取組

の促進を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

62,244 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

62,244 民 (千円) 

62,244 その他（Ｂ） (千円) 

0 

備考（注２）  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.１０（医療分）】 

かかりつけ医認定事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,873千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県医師会 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 住み慣れた地域で安心して過ごせる体制を構築するためには、地域包括

ケアシステムの中核を担うかかりつけ医の普及が必要である。現在県内で

かかりつけ医に認定されているのは 565 名であり、さらに約 1,000 名の養

成が必要である。 

 アウトカム

指標 

退院患者平均在院日数(病院) 

(H29: 30.8日→R3: 29.3日) 

訪問診療を受けた患者数 

(H28: 133,194 件→R3: 184,000件) 

事業の内容 「かかりつけ医」を普及させるため、「かかりつけ医」に期待される役割

とその重要性等をテーマにした研修会を開催し、受講を修了した医師を「か

かりつけ医」に認定する。 

研修の内容は、①「かかりつけ医」に期待される役割とその重要性、②保

健・福祉制度の概要とその利用方法、③関係者との連携方法を含むものと

する。 

 

アウトプット指標 ・認定かかりつけ医の増加 

(現状(R2年度)：565名→R3年度：約 1,500名) 

 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

研修会を開催し、かかりつけ医の重要性と役割を再認識した上で地域に

おける診療や在宅看取りを推進することで、在宅医療提供体制の充実を図

り、慢性期病床での入院期間の短縮及び訪問診療受診者の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,873 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

1,248 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

625 

民 (千円) 

1,248 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,873 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.１１（医療分）】 

在宅歯科往診普及センターの運営に係る事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,067千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域の実情に応じた在宅歯科医療の推進を図るため、地区歯科医師会を

単位とする在宅歯科往診普及センターを設置して、住民に身近な歯科診療

所における歯科往診の利便性を図る必要がある。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：在宅歯科医療に取り組む医療機関数の増加 

         （R2：432箇所 → R3:450箇所） 

事業の内容 ①地区歯科医師会の在宅歯科往診普及センターの運営 

②普及センターに歯科往診機器を配備し、必要とする歯科診療所への貸出 

③歯科往診を周知するための媒体（チラシ等）作成、地域住民・医療介護

関係者への周知活動 

④在宅医療推進に向けての他職種連携を図るための推進会議の開催 

アウトプット指標 在宅歯科往診普及センターでの歯科往診機器貸出件数の増加 

（R1：1,582件 → R3:1,600件） 

推進会議の開催：各普及センター1回 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

地区歯科医師会に設置する在宅歯科往診普及センターを中心に、地域に

おける在宅歯科に関連する課題等を共有し、在宅歯科医療に取り組む歯科

医療機関の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,067 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

1,378 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

689 

民 (千円) 

1,378 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,067 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

1,378 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.１２（医療分）】 

在宅歯科医療連携室整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,914千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

居宅療養者やその家族、医療関係者及び介護関係者からの口腔ケア等に

関する相談や、歯科往診による歯科治療・歯科保健指導の要望に対し、地

元歯科診療所と調整して患者宅等へ歯科医師を派遣する体制強化が必要で

ある。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：在宅歯科医療に取り組む医療機関数の増加 

（R2：432箇所 → R3: 450箇所） 

事業の内容 ①県歯科医師会館内に設置する歯科往診サポートセンターでの歯科往診依

頼に対する派遣歯科医師の紹介 

②在宅療養者の口腔ケアに関する電話相談対応 

③歯科往診機器の貸出   

④効率的な事業運営を図るための評価会議の開催                                                                                                                                                                             

⑤歯科往診を周知するための媒体（チラシ等）の作成、地域住民・医療介

護関係者への周知活動 

アウトプット指標 相談件数の増加（R2:60件 → R3:150件） 

歯科往診機器貸出件数の増加（R2:33件 → R3:70件） 

評価会議の開催：1回 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

歯科往診依頼、相談件数及び歯科往診機器貸出件数が増加することで、

歯科医療従事者が在宅歯科の需要を認知し、在宅歯科医療に取り組む歯科

医療機関の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,914 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

1,943 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

971 

民 (千円) 

1,943 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,914 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

1,943 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.１３（医療分）】 

在宅療養者に対する歯科医療推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,576千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅等で療養する重度の障害があり必要性があるにも関わらず歯科健

診・治療が受けられない者に対し、在宅において歯科健診・歯科治療・歯

科保健指導等が受けられる体制の整備・強化が必要である。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：在宅歯科医療に取り組む医療機関数の増加 

        （R2：432箇所 → R3: 450箇所）   

事業の内容 ①有識者を交えた推進会議の開催 

②歯科治療における問題点や課題解決のための研修会・講演会の開催 

③障害がある児・者への歯科保健医療サービスに関する情報提供 

④調査研究 

アウトプット指標 研修会等開催回数 研修会：2回 講演会：1回 

研修会参加者数：70名 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

障害者歯科治療における問題点や課題解決のため研修会・講演会を開催

することで、障害者歯科治療への理解を深め、在宅歯科医療に取り組む歯

科医療機関数の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,576 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

1,717 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

1,717 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

859 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,576 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.１４（医療分）】 

早期退院・地域定着のための連携強化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

688千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 精神科病院 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

精神障害者の地域移行・地域定着を促進するには入院者の退院意欲の向

上と、在宅生活を支える支援機関との連携体制の強化が必要である。 

 アウトカム

指標 

退院意欲が見られた患者数 Ｒ２：１０人→Ｒ３：５０人 

事業の内容 精神科病院入院患者の退院意欲の喚起を図り、地域援助者事業者等との

連携を強化することで、在宅生活を支える基盤整備を図る。 

① 地域援助事業者参加促進事業 

 精神科病院で開催する退院促進を目的とした連携ケア会議への地域

援助事業者の参加に対する経費を援助する。 

② 退院環境整備事業 

 地域関係者や退院者、ピアサポーター等との交流の場を設ける等、

入院者の在宅生活への関心を高め、退院意欲の喚起につながる取り組

みに要する経費を援助する。 

アウトプット指標 事業実施医療機関数（Ｒ２：１機関 → Ｒ３：６機関） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

精神障害者の早期退院・地域定着に取り組む医療機関を増やすことで、

退院意欲が見られる入院患者数を増加させ、地域移行・地域定着の促進を

図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

688 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

459 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

229 

民 (千円) 

459 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

688 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.１５（医療分）】 

在宅医療提供体制推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

409千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 県民が住み慣れた地域で、望ましい療養生活を送れる社会の実現のため

には、県医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、介護支援専門員協会、

市町村、地域包括支援センター等の関係機関で現状と課題を共有し、方策

を検討して在宅医療の確保及び連携体制の構築を図ることが必要である。 

 アウトカム

指標 

在宅看取りを実施している医療機関数 

(H29: 77施設→R3: 80施設) 

事業の内容 在宅医療推進協議会の開催（概ね 2回） 

【内容】 

・在宅医療の確保及び連携体制の構築に関する事項 

・在宅医療の推進に必要な事項 

 

アウトプット指標 ・在宅医療推進協議会の開催回数：2回 

 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

協議会で各機関における取組の重要性と役割を再認識した上で取組の推進

につなげ、在宅看取りを含む在宅医療に対応できる体制の充実を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

409 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

273 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

273 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

136 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

409 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.１６（医療分）】 

小児等在宅医療連携拠点事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

8,728千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療技術の進歩等を背景として、ＮＩＣＵ（新生児特定集中治療室）等

に長期間入院した後、人工呼吸器等を使用し、痰の吸引などの医療的ケア

が必要な児（医療的ケア児）が増加している。こうした中、障害が固定さ

れない医療ニーズの高い児に対する支援は、障害福祉サービスが行き届か

ないことも懸念され、支援の充実が求められている。 

また、在宅医療や訪問看護等在宅生活を支援する側にとっても、今までは

医療的ケア児への支援を経験する機会が少なく、抵抗感を持つ専門職もい

ることから、人材育成や多分野・多職種の連携を強化し、医療的ケア児や

家族を支える包括的かつ継続的な在宅療養支援体制の整備が必要である。 

 

 アウトカム

指標 

医療型短期入所施設利用者数(小児) 

（R2：1,230人→R3：2,100人） 

短期入所サービス実施施設数(障害児)の増加 

(R2.6.1現在:42施設→R3:43施設) 

 

事業の内容 （１）医療的ケア児を始めとする小児等の在宅医療が抱える課題の抽出と

対応方針の検討 

（２）地域の医療・福祉、教育資源の把握と活用 

（３）地域の小児科等への在宅医療資源の拡充と専門機関との連携 

（４）地域の福祉・教育・行政関係者との連携促進 

    （関係機関・職種の連携強化の研修・検討会議等） 

（５）患者・家族の個別支援 

（６）患者・家族や学校関係者等への理解促進・負担軽減（個別支援及び

支援者に対する助言指導） 

 

 

 

 

アウトプット指標 ・研修会・連携会議参加人数：100名 

 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

 研修会や連携会議を開催することにより、多職種チームによる医療的ケ

ア児への支援の推進につなげ、在宅療養支援体制の構築を図る。 
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事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

8,728 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

5,819 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,909 

民 (千円) 

5,819 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

8,728 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

5,819 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.１７（医療分）】 

死因究明等推進に資する在宅死等への対処能

力習得事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,800千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後の多死社会において、住み慣れた地域で安心して過ごし、在宅（施

設を含む）等地域生活圏における看取りを推進するためには、法医学の視

点を備え、生活圏内での活動時等を含む在宅死等に対応できる医師の増加

が必要である。 

 アウトカム

指標 

在宅看取りを実施している医療機関数 

(H29: 77施設→R3: 80施設) 

事業の内容 対象者：地域医療を担う医師等の医療従事者 

内容： 

（１）法医学の視点から見た在宅死等に関する研修会 

（２）在宅死等への対処能力習得及び向上のための資材作成・頒布 

（３）対処能力の向上のための実習・解剖演習 

（４）その他、本事業目的を達成するために必要な事業 

アウトプット指標 ・研修会参加人数:50名 

 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

在宅死へ適切に対応するために法医学の視点による研修会を開催し、在

宅看取りを推進することで、在宅見取りを実施する医療機関数の増加を図

る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,800 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

1,200 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

1,200 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

600 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,800 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.１８（医療分）】 

地域医療連携体制推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

6,435千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域の特性に応じて、退院後の生活を支える在宅医療の充実及び医療・

介護サービス提供体制の一体的な整備が必要。 

 アウトカム

指標 

入退院支援加算を算定している医療機関数 

（R3.4.1現在:116施設→R3年度末：117施設） 

事業の内容 保健所・支所単位で次のとおり事業を行う。 

（１）地域医療連携推進会議の開催 

（２）地域連携パスの作成・普及 

（３）医療介護連携に関する研修会 

（４）県民への在宅医療（かかりつけ医）普及啓発事業  

（５）その他 

 

アウトプット指標 （１） 医療連携推進会議：延べ５回 

（２） 参加医療機関数：脳卒中 70機関、急性心筋 280機関 

（３） 研修参加者数：延べ 100人 

（４）啓発講座開催数：５回 

 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

地域ごとに医療連携を支援し、退院後の療養生活を支える体制を強化す

ることにより、入院患者がスムーズに在宅に戻ることが可能になる。その

成果について入退院支援加算を算定する医療機関数の増加で把握する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

6,435 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

4,290 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

4,290 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,145 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

6,435 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.１９（医療分）】 

糖尿病等の生活習慣病に係る医療連携体制の

推進に関する事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

22,815千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 人工透析の１人あたりの医療費は年間 500 万円と言われており、その原

疾患である糖尿病性腎症の重症化予防対策を実施することは医療費適正化

の観点からも重要になる。また、日本健康会議「健康なまち・職場づくり

宣言 2020」においても生活習慣病の重症化予防が取り上げられており、保

険者も重点的に取組を進めている。保険者を含めた県内全体の糖尿病の医

療連携体制を推進するために、今後さらに在宅医療や保健所・市町村等の

地域保健との連携を図りながら、診療レベルの平準化とあわせて、発症予

防・重症化予防といった総合的な連携体制に発展させる必要がある。 

 アウトカム

指標 

総合管理医から専門治療医療機関への患者紹介数の増加 

 （H28：3,238件→R3：3,400件） 

事業の内容  糖尿病も含めた高齢者医療にも対応し得る、県内全域を俯瞰した広域的

な医療連携体制構築に向けて、次の事業を実施する。 

(1)総合管理医（糖尿病診療を担うかかりつけ医）の認定と、総合管理医を

中心とした糖尿病医療連携体制の構築。 

(2)「岡山県糖尿病性腎症重症化予防プログラム」に沿った保険者と医療機

関の連携による重症化予防対策の推進。 

(3)歯周病予防により糖尿病治療が効果的に実施されるよう、医科歯科連携

の推進と地域自立性を確保した地域密着型医療の確立。 

(4)おかやま糖尿病サポーター（糖尿病診療をサポートするメディカルスタ

ッフ）の認定と育成。 

(5)おかやまＤＭネットを基盤として、訪問看護ステーションとの連携、医

療介護連携の推進により、在宅医療も含めた高齢者医療にも対応し得る

地域医療ネットワークの構築。 

(6)ＩＣＴ地域医療の平準化のための医療情報発信。 

(7)保健所・市町村等の地域保健との連携推進のための会議及び研修会の実

施。 

アウトプット指標 ・糖尿病総合管理医療機関の認定数の増加 

（H28：330件→R3：340件） 

・おかやま糖尿病サポーター認定者数の増加 

（H28：1,375名→R3：1,800名） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

在宅医療や介護も含め、登録医療機関やサポーターを増やすことにより

地域における糖尿病医療連携体制をサポートし、総合管理医（かかりつけ

医）から専門施設への患者の紹介等を進め、糖尿病の在宅医療を推進する。 
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事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

22,815 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

15,210 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

15,210 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

7,605 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

22,815 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.２０（医療分）】 

在宅歯科医療等に従事する歯科医療従事者研

修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,051千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅療養者が、住み慣れた地域で歯科治療や口腔ケア、歯科保健指導等

を受け、安心した療養生活を送るため、医科歯科医療連携へ対応するため

の知識・技術を持った歯科医師や歯科衛生士等の歯科医療従事者の養成が

必要である。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：在宅歯科医療に取り組む医療機関数の増加 

        （R2：432箇所 → R3: 450箇所） 

事業の内容 対象者：地域歯科医療を担う歯科医療従事者 

内 容：オーラルフレイルなどの口腔機能低下を管理でき、在宅療養者や

医科歯科連携が必要な者へ対応するための知識・技術を持った歯科医療従

事者を養成するための研修事業を実施。 

アウトプット指標 研修会の開催：2回 

 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

研修会を通じて、在宅療養者や医科歯科連携が必要な者へ対応できる歯

科医療従事者を養成し、在宅歯科医療の充実を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,051 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

1,367 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

684 

民 (千円) 

1,367 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,051 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

1,367 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.２１（医療分）】 

死生学やアドバンスケアプランニングを取り

入れた要介護高齢者の尊厳を最期まで守る多

種職連携口腔栄養関連サービスの推進 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,716千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が、住み慣れた地域で最期まで安全に自分の口から食べられるよ

うに多職種で支援できる体制を構築するとともに、アドバンスケアプラン

ニング（ACP）に対応できる者を増やしていく必要がある。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：在宅死亡者の割合：11.4%(H28)→13.5%(R5) 

事業の内容 ①地域包括ケアの現場で対応できる者を養成するため、口腔栄養関連サー

ビスと ACPを統合した新規口腔栄養関連サービスに関する研修会・ワー

クショップの実施 

②口腔栄養関連サービスの啓発をさらに現場に浸透させるためのファシリ

テーター養成 

アウトプット指標 研修会の開催：2回 

研修会（ワークショップ）参加者数：80名 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

研修会を開催し、ファシリテーターを養成することで、ACPに対応でき、

かつ最期まで安全に自分の口から食べられる多職種で支援できる環境整備

を行う。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,716 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

1,811 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

1,811 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

905 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,716 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.２２（医療分）】 

小児訪問看護拡充事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,015千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 医療技術の進歩等により、在宅において人工呼吸器や喀痰吸引などの医

療的ケアを必要とする小児が増えつつある。一方で、令和２年９月現在で、

小児に対応できる訪問看護事業所数は７９事業所であり、医療的ケアを必

要とする児が地域で安心して療養できるよう、小児に対応できる訪問看護

事業所を増加させる必要がある。 

 アウトカム

指標 

小児の訪問看護の受け入れ可能事業所の割合 

         （R3.3：47.3% → R3：80%） 

事業の内容 小児に対応できる訪問看護事業所の増加や連携強化等を図るため、小児

訪問看護に関する基礎的知識や看護技術を学ぶ研修会・相談会を開催する。

また、医療・保健・福祉・介護・教育等関係者との多職種連携を図る。 

 

アウトプット指標 ・小児訪問看護研修会の参加者数  ５０名／年 

 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

研修会を開催し、医療的ケア児に対応できる訪問看護職員を確保するこ

とにより、小児に対応できる訪問看護ステーション数の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,015 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

677 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

338 

民 (千円) 

677 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,015 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

677 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式３：岡山県） 

50 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.２３（医療分）】 

訪問看護総合支援センター事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,427千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県看護協会 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 訪問看護は在宅ケアの要であり、一層の人員増加が求められている。必

要な人材の確保のためには、新卒や新任の看護師を訪問看護師として育成

することも必要である。 

さらに、訪問看護ステーションは小規模事業所が多いため、職員の育成

や安定的な経営に課題がある。そのため、特に中山間地域では、地域内で

事業連携し、研修体制の強化や、基盤の強化を図る必要がある。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：訪問看護に従事する看護職員の増加 

訪問看護ステーションで就業する看護職員 

(実人員)H30.12末 877人 → R7  1,008 人 

事業の内容 ① 訪問看護人材育成強化チームを主体とした新卒・新人訪問看護師等の

育成サポート、交流会による啓発 

② 医師会、病院協会、看護協会等による事業所運営基盤支援について検

討する事業連携検討委員会の開催 

③ モデル地域(総社)での地域部会の開催 

アウトプット指標 プログラムに沿った育成を行う新卒訪問看護師数 ３人 

事業連携検討委員会の開催 ２回 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

訪問看護ステーションの基盤の強化が図られ、新卒・新人看護職員が増加

することにより、訪問看護ステーションのマンパワーの確保に繋がる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,427 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

951 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

476 

民 (千円) 

951 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,427 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.２４（医療分）】 

薬剤の適正な服用に向けた支援体制整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,277千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者は複数の慢性疾患を有するため「多剤併用（ポリファーマシー）」

が起こりやすい。多剤併用になると薬物有害反応や薬物治療効果の低下、

残薬といった問題が生じるが、是正にあたっては減薬後のフォローやエビ

デンスに基づく薬学的介入が重要となるため、対応できる薬剤師の育成が

不可欠である。また、減薬にあたっては、薬剤師からの提案を受けて処方

調整を行う立場である医師との連携体制の強化も求められる。 

 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標： 

・複数医療機関から同一成分の薬剤を投与された患者数 

H30:23,642人→R3:22,460人（5％減） 

・65 歳以上で 11種類以上の投薬を受ける患者数 

  H30:56,019人→R3:53,218人（5％減） 

 

事業の内容 （１）多剤併用対策の実態調査 

    県内保険薬局における重複投薬・相互作用等防止加算、服用薬剤

調整支援料の算定件数等の調査の実施 

（２）多剤併用に対応できる薬剤師を育成するための研修 

    高齢者の医薬品適正使用に関するガイドラインや、調剤報酬の算

定要件等の実務を学ぶための研修会の開催 

（３）医薬連携に向けた検討会議 

    医療機関や院内薬局との連携に向けた課題の抽出や意見交換を行

うための検討会議の開催 

 

アウトプット指標 研修会参加人数 200人 

 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

薬剤師を対象として多剤投薬に関する研修を実施することにより、保険

薬局による多剤投薬への対応件数を増やす。（重複投薬・相互作用等防止加

算及び服用薬剤調整支援料は、薬局が多剤併用への対応を行った場合に算

定できる点数であり、多剤併用是正の評価指標となる。） 
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事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,277 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

851 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

426 

民 (千円) 

851 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,277 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

851 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.２５（医療分）】 

多剤・重複投与対策に向けた住民啓発事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

896千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者は複数の慢性疾患を有するため「多剤併用（ポリファーマシー）」

や重複投与が起こりやすい。このため、必要以上に薬を増やさない、有害

反応が起こりやすい薬を避けるといった対応が必要であるが、患者が薬を

欲しがったり、お薬手帳を複数所持しており投薬状況を把握できなかった

り等の事情により、結果として必要以上に薬が処方されているケースは少

なくない。特に在宅患者（通院を含む）については、医療従事者が直接服

薬管理を行うことができないため、薬の正しい使い方や多剤併用のリスク

について啓発を行うことにより、本人の服薬アドヒアランスを向上させる

必要がある。また、認知機能が低下した患者等への対応として、家族や身

近な人を対象とした啓発も必要である。 

 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標： 

・複数医療機関から同一成分の薬剤を投与された患者数 

H30:23,642人→R3:22,460人（5％減） 

・65 歳以上で 11種類以上の投薬を受ける患者数 

  H30:56,019人→R3:53,218人（5％減） 

 

事業の内容 地域のかかりつけ医やかかりつけ薬剤師等による、住民や高齢者の身近な

存在であるケアマネ等を対象とした講座を開催する。 

（内容） 

・正しい服薬方法について 

・多剤・重複投与のリスクについて 

・かかりつけ医、かかりつけ薬局について 

・お薬手帳について  等 

 

アウトプット指標 講座への参加人数 250人 

 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

地域住民が講座に参加することにより、患者自身の薬に対する理解が深

まり、多剤・重複投与の是正につながる。 
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事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

896 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

597 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

299 

民 (千円) 

597 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

896 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

597 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.２６（医療分）】 

オンライン診療による中山間・島しょ部などの

医療過疎地域における医療確保事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

970千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

中山間・島しょ部においては、診療所の閉鎖等により遠距離通院を余儀

なくされるなど、健康維持に苦慮する状況にあることから、住民が地域に

いながら診療を受ける方法の確立が求められている。 

 アウトカム

指標 

・新たな診療方法の確立に向けた問題点や課題の整理及び解消 

 （課題の解消件数（初年度） 0 → 10） 

事業の内容 中山間・島しょ部の公共施設をオンライン診療の診察室として使用し、

看護師等の立ち会いの下、診療支援病院からオンライン診療（D to P with 

N）を行う。  

当面は現地でオンライン診療と同等の環境を構築し、モデルケースとし

て運用することで、問題点や課題の洗い出しを行う。 

アウトプット指標 ・オンライン診療（D to P with N）の実施件数 

 （年間実施件数（初年度） 0 → 60） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

オンライン診療を実際と同等の環境で実施することでノウハウを蓄積す

るとともに、課題の整理及び解消の繰り返しにより、診療自体の精度を高

め、今後の本格運用に繋げる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

970 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

647 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

323 

民 (千円) 

647 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

970 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

647 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.２７（医療分）】 

医院継承バンク事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

491千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県医師会 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県内の診療所の開設者又は法人の代表者の平均年齢は６３．３歳（平成

３０年医師・歯科医師・薬剤師統計）であり、医師不足地域等における診

療所を確保するため、高齢で後継者のいない医師が経営する診療所の継承

を支援する必要がある。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：医院継承バンクにおける 

継承希望者の登録件数 ８件(R1年度末) → ５件以上(R3 年度末) 

開業希望者の登録件数 ７件(R1年度末) → ５件以上(R3 年度末) 

事業の内容 県内の医師の多くが所属する県医師会に医院継承バンクを設置し、県内

の医師に対して制度の周知を図るため、医院継承セミナーを開催するとと

もに、後継者を探している医療機関と開業を希望する医師を登録してマッ

チングを行う。 

アウトプット指標 医院継承セミナー参加人数 ３０人以上 

相談件数（延べ） ３件以上 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

医院継承バンク制度の県内の医療関係者への周知と相談対応を行うこと

で、医院継承バンクの活用を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

491 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

326 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

165 

民 (千円) 

326 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

491 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.２８（医療分）】 

救急総合診療医師を養成するための寄附講座

の設置 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

26,763千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 川崎医科大学 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

救急医の不足している中山間地域において、幅広い診療分野の救急医療

に対応できる医師を養成するために組織的な取り組みが必要である。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：応需率（美作地域 MC消防本部管内）の向上 

平成２６年度 ７６％→令和３年度８０％ 

事業の内容 １．川崎医科大学に寄附講座「救急総合診療医学講座」を開設する。 

２．寄附講座の指導医が、年１０回中山間地域等に赴いて、当該地域で救

急医療を担う医師等を対象に、ワークショップ・セミナー等による指導・

助言、研修会の開催等を行う。 

※救急総合診療医：ER 型救急、病院前診療（ドクターヘリ等）、総合診療

ができる能力を有する医師 

アウトプット指標 研修会参加人数：500 名 

ワークショップ等による指導・助言：県北へ年 10 回 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

救急総合診療についての研修会等を開催することで、救急医の不足して

いる中山間地域において、幅広い診療分野の救急医療に対応できる医師を

養成する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

26,763 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

17,842 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

8,921 

民 (千円) 

17,842 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

26,763 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.２９（医療分）】 

女性医師復職支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,027千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

出産や育児等による離職や再就業に不安を抱えている女性医師に対して

再就業等の支援を行うとともに、女性医師が再就業しやすい勤務形態や職

場環境の整備を促進する必要がある。 

 アウトカム

指標 

岡山県医師会の女性会員数 

470 人(R2)→480人(R4) 

事業の内容 次の事業を、公益社団法人岡山県医師会に委託して行う。 

(1)相談員（コーディネーター）を１名以上配置し、復職等に関わる相談窓

口事業（職業紹介事業「女性医師バンク」を含む。）を行う。 

(2)女性医師の復職支援のため、保育に関する社会資源情報の収集を行い、

データベース管理を行う。 

(3)女性医師のキャリアアップ研修への参加を支援する。  

(4)病院管理者等に対する普及啓発活動を行う。 

(5)地域ごとにきめ細かく女性医師の復職等に関する支援を行う。 

(6)その他女性医師の復職支援及び離職防止に有効な事業を実施する。 

アウトプット指標 女性医師バンク登録件数:10件以上、復職等に係る相談件数:10件以上 

女性医師のキャリアアップ研修への参加者数：30人以上 

病院管理者等に対する普及啓発活動実施回数：2回以上 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

子育て世代をはじめとする女性医師のキャリア支援、復職支援等を行う

ことにより、県内の医療現場で活躍する女性医師の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,027 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

1,351 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

676 

民 (千円) 

1,351 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,027 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

1,351 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３０（医療分）】 

救急勤務医支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

41,748千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 二次救急医療機関 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 休日、夜間の当直を行う救急勤務医に対し、救急勤務医手当を創設し、

過酷な勤務状況にある救急勤務医の処遇改善が必要。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：救急勤務医の処遇改善を図ることで救急医療体制の改善

を行うことによる、二次救急医療機関数の維持。 

二次救急医療機関数 R2：99医療機関→R3：99医療機関 

事業の内容  休日・夜間の当直を行う勤務医に救急勤務医手当を支給する医療機関に

対して、その手当の一部を助成することにより、救急勤務医の確保を図る。 

 

アウトプット指標 救急勤務医手当を支給する医療機関数の増加。 

R2：27 機関→R3：28 機関 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

 救急勤務医手当の一部を助成することにより、救急勤務医手当を支給す

る医療機関数を増加させ、救急勤務医の処遇を改善する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

41,748 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

3,389 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

9,277 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,639 

民 (千円) 

5,888 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

13,916 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

27,832 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３１（医療分）】 

災害時医療従事者養成確保事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,227千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、発生が予測される南海トラフ等による災害に備えるため、DMAT等

の整備が求められている。このため、R4 年度末までに 300 名の DMAT 隊員

の確保を目指す。また、隊員の質の向上のための研修等を併せて実施する。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：DMAT隊員数の増加 

（R3.3.31:281人 → R4.3.31:300人） 

事業の内容 災害時の救急医療活動を行う医療従事者の確保・養成を行うため、下記

の事業を実施する。 

（１）大規模災害や事故の発生時に被災地等に急行し、救急医療等を行う

ための訓練を受けた災害派遣医療チーム（DMAT）の養成研修を基幹災

害拠点病院である岡山赤十字病院に委託をして実施する。 

（２）災害時に、県庁及び保健所に設置する災害保健医療調整本部等が、

DMAT、DPAT、DHEAT、災害拠点病院、医師会など関係機関と連携できる

ことを目的とした研修会、その他 DMAT隊員の技能向上を目指した研修

等を実施する。 

（３）災害現場での職種を超えた連携強化を図るため、医療機関や消防等

を対象とした「多数傷病者への医療対応標準化トレーニングコース」

Mass Casualty Life Support (MCLS)を行う。 

アウトプット指標 各種研修の開催回数・参加人数 

・災害派遣医療チーム（ローカル DMAT）養成研修：1回 18 名程度 

・災害対応研修：2回 30名程度×2回 

・「多数傷病者への医療対応標準化トレーニングコース」： 2 回 30 名程度

×2回 

・その他同様の研修 1回以上：1回当たり 20名 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

DMAT を中心とした災害時医療従事者の養成と資質向上 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

5,227 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

3,485 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

3,485 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,742 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

5,227 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 
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その他（Ｃ） (千円) 

0 

(千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３２（医療分）】 

産科医等育成・確保支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

69,387千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 地域での周産期医療体制を支える産科医等の処遇を改善し、県内の産

科・産婦人科医等の確保を図る必要がある。 

 アウトカム

指標 

産科・産婦人科・婦人科医師数 

(H30：産婦人科医 167人、産科医 16人、婦人科 36人) 

＜H30年度医師・歯科医師・薬剤師統計＞ 

→(R3：産婦人科医 170人、産科医 17人、婦人科医 37人) 

分娩を取り扱う医師数(R2:144.2人→R3:145.0人) 

事業の内容  分娩を取り扱う産科・産婦人科医及び助産師に対して、処遇改善を目的

に、分娩取扱件数に応じて分娩手当を支給する。また、臨床研修終了後、

指導医の下で研修カリキュラムに基づく産科・産婦人科の研修を受けてい

る者に対する、処遇改善のための研修医手当への補助を行うことにより、

産科医療を担う医師の確保を図る。 

アウトプット指標 手当支給件数       6,666件(R1) → 6,700件(R3） 

手当支給施設数 

分娩手当支給施設    23施設(R2) → 24施設(R3) 

産科研修医手当支給施設   2施設(R2) →  2施設(R3) 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

 分娩手当支給、産科研修医手当が提供されることにより、産科医療で活

躍する産科・産婦人科医等の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

69,387 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

1,622 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

15,419 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

7,710 

民 (千円) 

13,797 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

23,129 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

46,258 

備考（注３）  

 

 

 

 

 

 



（様式３：岡山県） 

63 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３３（医療分）】 

小児救急医療拠点病院運営事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

26,763千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

津山・英田区域、真庭区域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

自圏域内で小児の二次救急医療に対応できない複数の医療圏域を対象と

して、小児救急患者を２４時間体制で受け入れる小児救急医療拠点病院を

確保する必要がある。 

 アウトカム

指標 

小児救急患者の受入数 

       他の医療圏の小児救急患者の受け入れ割合の増加 

（R2年度:12.3％→R3年度:13.0%） 

事業の内容  二次医療圏域単位での小児救急医療の確保が困難な地域において、広域

を対象に小児救急医療拠点となる医療機関に対し、医師、看護師等の医療

従事者の配置に必要な経費を補助する。 

アウトプット指標 夜間・休日における小児救急担当医確保日数 

（R2年度:夜間 365日・休日 122日→R3年度:夜間 365日・休日 123日） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

 夜間・休日において小児救急医療を担当する医師、看護師等を配置する

ための費用を助成し医療機関の負担を軽減することで、小児救急医療体制

の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

26,763 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

17,842 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

8,921 

民 (千円) 

17,842 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

26,763 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３４（医療分）】 

小児救急医療支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

10,163千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県南西部圏域 

事業の実施主体 県南西部圏域代表市（倉敷市） 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 在宅当番医等を支援する小児の二次救急医療に対応するため、小児科医

の確保が必要である。 

 アウトカム

指標 

小児救急患者の受入数 

全体の受入件数に対する一次救急から転送者が占める割合の増加 

（R2年度:5.9→R3年度:6.0％） 

事業の内容  二次医療圏内の休日・夜間の小児の二次救急医療に対応するため、小児

科医等を確保した医療機関に補助する市町村に対して、その経費の一部の

補助を行う。 

アウトプット指標 夜間・休日における小児救急担当医確保日数 

（R2 年度:夜間 365日・休日 122日→R3年度:夜間 365日・休日 123日） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

在宅当番医等を支援するため、二次医療圏における夜間と休日の小児科医

確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

10,163 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

4,517 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

4,517 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,258 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

6,775 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

3,388 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３５（医療分）】 

小児救急医療電話相談事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

25,664千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 救急医療のかかり方等について保護者等の理解をより深めることで、適

切な救急医療機関の利用を促進していく必要がある。 

 アウトカム

指標 

電話相談を利用した保護者等が理解納得した割合 

(R2 年度 98.7％→R3年度：99.0％） 

事業の内容  平日の１９時から翌朝８時、土日祝・年末年始の１８時から翌朝８時ま

での間、急に子どもが体調を崩した際のその保護者等からの電話相談に対

して、医療機関受診の要否や対処法について看護師等が助言を行う電話相

談事業を実施する。 

アウトプット指標 小児救急電話相談の件数 

（R2年度：9,977件→R3年度：17,500件） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

 小児救急患者の保護者等の不安や症状への対応方法等について、電話で

相談に応じ、適切な救急医療機関の利用ができ、小児救急医療への負担軽

減を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

25,664 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

17,109 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

8,555 

民 (千円) 

17,109 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

25,664 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

17,109 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３６（医療分）】 

医療勤務環境改善支援センター事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,788千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 県民が将来にわたり質の高い医療サービスを受けるため、特に長時間労

働や当直、夜勤・交代制勤務等厳しい勤務環境にある医師や看護師等が健

康で安心して働くことのできる環境整備が必要である。 

 

 アウトカム

指標 

 看護職員の新規採用者の１年未満の離職率 

 （R3：7.6％ → R4：7.3％） 

事業の内容  各医療機関が勤務環境改善に向けた取組を開始し、ＰＤＣＡサイクルを

活用して効果的に進められるよう、医療勤務環境改善支援センターを設置

し、経営、労務管理の両面から医療機関を支援する体制を確保する。 

 また、2024年に医師の時間外労働の上限規制が適用されることを踏ま

え、医師労働時間短縮計画の策定など医療機関が措置することとされた取

組に対して支援を行う。 

 

アウトプット指標  医療機関からの経営、労務管理等に係る相談件数 

・平成 26 年度 16 件 → 令和３年度 32 件 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

医療機関からの相談に基づき、勤務環境改善計画の策定、実施を支援す

ることにより、看護職員等医療従事者の確保を図る。 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,788 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

3,192 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,596 

民 (千円) 

3,192 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

4,788 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

3,192 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３７（医療分）】 

新人看護職員研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

36,248千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 
県全体 

事業の実施主体 新人看護職員研修事業を実施する病院 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

新人看護職員が臨床実践能力を修得するための研修は、看護職員に課せ

られた社会的責任の面から極めて重要である。医療機関の規模の大小にか

かわらず、的確な新人研修を実施させるためには支援が必要である。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：新人看護職員の採用後１年以内の離職率 

    R1年度：7.6%(R2年度新人看護職員研修事業計画による) 

⇒R3年度:7.0%(保健医療計画 R5末分と同値) 

事業の内容 新人看護職員臨床研修等が、国・病院の開設者・看護職員の努力義務と

して規定されたことに伴い、次の研修事業を行う病院に対し補助を行う。 

(1)新人看護職員研修事業：新人看護職員に対し、新人看護職員研修ガイド

ラインに基づいた研修を実施する事業 

(2)医療機関受入研修事業：他の医療機関の新人看護職員を受け入れ、新人

看護職員研修ガイドラインに基づいた研修を実施する事業 

アウトプット指標 新人看護職員研修参加者数 

  R2年度:807人⇒R3年度:820人 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

研修参加者数の増加により、新人看護職員の採用後１年以内の離職率が

低下する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

36,248 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

887 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

12,083 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

6,041 

民 (千円) 

11,196 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

18,124 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

18,124 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３８（医療分）】 

看護師等養成所運営事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

244,486千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 
県全体 

事業の実施主体 看護師等養成所（公的立を除く） 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護 

ニーズ 

養成所設置者は、ガイドラインにより営利を目的としない法人であるこ

とが原則とされているため、教育内容を充実させ、県内における質の高い

看護職員の養成・確保を図る運営支援が必要である。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：看護師等養成所卒業者の県内施設就業率 

R1 年度:61.8%（看護師等養成所運営事業計画による） 

⇒R3年度:65.0% 

事業の内容 
看護師等養成所の運営に必要な経費（教職員の人件費、教材費、実習施

設謝金等）に対し補助を行う。 

アウトプット指標 
看護師等養成所の学生定員数の維持 

R2年度：補助 15施設、定員数 2,816人 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

看護師等養成所の運営費の補助により、養成所の経営が安定し、定員数

の維持と看護教育の充実が図られ、県内の看護職員の確保に資する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

244,486 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

162,991 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

81,495 

民 (千円) 

162,991 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

244,486 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式３：岡山県） 

69 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３９（医療分）】 

院内保育運営事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

134,150千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 
県全体 

事業の実施主体 院内保育施設を運営している病院等の開設者（公的立・公立を除く） 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護 

ニーズ 

病院等に勤務する職員の児童を保育する院内保育施設を運営すること

は、医療従事者の離職防止及び再就業を促進するため、院内保育施設の運

営に関する補助が必要である。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標： 

看護職員離職率(正規雇用)：9.8% 

(公社)日本看護協会の 2019年病院看護実態調査による 

⇒2021年 看護職員離職率(正規雇用)：8.8% 

事業の内容 

院内保育施設の運営に必要な保育士等の人件費に対し補助を行う。24時

間保育、病児保育、休日保育、延長保育等を行う施設への補助額の加算も

ある。（病児保育及び延長保育加算は、公的立・公立の病院も補助対象。） 

アウトプット指標 
補助対象施設数の維持： 

 年間 30施設程度の補助対象施設数の維持 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

 院内保育施設の運営を補助し、施設数を維持することで、看護職員離職

率が減少する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

134,150 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

1,520 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

44,717 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

22,358 

民 (千円) 

43,197 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

67,075 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

67,075 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.４０（医療分）】 

保健師助産師看護師実習指導者講習会 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,040千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護教育を終了した者が質の高い看護を提供できるよう、看護教育の質

の向上を図るため、病院や在宅看護論など特定分野における訪問看護ステ

ーション等の実習施設において、実習指導者として必要な知識技術の習得

が必要である。 

 アウトカム

指標 

県内養成所の実習施設（➀病院、②訪問看護ステーション、③介護老人保

健施設）における、実習指導者講習会終了者不在の割合低下 

（➀R2：6.6％→R3：0％、②R2：50.7％→R3：37.3％、③R2：60％→R3：

50％） 

事業の内容 看護教育における実習指導の意義及び実習指導者としての役割を理解

し、効果的な指導ができるよう必要な知識・技術を習得させる講習会を実

施する。 

➀実習指導者講習会（講義及び演習を含め、約 3ヶ月（203時間））を実施

する。 

②特定分野実習指導者講習会（講義及び演習を含め、43時間）を実施する。 

 

アウトプット指標 ➀実習指導者講習会 受講者数 50名 

②特定分野実習指導者講習会 受講者数 30名 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

 実習指導者講習会終了者 50 名、特定分野実習指導者講習会終了者 30 名

養成し、各実習施設における実習指導者の充実により、質の高い知識技術

を習得した看護職の育成を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,040 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

2,027 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,013 

民 (千円) 

2,027 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,040 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

2,027 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.４１（医療分）】 

ナースセンター機能強化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,356千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 医療機関や訪問看護施設、高齢者施設等多様な看護現場において、適切

なサービスを提供できるよう看護職員の充足及び看護サービスの質の向上

を図る必要がある。 

 アウトカム

指標 

看護職員の従事者数（常勤換算）の増加 

（H30.12末：27,215人→R7.12末：25,942.5人） 

求職登録者の就業者数の増加 

（R1：302人→R3：435人） 

再就業 6ヶ月後定着率の増加 

（R1：90.3％→R3：95％） 

※再就職 3ヶ月後定着率（R1まで） 

事業の内容  平成 26 年度にスタートしたナースセンター機能強化事業を継続し、ナー

スセンターの業務・役割の周知徹底を図るとともに、再就業に向けた相談

業務とより実践的な再就業準備研修等の支援業務を拡充し、県下全域に、

出張、出前形式で実施する。また、再就業者に対する就職先訪問やフォロ

ーアップ研修を行い、定着率のアップを目指す。 

アウトプット指標 出張就業相談利用者数（R1：13 人→R3：30 人） 

・➀看護技術講習会、②就業相談員研修受講者数 

（R1：➀9人、②5人→R3➀20人、②4人） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

再就業に不安を抱える看護職員が、就業相談の利用や看護技術講習会の

受講により就業に必要な知識技術を習得し、再就業の促進を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

5,356 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

3,571 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,785 

民 (千円) 

3,571 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

5,356 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

3,571 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.４２（医療分）】 

看護教員継続研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

733千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護の質の向上や安全な医療の確保に向け、質の高い看護教育を行える

よう看護教員のキャリアアップが必要である。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：常勤看護職員の離職率の低下 

      R1調査（H30の状況）：10.5 

      →R4調査（R3の状況）：10.4 

事業の内容 看護教育の内容及び教育方法の向上に関する研修や看護教員の成長段階

（新任期、中堅期、ベテラン期）に応じた研修を実施する。 

（1）期間：3 日 

（2）受講定員：看護師等学校養成所の看護教員 1 回 50 名 

アウトプット指標 研修受講者数 R2：延 41 人（3 日）→R3：延 90 人（3 日） 

 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

看護職員が必要な知識技術を習得することで、看護教育の質の向上を図

り、離職する看護職員の減少を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

733 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

489 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

244 

民 (千円) 

489 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

733 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

489 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.４３（医療分）】 

看護進路・就職ガイド事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

8,128千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

安全な医療の確保や看護の質の向上に向け、看護職の充足を図るため、

看護の道を志す者を増やすとともに、県内就業を促進する必要がある。 

 アウトカム

指標 

・県内の看護師等学校養成所における入学者定員充足の維持 

（R2 入学生：94.0％→R3入学生：100％） 

・県内看護師等学校養成所卒業者の看護職としての県内就業率の上昇 

（R1 卒業生：63.1％→R3卒業生：70％） 

事業の内容 看護需要に対応するよう安定的な人材育成を進めるため下記の事業を実

施する。 

（1）中高校生及び保護者を対象とした、看護職への進路ガイダンスを実施

する。 

（2）県内医療機関等を掲載した看護職就職ガイドブックを作成し、県内・

近県の看護学生を対象に配布する。 

（3）中学校・高校へ出向いて、看護職の魅力・役割を PR する出前講座を

実施する。 

アウトプット指標 ・看護進路ガイダンス参加者数（R3：500 人） 

・看護の出前講座実施回数（50 回） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

看護進路ガイダンス等により看護の魅力を普及啓発することで、看護職

を志す者が増えるとともに、県内医療機関の強み等を広く伝えることで県

内の就業率の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

8,128 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

5,419 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,709 

民 (千円) 

5,419 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

8,128 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

5,419 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.４４（医療分）】 

看護職員離職者届出制度強化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,506千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

安全な医療の確保や看護の質の向上に向け、看護職の充足を図るため、

離職者の潜在化を防ぎ、再就職を促進する必要がある。 

 アウトカム

指標 

求職登録者の就業者数の増加 

 （R1： 302人→R3： 435人） 

事業の内容 離職者に対する届出制度の周知を徹底し、技術講習会等により復職を支

援する。 

（1）チラシや離職時登録票の活用により、医療機関における離職者への制

度周知を促進する。 

（2）地域での人材確保に関わる看護管理職を対象として地域医療圏域毎の

看護職確保に係る検討会等の開催を促し、助成金等の支援を行う。 

（3）医療機関が行う未就業者を対象とした看護技術講習会の開催支援や未

就業者への周知を行う。 

 

アウトプット指標 看護職員離職時の届出率（R2：44.6％→R3：50％） 

 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

平成 27 年 10 月から施行の離職者届出制度を広く周知することで離職者

の潜在化を防ぎ、再就職支援を行うことで再就業者数の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,506 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

1,004 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

502 

民 (千円) 

1,004 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,506 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

1,004 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.４５（医療分）】 

看護師等研修責任者等研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,323千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

安全な医療の確保や看護の質の向上に向け、人材育成体制を整備し、新

人看護職員の離職を防止する必要がある。また、医療安全と看護職員の健

康の観点から、負担の少ない働き方の習得、勤務環境の整備が必要である。 

 

 アウトカム

指標 

看護職員の新規採用者の 1年未満の離職率の低下 

（R1 調査（H30の状況）：8.1％→R4調査（R3の状況）：7.8％） 

常勤看護職員の離職率の低下 

（R1 調査（H30の状況）：10.5％→R4調査（R3の状況）：10.4％） 

 

事業の内容  安全な医療の確保や看護の質の向上、早期離職防止の観点から、新人看

護職員に対する臨床研修が実施できる体制づくりを支援する。 

 また、多様な勤務形態の導入により就労の継続や、再就業支援体制が強

化できるよう、医療機関管理者等を対象とした研修を実施する。 

（1）研修責任者研修事業、教育担当者・実地指導者研修事業を行い、 

新人看護職員研修の実施に必要な人材育成を進め、新人看護職員研修ガイ

ドラインに基づいた研修体制を整える。 

（2）新人助産師合同研修事業を行い、病院等で行う研修を保管するととも

に新人助産師の基本的な臨床実践能力の習得を目指す。 

（3）就労環境改善研修事業を行い、労務管理の基本とハラスメント対策を

習得し、健康で安全に働き続けられるための職場づくりを目指す。 

 

アウトプット指標 ・各研修会参加者数 

R2：➀研修責任者研修 64人（4日）、②教育担当者研修 179人（4日）、 

③実地指導者研修 190人（4日）、④就労環境改善研修 95人（3日） 

R3：➀150人（4日）、②250人（4日）、③250人（4日）、④150人（3日） 

・病院における「新人看護職員研修ガイドライン」に基づく研修実施率 

（R1 調査（H30の状況）：87.8％→R4調査（R3の状況）：95％） 

 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

研修責任者、教育担当者、実地指導者等を対象に、新人看護職員育成に

係る研修を行うことで、新人看護職員の職場定着を促進する。 

また、勤務環境改善の研修を行い、就労の継続や再就職支援体制の強化

を進めることによって看護職員の離職防止を図る。 
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事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,323 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

2,215 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,108 

民 (千円) 

2,215 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,323 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

2,215 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.４６（医療分）】 

地域包括ケア関係認定看護師養成促進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

722千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

がんや糖尿病等の治療を受けながら就労や家庭生活などの社会活動を行

う県民が増加しており、できるだけ苦痛が少なく、また生活の質が保障さ

れる医療の提供が必要である。また、地域包括ケアシステム構築の推進に

向け、多様なニーズに対応できる看護職員の育成が求められている。 

 アウトカム

指標 

認定看護師の増加（地域包括ケアに関する分野※） 

R2．12末：264人→R3．12末：290人 

事業の内容 公益社団法人岡山県看護協会が実施する地域包括ケア関係認定看護師等

養成促進事業に必要な経費の一部を補助する。 

※対象とする認定看護師の種別（地域包括ケアに関する分野※） 

「緩和ケア」、「がん化学療法看護」、「がん性疼痛看護」、「乳がん看護」、「が

ん放射線療法看護」、「訪問看護」、「皮膚・排泄ケア」、「糖尿病看護」、「透

析看護」、「摂食・嚥下障害看護」、「認知症看護」、「脳卒中リハビリテーシ

ョン看護」、「慢性呼吸器疾患看護」、「慢性心不全看護」、「感染管理」 

アウトプット指標 ・事業を利用し、認定看護師養成を実施した機関数 

（R1：1 機関→R3：3 機関） 

 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

認定看護師の養成を実施した医療機関を増やし、認定看護師の増加を図

る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

722 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

481 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

241 

民 (千円) 

481 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

722 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.４７（医療分）】 

看護職員出向・交流研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,681千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

専門分化する医療に対応するため、看護職員も所属する医療機関の機能

に特化したスキルアップに努めているが、機能別、疾病別の知識・技術の

向上のみならず、在宅医療を推進するためには、退院後の在宅での生活、

療養を見通した看護の提供が重要である。 

 県民は、高度急性期の医療機関で治療を受け、身近な医療機関へ転院、

退院することが多く、看護職員間の連携が求められている。 

 このため、看護職員が自施設とは異なる機能をもつ医療機関、訪問看護

ステーション等へ出向、或いは相互の交流を行うことにより、県内どこに

いてもより質の高い看護を提供できる体制を構築する。 

 アウトカム

指標 

看護職員の就業者数の増加 

（H30.12末：29,590人→R7．12末：29,763人） 

事業の内容  各医療機関、訪問看護ステーション等から看護職員の出向・交流の希望

を集約し、コーディネーターがマッチング、施設間の契約等の支援を行い、

出向等による研修を実施、評価する。 

 

アウトプット指標 出向・交流研修参加者 R3：10 人 

 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

他分野、専門分野の看護のスキルアップにより資質向上が図られ、自施

設での業務改善、看護サービスの向上に繋がり、就業継続の意欲が高まる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,681 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

1,121 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

560 

民 (千円) 

1,121 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,681 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

1,121 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.４８（医療分）】 

女性医師キャリアセンター運営事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

12,489千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

出産や育児等により離職し再就業に不安を抱えている女性医師等に対し

て、医療機関で研修を行うなどして復職等を支援する必要がある。 

 アウトカム

指標 

岡山県医師会の女性会員数 

470 人(R2)→480人(R4) 

事業の内容 岡山大学に「女性医師キャリアセンター」を設置し、次の事業を行う。 

（１）相談事業 

センター内にコーディネーターを配置し、キャリア支援の相談、復

職研修の受付・医療機関との調整、再就業医療機関の情報収集・提供

などを行う。 

（２）研修事業 

   復職希望の女性医師等の研修プログラムを作成し、研修受入を可能

とする医療機関において指導医の下で研修を行う。 

アウトプット指標 相談対応件数：100件以上 

研修参加者数：100人以上 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

子育て世代をはじめとする女性医師のキャリア支援、復職支援等を行う

ことにより、県内の医療現場で活躍する女性医師の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

12,489 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

8,326 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

8,326 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,163 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

12,489 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.４９（医療分）】 

地域医療支援センター運営事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

27,868千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

岡山県医師確保計画では、医師少数区域（高梁・新見、真庭保健医療圏）

の令和５年度の目標医師数を、高梁・新見圏域 93 人、真庭圏域 78 人とし

ており、地域の状況に応じた医師の確保が必要である。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：高梁・新見圏域の医師数 86人(H28) → 93人(R5) 

真庭圏域の医師数    78人(H28) → 78人(R5) 

事業の内容 地域医療支援センターの本部を県庁内に、支部を岡山大学内に設置し、

次の事業を行う。 

（１）地域医療を担う医師の育成 

   地域枠学生・自治医科大学生合同セミナー等 

（２）地域枠卒業医師の医療機関への配置調整 

   地域枠卒業医師の配置希望調査（病院）、病院の総合評価等 

（３）地域枠卒業医師のキャリア形成支援 

   「地域医療を担う医師を地域で育てる」をテーマにしたワークショ

ップ等 

（４）地域枠卒業医師の着任環境の整備に関する助言等 

   地域の医療機関の訪問等 

（５）関係機関との連携・協力、情報発信 

（６）ドクターバンク 

 

アウトプット指標 地域枠卒業医師の派遣・あっせん数：41人 

キャリア形成プログラムの作成数：２プログラム 

地域枠卒業医師のキャリア形成プログラム参加割合：100％ 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

地域枠卒業医師を医師少数区域を中心とする医師不足地域の医療機関に

配置することで、地域の状況に応じた医師の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

27,868 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

18,579 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

18,579 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

9,289 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

27,868 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) その他（Ｃ） (千円) 
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0 0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.５０（医療分）】 

医学部地域枠医師養成拡充事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

36,000千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

岡山県医師確保計画では、医師少数区域（高梁・新見、真庭保健医療圏）

の令和５年度の目標医師数を、高梁・新見圏域 93 人、真庭圏域 78 人とし

ており、地域の状況に応じた医師の確保が必要である。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：高梁・新見圏域の医師数 86人(H28) → 93人(R5) 

真庭圏域の医師数    78人(H28) → 78人(R5) 

事業の内容 令和３年度は、次の地域枠学生 15人に奨学資金（月額 20万円）を貸与

する。 

                        （人） 

 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 合計 

岡山 

大学 
－ － 2 3 1 1 7 

広島 

大学 
－ 1 4 0 1 2 8 

 

アウトプット指標 奨学資金の貸与者数 15人 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

地域枠卒業医師を医師少数区域を中心とする医師不足地域の医療機関に

配置することで、地域の状況に応じた医師の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

36,000 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

24,000 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

24,000 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

12,000 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

36,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.５１（医療分）】 

岡山大学地域医療人材育成講座事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

26,763千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 岡山大学 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

岡山県医師確保計画では、医師少数区域（高梁・新見、真庭保健医療圏）

の令和５年度の目標医師数を、高梁・新見圏域 93 人、真庭圏域 78 人とし

ており、地域の状況に応じた医師の確保が必要である。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：高梁・新見圏域の医師数 86人(H28) → 93人(R5) 

真庭圏域の医師数    78人(H28) → 78人(R5) 

事業の内容 岡山大学に地域医療人材育成講座を設置し、同講座では次の教育研究に

積極的に取り組む。 

（１）地域医療を担う総合的な診療能力を有する医師の育成 

（２）県内の医師確保と地域医療の充実に関する教育研究 

（３）地域での医療に関する教育研究や診療への支援 

（４）その他、目的を達成するために必要な教育研究 

アウトプット指標 地域医療教育を受ける地域枠学生数 ２９人 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

医師免許取得後９年間、医師不足地域等の医療機関における医療業務に

従事する予定の地域枠学生等に対し、岡山大学地域医療人材育成講座によ

る地域医療教育を行うことで、地域医療を担う総合的な診療能力を有する

医師の育成等を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

26,763 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

17,842 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

17,842 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

8,921 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

26,763 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.５２（医療分）】 

地域の医師等との協働による救急医療等の対

応向上事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,471千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域で初期救急医療に対応する医療体制の補強と質の向上を図ることが

必要である。 

 アウトカム

指標 

小児科（診療科複数回答）医師数（年少人口 10万対）の維持 

（H30：227.5→R3：230） 

事業の内容 地域の小児科救急医療体制を補強するため、小児科や他科を専門とする地

域の医師に対し、小児救急医療に関する研修会を実施する。 

 

アウトプット指標 研修会参加者数の増加(R1年度：427人→R3：430人） 

研修会開催回数(R1年度：7回→R3：7回） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

県内各圏域で研修会を開催し、小児救急医療に対応する医師数の維持を

図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,471 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

981 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

490 

民 (千円) 

981 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,471 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

981 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.５３（医療分）】 

がん検診等医療従事者研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,942千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県内のがんによる死亡者は増加傾向にあり、がん検診によるがんの早期

発見・早期治療が重要であることから、精度の高いがん検診を実施すると

ともに、県の基準を満たすがん精密検診機関を増やし、県民が精密検診を

受けやすい環境を整備する必要がある。そのために、がん検診に従事する

医師、検査技師等の人材の育成・確保を行う。 

 アウトカム

指標 

県の基準を満たす精密検診機関数（研修会の受講が要件となっている） 

（乳がん）R2年度:19施設 → R3年度:20施設 

（肺がん）R2年度:39施設 → R3年度:40施設 

事業の内容 がん検診の知識・技術等の習得・向上を図るために、がん検診の医療従

事者向けの研修会を開催する。 

 

アウトプット指標 R3研修会開催日数:9回 研修受講者数：900人 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

研修の受講により医師等の人材が育成され、質の高い精密検査機関数の

確保・増加に繋がる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,942 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

1,295 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

647 

民 (千円) 

1,295 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,942 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

1,295 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.５４（医療分）】 

結核医療相談・技術支援センター事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,007千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県（国立病院機構南岡山医療センター、健康づくり財団附属病院へ委託） 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

（現状）結核罹患率（人口 10万人あたりの結核患者数）は年々減少傾向に

あるが、新規登録患者の約 2/3を 70歳以上の高齢者が占めているほか、新

規登録患者に占める外国出生者の割合も増加傾向にある。 

（課題）結核罹患率の減少に伴い、結核の診療経験のない医師や看護師が

大半を占める状況となっている。さらに、結核患者の高齢化に伴い基礎疾

患を持つ結核患者が増えており、求められる治療形態も多様化し、結核の

診断治療に専門的な知識が必要となってきている。 

 

 アウトカム

指標 

・結核罹患率（人口 10万人対） 

8.1（令和２年）→10以下（令和３年） 

・結核の診断の遅れの割合 

11.4％（令和２年）→10％以下（令和３年） 

・全結核患者及び潜在性結核感染症の者に対する DOTS実施率 

 92.5％（令和２年）→95％以上（令和３年） 

・潜在性結核感染症の治療を開始した者のうち治療を完了した者の割合 

 92.0％（令和２年）→95％以上（令和３年） 

 

事業の内容 結核診療連携拠点病院内に結核医療相談・技術支援センターを設置し、

地域の医療機関等に対し、きめ細かく相談及び支援を行うことで、地域の

医療水準の向上を図ると共に、県内医療機関を対象にした研修等の開催に

より相談・支援事例や最新情報を還元し、結核診療に対応できる医療機関

の体制整備と医療従事者の確保を図る。 

アウトプット指標 結核医療相談・技術支援センター相談件数 180件 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

相談により地域において適切な医療が提供されることで、指標の達成を

図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,007 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

2,671 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,336 

民 (千円) 

2,671 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

4,007 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 



（様式３：岡山県） 

87 

 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

(千円) 

2,671 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.５５（医療分）】 

看護師特定行為研修修了者養成促進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

578千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

2025 年に向け、高度急性期医療や慢性期医療、在宅医療等様々な場面で

活躍することができる特定行為研修を修了した看護師を養成することは、

県民に効率的で質の高い医療（看護）が提供されることになるため、その

養成が急がれる。修了者の養成を促進するには、身近な地域で研修が受講

できる環境整備が必要である。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：看護師特定行為研修修了者数  

令和２年１０月 ５０人→ Ｒ３年度末 ６０人   

事業の内容 ・制度普及事業 

  病院管理者等を対象とした、制度普及及び指定研修機関申請促進 

のための説明会の開催 

・研修修了者フォローアップ 

  県内研修修了者の情報交換会・交流会の開催 

アウトプット指標 研修会開催回数 １回  参加者 50人 

 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

特定行為研修への理解が深まり、県内の身近な場所で研修が受講できる

環境が整えば、研修修了者が増加する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

578 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

385 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

193 

民 (千円) 

385 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

578 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

385 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.５６（医療分）】 

歯科技工士資質向上事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

120千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

歯科医療を支える歯科技工士の今後の確保を図るため、「歯科技工士法」 

等の講習会を実施することで、知識、技術等医療人に必要な資質を備えた 

人材を育成していくことが必要。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標： 岡山県内の歯科技工士数 

５７６人（Ｈ３０）→５８０人（Ｒ３） 

事業の内容 歯科技工士の人材育成を図ることを目的とし、安心・安全な歯科補綴物

を 提供すること等次の講習会を開催する。 

①歯科補綴物等の作成等及び品質管理指針②設備構造基準と管理者講習 

③感染予防講習 

アウトプット指標 岡山県歯科技工士会が実施する講習会への参加者数 

Ｒ２：２２人→Ｒ３：３０人 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

講習会を実施することで、資質の向上を図りつつ、岡山県内の歯科技工士 

の減少を防止する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

120 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

80 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

40 

民 (千円) 

80 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

120 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

80 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.５７（医療分）】 

パンデミック等に備えた医療スタッフ確保・登

録事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

500千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、パンデミック発生時にお

ける病床・スタッフ不足による医療崩壊のリスクが顕在化したところであ

る。パンデミック等を考慮した病床の機能分化・連携の推進に合わせ、重

症患者や中等症患者に医療スタッフが従事したときなど、急な人手不足に

陥った際に、医療機関の間でスムーズに人的援助が行えるよう予備役とし

ての医療スタッフ（医師、看護師、薬剤師、医療事務等）の確保を平時か

ら図っておく必要がある。 

 アウトカム

指標 

パンデミック発生時における予備役としての医療スタッフ登録人数 

0人(新規)→10人(R3年度末) 

事業の内容 次の事業を、公益社団法人岡山県医師会に委託して行う。 

・予備役としての医療スタッフの募集 

・登録制度開発・運用 

・説明会等の開催 

・医療スタッフの派遣調整 

アウトプット指標 本事業に係る説明会等の開催回数及び参加人数：１回・２０人 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

本事業に係る説明会等を開催することにより、パンデミック発生時にお

ける予備役としての医療スタッフの確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

500 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

333 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

167 

民 (千円) 

333 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

500 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

333 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.５８（医療分）】 

小児医療対策推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

413千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 岡山県の人口あたりの小児科医師偏在化指数は全国平均上回っている

が、地域による偏在がみられ、県内５圏域のうち、真庭圏域及び津山・英

田圏域では、きわめて少ない状況がある。小児医療体制について検討する

とともに、継続的な小児科医師確保・小児医療体制の整備を図る必要があ

る。 

 アウトカム

指標 

小児科医師偏在指数(人口 10万人対)(H29:118.8→R3:120) 

小児救急医療整備済医療圏の維持(R2:80%→R3:80%) 

事業の内容  小児救急を含む小児医療体制に係る分析、保健医療計画に係る進捗状況

の把握等、小児医療に係る今後の課題について協議検討する組織として、

岡山県小児医療対策協議会を設置し、継続的な小児医療体制の整備を図る。 

 

アウトプット指標 岡山県小児医療対策協議会開催回数(R2年度：0回→R3年度：1回) 

 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

岡山県小児医療対策協議会を開催することで、小児医療体制について検

討し、継続的な小児科医師確保・小児医療体制の整備を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

413 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

275 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

275 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

138 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

413 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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事業の区分 ６．勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 

事業名 【No.５９（医療分）】 

地域医療勤務環境体制整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

91,327千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 2024 年４月からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始まで

の間に、地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力

に進めていくため必要かつ実効的な施策を講じる必要がある。 

 

 アウトカム

指標 

 客観的な労働時間管理方法を導入している病院数の増加 

 48 施設（R1）→80施設（R5） 

 

事業の内容  地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっている

と県が認める医療機関が実施する医師の労働時間短縮に向けた総合的な取

組に対し、事業費を補助する。 

 

アウトプット指標 医療機関からの経営、労務管理等に係る相談・助言件数：３２件（R3） 

補助施設数：５病院（R3） 

    

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

 勤務医の労働時間短縮に向けた勤務環境改善体制の整備に取り組む医療

機関の支援を行うことで、県内病院で客観的な労働時間管理等を通じた勤

務医の働き方改革を推進する。 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

91,327 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

40,944 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

60,884 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

30,443 

民 (千円) 

19,940 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

91,327 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

 



（事業区分5：介護従事者の確保に関する事業）

（１） 事業の内容等

事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

5,449 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 5,449 （千円） 公 0 （千円）

国(A) 3,633 （千円） 民 3,633 （千円）

県(B) 1,816 （千円）

計(A+B) 5,449 （千円） 3,633 （千円）

0 （千円）

備考

県　　

３．計画に基づき実施する事業

５．介護従事者の確保に関する事業

基盤整備

基盤整備

介護人材確保対策連携強化事業（協議会設置等）

【総事業費
（計画期間の総額）】

県全体

【Ｎｏ．1（介護分）】
福祉・介護人材確保対策推進協議会運営事業

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

福祉・介護人材確保対策推進協議会において、効率的かつ効果的な人材確保対策を検討
し、展開していくことで、介護人材の確保を図る。

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

福祉・介護人材の確保と定着に関わる関係機関や団体を集めた福祉・介護人材確保対策推
進協議会を開催し、各団体の役割分担を明確にした上で、効率的かつ効果的な人材確保対
策を検討・展開していくとともに、同協議会構成団体から提案のあった試行的・先進的な
事業を支援する。
さらに、協議会ホームページ「おかやまフクシ・カイゴＷＥＢ」（協議会参画機関・団体
等の福祉・介護の仕事に関わる情報を集めた一元的なホームページ）による継続的な情報
発信及び福祉・介護事業所の人材育成・確保等の取り組みを「見える化」し、業界全体の
レベルアップ、福祉・介護職員の定着及び求職者に選んでもらえる職場づくりの推進を図
るため、「おかやま☆フクシ・カイゴ職場すまいる宣言」制度を実施する。

関係する機関・団体が目標を共有し、役割分担を明確にしながら、連携・協働して、福
祉・介護の人材確保に取り組むこと。
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

932 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウトプッ
トの関連

総事業費(A+B+C) 932 （千円） 公 620 （千円）

国(A) 621 （千円） 民 1 （千円）

県(B) 311 （千円）

計(A+B) 932 （千円） 0 （千円）

0 （千円）

備考

５．介護従事者の確保に関する事業

参入促進

介護人材の「すそ野の拡大」

地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進事業

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

【Ｎｏ．2（介護分）】
福祉・介護の仕事出前講座開催事業

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

実際に介護の現場で働いている職員を講師として県内中学校・高校等に派遣し、授業の一
環として、介護の仕事内容や魅力について伝え、簡単な介護体験等を行うことで、介護の
仕事への理解を深める出前講座を開催する。

中高生を対象に出前講座を行うことにより、若い世代に介護の仕事内容や魅力を伝え、将来の介
護人材の新規参入を図る。

【総事業費
（計画期間の総額）】

県全体

県　　

出前講座　１０回開催

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

13,401 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウトプッ
トの関連

総事業費(A+B+C) 13,401 （千円） 公 0 （千円）

国(A) 8,934 （千円） 民 8,934 （千円）

県(B) 4,467 （千円）

計(A+B) 13,401 （千円） 0 （千円）

0 （千円）

備考

５．介護従事者の確保に関する事業

参入促進

介護人材の「すそ野の拡大」

地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進事業

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

県全体

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

介護福祉士養成施設が高等学校等を訪問し、福祉・介護の仕事の魅力紹介・進路相談等に
応じることで、介護人材の新規参入を図る。また、職能団体・養成施設等が地域住民等を
対象に福祉・介護のセミナー等を開催することで、主婦や中高年齢層など介護職場への新
規参入を図る。

介護福祉士養成施設、職能団体等

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

【Ｎｏ．3（介護分）】
福祉・介護人材参入促進事業

【総事業費
（計画期間の総額）】

セミナー　６０回開催
学校訪問による啓発　延べ1,700回

介護福祉士養成施設が高等学校等を訪問し、福祉・介護の仕事の魅力を紹介したり、進路
相談等に応じるほか、地域住民に対し介護やその仕事に関する理解を深めるためのイベン
トを開催したり、留学生を確保するため福祉・介護の仕事をＰＲする活動等、福祉・介護
の仕事の広報・啓発にかかる事業を支援する。
また、職能団体・養成施設等が、地域住民等に対し、福祉・介護の仕事への参画を勧めた
り、介護技術の紹介等を通じて介護への理解を求めるセミナー等の開催を支援する。
さらに、養成施設が受け入れた留学生に対して、国内定着を促すための支援・指導を行う
事業に対し支援する。
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

2,000 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウトプッ
トの関連

総事業費(A+B+C) 2,000 （千円） 公 0 （千円）

国(A) 1,333 （千円） 民 1,333 （千円）

県(B) 667 （千円）

計(A+B) 2,000 （千円） 0 （千円）

0（千円）

備考

「ケアコンテスト」という介護技術を競う場を設け、現場での介護技術を広く一般県民に
公開することで、介護の魅力について広く情報発信し、地域住民等に対して介護や介護の
仕事の理解促進を図り、また、介護職員が切磋琢磨する場を持つことで、介護という仕事
に誇りと目標を持つ機会とし、併せて介護職員の資質の向上を図ることを目的に開催する
「おかやま介護グランプリ」を支援する。

５．介護従事者の確保に関する事業

参入促進

介護人材の「すそ野の拡大」

地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進事業

【Ｎｏ．4（介護分）】
おかやま介護グランプリ支援事業

【総事業費
（計画期間の総額）】

県全体

一般社団法人岡山県介護福祉士会

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

参加者数　３００人

介護の技術を広く県民に対して公開することで、新規参入の阻害要因となっているマイナスイメージ
を払拭し、介護の仕事への理解促進を図る。また介護技術を競い、切磋琢磨する場を持つことで介
護職員の資質の向上・職場定着をを図る。

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

640 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 640 （千円） 公 0 （千円）

国(A) 427 （千円） 民 427 （千円）

県(B) 213 （千円）

計(A+B) 640 （千円） 0 （千円）

0 （千円）

備考

５．介護従事者の確保に関する事業

参入促進

介護人材の「すそ野の拡大」

地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進事業

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

【Ｎｏ．5（介護分）】
訪問看護師による訪問看護等理解促進事業

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

訪問看護ステーションの職員が地域、職場、学校等で訪問看護・介護等に関する相談会や
セミナーなどを開催するとともに、地域での交流会や行事へ参加、出展を行い、訪問看
護・介護サービスや訪問看護師の仕事の魅力について情報発信を行う。

相談会・セミナー等を通じて、地域住民や学生等に対し訪問看護サービスや訪問看護師の
仕事についての理解の促進を図り、将来の介護人材の参入を促進する。

【総事業費
（計画期間の総額）】

県全体

一般社団法人岡山県訪問看護ステーション連絡協議会

相談会・セミナー等　２０回開催

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

2,615 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 2,615 （千円） 公 0 （千円）

国(A) 1,743 （千円） 民 1,743 （千円）

県(B) 872 （千円）

計(A+B) 2,615 （千円） 0 （千円）

0 （千円）

備考

・８０名が「介護アシスタント」として雇用される。

介護アシスタントの雇用により、介護職員の負担軽減・専門化に繋がり、介護職員の定着
率の向上、介護人材の確保が図られる。

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

県全体

一般社団法人岡山県老人保健施設協会

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

施設内の掃除や洗濯、ベッドメイキング等介護の現場では、利用者の身体介助以外の業務
が多く、そういった介護周辺業務に従事してもらう「介護アシスタント」を短期雇用によ
り育成するとともに、将来的には雇用に繋げる。対象者は若年層、中高年層を問わず、広
く募集することとする。

【Ｎｏ．6（介護分）】
介護アシスタント育成事業

【総事業費
（計画期間の総額）】

５．介護従事者の確保に関する事業

参入促進

介護人材の「すそ野の拡大」

若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした介護の職場体験事業
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

18,297 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 18,297 （千円） 公 0 （千円）

国(A) 12,198 （千円） 民 12,198 （千円）

県(B) 6,099 （千円）

計(A+B) 18,297 （千円） 12,198 （千円）

0 （千円）

備考

【総事業費
（計画期間の総額）】

５．介護従事者の確保に関する事業

参入促進

地域のマッチング機能強化

多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチング機能強化事業

【Ｎｏ．7（介護分）】
福祉・介護人材マッチング機能強化事業

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

県全体

県　

求職者等に対してきめ細やかな求職相談、就職後のフォローアップ等を実施し、新規参入
及び離職防止を図る。また、就職フェアの開催及び職場見学・体験ツアーにより新規参入
を促進する。

福祉人材センターにキャリア支援専門員（２人）を配置し、求職者に対してきめ細やかな
求職相談、就職後のフォローアップ等を実施し、求人事業所に対しては働きやすい職場づ
くりに向けた指導・助言等を行う。また、新規人材参入の一環として、職場見学ツアー及
び高校生インターンシップ、就職フェアを開催する。さらに、離職した介護福祉士の届出
制度の推進、介護の仕事への理解促進やイメージアップを図るためのイベント等（介護
フェア）を実施する。

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

マッチング及び就職フェア等による雇用創出数　１４５人
職場見学・体験ツアー参加者数　　１００人
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

1,042 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 1,042 （千円） 公 0 （千円）

国(A) 695 （千円） 民 695 （千円）

県(B) 347 （千円）

計(A+B) 1,042 （千円） 0 （千円）

0 （千円）

備考

【総事業費
（計画期間の総額）】

５．介護従事者の確保に関する事業

参入促進

地域のマッチング機能強化

多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチング機能強化事業

【Ｎｏ．8（介護分）】
看護学生の訪問看護ステーション体験事業

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

県全体

一般社団法人岡山県訪問看護ステーション連絡協議会

医療福祉系養成機関の学生が卒業後に訪問看護ステーションに就職するきっかけとし、在
宅介護・看護の担い手の入職を促進する。

医療福祉系の養成機関の学生に対し訪問看護ステーションの職場体験を行い、将来、在宅
介護・看護を担う人材の育成を図る。

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

職場体験参加者数　３０人
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

3,021 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 3,021 （千円） 公 0 （千円）

国(A) 2,014 （千円） 民 2,014 （千円）

県(B) 1,007 （千円）

計(A+B) 3,021 （千円） 0 （千円）

0 （千円）

備考

在宅医療・介護連携に算入する訪問看護ステーションを確実に増やす。

看護師の定着支援を図るための課題検討会、労働条件の改善に向けた研修及び相談会等の
実施により介護人材の確保に繋げる。

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

在宅医療・介護連携を推進するには、要となる訪問看護の充実強化を図る必要があること
から、訪問看護ステーションを確実に増やすための働きかけを展開していくとともに、規
模拡大や定着支援を図るため、課題検討会や看護師の労働条件の改善に向けた研修や相談
会等を実施する。

５．介護従事者の確保に関する事業

参入促進

地域のマッチング機能強化

多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチング機能強化事業

【Ｎｏ．9（介護分）】
訪問看護供給体制の拡充事業

【総事業費
（計画期間の総額）】

県全体

一般社団法人岡山県訪問看護ステーション連絡協議会

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

25,276 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 25,276 （千円） 公 1,766 （千円）

国(A) 16,851 （千円） 民 15,085 （千円）

県(B) 8,425 （千円）

計(A+B) 25,276 （千円） 15,085 （千円）

0 （千円）

備考

事業に要する費用の
額

金額

その他(C)

５．介護従事者の確保に関する事業

資質の向上

キャリアアップ研修の支援

多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業

【総事業費
（計画期間の総額）】

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

各研修の修了者
　①実務研修　　　　　　　１４０人　　④更新研修（未就業者）　３１２人
　②専門研修Ⅰ　　　　　　　８６人　　⑤再研修　　　　　　　　１０１人
　　専門研修Ⅱ　　　　　　　８５人　　⑥主任ケアマネ研修　　　１７０人
　③更新研修（実務経験者）５９０人　　⑦主任ケアマネ更新研修　２６８人

【Ｎｏ．10（介護分）】
介護支援専門員研修事業

介護支援専門員に関する次の研修を実施する。
　①実務研修…介護支援専門員実務研修受講試験の合格者を対象
　②専門研修…一定以上の実務経験を有する現任の介護支援専門員を対象
　③更新研修（実務経験者）…介護支援専門員証の有効期間を更新するための研修
　④更新研修（未就業者）…介護支援専門員証の有効期間を更新するための研修
　⑤再研修…介護支援専門員の有効期間が満了した介護支援専門員等を対象
　⑥主任介護支援専門員研修…他の介護支援専門員に適切な指導・助言等を行うことがで
　　きる主任介護支援専門員を養成するための研修
　⑦主任ケアマネ更新研修…主任介護支援専門員研修修了証書の有効期間を更新するため
　　の研修

県全体

県　　

新たに介護支援専門員として登録する者のための実務研修を実施することで、より質の高
い介護支援専門員を養成するとともに、更新研修、主任研修など継続的な研修実施によ
り、介護支援専門員の資質向上を図る。

基金

基金充当額
(国費)

における
公民の別

うち受託事業等
(再掲)
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

1,580 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 1,580 （千円） 公 120 （千円）

国(A) 1,053 （千円） 民 933 （千円）

県(B) 527 （千円）

計(A+B) 1,580 （千円） 933 （千円）

0 （千円）

備考

事業に要する費用の
額

金額

その他(C)

５．介護従事者の確保に関する事業

資質の向上

キャリアアップ研修の支援

多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業

【総事業費
（計画期間の総額）】

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

①喀痰吸引指導者研修事業
　研修受講人数　４５人　　実施回数　１回　　実施箇所数　１カ所
②喀痰吸引指導者フォローアップ研修事業
　研修受講人数　１６人　　実施回数　１回　　実施箇所数　１カ所
③喀痰吸引等研修事業（特定の者対象）
　研修受講人数　　０人　　実施回数　０回　　実施箇所数　０カ所

【Ｎｏ．11（介護分）】
喀痰吸引等の実施のための研修事業

介護職員が喀痰吸引等の医行為を行うことができるようにするため、次の研修を実施す
る。
　①喀痰吸引指導者研修事業
　　介護職員に対してたんの吸引等について指導する看護師等を養成する。
  ②喀痰吸引指導者フォローアップ研修事業
　　喀痰吸引指導者研修修了者に対してフォローアップ研修を実施する。
　③喀痰吸引等研修事業（特定の者対象）
　　適切にたんの吸引等の医療的ケアを行うことができる介護職員等を養成する。

県全体

県　　

介護職員に対してたんの吸引等について指導する看護師等の養成により、介護職員がたん
の吸引等に対する知識や技術を修得させることで、介護職員数の確保を図る。

基金

基金充当額
(国費)

における
公民の別

うち受託事業等
(再掲)
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

5,441 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 5,441 （千円） 公 0 （千円）

国(A) 3,627 （千円） 民 3,627 （千円）

県(B) 1,814 （千円）

計(A+B) 5,441 （千円） 0 （千円）

0 （千円）

備考

【総事業費
（計画期間の総額）】

５．介護従事者の確保に関する事業

資質の向上

キャリアアップ研修の支援

多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業

【Ｎｏ．12（介護分）】
キャリア形成訪問指導事業

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

県全体

介護福祉士養成施設、職能団体等

事業所等で働く職員に対し、訪問指導及びセミナー研修等の実施により職員のキャリア
アップを推進し、離職防止を図る。

介護福祉士養成施設の教員や職能団体会員等が講師として、特に小規模な介護事業所を訪
問し研修を行う「巡回訪問研修」や、会場を借り上げて行う「セミナー研修」の開催を支
援する。

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

事業所訪問数　　２５０事業所
セミナー開催数　７０回
研修受講者数　　７，０００人
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

730 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 730 （千円） 公 487 （千円）

国(A) 487 （千円） 民 0 （千円）

県(B) 243 （千円）

計(A+B) 730 （千円） 0 （千円）

0 （千円）

備考

【総事業費
（計画期間の総額）】

５．介護従事者の確保に関する事業

資質の向上

キャリアアップ研修の支援

多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業

【Ｎｏ．13（介護分）】
福祉・介護職員合同入職式開催事業

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

県全体

県　　

新人職員に福祉・介護の仕事が社会手的に必要とされている大切な仕事であることを認識
してもらい、誇りを持って働いてもらうこと、そして、何でも相談できる仲間をつくるこ
とで、新人職員の職場定着を図る。

福祉・介護職の新人職員を集めた合同入職式を開催し、社会人としての自覚を持ってもら
うほか、研修を行い連携を深めてもらうとともに、先輩職員にも参加を呼びかけ、新人職
員との接し方に関する研修を行った後、新人職員と先輩職員による座談会を開催する。

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

新人職員参加者数　１００人
先輩職員参加者数　　２０人
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

30 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 30 （千円） 公 20 （千円）

国(A) 20 （千円） 民 0 （千円）

県(B) 10 （千円）

計(A+B) 30 （千円） 0 （千円）

0 （千円）

備考

県全体

県　　

若手職員が日頃の業務の中で効果的であった実践的な取組を発表・表彰しモチベーション
アップを図ることで、若手職員の職場定着を図る。

福祉・介護の現場で働く若手職員から、日頃の業務の中で効果的であった認知症ケアや介
護予防等の実践的な取組を募集し、岡山県保健福祉学会の中で発表・表彰する。
岡山県保健福祉学会で事例発表するレベルに至るまでの自己研鑽や、有識者の評価を受け
ることにより、モチベーションアップにつなげ、更なる介護サービスの質の向上を図る。

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

発表事例数　５事例

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

５．介護従事者の確保に関する事業

資質の向上

キャリアアップ研修の支援

多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業

【総事業費
（計画期間の総額）】

【Ｎｏ．14（介護分）】
若手職員実践事例発表表彰事業
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

980 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 980 （千円） 公 0 （千円）

国(A) 653 （千円） 民 653 （千円）

県(B) 327 （千円）

計(A+B) 980 （千円） 0 （千円）

0 （千円）

備考

５．介護従事者の確保に関する事業

資質の向上

キャリアアップ研修の支援

多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業

基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

【総事業費
（計画期間の総額）】

県全体

職場におけるＯＪＴを推進するためのアセッサーを養成し、介護職員の適正な評価をする
ことにより介護職員の確保を図る。

介護保険施設において、介護プロフェッショナルキャリア段位制度の定着を図り、介護職
員の資質向上と介護保険施設におけるＯＪＴの推進を図るため、介護職員の評価者（ア
セッサー）を養成するための支援を行う。

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

介護プロフェッショナルキャリア段位制度のアセッサー講習修了者数　１５０人

一般社団法人岡山県老人保健施設協会、岡山県老人福祉施設協議会、指定都市

【Ｎｏ．15（介護分）】
介護プロフェッショナルキャリア段位制度普及促進に係るアセッサー講習受
講支援事業

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

1,085 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 1,085 （千円） 公 0 （千円）

国(A) 723 （千円） 民 723 （千円）

県(B) 362 （千円）

計(A+B) 1,085 （千円） 723 （千円）

0 （千円）

備考

介護職員の雇用が進まない中、雇用につながったとしても早期に離職するケースがあり、
新人職員としての必要な知識の習得やキャリアパスの運用を目指すための研修を行う。
①介護職員新人職員研修
　就業にあたっての必要な知識等を習得させるとともに、直面する悩みや問題点等の解決
　に向け、先輩職員とともに取り組むことができる人材育成を目指す。
②介護職員キャリアパス導入支援研修
　介護職員の確保・定着に向け、職員が安心して働くことができるよう、キャリアパスの
　的確な運用を目指す。
③２年目介護職員合同研修
　２年目職員として求められるコミュニケーションスキル等の研修を行う。

５．介護従事者の確保に関する事業

資質の向上

キャリアアップ研修の支援

多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業

【Ｎｏ．16（介護分）】
介護職員キャリアアップ研修支援事業

【総事業費
（計画期間の総額）】

県全体

中核市

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

介護職員新人職員研修受講者数
　３０人
介護職員キャリアパス導入支援研修参加事業所
　２５事業（7割の事業所がキャリアパスの運用を可能とする。）
２年目介護職員合同研修受講者数
　３０人

介護職員の資質向上を図るとともに、介護職員が自らのキャリアビジョンの実現に向けス
テップアップできる環境を整備し、介護職員の職場定着を図る。

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

13,120 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 13,120 （千円） 公 0 （千円）

国(A) 8,747 （千円） 民 8,747 （千円）

県(B) 4,373 （千円）

計(A+B) 13,120 （千円） 0 （千円）

0 （千円）

備考

介護ロボットの試用事業所数　１００事業所

介護ロボットの導入により、介護職員の離職防止を図る。

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

介護従事者の離職率低減が求められる中、介護従事者の負担軽減に向け、介護ロボットの
普及推進が求められている。こうした中で、介護事業所においてロボットの効果や適合性
等を確認するため、一定期間試用し施設にふさわしいロボットの導入を推進する。また、
ロボットに関する研修会の実施や、試用結果の分析等により、ロボットの普及・開発を図
る。

５．介護従事者の確保に関する事業

資質の向上

キャリアアップ研修の支援

多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業

【Ｎｏ．17（介護分）】
介護ロボット普及推進研修事業

【総事業費
（計画期間の総額）】

県全体

指定都市　　

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

3,900 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 3,900 （千円） 公 0 （千円）

国(A) 2,600 （千円） 民 2,600 （千円）

県(B) 1,300 （千円）

計(A+B) 3,900 （千円） 0 （千円）

0 （千円）

備考

(1)訪問看護関係者で構成する訪問看護推進協議会を設置し、訪問看護に関する実態調査
　 を実施し、課題・対策を検討する。
(2)訪問看護ステーションに勤務する看護職員等に対する研修を実施。
(3)訪問看護の普及啓発のため、リーフレットの作成や出前講座等を実施。

５．介護従事者の確保に関する事業

資質の向上

キャリアアップ研修の支援

多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業

【Ｎｏ．18（介護分）】
訪問看護推進事業

【総事業費
（計画期間の総額）】

県全体

一般社団法人岡山県訪問看護ステーション連絡協議会

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

在宅医療が必要な高齢者や医療依存度の高い在宅の難病・がん・小児患者の増加により、
訪問看護の需要は増えている。このため、訪問看護に従事する看護職員の技能向上研修や
他職種との連携促進、県民への啓発を実施し、訪問看護の一層の推進を図る必要がある。

アウトカム指標：訪問看護ステーション従事看護職員数 868人(H30.12.31時点、看護職員
業務従事者届集計結果）をR7年に1,008人確保する。(看護職員需給推計)

(1)訪問看護推進協議会（訪問看護に関する課題・対策等の検討会）
　 開催回数：年1回
(2)訪問看護ステーションに勤務する看護職員等に対する研修会
　 開催回数：年10回

研修会の実施により、訪問看護ステーションに勤務する看護職員数が増加する。

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

16,612 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 16,612 （千円） 公 0 （千円）

国(A) 11,075 （千円） 民 11,075 （千円）

県(B) 5,537 （千円）

計(A+B) 16,612 （千円） 10,741 （千円）

0 （千円）

備考

【総事業費
（計画期間の総額）】

５．介護従事者の確保に関する事業

資質の向上

潜在有資格者の再就業促進

潜在介護福祉士の再就業促進事業

【Ｎｏ．19（介護分）】
潜在的有資格者等再就業促進事業

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

県全体

県、指定都市　　

再就職支援セミナーや交流事業を行うことで、潜在的有資格者等の介護職場への参入促進
を図る。

潜在的有資格者や他分野からの離職者に対して、円滑な再就業を支援するため、「潜在的
有資格者向けセミナー」及び「入門的研修」を開催するとともに、個別の就職相談に応
じ、介護事業所へのマッチングを行い就業を支援する。また、現在介護業務に就いていな
い有資格者、介護業務経験者等の再就業を促進するため、現在事業所や施設で働いている
職員との交流事業を行う市町村を支援する。
　

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

事業へ参加する未就業者数　２４０人
うち就職者数　　　　　　　　３０人
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

6,778 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 6,778 （千円） 公 27 （千円）

国(A) 4,519 （千円） 民 4,492 （千円）

県(B) 2,259 （千円）

計(A+B) 6,778 （千円） 3,343 （千円）

0 （千円）

備考

県、指定都市　　

５．介護従事者の確保に関する事業

資質の向上

地域包括ケア構築のための広域的人材養成

認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業等

【Ｎｏ．20（介護分）】
認知症介護実践者等養成事業

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

【総事業費
（計画期間の総額）】

県全体

事業所等に従事する介護職員等に対して、認知症介護基礎研修等を通じて認知症介護に関
する知識や技術を修得させることにより、認知症介護従事者の質を向上させ、認知症介護
実践研修修了者数の増を図る。

認知症介護従事者の資質向上を図るため、次の研修を実施する。
　①認知症介護基礎研修
　②認知症対応型サービス事業開設者研修
　③認知症対応型サービス事業管理者研修
　④小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
　⑤認知症介護指導者フォローアップ研修

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

認知症になっても住み慣れた地域で日常生活を送ることができる体制の構築を図る必要が
ある。

アウトカム指標：認知症介護実践者研修修了者　　１０，８００人
　　　　　　　　認知症介護リーダー研修終了者　　１，４２０人
　　　　　　　　（令和５年度末までの累計）

①認知症介護基礎研修　　研修受講人数　４５０人、実施回数　６回
②開設者研修　　        研修受講人数　　３０人、実施回数　１回
③管理者研修　　        研修受講人数　１９５人、実施回数　３回
④計画作成担当者研修　　研修受講人数　　６５人、実施回数　１回
⑤フォローアップ研修　　研修受講人数　　　３人、研修実施施設への派遣
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

3,328 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 3,328 （千円） 公 327 （千円）

国(A) 2,219 （千円） 民 1,892 （千円）

県(B) 1,109 （千円）

計(A+B) 3,328 （千円） 1,892 （千円）

0 （千円）

備考

県、指定都市　　

５．介護従事者の確保に関する事業

資質の向上

地域包括ケア構築のための広域的人材養成

認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業等

【Ｎｏ．21（介護分）】
認知症地域医療支援事業

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

【総事業費
（計画期間の総額）】

県全体

　認知症の人の診療やケアに携わる医療従事者に対し、認知症の人や家族を支えるために
必要な基本知識や医療と介護の連携の重要性、認知症ケアの原則等の知識を習得するため
の研修を実施することにより、支援体制の構築を図る。

医師、看護職員等の医療従事者に対して、認知症に関する研修を実施する。
　①認知症サポート医養成研修
　②認知症サポート医フォローアップ研修
　③かかりつけ医認知症対応力向上研修
　④病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修
　⑤歯科医師認知症対応力向上研修
　⑥薬剤師認知症対応力向上研修
　⑦看護職員認知症対応力向上研修

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

認知症になっても住み慣れた地域で日常生活を送ることができる体制の構築を図る必要が
ある。

アウトカム指標：認知症サポート医の養成　　　３１３人
　　　　　　　　認知症対応力研修終了者　７，８９０人
　　　　　　　　（令和５年度末までの累計）

①認知症サポート医養成研修 　       　　養成者数　２２人、研修への派遣
②認知症サポート医フォローアップ研修　　修了者数　２００人、実施回数３回
③かかりつけ医認知症対応力向上研修　　　修了者数　２００人、実施回数４回
④病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修　修了者数４００人、実施回数４回
⑤歯科医師認知症対応力向上研修　　　　　修了者数　１００人、実施回数１回
⑥薬剤師認知症対応力向上研修　　　　　　修了者数　１００人、実施回数２回
⑦看護職員認知症対応力向上研修　　　　　修了者数　１００人、実施回数２回
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

4,922 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 4,922 （千円） 公 821 （千円）

国(A) 3,281 （千円） 民 2,460 （千円）

県(B) 1,641 （千円）

計(A+B) 4,922 （千円） 0 （千円）

0 （千円）

備考

県

５．介護従事者の確保に関する事業

資質の向上

地域包括ケア構築のための広域的人材養成

認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業等

【Ｎｏ．22（介護分）】
認知症総合支援に係る人材育成事業

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

【総事業費
（計画期間の総額）】

県全体

　認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム員や認知症地域支援推
進員に対し、その役割を担うための知識・技術を習得するための研修を実施することによ
り、市町村におけるチーム員及び推進員の配置と質の確保を図るとともに、認知症サポー
ター等の支援チームと認知症の人や家族の支援ニーズを繋ぐ仕組み（チームオレンジ）を
整備することにより、認知症の人を地域で支える体制を整備する。

①認知症初期集中支援チーム員研修事業
　国立長寿医療研究センターが実施する研修へ、認知症初期集中支援チームに参加する専
　門職を派遣する。
②認知症地域支援推進員研修事業
　認知症介護研究・研修東京センターが実施する研修へ、認知症地域支援推進員を派遣す
　る。
③チームオレンジ研修
　市町村が配置したチームオレンジのコーディネーターやチームのメンバー等に対して、
　活動に必要な知識・技術を修得するための研修を実施する。

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

認知症になっても住み慣れた地域で日常生活を送ることができる体制の構築を図る必要が
ある。

アウトカム指標：認知症の人を地域で支える体制を整備する。

①認知症初期集中支援チーム員研修　研修受講人数　４０人
②認知症地域支援推進員研修　研修受講人数　５０人
③チームオレンジ研修　研修実施回数　４回
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

2,986 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 2,986 （千円） 公 995 （千円）

国(A) 1,991 （千円） 民 996 （千円）

県(B) 995 （千円）

計(A+B) 2,986 （千円） 0 （千円）

0 （千円）

備考

（１）検討会議の開催：延べ４回
（２）研修会の開催：延べ４回

検討会や研修会の開催を支援することにより、ケアパス等を活用した連携体制を構築す
る。

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

市町村、医師会、認知症疾患医療センターが中心となって次の事業を行う。
（１）連携方法に係る検討会議の開催
（２）ケアパスの活用等に係る研修会を開催

【Ｎｏ．23（介護分）】
認知症ケアに係る医療連携体制整備事業

【総事業費
（計画期間の総額）】

５．介護従事者の確保に関する事業

資質の向上

地域包括ケア構築のための広域的人材養成

認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業等

県全体

市町村、郡市等医師会、認知症疾患医療センター

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

地域において認知症の容態に応じた適切なサービスが切れ目なく提供される体制を構築す
るためには、関係者が認知症ケアパス等を活用し連携する必要がある。

アウトカム指標：認知症ケアパス等の作成・運用数
　Ｒ１年度末 ２１市町村　→　R5年度末 ２７市町村
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

1,857 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 1,857 （千円） 公 0 （千円）

国(A) 1,238 （千円） 民 1,238 （千円）

県(B) 619 （千円）

計(A+B) 1,857 （千円） 0 （千円）

0 （千円）

備考

５．介護従事者の確保に関する事業

資質の向上

地域包括ケア構築のための広域的人材養成

地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向上事業

基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

【総事業費
（計画期間の総額）】

県全体

介護対象者の病態や症状に合わせた食事の提供により介護職員等の資質向上が図られ、介
護職員等の離職の防止につながる。

訪問介護事業所、グループホーム、通所介護事業所等の食事づくりに関わる介護職員や介
護支援専門員等に対して、介護対象者の「病態や症状に合わせた食事提供」ができるよう
研修を実施する。また、施設へ栄養士を派遣し、食事提供に関する出前講座を実施する。
さらに、サポート体制を整備し対象者の食事づくりに関する困り事の相談に対応する。

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

研修受講者数　　　１００人
出前講座実施施設　　２カ所
介護職員等のサポート体制づくり及び強化

公益社団法人岡山県栄養士会

【NO. 24（介護分）】
訪問介護員等資質向上のための研修事業

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

11,063 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 11,063 （千円） 公 38 （千円）

国(A) 7,375 （千円） 民 7,337 （千円）

県(B) 3,688 （千円）

計(A+B) 11,063 （千円） 1,518 （千円）

0 （千円）

備考

事業に要する費用の
額

その他(C)

５．介護従事者の確保に関する事業

資質の向上

地域包括ケア構築のための広域的人材養成

権利擁護人材育成事業

【総事業費
（計画期間の総額）】

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

アウトカム指標：一般の市民も市民後見人として活動できる体制の構築を目指して、市民
後見人養成の取組を推進する。

　市民後見人養成研修の受講者　１００人

【Ｎｏ．25（介護分）】
市民後見推進事業

市民後見人養成講座の実施や、市町村におけるフォローアップ研修等の実施など、市民後
見人を確保できる体制を整備・強化し、地域における市民後見人の活動を推進する事業を
実施する。

県全体

県、市町村　　

高齢者の権利擁護を推進するため、成年後見の担い手として市民の役割が強まると考えら
れることから、市民後見人を養成するとともに、その活動のための環境づくりを推進す
る。

基金

基金充当額
(国費)

における
公民の別

うち受託事業等
(再掲)
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

630 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 630 （千円） 公 30 （千円）

国(A) 420 （千円） 民 390 （千円）

県(B) 210 （千円）

計(A+B) 630 （千円） 390 （千円）

0 （千円）

備考

介護現場における利用者等からのハラスメントについて、法的検討を要する困難事例の
相談等ができる窓口を岡山弁護士会に設置する。
　あわせてハラスメントに関する啓発を行う。

　相談窓口への相談件数５０回

利用者等からのハラスメントに対して適切に対応することにより、介護職の離職や就業
環境の改善につながり、介護職員の確保を図る。

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

事業に要する費用の
額

基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

県全体

県

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

５．介護従事者の確保に関する事業

労働環境・処遇の改善

長期定着支援

介護職員長期定着支援事業

【Ｎｏ．26（介護分）】
介護現場におけるハラスメント対策事業

【総事業費
（計画期間の総額）】
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

1,617 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 1,617 （千円） 公 0 （千円）

国(A) 1,078 （千円） 民 1,078 （千円）

県(B) 539 （千円）

計(A+B) 1,617 （千円） 1,078 （千円）

0 （千円）

備考

【総事業費
（計画期間の総額）】

県全体

５．介護従事者の確保に関する事業

労働環境・処遇の改善

勤務環境改善支援

管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業

【Ｎｏ．27（介護分）】
働きやすい職場づくり相談支援事業

県　　

社会保険労務士等による労働管理等の出張相談・出前講座、労働者からの仕事の悩み相談
（電話・来所）に応じることで、職場環境の改善及び離職防止を図る。

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

出張講座・出張相談回数　２４回
仕事の悩み相談　　　　　３０件

社会保険労務士等により労働管理等の出前講座・出張相談を行うほか、労働者からの仕事
の悩み相談（電話・来所）に応じるとともに、適切な指導・助言を行う。また、労務管理
の改善等に関するセミナーを開催する。

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

725 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 725 （千円） 公 0 （千円）

国(A) 483 （千円） 民 483 （千円）

県(B) 242 （千円）

計(A+B) 725 （千円） 0 （千円）

0 （千円）

備考

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

事業実施事業所数　１０事業所

５．介護従事者の確保に関する事業

労働環境・処遇の改善

勤務環境改善支援

管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業

【総事業費
（計画期間の総額）】

【Ｎｏ．28（介護分）】
職員に優しい、やる気の出る介護現場づくりモデル事業

事業に要する費用の
額

金額

その他(C)

職員の処遇や労働環境の改善につながる職員に優しい、やる気の出る介護現場づくりに関
する介護事業者からの提案事業の実施を支援する。
【提案事業例】
・外部コンサルティングによる雇用管理改善促進事業
・ＩＣＴを活用した職場環境改善の研究支援事業
・福祉用具開発支援事業
・施設内保育施設運営支援事業
・地域の元気な高齢者による介護従事者応援事業

県全体

介護施設・事業所、老人クラブ等

介護従事者の処遇改善や労働環境の改善につながる介護現場づくり事業を実施することに
より、介護職員の確保を図る。

基金

基金充当額
(国費)

における
公民の別

うち受託事業等
(再掲)

令和３年４月１日～令和４年３月３１日
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

3,701 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 3,701 （千円） 公 0 （千円）

国(A) 2,467 （千円） 民 2,467 （千円）

県(B) 1,234 （千円）

計(A+B) 3,701 （千円） 0 （千円）

0 （千円）

備考

５．介護従事者の確保に関する事業

労働環境・処遇の改善

勤務環境改善支援

管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業

介護施設・事業所

【総事業費
（計画期間の総額）】

県全体

【Ｎｏ．29（介護分）】
介護職員初任者研修受講支援事業

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

初任者研修受講者数　１００人

介護現場において人員が不足する中、介護の質の向上や虐待防止等の課題への対応が円滑に行
われる職場環境の改善を図るため、介護経験が少なく技術に不安がある介護職員に働きながら初
任者研修を受講させる事業所を支援する。

事業に要する費用の
額

金額 基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

介護職員初任者研修の受講者を増加させることにより、介護職員の介護の質の向上や介護
事業所の職場環境の改善を図り、介護職員の確保を図る。
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

8,100 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 8,100 （千円） 公 0 （千円）

国(A) 5,400 （千円） 民 5,400 （千円）

県(B) 2,700 （千円）

計(A+B) 8,100 （千円） 0 （千円）

0 （千円）

備考

５．介護従事者の確保に関する事業

労働環境・処遇の改善

勤務環境改善支援

介護ロボット導入支援事業

介護施設・事業所

【総事業費
（計画期間の総額）】

県全体

【Ｎｏ．30（介護分）】
介護ロボット導入支援事業

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

介護ロボット導入事業所　２０事業所

介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化を図るために介護ロボットを導入する事業
所を支援する。

事業に要する費用の
額

基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

介護従事者の処遇改善や労働環境の改善を図るため、介護ロボットを導入し、介護職員の
確保を図る。
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

事業名

1,500 千円

事業の対象となる医
療介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介
護ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 1,500 （千円） 公 0 （千円）

国(A) 1,000 （千円） 民 1,000 （千円）

県(B) 500 （千円）

計(A+B) 1,500 （千円） 0 （千円）

0 （千円）

備考

県全体

介護施設・事業所

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

５．介護従事者の確保に関する事業

労働環境・処遇の改善

勤務環境改善支援

ＩＣＴ導入支援事業

【Ｎｏ．31（介護分）】
ＩＣＴ導入支援事業

【総事業費
（計画期間の総額）】

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包
括ケアシステムの構築を図る必要がある。

事業に要する費用の
額

基金充当額
(国費)

における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供するために、介護職員を４万２
千人確保する。

介護分野におけるＩＣＴ化を抜本的に進めるため、ＩＣＴを活用して介護記録から請求業
務までが行うことができるよう、介護ソフト及びタブレット端末等を導入する事業所を支
援する。

ICT導入事業所　５事業所

介護従事者の処遇改善や労働環境の改善を図るため、ＩＣＴを導入し、介護職員の確保を
図る。
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事業の区分

(大項目)

(中項目)

(小項目)

221,214 千円

事業の対象となる医療
介護総合確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介護
ニーズ

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウト
プットの関連

総事業費(A+B+C) 221,214 （千円） 公 8,706 （千円）

国(A) 147,476 （千円） 民 138,770 （千円）

県(B) 73,738 （千円）

計(A+B) 221,214 （千円） 0 （千円）

0 （千円）

備考

事業名

【Ｎｏ．32（介護分）】
新型コロナウイルス流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確
保事業

【総事業費
（計画期間の総額）】

アウトカム指標：新型コロナウイルス感染による緊急時においても、必要な介護サービスを引き続き

提供できる体制を確保する。

５．介護従事者の確保に関する事業

労働環境・処遇の改善

勤務環境改善支援

新型コロナウイルス流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保
事業

県全体

介護施設・事業所

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

新型コロナウイルス感染による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保するとともに、介護
に従事する者が安心・安全に業務を行うことができるよう感染症が発生した介護サービス事業所・
施設等の職場環境の復旧・改善を支援するとともに、介護報酬の割増期間終了後も感染症対策を継
続的に行うための支援を行う必要がある。

事業に要する費用の額 基金充当額
(国費)
における
公民の別基金

うち受託事業等
(再掲)

その他(C)

基金充当額における公は、補助事務に係る県の事務費
※上記の外、平成27年度補正予算分の国費47,200千円あり

介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供する
ために必要な経費及び感染防止対策を継続的に行う経費について支援を行う。また、関係団体等と
連携・調整し、緊急時に備えた応援体制を構築し、その支援を実施するために必要な経費を補助す
る。

支援を実施する関係団体　３団体
補助金交付想定事業所数　3,316【感染防止対策支援事業】

感染症が発生した介護サービス事業所・施設等の支援体制の確保を図る。
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 

（実施状況） 

・令和 3 年 6 月 4 日 医療対策協議会委員において議論 

・令和 3 年 7 月 5 日 介護保険制度推進委員会から意見聴取 

 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 

・ 新規事業について、早期内示により、出来るだけ早く事業に着手できるようにし

てもらいたい。                                         

（令和 3 年 6 月 4 日 医療対策協議会意見） 

・ 意見なし。 

（令和 3 年 7 月 5 日 介護保険制度推進委員会意見） 
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1．目標の達成状況 

 
令和２年度岡山県計画に既定した事業について、令和２年度終了時における目標の達成

状況について記載。 

 

 

■岡山県全体（目標） 

① 岡山県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

 

ア 医療機関の役割分担と連携 

・医療機能の分化・連携を進めるため、地域の協議を踏まえ、必要な病床への転換を

図る。 

県内で過剰となっている病床から不足している病床への病床転換数：約 100床(R6) 

・慢性期の病床から在宅医療への移行を推進することにより、慢性期病床を許可

病床数と必要病床数との差の 10%（約 160床）削減 (R7) 

イ 在宅医療・介護の確保 

・在宅看取りを実施している医療機関数 77施設(H29)→80施設(R2) 

・退院患者平均在院日数(病院) 30.8日(H29)→29.3日(R2) 

・在宅歯科医療に取り組む医療機関数の増加 423箇所(H30)→440箇所 (R2) 

ウ 介護施設等の整備 

・地域密着型特別養護老人ホーム   令和２年度整備数  1 ｶ所 

・認知症高齢者グループホーム    令和２年度整備数  2 ｶ所 

・小規模多機能型居宅介護事業所   令和２年度整備数  1 ｶ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 令和２年度整備数 1 ｶ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 令和２年度整備数 1 ｶ所 

エ 医療従事者の確保と資質の向上 

・医師少数区域（高梁・新見・真庭保健医療圏）における病院の医師数 

高梁・新見 86人、真庭 78人(H28) → 高梁・新見 94人、真庭 78人(R5) 

  ・看護師特定行為研修修了者数 28人(R1) → 750人(R5) 

・県内どこでも救急医療が適切に提供される体制を構築するため、大学へ設置した

寄附講座「救急総合診療医学講座」により、救急総合診療の地域への普及、救急総

合診療医を育成する。 

 応需率の向上 平成 26年度 76％ → 令和 2年度 79％ 

・地域枠卒業医師だけでなく、より多くの医師、医学生が地域で働く意欲を持てるよ

う、大学へ設置した寄附講座「地域医療人材育成講座」による講義や地域医療実習

などを通じて、地域医療を担う医師を育成する。 
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 オ 介護従事者の確保 

  ・国の施策とあいまって令和 7年までに介護職員の増加 7,800人（平成 27年対比）

を目標とする。 

  ・福祉人材センターを通じての就職数 

   令和元年度実績 78人 → 令和２年度 145人 

  ・潜在的有資格者等再就業促進事業を通じての就職数 

   令和元年度実績 19人 → 令和２年度 30人 

     ※7,800人 介護職員の需給推計による数（需要数） 

      令和 7年 平成 27年 

      41,815人－33,981人≒7,800人 

  

□岡山県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

 ア 医療機関の役割分担と連携 

  ・ 回復期病床等必要な病床への転換では、令和２年度においては、計５回の地

域医療構想調整会議が行われた。回復期病床等必要な病床への転換では、令和

２年度においては、2病院が病院の建替を進め、病床削減（38床）及び病床転

換（急性期等から回復期140床）を実施中である。 

・ 慢性期病床から在宅医療への移行に関しては、慢性期病床が6,056床(R2)と

なっており、目標達成に向けて一定程度進んでいる。 

  イ 在宅医療・介護の確保   

・ 在宅看取りを実施している医療機関数は現時点では未公表のため、評価でき

ていない。 

・ 退院患者平均在院日数(病院)は現時点では未公表のため、評価できていな

い。 

・ 在宅歯科医療に取り組む医療機関数が432箇所 (R2)であり、目標を達成に向

けて一定程度進んだ。 

  ウ 介護施設等の整備 

   ・ 介護施設等の整備については、地域密着型特別養護老人ホーム１箇所、認知

症高齢者グループホーム２箇所、小規模多機能型居宅介護事業所１箇所、看護

小規模多機能居宅介護事業所１箇所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所１箇所を整備した。 

  エ 医療従事者の確保と資質の向上 

   ・ 医師少数区域（高梁・新見・真庭保健医療圏）における病院の医師数に関し

て、高梁・新見では84名、真庭では88名となっており、目標達成に向けて、大

学とも連携しながら、地域医療センターを核として現状や今後の方向性を整理

した。 



   

4 

 

 

   ・ 看護師特定行為研修修了者が50人(R2.12)となり、目標達成に向けて一定程

度進んだ。 

   ・ 大学へ設置した寄附講座「救急総合診療医学講座」により、中山間地域で勤

務する医療者を対象とする研修会（Web）を開催し、救急総合診療に対する理解

を深めることができた。 

   ・大学へ設置した寄附講座「地域医療人材育成講座」による講義や地域医療実習

などを通じて、県内の地域医療を担う総合的な診療能力を有する医師の育成

や、医師確保と地域医療の充実に関する教育研究を行うことができた。    

  オ 介護従事者の確保 

   ・ 福祉人材センターを通じての就職数については60人(R2)にとどまった。 

   ・ 潜在的有資格者等再就業促進事業を通じての就職者数については、10人(R2)

にとどまった。 

 

 ２）見解 

・ 地域医療構想の達成に向けては、病床転換に係る具体的な整備計画が定まった

２医療機関について、地域医療構想調整会議で承認が得られ、その２病院が病院

の建替を行い、病床削減及び病床転換を実施中であることから、一定程度の成果

が得られた。 

・ 在宅医療・介護の確保は一定程度の成果が得られた。 

・ 医療従事者の確保は一定程度の成果が得られた。 

・ 介護施設等の整備については、引き続き地域包括ケアシステムの構築に向けて、

第８期岡山県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画等に基づき、地域密着型サ

ービス施設の整備等を行う必要がある。 

・ 福祉・介護人材の就職数については、引き続き増加に向け、関係機関等と連携

し効果的な取組を推進する必要がある。 

 

 ３）改善の方向性 

・ 地域医療構想の実現に向け、地域医療構想調整会議において、地域包括ケアシ

ステムの構築等、地域における様々な課題を解決するため、引き続き地域での実

情を踏まえた議論を効果的に行う必要がある。 

・ より関係機関が協働し、地域特性に即した地域包括ケアシステムの構築に向け

て継続していく取り組む必要がある。 

・ 引き続き県北医療圏の医師や県内の地域医療を担う医学部生の確保、看護師の

離職防止に取り組む必要がある。 
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 ４）目標の継続状況 

  ☑ 令和３年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和３年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

■県南東部医療介護総合確保区域（目標） 

① 県南東部区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・医療機能の分化・連携を進めるため、地域の協議を踏まえ、必要な病床への転換を

図る。 

県内で過剰となっている病床から不足している病床への病床転換数：約 100床(R5) 

・在宅医療と介護の連携については、患者のニーズに合った包括的かつ継続的な医

療・介護サービスの提供が課題であり、基幹病院とかかりつけ医が機能分担する

病病連携や病診連携の充実、地域において在宅療養を支援する医療・介護連携体

制の強化を図る。 

・要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、在宅サ 

ービス等の充実・強化を図る。 

② 計画期間 

 令和２年４月１日～令和７年３月 31日 

 

□県南東部医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

  ・医療機能の分化・連携や回復期病床等必要な病床への転換を推進するため、地域

医療構想調整会議を開催し、今後の方向性について議論した。 

・地域包括ケアシステムの構築に向け、在宅サービス等を提供できる体制整備が一

定程度進んだ。 

 ２）見解 

  ・おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組むこ

ととする。 

 

■県南西部医療介護総合確保区域（目標） 

① 県南西部区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

 ・県南東部区域と同様 

② 計画期間 

 ・県南東部区域と同様 

□県南西部医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 ２）見解 

 ・県南東部区域と同様 
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■高梁・新見医療介護総合確保区域（目標） 

① 高梁・新見区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・区域外の専門的医療機能を有する医療機関との連携を推進する。 

・在宅医療と介護の連携については、患者のニーズに合った包括的かつ継続的な医

療・介護サービスの提供が課題であり、基幹病院とかかりつけ医が機能分担する

病病連携や病診連携の充実、地域において在宅療養を支援する医療・介護連携体

制の強化を図る。 

・医師、看護師等の確保・養成に努め、地域における医療提供体制の充実を図る。 

・要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、在宅サー

ビス等の充実・強化を図る。 

② 計画期間 

 令和２年４月１日～令和７年３月 31日 

 

□高梁・新見医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

  ・地域枠卒業医師の配置や医療機関への補助、看護師への研修等を通じて、医療従

事者の確保が一定程度進んだ。 

  ・地域包括ケアシステムの構築に向け、在宅サービス等を提供できる体制整備が一

定程度進んだ。 

 ２）見解 

  ・おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組むこ

ととする。 

 

■真庭医療介護総合確保区域（目標） 

① 真庭区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・高梁・新見区域と同様 

 ② 計画期間 

  ・高梁・新見区域と同様 

 

□真庭医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 ２）見解 

 ・高梁・新見区域と同様 
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■津山・英田医療介護総合確保区域（目標） 

① 津山・英田区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・高梁・新見区域と同様 

 ② 計画期間 

  ・高梁・新見区域と同様 

□津山・英田医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 ２）見解  

 ・高梁・新見区域と同様 
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３．事業の実施状況 

 
令和２年度岡山県計画に規定した事業について、令和２年度終了時における事業の実施

状況について記載。 

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.1】 

 病床機能分化・連携促進のための基盤整備事業 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

医療機関 

事業の期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

病床機能の分化・連携に資する施設又は設備の整備を支援することに

より、高度急性期から、急性期、回復期、慢性期、在宅医療に至るまで

一連のサービスを地域において総合的に確保する必要があるため、過剰

な病床から不足する病床への転換を支援する。 

アウトカム指標：病床機能報告において、過剰となっている高度急性期 

及び急性期、慢性期から不足している回復期病床へ約 

200 床を転換。なお、各構想区域において、不足する 

病床機能が新たに発生する場合、過剰な病床を約 100  

床転換。 

（目標年度：令和 6年度） 

事業の内容

（当初計画） 

地域における急性期から回復期、在宅医療に至る一連のサービスの総

合的な確保が課題になっている。平成 30 年 7 月 1 日現在の本県の回

復期病床数は 3,571 床であるが、令和 7 年の回復期に係る必要病床数

は 6,480 床で、約 3,000 床不足しており、病床の機能分化・連携を進

める必要がある。このため、地域医療構想調整会議における協議を踏ま

え、過剰となっている病床からから不足する病床への転換を促すことと

し、転換のための施設整備に対して補助を行う。 

また、必要に応じて地域医療構想の達成に向けた医療機関の事業縮 

小の際に要する費用に対しても補助を行う。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

対象医療機関数：２機関 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては計５回の地域医療構想調整会議が行われた。 
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平成３０年度に病床転換に係る具体的な整備計画を定め、地域医療構

想調整会議で承認を得た２医療機関が、現在、病院の建替を行い、病床

削減（38 床）及び病床転換（急性期等から回復期 140 床）を実施中で

ある。 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：     ： 

観察できなかった → ２医療機関が病床転換に係る施設整備を実施

中のため 

（１）事業の有効性 

令和２年度においては、２医療機関で急性期等から回復期１４０床の

病床転換及び３８床の病床削減を実施中であり、地域医療構想の実現に

向けた支援に有効である。 

（２）事業の効率性 

地域医療構想調整会議において医療機関ごとに事業実施の合意を得

ており、真に必要な整備に限定して実施している。また、施設整備に当

たっては、医療機関において入札を実施することにより、コストの低下

を図っている。 

その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.2】 

 医療介護連携体制整備事業 

【総事業費】 

27,000 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県医師会 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

今後の更なる高齢化に対応し、良質で適切な医療・介護サービスを効

果的かつ効率的に提供するためには、地域医療構想による医療機能の分

化・連携、中でも慢性期機能を担う入院医療から在宅医療への移行と、

地域包括ケアシステムによる在宅医療・介護サービス提供体制の充実を

一体的に図ることが不可欠である。この実現に向けては、関係者が医療・

介護サービスを取り巻く環境の変化やそれぞれの地域特性を踏まえた

現状分析を基に検討・推進することが必要である。 

 

アウトカム指標：高度急性期・急性期病床から回復期病床への移行 

必要病床数と許可病床数の差 20%(約 720 床)程度の解消(目標年度：R7

年度) 

回復期病床 H29.4.1  2,904床 → R7年 3,624床 

   （岡山県保健医療計画策定時数値） 

慢性期の病床から在宅医療への移行を 10%(慢性期病床の約 160床)削

減(目標年度：R7年度) 

慢性期病床 H29.4.1  5,944床 → R7年 5,784床 

   （岡山県保健医療計画策定時数値） 

事業の内容

（当初計画） 

(１)岡山県医師会地域医療構想・地域包括ケア研究会開催 

   ・有識者（アドバイザー）による講演会 

   ・データに基づいた政策議論の展開等 

(２)地域包括ケアコーディネーターの配置 

     ・医療介護の連携強化、郡市医師会・市町村への支援（訪問診療

普及、病診連携調整等） 

(３)「岡山県郡市等地区地域包括ケア推進協議会」等多職種他機関連

携研修会の開催 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

・岡山県医師会地域医療構想・包括ケアシステム研究会参加人数 

：120 名 

・各種研修会参加人数：220名 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

・岡山県医師会地域医療構想・包括ケアシステム研究会参加人数 

：44 名 

・研修会：1,584人 
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事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた 

高度急性期・急性期病床から回復期病床への移行 

必要病床数と許可病床数の差 20%(約 720 床)程度の解消(目標年度：

R7年度) 

  

R2年 12,597床（高度急性期及び急性期病床数合計） 

      ＜R2-H29高度急性期及び急性期病床数合計 706 床減＞ 

 

回復期病床 H29.4.1  2,904床 → R7年 3,624床 

   （岡山県保健医療計画策定時数値） 

 

回復期病床 

アウトカム指標 H29年 2,904床 → R2年 3,815床 

 

慢性期の病床から在宅医療への移行を 10%(慢性期病床の約 160床)削

減(目標年度：R7年度) 

慢性期病床 H29.4.1  5,944床 → R7年 5,784床 

   （岡山県保健医療計画策定時数値） 

 

  慢性期病床 H29年 5,944床 → R2年 6,056床 

 

（１）事業の有効性 

研究会では、新型コロナウイルス感染症の影響が大きくなっている現

在において、感染症と地域包括ケア、コロナ禍における地域包括ケアの

推進へ向けて今後の活動の示唆を得ることができた。 

高度急性期及び急性期病床は減少し、回復期病床は増加しており、事

業は有効であると考えられるため、令和 7 年度の目標達成に向け、引き

続き事業を実施する。 

 

（２）事業の効率性 

岡山県医師会に既に設置されていた地域包括ケア部会を活用するこ

とにより、新たに会を設置するより効率的かつ経済的に関連団体の召集

や協議を円滑に行うことができた。 

その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.3】 

 医療介護多職種連携体制整備事業 

【総事業費】 

3,250 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

本県の慢性期の許可病床数は平成２９年４月現在、令和７年の必要病

床数に比べて多い状況であり、機能分化・連携を進めていくため、入院

から在宅療養・施設入所等への円滑な移行を促進する必要がある。その

ため、入退院支援を行う医療・介護の専門職間の連携を図り、退院時カ

ンファレンスの充実や入退院支援ルール等の情報収集・情報発信を行う

とともに、医療機関側から在宅医療側に患者を円滑につなぐための体制

整備を推進する必要がある。 

アウトカム指標：  

慢性期の病床から在宅医療への移行を推進することにより、慢性期病

床を許可病床数（H29.4現在）と必要病床数（R7年度）との差の 10%（約

160床）削減(目標年度：R7年度) 

事業の内容

（当初計画） 

（１）入退院支援推進のための取組 

   ・医療・介護・行政を含む多職種によるワーキンググループ等 

により、入退院支援に関する現状の情報収集、課題及び解決 

策(仕組みづくり)の検討 等 

（２）医療介護連携推進における関係機関からの相談支援 

   ・各地域の実情に応じて、介護支援専門員等が助言・調整など  

により、入退院支援に関する連携を促進 

（３）医療側と介護側の専門職の相互理解・連携を図るための取組 

   ・多職種連携研修会（ワールドカフェ等）の実施等 

 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

・研修会参加人数：300名 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

・研修会参加人数 623名（会場 190名、オンライン 433名） 

  新型コロナウイルス感染症対策が必要とされる中、会場とオンライン

での参加を受け付け、目標人数以上の参加者を参集することができた。 
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事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた      →  指標： 

慢性期の病床から在宅医療への移行を推進することにより、慢性期

病床を許可病床数（H29.4現在）と必要病床数（R7年度）との差の

10％（約 160床）削減(目標年度：R7年度) 

 

 慢性期病床 H29年 5,944床 → R2年  6,056床 

   

（１）事業の有効性 

入退院支援に向け、医療機関の窓口や連携ルールについて整理を行い、

「広域連携のための入退院支援ブック」を作成することで、医療介護連

携において、連携窓口が明確となり、相談・助言を行うことができた。 

 

（２）事業の効率性 

在宅医療・介護に関する多職種協働での研修実績の多い介護支援専門

員協会が多職種の研修等を企画・実施することで、効果的に行うことが

できた。 

その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO. 4】 

 地域医療構想調整会議活性化事業 

【総事業費】 

9 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

地域医療構想調整会議の活性化のため、地域医療構想の進め方につい

て、各構想区域における地域医療構想調整会議の参加者や議長、事務局

を含む関係者間の認識を共有し、また、各構想区域の実情に応じたデー

タの整理や論点の提示といった地域医療構想調整会議の事務局が担う

べき機能を地域医療構想アドバイザーにより補完する必要がある。 

アウトカム指標：具体的対応方針の合意の状況 

（公立公的及び民間含む） 

R1 15.9％（45／283）※ → R2 24.7％（70／283）※ 

※（合意機関数／病院・有床診療所数） 

事業の内容

（当初計画） 

（１）研修会 

地域医療構想の進め方について、各構想区域の調整会議の参加者や議

長、事務局を含む関係者間の認識を共有する観点から、研修会を開催す

る。 

・研修内容 

行政からの説明、事例紹介 等 

・対象者 

地域医療構想調整会議の議長、その他の参加者、地域医療構想調整

会議の事務局担当者 等 

（２）地域医療構想アドバイザー 

厚生労働省において、各構想区域の実情に応じたデータの整理や論点

の提示といった地域医療構想調整会議の事務局が担うべき機能を補完

する観点から、養成することとなった「地域医療構想アドバイザー」を

活用し、調整会議の事務局や参加者に対し、調整会議の議論の活性化に

向けた助言を行う。 

また、厚生労働省が実施する研修へ派遣し、スキルアップを図る。 

 

 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

（１）研修会 開催回数１回 

（２）地域医療構想アドバイザー 調整会議２２回 

研修会参加３回 
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アウトプッ

ト指標（達成

値） 

（１）研修会 開催なし 

（２）地域医療構想アドバイザー 調整会議 １回 

                研修会参加１回 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた      →  指標：具体的対応方針の合意の状況 

          R2 １６.６％（47／283）※ 

※（合意機関数／病院・有床診療所数） 

（１）事業の有効性 

地域医療構想アドバイザーが各構想区域の調整会議に参加し、各構想

区域の医療需要等に関するデータや論点を提示することにより、地域医

療構想についての共通理解が進んでおり、議論の活性化に寄与してきて

いる。 

（目標未達成の理由）新型コロナウイルス感染症の拡大により、地域医

療構想に関する取組の進め方について、社会保障審議会医療部会等の議

論の状況や地方自治体の意見等を踏まえ、厚生労働省において改めて整

理の上示されることとなり、各圏域の地域医療構想調整会議が十分開催

できなかったため。 

（２）事業の効率性 

 地域医療構想アドバイザー報償費について、2 名のうち 1 名は岡山大

学教授が就任し 1 回 8,000 円、1 名は県の職員が就任しており、効率的

な執行に努めている。 

 また、出張旅費について、旅費条例第７条により，「最も経済的な

通常の経路及び方法により旅行した場合」による経路及び方法によっ

て計算している。 

その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.5】 

井笠地区医療機関と高度急性期病院との連携強化及び

機能分化の支援事業  

【総事業費】 

1,465 千円 

事業の対象

となる区域 

県南西部区域 

事業の実施

主体 

井原市立井原市民病院 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高度急性期病院への重症患者の集中と在院日数短縮の流れの中で、地

域の各医療機関では早期に受入を行い、在宅復帰に向けての回復期機能

を担うことができるよう医療スタッフの一層のレベルアップが求めら

れている。 

アウトカム指標：在宅復帰率の改善（H30：82% → R2：85%） 

事業の内容

（当初計画） 

（１）研修会の開催 

・医療スタッフ等を対象に、高度急性期病院から講師を招聘し講演会を

開催。 

・在宅復帰に向けた地域医療機関及び介護施設等を対象に講演会を開

催。 

（２）各医療機関からの高度急性期病院への研修派遣。 

・２週間程度の研修 （井笠地区の病院、有床診療所で希望する医療機

関の医療スタッフが、高度急性期病院(倉敷中央病院、川崎医科大学病

院、岡山大学病院、福山市民病院など)の診療科等で実地研修を実施） 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

研修会開催回数（20回）、研修派遣人数（延べ１００人） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

研修会開催回数（2回）、研修派遣人数（延べ 0人） 

（目標未達成の理由）研修派遣元及び派遣先医療機関での新型コロナウ

イルス感染症患者の受入対応等により、実地研修が実施できず、感染拡

大防止等のため、講演会も十分に実施できなかったため。 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた → 指標： R2：81.4％ 

（１）事業の有効性 

井笠地区の医療機関が顔の見える関係作りを行い、水平・垂直連携の

強化機能分化を行える体制が整いつつある。研修会の中でも、アンケー

トを行うなどして各地域のスタッフがレベルアップするために充実な

内容を検討している。 
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（２）事業の効率性          

 講師交通費については、公共交通機関を使用し最寄駅までで、最も経

済的な通常の経路及び方法により計算している。また、メーリングリス

トを作成し、研修等の案内を流すことで、文書などの郵送を削減してい

る。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.6】 

 かかりつけ医認定事業 

【総事業費】 

118 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県医師会 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

 住み慣れた地域で安心して過ごせる体制を構築するためには、地域包

括ケアシステムの中核を担うかかりつけ医の普及が必要である。現在県

内でかかりつけ医に認定されているのは 613名であり、さらに約 900名

の養成が必要である。 

アウトカム指標：  

退院患者平均在院日数(病院) 

(H29: 30.8日→R2: 29.3日) 

        訪問診療を受けた患者数 

(H28: 133,194 件→R2: 184,000件) 

事業の内容

（当初計画） 

「かかりつけ医」を普及させるため、「かかりつけ医」に期待される

役割とその重要性等をテーマにした研修会を開催し、受講を修了した

医師を「かかりつけ医」に認定する。 

研修の内容は、①「かかりつけ医」に期待される役割とその重要性、

②保健・福祉制度の概要とその利用方法、③関係者との連携方法を含

むものとする。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

・認定かかりつけ医の増加 

(現状(H30 年度)：613名→R3年度：約 1,500名) 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

・認定かかりつけ医の増加：R2年度 565名 

  

 認定かかりつけ医数が、現状より減少している。 

 理由としては、岡山県医師会認定医は、２年毎の更新が必要である。 

このため、事業開始から５年が経過し、新規受講者があるものの、更

新者が減少していることが考えられる。また、令和２年度は新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止対策として、岡山県医師会における事業は実施

していないことから、認定かかりつけ医数が減少している要因であると

考えられる。 

 今後は、新型コロナウイルス感染症対策を講じつつ、研修会の実施方

法の検討や更新時期となる医師への広報及び更新依頼等、更新継続医が

増加するよう事業実施を検討する必要がある。 
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事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった： 

退院患者平均在院日数(病院) 

(H29: 30.8日) 

        訪問診療を受けた患者数 

(H28: 133,194件) 

 標記指標について、R2年データは未公表であるため、 

現段階での最新データを記載する。 

 

＜代替指標＞ 

 在宅療養支援病院・診療所の数 

  R2.4.1 現在   351施設 

      R3.4.1 現在   355施設    

 

（１） 事業の有効性 

全国に先立ち創設した岡山県医師会認定のカリキュラムと平成 28 年

度から始まった日本医師会のかかりつけ医機能研修制度の二本立てで

研修会を開催したことで受講機会の拡大につながり、かかりつけ医の認

定につながっている。 

今後は、新型コロナウイルス感染症対策を講じつつ、研修会の実施方

法の検討や更新時期となる医師への広報及び更新依頼等、更新継続医が

増加するよう事業実施を検討する必要がある。 

＜代替指標による事業の有効性＞ 

 在宅療養支援病院・診療所が増加することは、地域包括ケアシス

テムの構築の一助となることから、本事業の代替指標とし、事業の

有効性があると言える。 

 

（２）事業の効率性 

 岡山県医師会が実施する事業に補助することにより、周知や事業実施

等において効率的な運営が図られ、かかりつけ医の認定が進んでいる

が、今後は新型コロナウイルス感染症対策を講じつつ、研修会の実施方

法等を検討していく必要がある。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.7】 

 在宅歯科往診普及センターの運営に係る事業 

【総事業費】 

1,958 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

住民に身近な歯科診療所による歯科往診の利便性を図るため、地区歯

科医師会を単位とする在宅歯科往診普及センターを設置して、在宅歯科

医療の推進を図る必要がある。 

アウトカム指標：在宅歯科医療に取り組む医療機関数の増加 

         （H30：423箇所 → R2:440箇所） 

       ：在宅歯科往診普及センター数 

（H30： 17箇所 → R2:18箇所） 

事業の内容

（当初計画） 

①地区歯科医師会に在宅歯科往診普及センターを設置 

②普及センターに歯科往診機器を配備し、必要とする歯科医師への貸出 

③歯科往診を周知するための媒体（チラシ等）を作成し、地域住民、医

療介護関係者への周知活動 

④在宅医療推進に向けての連携を図るため推進会議を開催 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

新たに設置する歯科往診普及センター数：１箇所 

 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

新たに設置する歯科往診普及センター数：１箇所 

（19地区歯科医師会すべてに歯科往診普及センターが設置された） 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた → 

指標：在宅歯科医療に取り組む医療機関数が 423 箇所(H30)から 432 箇

所(R2)に増加した。 

在宅歯科往診普及センター数が 17箇所(H30)から 19箇所(R2)に

増加した。 

（１）事業の有効性 

○住民に近い地区歯科医師会に在宅医療連携に対応する在宅歯科往

診普及センターを設置することで、歯科往診サポートセンターに登

録していない地元の歯科医師も含め、地域の実情に精通した地元の

歯科医師の協力が得られやすく、地域の在宅医療に貢献していると

いう意識が芽生え、歯科往診に取り組む意識の醸成が図れる。 

○地区歯科医師会単位で実施することにより、市町村やケアマネ等の

介護・福祉関係者との連携が図りやすくなることから、地域包括ケ

アシステムの推進に向けた協力体制の整備につながる。 
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〇在宅歯科医療に取り組む医療機関は増加しているが、診療所以外の

場で診療を行うことへの抵抗感もあり、アウトカム指標の目標は達

成できていない。人材養成研修等を通して訪問歯科診療等に対応で

きる歯科医療関係者の増加に取り組む。 

（２）事業の効率性 

  本事業は地域の状況に精通した地区歯科医師会単位で実施してお

り、地域における既存のネットワークを活用することでコストを削

減し、効率的に事業が実施できた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.8】 

 在宅歯科医療連携室整備事業 

【総事業費】 

865 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

居宅療養者やその家族、医療関係者及び介護福祉職からの口腔ケア等

に関する相談や歯科往診による歯科治療・歯科保健指導の要望に対し、

近隣の歯科医療機関と調整して患者宅等へ歯科医師を派遣できる体制

の強化が必要。 

アウトカム指標：在宅歯科医療に取り組む医療機関数の増加 

（H30：423箇所 → R2:440箇所） 

事業の内容

（当初計画） 

①県歯科医師会館内に設置する歯科往診サポートセンターでの歯科往

診依頼に対する派遣歯科医師の紹介 

②在宅療養者の口腔ケアに関する電話相談対応 

③歯科往診機器の貸出   

④効率的な事業運営を図るための評価会議の開催                                                                                                                                                                             

⑤歯科往診を周知するための媒体（チラシ等）を作成し、地域住民、

医療介護関係者への周知活動 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

相談件数の増加（H30:45件 → R2:65件） 

歯科往診機器貸出件数の増加（H30:48件 → R2:70件） 

評価会議の開催：1回 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

相談件数の増加（H30:45件 → R2:47件） 

歯科往診機器貸出件数の増加（H30:48件 → R2:33件） 

評価会議の開催：新型コロナウイルス感染症の影響により書面開催とな

った。 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた →   

指標：在宅歯科医療に取り組む医療機関数が 423 箇所(H30)から 432 箇

所(R2)に増加した。 

（１）事業の有効性 

○歯科往診サポートセンターを設置することで、外来診療が困難な在

宅療養者等の歯科往診の要望に対応できる体制が取れている。 

○歯科往診機器の整備を図り、機器がないため往診ができない歯科医

師に対し、必要な時に機器を貸し出し、歯科診療を速やかに行うこ

とができた。 

〇アウトプット指標の、相談件数・歯科往診機器貸出件数の目標値は

未達成となっているが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ

る受診控えが大きく影響していると考えられる。引き続き歯科往診
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についての、地域住民、医療介護関係者への周知活動を行う必要が

ある。 

 

（２）事業の効率性 

 ○本事業は歯科往診ができる歯科医師の協力が不可欠であり、これら

の歯科医師が所属する県歯科医師会に委託しており、既存のネット

ワークを活用することでコストを削減し、効率的に事業を実施する

ことができた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.9】 

 在宅療養者に対する歯科医療推進事業 

【総事業費】 

2,212 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

在宅等で療養する、重度の障害があり必要性があるにも関わらず歯科

健診・治療が受けられない者に対し、訪問による歯科健診・歯科治療・

歯科保健指導等が受けられる体制の整備・強化が必要。 

アウトカム指標：在宅歯科医療に取り組む医療機関数の増加 

        （H30：423箇所 → R2:440箇所）   

事業の内容

（当初計画） 

①有識者を交えた推進会議を開催 

②歯科治療における問題点や課題解決のための研修会を開催 

③障害がある児・者への歯科保健医療サービスに関する情報提供 

④調査研究 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

研修会開催回数：2回 

研修会参加者数：70名 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

研修会開催回数：2回 

研修会参加者数：50 名 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

オンライン開催とした。 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた →   

指標：在宅歯科医療に取り組む医療機関数が 423 箇所(H30)から 432 箇

所(R2)に増加した。 

（１）事業の有効性 

○岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センターを核として、在宅等で

療養する障害児（者）への歯科治療等に対応できる人材育成が図ら

れる。 

○岡山大学病院、歯科医師会、障害児歯科医療センター、施設・教育

関係者等で構成する推進会議を開催し（R1 年度は zoom 開催）、関

係機関の連携が図られ、地元の歯科医の協力も得られやすい。 

〇在宅歯科医療に取り組む医療機関は増加しているが、診療所以外の

場で、特に障害児（者）の診療を行うことはハードルが高く、アウ

トカム指標の目標は達成できていない。また、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大により研修会の開催方法をオンラインにしたた

め、参加者数も目標値を達成できていない。人材養成研修等を通し

て訪問歯科診療等に対応できる歯科医療関係者の増加に取り組む。 
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（２）事業の効率性 

○本事業は障害児（者）歯科の高次医療機関である岡山大学病院スペ

シャルニーズ歯科センターが実施しており、スペシャルニーズ歯科

センターが持つ、障害児（者）の歯科治療・歯科保健に関する高度

な知識・技術やネットワークを活用することで、関係機関・団体と

連携して、効率よく事業を実施できた。 

○障害児（者）は健常児（者）に比べ、技術的かつ設備の面で歯科治

療が難しくなることから、療養宅等に訪問しての指導等の予防活動

ができ、治療が必要であれば、重症化する前にスペシャルニーズ歯

科センターにつなぐことができる。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.10】 

 早期退院･地域定着のための連携強化事業 

【総事業費】 

37 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

精神科病院 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

精神障害者の地域移行・地域定着を促進するには入院者の退院意欲の

向上と、在宅生活を支える支援機関との連携体制の強化が必要である。 

アウトカム指標：入院後３ヶ月時点の退院率(H26:67%→R2：69%) 

        入院後６ヶ月時点の退院率(H26:82%→R2：84%) 

        入院後 12ヶ月時点の退院率(H26:88%→R2:90%） 

事業の内容

（当初計画） 

精神科病院入院患者の退院意欲の喚起を図り、地域援助事業者等との

連携を強化することで、在宅生活を支える基盤整備を図る。  

①地域援助事業者参加促進事業 

 精神科病院で開催する退院促進を目的とした連携ケア会議への地域

援助事業者の参加に要する経費を補助する。 

②退院環境整備事業 

地域関係者や退院者、ピアサポーター等との交流の場を設ける等、

入院者の在宅生活への関心を高め、退院意欲の喚起につながる取組に

要する経費を補助する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

事業実施医療機関数（Ｒ１:４機関→Ｒ２:５機関） 

退院意欲が見られた患者割合（参加者の５０％） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

事業実施医療機関数：1機関 

 (事業へ参加した地域援助事業者数：8箇所) 

退院意欲が見られた患者割合：55.6％（18人中 10名） 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった⇒R2年度の数値が公表されていない。 

     （現在の国の指標の直近地） 

入院後 12ヶ月時点の退院率：H29：87％ 

【代替指標】 

 ・退院意欲が見られた患者割合：55.6％ 

（１）事業の有効性 

COVID19 の感染拡大に伴い、精神科病院において面会や交流会等が

制限される状況があり、参加機関は減少したが、リモート等での開催を

検討し、精神科病院と多職種と地域関係者が連絡会を開催し、入院患者

の地域生活への関心を高めるための取り組みについて企画・立案・実施

し、それらに要した経費の一部を補助することで、精神科病院の地域移

行への積極的な取り組みを推進した。 
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（２）事業の効率性 

 精神科病院や地域関係者の設備機能を活かし、企画会議や交流事業を

行うことや、保健所会議室等を利用する等、コストを抑えながら実施で

き、予定額より少ない経費で事業が実施できた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.11】 

 在宅医療提供体制推進事業 

【総事業費】 

1,255 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

 県民が住み慣れた地域で、望ましい療養生活を送れる社会の実現のた

めには、県医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、介護支援専門員

協会、市町村、地域包括支援センター等の関係機関で現状と課題を共有

し、方策を検討して在宅医療の確保及び連携体制の構築を図ることが必

要である。 

アウトカム指標：  

在宅看取りを実施している医療機関数 

(H29: 77施設→R2: 80施設) 

事業の内容

（当初計画） 

在宅医療推進協議会の開催（概ね 2回） 

【内容】 

・在宅医療の確保及び連携体制の構築に関する事項 

・在宅医療の推進に必要な事項 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

・在宅医療推進協議会の開催回数：2回 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

・在宅医療推進協議会の開催回数：1 回 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった       

在宅看取りを実施している医療機関数 H29：77施設 

（平成 29年 10月 1日 医療施設調査） 

医療施設静態調査は、３年毎に実施していること、及び医療

施設動態調査の R2年数値については、未公表のため現段階

での最新データを記載する。 

【代替指標】 

内科診療所のうち在宅療養支援診療所の数の割合 

27.7%（R2.4.1） → 28.0%（R3.4.1） 

 

病院（精神科病院を除く）のうち在宅療養支援病院の数の割合 

29.0%（R2.4.1） → 29.7%（R3.4.1） 
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（１）事業の有効性 

県内の在宅医療・介護の関係機関の代表者により構成されている協議会

であるため、施策の方向性の合意形成や全県的な情報交換、協議等が効

果的に行えた。また、令和２年度に保健医療計画の中間見直しを行うに

当たり、在宅医療に係る医療機能の把握のための調査を実施し、意見交

換ができた。 

 

（２）事業の効率性 

概ね年 2 回開催としていた協議会を、１回にまとめて開催したこと

で、事業の効率化やコスト削減につなげることができた。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.12】 

 小児等在宅医療連携拠点事業 

【総事業費】 

5,784 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

医療技術の進歩等を背景として、ＮＩＣＵ（新生児特定集中治療室）

等に長期間入院した後、人工呼吸器等を使用し、痰の吸引などの医療的

ケアが必要な児（医療的ケア児）が増加している。こうした中、障害が

固定されない医療ニーズの高い児に対する支援は、障害福祉サービスが

行き届かないことも懸念され、支援の充実が求められている。 

また、在宅医療や訪問看護等在宅生活を支援する側にとっても、今まで

は医療的ケア児への支援を経験する機会が少なく、抵抗感を持つ専門職

もいることから、人材育成や多分野・多職種の連携を強化し、医療的ケ

ア児や家族を支える包括的かつ継続的な在宅療養支援体制の整備が必

要である。 

アウトカム指標： 医療型短期入所施設利用者数(小児) 

（H30：2,314人→R2：2,364人） 

短期入所サービス実施施設数(障害児)の増加 

(H31.3.31現在:38施設→R2:40施設) 

事業の内容

（当初計画） 

（１）医療的ケア児を始めとする小児等の在宅医療が抱える課題の抽

出と対応方針の検討 

（２）地域の医療・福祉、教育資源の把握と活用 

（３）地域の小児科等への在宅医療資源の拡充と専門機関との連携 

（４）地域の福祉・教育・行政関係者との連携促進 

    （関係機関・職種の連携強化の研修・検討会議等） 

（５）患者・家族の個別支援 

（６）患者・家族や学校関係者等への理解促進・負担軽減（個別支援

及び支援者に対する助言指導） 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

・研修会・連携会議参加人数：400名 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

・研修会・連携会議参加人数：87名 

  新型コロナウイルス感染症の拡大により、対象者が地域の福祉・教育・

医療等の関係者ということもあり、多くの研修会を中止する結果となっ

た。今後、新型コロナウイルス感染症対策も考慮しながら、実施方法を

検討していく。 
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事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった → 

短期入所施設利用者数（小児）： H30年度 2,314人→R1年度 2,089人 

R2年度 1,230人 

 令和２年度、短期入所の受入れについては、新型コロナウイルス感染

症拡大もあり、利用する側、受け入れる側の双方において、利用を控え

る傾向があったと考えられ、利用者数が減少していると考える。 

 

短期入所サービス実施施設数(障害児)の増加： 

(H31.3.31現在:38施設→R3.4.28現在:44施設) 

 

短期入所施設の利用者数については、利用希望者の状況のみならず、

施設の空き状況や施設で利用できるサービス等にも影響される場合が

あると考えている。また、利用施設と利用者との要望等のマッチングも

難しいケースも報告されていることから、当事業において、実施してい

る短期入所情報交換会において、利用者にとって利用しやすいサービス

を検討し、地域で安心して生活できるシステムの構築を目指していくこ

ととしている。令和２年度については、新型コロナウイルス感染症拡大

防止対策のため、本情報交換会は開催できていない。 

 

（１）事業の有効性 

医療的ケア児やその保護者が地域で安心して療養するためには、資源

の開発や支援者の資質向上などの体制整備が不可欠であることから、本

年度も医療的ケア児の概況把握を実施した。本年度は、感染症等の疾病

が少なく、医療的ケア児が在宅で過ごしやすい時期に実施したが、新型

コロナウイルス感染症拡大により緊急事態宣言が発令されているなど、

外出自粛の影響も考えられた。 

医療的ケア児に関する状況を把握することで、医療的ケアが必要な方

に対し、関係機関の連携体制強化が図られ、今後の方向性の示唆を得る

ことができた。 

短期入所施設利用者数(小児)については、利用者にとって利用しやす

いサービスを検討し、地域で安心して生活できるシステムの構築を目指

していくこととしているが、令和２年度は、新型コロナウイルス感染症

対策のため、短期入所の利用が減少している。また、様々な予防策を検

討しながら、受け入れを行っている事業所もあった。 

 

（２）事業の効率性 

旭川荘は、県内全域的に事業を展開しており、長年にわたり在宅の小児

の医療や療育に取り組んでいることから、関係機関との連携の素地がで

きている。本事業でこの基盤をもとにさらに体制整備を図ることで効率

的に事業を実施できている。また、関係機関との連携を図り易いことか

ら、スムーズに情報共有、連絡調整ができており、コスト削減につなが
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った。令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大もあり、メール

等を活用しながら情報共有を図った。 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

33 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.13】 

 死因究明等推進に資する在宅死等への対処能力習得

事業 

【総事業費】 

1,093 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

今後の多死社会において、住み慣れた地域で安心して過ごし、在宅（施

設を含む）等地域生活圏における看取りを推進するためには、法医学の

視点を備え、生活圏内での活動時等を含む在宅死等に対応できる医師の

増加が必要である。 

アウトカム指標：  

在宅看取りを実施している医療機関数 

(H29: 77施設→R2: 80施設) 

事業の内容

（当初計画） 

対象者：地域医療を担う医師等の医療従事者 

内容： 

（１）法医学の視点から見た在宅死等に関する研修会 

（２）在宅死等への対処能力習得及び向上のための資材作成・頒布 

（３）対処能力の向上のための実習・解剖演習 

（４）その他、本事業目的を達成するために必要な事業 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

・研修会参加人数:150名 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

・研修会参加人数:40名 

 

指標としている研修参加人数には至っていないが、死因究明等推進基

本法が施行され、本事業の必要性も認識されたところであり、引き続き

本事業においても地域医療を担う医師等に対し、法医学の視点から在宅

死等への対処能力を習得する機会としたい。 

 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった       

在宅看取りを実施している医療機関数 H29：77施設 

（平成 29年 10月 1日 医療施設調査） 

医療施設静態調査は、３年毎に実施していること、及び医療

施設動態調査の R2年数値については、未公表のため現段階

での最新データを記載する。 
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【代替指標】 

内科診療所のうち在宅療養支援診療所の数の割合 

27.7%（R2.4.1） → 28.0%（R3.4.1） 

 

病院（精神科病院を除く）のうち在宅療養支援病院の数の割合 

29.0%（R2.4.1） → 29.7%（R3.4.1） 

（１）事業の有効性 

在宅医療の推進に伴い、在宅死等の増加が予想されるが、地域医療を

担う医師は在宅死等に対応する法医学の視点に基づく知識や技術を習

得する機会に乏しいことから、本事業で研修等を行うことで、在宅死等

に対応できる資質向上につながった。 

 

（２）事業の効率性 

医師が多く所属する県医師会や県病院協会の協力を得て、事業周知を

図り、普及啓発資材や研修会等の実施など対象に応じた人材育成を行う

ことができた。 

岡山県医師会報へ本事業の掲載や、岡山県病院協会の会報送付時に本

事業紹介を同封して貰うことで、コスト削減を図り、効率的に事業周知

を行った。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.14】 

 地域医療連携体制推進事業 

【総事業費】 

312 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

 地域の特性に応じて、退院後の生活を支える在宅医療の充実及び医

療・介護サービス提供体制の一体的な整備が必要。 

アウトカム指標：  

入退院支援加算を算定している医療機関数 

（H31.4:111施設→R2年度末：115施設） 

事業の内容

（当初計画） 

保健所・支所単位で次のとおり事業を行う。 

（１）地域医療連携推進会議の開催 

（２）地域連携パスの作成・普及 

（３）医療介護連携に関する研修会 

（４）県民への在宅医療（かかりつけ医）普及啓発事業  

（５）その他 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

（１） 医療連携推進会議：延べ１０回 

（２） 参加医療機関数：脳卒中 70機関、急性心筋 280機関 

（３） 研修参加者数：延べ 1,000人 

（４）啓発講座開催数：１５回 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

（１）医療連携推進会議：延べ２回 

別途２回予定するが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め中止とした。 

（２）参加医療機関数：脳卒中 87機関(R2) 急性心筋 295機関(R2) 

（３）研修参加者数：延べ 284人 

別途 2回予定するが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め中止とした。 

（４）啓発講座開催数：８回予定するが、新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止とした。 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた      →  指標：R3.4:116施設 

（１）事業の有効性 

地域ごとの共通ツールを活用し、支援者対象の研修会及び住民向けセ

ミナーを開催することで、支援者対象では、多職種連携の必要性を認識

き、啓発や医療介護の課題への対応等、今後の取組提案につなげること

ができた。 
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医療連携パスの普及では、医療側から在宅への多職種連携や体制整備

のための検討会・研修会等の事業を幅広く実施することで、医療機関や

各機関の連携が図られてきている。 

目標としていた入退院支援加算を算定している医療機関数は、目標を達

成し、年々増加傾向となっている。今後、取組をすすめながら、引き続

き、増加を目指していくこととする。 

 

（２）事業の効率性 

在宅医療と介護については市町村単独では医療資源も少なく、課題の

解決が難しい。保健所を単位として広域的に取り組むことによって、連

携システムの構築を容易にする。 

会議や研修会の開催については、新型コロナウイルス感染症拡大防止

対策として、実施方法（Ｗｅｂを活用）や実施回数を見直すなど、コス

ト面でも効率化を行った。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.15】 

 糖尿病等の生活習慣病に係る医療連携体制の推進に

関する事業 

【総事業費】 

746 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 
県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

人工透析の１人あたりの医療費は年間 500 万円と言われており、そ

の原疾患である糖尿病性腎症の重症化予防対策を実施することは医療

費適正化の観点からも重要になる。また、日本健康会議「健康なまち・

職場づくり宣言 2020」においても生活習慣病の重症化予防が取り上げ

られており、保険者も重点的に取組を進めている。保険者を含めた県内

全体の糖尿病の医療連携体制を推進するために、今後さらに在宅医療や

保健所・市町村等の地域保健との連携を図りながら、診療レベルの平準

化とあわせて、発症予防・重症化予防といった総合的な連携体制に発展

させる必要がある。 

アウトカム指標：総合管理医から専門治療医療機関への患者紹介数の増

加 （H28：3,238件→R2：3,350件） 

事業の内容

（当初計画） 

 糖尿病も含めた高齢者医療にも対応し得る、県内全域を俯瞰した広

域的な医療連携体制構築に向けて、次の事業を実施する。 

(1)総合管理医（糖尿病診療を担うかかりつけ医）の認定と、総合管理

医を中心とした糖尿病医療連携体制の構築。 

(2)「岡山県糖尿病性腎症重症化予防プログラム」に沿った保険者と医

療機関の連携による重症化予防対策の推進。 

(3)歯周病予防により糖尿病治療が効果的に実施されるよう、医科歯科

連携の推進と地域自立性を確保した地域密着型医療の確立。 

(4)おかやま糖尿病サポーター（糖尿病診療をサポートするメディカル

スタッフ）の認定と育成。 

(5)おかやまＤＭネットを基盤として、訪問看護ステーションとの連

携、医療介護連携の推進により、在宅医療も含めた高齢者医療にも

対応し得る地域医療ネットワークの構築。 

(6)ＩＣＴ地域医療の平準化のための医療情報発信 

(7)保健所・市町村等の地域保健との連携推進のための会議及び研修会

の実施 

 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

・糖尿病総合管理医療機関の認定数の増加 

（H28：330 件→R2：345件） 

・おかやま糖尿病サポーター認定者数の増加 

（H28：1,375 名→R2：2,000名） 
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アウトプッ

ト指標（達成

値） 

・糖尿病総合管理医療機関の認定数の増加 

（H28：330 件→R2：315件） 

・おかやま糖尿病サポーター認定者数の増加 

（H28：1,375名→R2：2,360名） 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：総合管理医から専門治療医療

機関への患者紹介数の増加 

観察できた  （H28：3,238件）→（R2：3,149件） 

（１）事業の有効性 

県内の糖尿病診療レベルの均てん化と地域チーム医療を確立し、

糖尿病患者が質の高い在宅医療を受けられるよう、地域の医師やメ

ディカルスタッフの資質向上を図ることができた。糖尿病総合管理

医療機関の認定数については、令和２年度はコロナウイルス感染症

の影響等のため医療機関によっては認定研修に参加できなかった

場合があったことから減少したが、今後は、受講しやすい環境を整

備し増加させていく。 

 

  患者紹介数については、一定程度の件数を保っており、有効に事

業が実施できていると判断するが、令和２年度はコロナウイルス感

染症の影響による医療機関への受診控えのため減少した。今後は、

受診控えにならないよう市町村や医療機関との連携強化を図りな

がら増加させていく。 

（２）事業の効率性 

岡山大学病院は、本県の糖尿病診療の質の向上及び連携協力体制

の構築に関し、中心的役割を担うとともに、糖尿病医療連携を行う

医療機関についての情報を集積しているため、在宅患者に対する保

健指導体制が強化でき、また、認定研修等を Web システムの活用

により経費削減を図ることができ、事業が効率的に実施できた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.16】 

 在宅歯科医療等に従事する歯科医療従事者研修事業 

【総事業費】 

2,110 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

在宅療養者やがん・糖尿病などの疾患がある者が、住み慣れた地域で

歯科治療や口腔ケアを受け、安心した療養生活を送るために、在宅歯科

医療や医科歯科連携へ対応するための知識を持った歯科医療従事者の

養成を行う必要がある。 

アウトカム指標：在宅歯科医療に取り組む医療機関数の増加 

        （H30：423箇所 → R2:440箇所） 

事業の内容

（当初計画） 

対象者：地域歯科医療を担う歯科医療従事者 

内 容：オーラルフレイルなどの口腔機能低下を管理でき、在宅療養

者や医科歯科連携が必要な者へ対応するための知識を持った歯科医療

従事者を養成するための研修事業を実施。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

研修会の開催：2回 

 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

研修会の開催：2回 

（新型コロナウイルス感染症の影響により、1 回はオンライン研修会

（オンデマンド配信）となった。） 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた →   

指標：在宅歯科医療に取り組む医療機関数が 423 箇所(H30)から 432 箇

所(R2)に増加した。 

（１）事業の有効性 

在宅療養者や医科歯科連携が必要な者へ対応するための知識を

持った歯科医師及び歯科衛生士を養成した。また在宅歯科に取り組

む意識の醸成を図ることができた。 

在宅歯科医療に取り組む医療機関は増加しているが、診療所以外

の場で診療を行うことへの抵抗感もあり、アウトカム指標の目標は

達成できていない。人材養成研修等を通して訪問歯科診療等に対応

できる歯科医療関係者の増加に取り組む。 

（２）事業の効率性 

県内の歯科医療従事者や歯科医療機関の情報の把握が可能で、歯

科医師・歯科衛生士への研修実績が多い県歯科医師会及び県歯科衛

生士会が研修を企画・実施することで、効率的に行うことができた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.17】 

 訪問薬剤管理指導推進体制整備事業 

【総事業費】 

478 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

在宅医療において、PCA（自己調節鎮痛法）を用いた疼痛コントロー

ルを行う必要のあるがん患者が増えていることから、PCAポンプの取扱

や無菌調整に対応できる薬剤師を育成する必要がある。また、無菌調整

に対応できる設備を有している薬局が少ないことから、対応可能薬局に

よるフォロー体制の構築が必要である。 

アウトカム指標： 無菌調整対応薬局数の増加 

        （R2当初／年度末の比 ＋20％） 

事業の内容

（当初計画） 

（１）薬剤師の技術向上研修 

   ・PCA ポンプの取扱及び無菌調整に関する研修の実施 

（２）無菌調整設備の有効活用に向けた環境整備 

   ・県内保険薬局における無菌調整設備の設置状況調査の実施 

   ・共同利用又は紹介が可能な無菌調整設備の公表 

（３）薬薬連携によるフォロー体制の構築 

   ・無菌調整設備の共同利用に向けた会議の開催 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

・研修会参加人数：20人    

・共同利用又は紹介が可能な薬局数：0施設→ 3 施設 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

・研修会参加人数：20人 

・共同利用又は紹介が可能な薬局数：0施設→ 7 施設 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた→ 指標：R2当初６７施設⇒年度末８６施設（28％増） 

 

（１）事業の有効性 

在宅医療推進のため、ＰＣＡポンプの取扱及び無菌調製に関する研修

を実施し、無菌調製等に関する知識と技術を有する薬剤師の人材を育成

するとともに、無菌調整設備の設置状況を調査し、その調査結果を踏ま

え、設備の共同利用に関する課題への解決策について検討を行った。 

（２）事業の効率性 

 県薬剤師会は、訪問薬剤管理指導の推進に長年取り組んでおり、現場

ニーズを踏まえた研修内容を実施できることから、集合研修や実習研修

など、対象に応じた人材育成を行うなど、効率的に実施できている。 
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 また、研修や関係会議についても、県内全域の関係機関とスムーズに

情報共有や連絡調整がとれ、多くの薬剤師へ周知を行うことができてお

り、コスト削減につながっている。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.18】 

 死生学やアドバンスケアプランニングを取り入れた

要介護高齢者の尊厳を最期まで守る多職種連携口腔栄

養関連サービスの推進 

【総事業費】 

1,973 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が住み慣れた地域で、最期まで安全に自分の口から食べられる

ようにするためには、医療、福祉、介護、生活に関わる多職種が連携し

て支援できる体制を構築するとともに、アドバンスケアプランニング

（ACP）に対応できる歯科医療従事者や介護関係者等を増やしていく必

要がある。 

 

アウトカム指標：在宅死亡者の割合：11.4%(H28)→13%(R5) 

事業の内容

（当初計画） 

①地域包括ケアの現場で，口腔栄養関連サービスと ACPを統合した新

規口腔栄養関連サービスに関する研修会・ワークショップの実施 

②口腔栄養関連サービスの啓発をさらに現場に浸透させるためのファ

シリテーター養成 

 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

研修会の開催：2回 

研修会（ワークショップ）参加者数：80名 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、オンライン研修会（オンデマ

ンド配信）となった。 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

指標：在宅死亡者の割合 11.4%(H28)→13.2%(R2) 

（１）事業の有効性 

多職種を対象に研修会とワークショップを実施することで、高齢

者に対する多職種連携による口腔栄養関連サービスと ACP を統合

した新規口腔栄養関連サービスについての知識・技術の習得・向上

につながる。（R2 年度は多職種が集まって議論するワークショップ

は開催できなかった。） 
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（２）事業の効率性 

本事業は、岡山大学病院歯科・口腔インプラント科部門が実施し

ており、大学病院歯科・口腔インプラント科部門が持つ口腔リハビ

リテーション医療に関する知識・技術やネットワークを活用するこ

とで、高齢者の低栄養を防ぐための医科・歯科・栄養・介護等の連

携を行う上で必要な知識・技術等を習得させる事業を効率よく実施

できた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.19】 

 小児訪問看護拡充事業 

【総事業費】 

1,138 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

 医療技術の進歩等により、在宅において人工呼吸器や喀痰吸引などの

医療的ケアを必要とする小児が増えつつある。一方で、令和元年１２月

現在で、小児に対応できる訪問看護事業所数は８１事業所であり、医療

的ケアを必要とする児が地域で安心して療養できるよう、小児に対応で

きる訪問看護事業所を増加させる必要がある。 

アウトカム指標：  

小児の訪問看護の受け入れ可能事業所の割合 

         （R1：51.3% → R3：80%） 

事業の内容

（当初計画） 

 小児に対応できる訪問看護事業所の増加や連携強化等を図るため、

小児訪問看護に関する基礎的知識や看護技術を学ぶ研修会・相談会を

開催する。また、医療・保健・福祉・介護・教育等関係者との多職種

連携を図る。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

・小児訪問看護研修会の参加者数  ５０名／年 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

・小児訪問看護研修会の参加者数 全４回受講者１６名（延１６５人） 

 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた →  

小児の訪問看護の受け入れ可能事業所の割合：４７．３％（R3.3現在） 

 

 事業所数としては、163施設（R2.5現在）が、167施設（R3.3現在）

と増加傾向にあるため、小児受け入れ可能事業所の割合は減少してい

る。 

 本事業を通じ、小児受け入れを検討する事業所も出ていているため、

引き続き小児受け入れ可能事業所の増加を図る取り組みを継続する必

要がある。 
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（１）事業の有効性 

小児に関する基礎的知識のみでなく、発達段階に応じた支援や看護技

術等を学ぶことにより、小児訪問看護への苦手意識の低減に資すること

ができた。 

医療的ケア児の療育を支援する医療・保健・介護・福祉・教育等多職種間

の実際について具体的に学ぶことができ、小児訪問看護に取り組む上で必

要となる連携の必要性を理解することができた。 

また、小児の医療的ケア技術について、実際に医療機器等に触れ、体験

を通して学ぶことで、小児訪問看護への苦手意識の低減に資することができ

た。引き続き、小児の受け入れを可能とする事業所の割合の増加を目指す。 

 

（２）事業の効率性 

新型コロナウイルス感染症対策が求められる中での開催であり、会場

のみでなく、オンラインも取り入れての開催を実施することで、多くの

参加者を参集することができた。また、訪問看護ステーションに関する

研修を訪問看護ステーション連絡協議会に委託し、計画・実施すること

でより効率的に行うことができた。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.20】 

 訪問看護総合支援センター事業 

【総事業費】 

1,600 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県看護協会 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

 訪問看護は在宅ケアの要であり、一層の人員増加が求められている。

必要な人材の確保のためには、新卒や新任の看護師を訪問看護師として

育成することも必要である。 

 さらに、訪問看護ステーションは小規模事業所が多いため、職員の育

成や安定的な経営に課題がある。そのため、特に中山間地域では、地域

内で事業連携し、研修体制の強化や、基盤の強化を図る必要がある。 

アウトカム指標：訪問看護に従事する看護職員の増加 

訪問看護ステーションで就業する看護職員 

(実人員)H30.12末 877人 → R7  1,008 人 

 

事業の内容

（当初計画） 

① 訪問看護人材育成強化チームを主体とした新卒・新人訪問看護師等

の育成サポート、交流会による啓発 

② 医師会、病院協会、看護協会等による事業所運営基盤支援について

検討する事業連携検討委員会の開催 

③ モデル(真庭)圏域での地域部会の開催 

 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

プログラムに沿った育成を行う新卒訪問看護師数 ３人 

事業連携検討委員会の開催 １回 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

プログラムに沿った育成を行う新卒訪問看護師数 ４人 

事業連携検討委員会の開催 ３回 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： R2.12 末 1,008 人 

（１）事業の有効性 

訪問看護人材育成強化チームによる育成サポート等により新卒者で

も訪問看護ステーションへの就職が可能となり、訪問看護ステーション

の人材確保につながった。 

事業連携検討委員会において、県内の医療の状況や地域部会での取り

組みを踏まえ意見交換することで医師会、病院協会、看護協会等が一緒

に検討する機会を持つことが出来た。 
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地域部会の開催により、地域の現状・課題の共通理解が出来、連携が

深まったことにより、訪問看護ステーションのネットワーク化を図るこ

とが出来た。 

 

（２）事業の効率性 

岡山県看護協会は、病院、訪問看護ステーション、看護師養成機関等

に就労する看護職員で構成され、看護職員の確保・定着、看護の質の向

上、訪問看護の推進等の事業を行っており、効果的・効率的に事業が実

施できた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.21】 

 薬剤の適正な服用に向けた支援体制整備事業 

【総事業費】 

492 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者は複数の慢性疾患を有するため「多剤併用（ポリファーマシー）」が

起こりやすい。多剤併用になると薬物有害反応や薬物治療効果の低下、残薬と

いった問題が生じるが、是正にあたっては減薬後のフォローやエビデンスに

基づく薬学的介入が重要となるため、対応できる薬剤師の育成が不可欠であ

る。また、減薬にあたっては、薬剤師からの提案を受けて処方調整を行う立場

である医師との連携体制の強化も求められる。 

アウトカム指標： 

・複数医療機関から同一成分の薬剤を投与された患者数 

H30:23,642 人→R2:22,460人（5％減） 

・65歳以上で 11種類以上の投薬を受ける患者数 

  H30:56,019 人→R2:53,218人（5％減） 

事業の内容

（当初計画） 

（１）多剤併用対策の実態調査 

    県内保険薬局における重複投薬・相互作用等防止加算、服用

薬剤調整支援料の算定件数等の調査の実施 

（２）多剤併用に対応できる薬剤師を育成するための研修 

    高齢者の医薬品適正使用に関するガイドラインや、調剤報酬

の算定要件等の実務を学ぶための研修会の開催 

（３）医薬連携に向けた検討会議 

    医療機関や院内薬局との連携に向けた課題の抽出や意見交換

を行うための検討会議の開催 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

研修会参加人数 200人 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

研修会参加人数 0人 

※研修会を 2/7 に開催予定で準備を進めていたが、講師の居住地に緊

急事態宣言が発令されたため、先方の判断等を踏まえ、やむなく中止し

た。 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった → 

【参考：令和元年度数値】 

・複数医療機関から同一成分の薬剤を投与された患者数 

H30:23,642 人→R元:23,154人（2.1％減） 
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・65歳以上で 11種類以上の投薬を受ける患者数 

  H30:56,019 人→R元:55,371人（1.1％減） 

 

【代替指標】 

〇重複投薬・相互作用防止加算の算定を行った薬局数  

     令和２年度 ４８８薬局 ⇒ 令和３年度 ５５８薬局 

〇服用薬剤調整支援料の算定を行った薬局数 

     令和２年度  ２８薬局 ⇒ 令和３年度  ５０薬局 

（岡山県薬剤師会による県内会員施設を対象とした調査） 

（１）事業の有効性 

薬剤師育成のための研修会は中止となったが、多剤併用対策の実態調

査を行うことで今後の課題を明らかにし、また、他の専門職種と連携会

議を行うことで体制構築を進めることができた。 

（２）事業の効率性 

 事業について、県内の保険薬局の実態調査、多剤併用に対応できる薬

剤師の育成及び医薬連携に向けた調整が必要となるが、県薬剤師会は研

修や関係会議についても、県内全域の関係機関とスムーズに情報共有や

連絡調整がとれ、多くの薬剤師へ周知を行うことができており、コスト

削減につながっている。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.22】 

 多剤・重複投与対策に向けた住民啓発事業 

【総事業費】 

946 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者は複数の慢性疾患を有するため「多剤併用（ポリファーマシ

ー）」や重複投与が起こりやすい。このため、必要以上に薬を増やさな

い、有害反応が起こりやすい薬を避けるといった対応が必要であるが、

患者が薬を欲しがったり、お薬手帳を複数所持しており投薬状況を把握

できなかったり等の事情により、結果として必要以上に薬が処方されて

いるケースは少なくない。特に在宅患者（通院を含む）については、医

療従事者が直接服薬管理を行うことができないため、薬の正しい使い方

や多剤併用のリスクについて啓発を行うことにより、本人の服薬アドヒ

アランスを向上させる必要がある。また、認知機能が低下した患者等へ

の対応として、家族や身近な人を対象とした啓発も必要である。 

アウトカム指標： 

・複数医療機関から同一成分の薬剤を投与された患者数 

H30:23,642 人→R2:22,460人（5％減） 

・65歳以上で 11種類以上の投薬を受ける患者数 

  H30:56,019 人→R2:53,218人（5％減） 

事業の内容

（当初計画） 

地域のかかりつけ医やかかりつけ薬剤師等による、住民を対象とし

た講座を開催する。 

（内容） 

・正しい服薬方法について 

・多剤・重複投与のリスクについて 

・かかりつけ医、かかりつけ薬局について 

・お薬手帳について  等 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

講座への参加人数 250人 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

講座への参加人数 102人 

（R3.2.9 津山会場 48名、R3.3.1 新見会場 54名） 

各会場とも新型コロナ感染防止対策のため、定員 50 名で参加募集を行

ったところ、2会場とも定員前後の応募があり、研修内容も好評であっ

た。 
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事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった → 

【参考：令和元年度数値】 

・複数医療機関から同一成分の薬剤を投与された患者数 

H30:23,642 人→R元:23,154人（2.1％減） 

・65歳以上で 11種類以上の投薬を受ける患者数 

  H30:56,019 人→R元:55,371人（1.1％減） 

 

【代替指標】 

〇重複投薬・相互作用防止加算の算定を行った薬局数  

     令和２年度 ４８８薬局 ⇒ 令和３年度 ５５８薬局 

〇服用薬剤調整支援料の算定を行った薬局数 

     令和２年度  ２８薬局 ⇒ 令和３年度  ５０薬局 

（岡山県薬剤師会による県内会員施設を対象とした調査） 

（１）事業の有効性 

地域住民等へ、薬の正しい服薬方法や多剤併用のリスクについて啓発

を行うことで、本人や家族等の服薬アドヒアランスの向上につながり、

多剤・重複投与対策を進めることができた。 

（２）事業の効率性 

 県医師会は、医療従事者の育成や地域住民の健康福祉の増進に長年取

り組んでおり、県内の医療機関及び医療関係機関等の情報共有や連絡調

整も円滑に進めることができる。そのため、多剤・重複投与対策に向け

た住民啓発事業を全県的に円滑かつ効果的に実施することができるこ

とから、事業のコスト削減につながっている。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.23】 

 医院継承バンク事業 

【総事業費】 

430 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県医師会 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

県内の診療所の開設者又は法人の代表者の平均年齢は６３．３歳（平

成３０年医師・歯科医師・薬剤師統計）であり、医師不足地域等におけ

る診療所を確保するため、高齢で後継者のいない医師が経営する診療所

の継承を支援する必要がある。 

アウトカム指標：医院継承バンクにおける 

継承希望者の登録件数 ８件(R1年度末) → ５件以上(R2 年度末) 

開業希望者の登録件数 ７件(R1年度末) → ５件以上(R2 年度末) 

事業の内容

（当初計画） 

県内の医師の多くが所属する県医師会に医院継承バンクを設置し、県

内の医師に対して制度の周知を図るため、医院継承セミナーを開催する

とともに、後継者を探している医療機関と開業を希望する医師を登録し

てマッチングを行う。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

医院継承セミナー参加人数 30人以上 

相談件数（延べ） ３件以上 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

医院継承セミナー参加人数：28人 

相談件数：３件 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた  →  指標：継承希望者の登録件数 ８件 

          開業希望者の登録件数 ５件（成約件数 １件） 

（１）事業の有効性 

・岡山県医師会ホームページで随時新たな情報発信を行うとともに、

税理士や社会保険労務士等と連携した支援体制を構築している。 

（２）事業の効率性 

・医院継承セミナーの開催（年１回（通常２回））を医師会館（自団 

体施設）で開催することで会場費を抑えるとともに、開催に当たっ 

ての準備・運営を自団体で行うなど、効率的な執行ができたと考え 

る。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.24】 

 救急総合診療医師を養成するための寄附講座の設置 

【総事業費】 

30,000千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

川崎医科大学 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

救急医の不足している中山間地域において、幅広い診療分野の救急医

療に対応できる医師を養成するために組織的な取り組みが必要。 

アウトカム指標：応需率（美作地域 MC消防本部管内）の向上 

平成 26年度 76％→令和 2年度 79％ 

事業の内容

（当初計画） 

１．川崎医科大学に寄附講座「救急総合診療医学講座」を開設する。 

２．寄附講座の指導医が、年 10回中山間地域等に赴いて、当該地域で

救急医療を担う医師等を対象に、ワークショップ・セミナー等によ

る指導・助言、研修会の開催等を行う。 

※救急総合診療医：ER型救急、病院前診療（ドクターヘリ等）、総合

診療ができる能力を有する医師 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

研修会参加人数：500名 

ワークショップ等による指導・助言：県北へ年 10回 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

研修会参加人数：279人 

ワークショップ等による指導・助言：Webセミナー年 2回 

（新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、実際に赴いての開催を

中止） 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標 

：応需率の向上（平成 26年度比＋3％） 

観察できた → 指標：応需率 77％(令和元年度)→76％(令和２年度) 

（１）事業の有効性 

中山間地域で勤務する医療従事者を対象とする講演会を Web で開催

し、救急総合診療に対する理解を深めることができた。 

学生や研修医を対象とした OJT を実施し、救急診療及び総合診療の

臨床能力を身につけ高めることができた。 

なお、アウトカム指標関して、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

で、医療機関が発熱患者の受入が困難な事案が増えたため、応需率が向

上しなかった。引き続き、救急総合診療医学講座の開設、ワークショッ

プ・セミナー等による指導・助言、研修会の開催により、応需率の向上

を図っていく。 
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（２）事業の効率性 

 中山間地域で勤務する医療従事者を対象とする講演会を Web で開催

することで、参加を用意にするとともに、効率的かつ経済的に事業を実

施することができた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.25】 

 女性医師復職支援事業 

【総事業費】 

1,374 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

出産や育児等による離職や再就業に不安を抱えている女性医師に対

して再就業等の支援を行うとともに、女性医師が再就業しやすい勤務形

態や職場環境の整備を促進する必要がある。 

 

アウトカム指標： 20 から 30 歳代で医療施設に従事している県内の医

師のうち女性の割合【H30:31.7%→R4:33%(医師・歯科医師・薬剤師統計)】 

 

事業の内容

（当初計画） 

次の事業を、公益社団法人岡山県医師会に委託して行う。 

(1)相談員（コーディネーター）を１名以上配置し、復職等に関わる相

談窓口事業（職業紹介事業「女性医師バンク」を含む。）を行う。 

(2)女性医師の復職支援のため、保育に関する社会資源情報の収集を行

い、データベース管理を行う。 

(3)女性医師のキャリアアップ研修への参加を支援する。  

(4)病院管理者等に対する普及啓発活動を行う。 

(5)地域ごとにきめ細かく女性医師の復職等に関する支援を行う。 

(6)その他女性医師の復職支援及び離職防止に有効な事業を実施する。 

 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

女性医師バンク登録件数:10件以上、復職等に係る相談件数:10件以上 

女性医師のキャリアアップ研修への参加者数：30人以上 

病院管理者等に対する普及啓発活動実施回数：2回以上 

 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

女性医師バンク登録件数:37件（求職 4件、求人 33件） 

復職等に係る相談件数:1件 

女性医師のキャリアアップ研修への参加者数：86人 

病院管理者等に対する普及啓発活動実施回数：2回 

 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

20から 30歳代で医療施設に従事している県内の医師のうち女性の割合 

※H30医師・歯科医師・薬剤師統計から更新されていないため、次の代 

替指標を用いる。 

岡山県医師会の女性会員数 470人（R2.6月）→492人（R3.6 月） 
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（１）事業の有効性 

・女性医師の復職を進めるためには、復職に向けた情報・機会の提供、

復職時の勤務環境の整備が重要である。本事業で相談窓口の設置や

研修時の預かり保育等を実施することにより、女性医師の復職やキ

ャリアアップを支援するとともに、勤務環境改善ワークショップの

開催等によって、病院管理者の勤務環境改善に向けた意識醸成を図

ることができた。 

 

（２）事業の効率性 

・ワークショップの開催や女性医師等支援会議を医師会館（委託先施 

設）で開催することで会場費を抑えるとともに、オンライン方式で 

実施するなど、効率的な執行ができたと考える。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.26】 

 救急勤務医支援事業 

【総事業費】 

46,782 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

二次救急医療機関 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

休日、夜間の当直を行う救急勤務医に対し、救急勤務医手当を創設し、

過酷な勤務状況にある救急勤務医の処遇改善が必要。 

アウトカム指標：救急勤務医の処遇改善を図ることで救急医療体制の

改善を行うことによる、救急勤務医一人あたりの時間外救急患者件数の

減少。525.0 件／人（H27）→510件／人（R2） 

事業の内容

（当初計画） 

休日・夜間の当直を行う勤務医に救急勤務医手当を支給する医療機

関に対して、その手当の一部を助成することにより、救急勤務医の確

保を図る。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

救急勤務医手当を支給する医療機関数の増加。 

R1：25機関→R2：26機関 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

救急勤務医手当を支給する医療機関数 

R2：27機関 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：救急勤務医一人あたりの時間

外救急患者件数 

観察できなかった →  調査未実施のため、現時点では不明 

＜参考＞最新指標： 469件／人（H30） 

【代替指標】 

二次救急医療機関数の維持 R1:98→R2：99医療機関 

 

（１）事業の有効性 

救急勤務医手当を創設又は支給している医療機関に対して、その手当

の一部を助成するという事業設計により、直接的に医療機関の負担を軽

減することで、救急医の処遇改善につなげることができる有効な事業と

考える。 

（２）事業の効率性 

 当該事業の実施医療機関を全ての二次保健医療圏から選定し、医療圏

毎に効果的な配分を行うことで、より経済的に効率的な事業実施ができ

たと考える。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.27】 

 災害時医療従事者養成確保事業 

【総事業費】 

0千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

今後、発生が予測される南海トラフ等による災害に備えるため、DMAT

等の整備が求められている。このため、R5 年度末までに 500 名の DMAT

隊員の確保を目指す。また、隊員の質の向上のための研修等を併せて実

施する。 

アウトカム指標：DMAT隊員数の増加 

（R1:283人 → R5:500人） 

事業の内容

（当初計画） 

災害時の救急医療活動を行う医療従事者の確保・養成を行うため、下

記の事業を実施する。 

（１）大規模災害や事故の発生時に被災地等に急行し、救急医療等を

行うための訓練を受けた災害派遣医療チーム（DMAT）の養成研修

を基幹災害拠点病院である岡山赤十字病院に委託をして実施す

る。 

（２）災害時に、県庁及び保健所に設置する災害保健医療調整本部等

が、DMAT、DPAT、DHEAT、災害拠点病院、医師会など関係機関と連

携できることを目的とした研修会、その他 DMAT隊員の技能向上を

目指した研修等を実施する。 

（３）災害現場での職種を超えた連携強化を図るため、医療機関や消

防等を対象とした「多数傷病者への医療対応標準化トレーニング

コース」Mass Casualty Life Support (MCLS)を行う。 

 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

各種研修の開催回数・参加人数 

・災害派遣医療チーム（ローカル DMAT）養成研修：1回 30 名 

・災害対応研修：2回 30～36名×2回 

・「多数傷病者への医療対応標準化トレーニングコース」：2回 30名×2回 

・その他同様の研修 1回以上：1回当たり 20名 

 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため未実施 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた  → 指標：DMAT隊員数（R2年度末）281名 



   

59 

 

（１）事業の有効性 

  令和２年度事業は、未実施のため評価不能 

（２）事業の効率性 

   令和２年度事業は、未実施のため評価不能 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.28】 

 産科医等育成・確保支援事業 

【総事業費】 

69,348 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

医療機関 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

地域でお産を支える産科医等の処遇を改善し、県内の産科・産婦人科

医等の確保を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

手当支給施設の産科・産婦人科医師数（H28:99.5人 → R2:101 人） 

分娩 1000 件当たりの分娩取扱医療機関勤務産科・産婦人科医師数 

（H28:10.8 人 → R2:11.5人） 

事業の内容

（当初計画） 

分娩を取り扱う産科・産婦人科医及び助産師に対して、処遇改善を

目的に、分娩取扱件数に応じて分娩手当を支給する。また、臨床研修

終了後、指導医の下で研修カリキュラムに基づき産科・産婦人科の研

修を受けている者に対して、処遇改善を目的に研修医手当を支給する

医療機関へ補助を行うことにより、産科医療を担う医師の確保を図

る。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

手当支給件数       7,784件(H28) → 7,850件（R2） 

手当支給施設数 

分娩手当支給施設    26施設（H28）→25施設（R2） 

産科研修医手当支給施設 2施設（H28）→ 2施設（R2） 

 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

手当支給件数      6,645件（R2） 

手当支給施設数 

分娩手当支給施設    24施設（R2） 

産科研修医手当支給施設 2施設（R2） 

 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた      →  指標： 

手当支給施設の産科・産婦人科医師数（R2:143.11人） 

分娩 1000 件当たりの分娩取扱医療機関勤務産科・産婦人科医師数 

（R2:11.5 人） 
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（１）事業の有効性 

産科医等に対する分娩手当や産科の研修医に対する研修医手当を支

給することにより、産科医療従事者の処遇改善を通じて、産科医療体制

の確保につながっていると考える。しかし、出生数の減少がある。産科

領域の集約化の流れ等を十分に確認しつつ、当該事業を活用しながら産

科医等の確保に努めている施設の支援を継続する。 

 

（２）事業の効率性 

 分娩に関わる医師や助産師、産科研修医に直接的に手当を支給するこ

とにつながる等事業は、雇用に直接的に影響し効果的である。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.29】 

 小児救急医療拠点病院運営事業 

【総事業費】 

30,000 千円 

事業の対象

となる区域 

津山・英田区域、真庭区域 

事業の実施

主体 

医療機関 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

 自圏域内で小児の二次救急医療に対応できない複数の医療圏域を対

象として、小児救急患者を２４時間体制で受け入れる小児救急医療拠点

病院を確保する必要がある。 

アウトカム指標：小児救急患者の受入数 

他の医療圏の小児救急患者の受け入れ割合の現状維持 

（H28年度:15％→R2年度:15%） 

事業の内容

（当初計画） 

 二次医療圏域単位での小児救急医療の確保が困難な地域において、

広域を対象に小児救急医療拠点となる医療機関に対し、医師、看護師

等の医療従事者の配置に必要な経費を補助する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

夜間・休日における小児救急担当医確保日数 

（H29年度:夜間 365日・休日 72日→R2年度:夜間 365日・休日 72日） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

夜間・休日における小児救急担当医確保日数 

R2年度:夜間 365日・休日 72日 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた      →  指標： 

他の医療圏の小児救急患者の受入割合の現状維持 R2年度：4.7％ 

新型コロナウイルス感染症からの受診控えもあり、自医療圏で昨年の

56％、他の医療機関については昨年の 14.5％の利用しかなかった事が

理由として考えられる。 

（１）事業の有効性 

休日夜間において、小児救急医療を担当する医師、看護師等を配置す

るための費用を助成する事業であるが、医療機関の費用的負担を軽減す

ることで、小児救急医療体制の確保につながった。 

これにより、津山・英田及び真庭医療圏における、特に夜間・休日の

小児救急医療体制が確保され、地域の安心に資することができた。 

（２）事業の効率性 

 医師、看護師等を配置するための人件費の助成を行うことは、病院に

とって経営運営の見通しが立てやすくなり、安定した運営に資する事と

なる。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.30】 

 小児救急医療支援事業 

【総事業費】 

11,496 千円 

事業の対象

となる区域 

県南西部圏域 

事業の実施

主体 

県南西部圏域代表市（倉敷市） 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

 在宅当番医等を支援する小児の二次救急医療に対応するため、小児科

医の確保が必要である。 

アウトカム指標：小児救急患者の受入数 

全体の受入件数に対する一次救急から転送者が占める割合の現状維持

（H28:4.4％→R2:4.4％） 

事業の内容

（当初計画） 

 二次医療圏内の休日・夜間の小児の二次救急医療に対応するため、

小児科医等を確保した医療機関に補助する市町村に対して、その経費

の一部の補助を行う。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

夜間・休日における小児救急担当医確保日数 

（H29:夜間 365日・休日 72日→R2:夜間 365日・休日 72日） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

夜間・休日における小児救急担当医確保日数 

R2:夜間 365 日・休日 72日 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた      →  指標： 

全体の受入件数に対する、一次救急からの転送者が占める割合の現状維

持 R2:5.9％ 

（１）事業の有効性 

県南西部圏域の２病院に、休日・やかんに置いて小児救急医療を担当

する医師等を配置するための費用を補助する事業であり、医療機関の負

担を軽減することにより、小児二次救急医療体制の確保につながる。 

全体の受入件数に対する、一次救急からの転送者が占める割合の現状

維持ができている。 

（２）事業の効率性 

 小児救急医療を担当する医師等を配置するための費用の補助を行う

ことは、県南西部圏域の小児救急医療の安定した人材確保となる。 

 当該事業は人件費助成であり、事業費の削減という考え方はなじまな

いが、利益を享受する市町と共同して費用負担している。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.31】 

 小児救急医療電話相談事業 

【総事業費】 

14,772 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

 救急医療のかかり方等について保護者等の理解をより深めることで、

適切な救急医療機関の利用を促進していく必要がある。 

アウトカム指標：電話相談により、直ちに受診する必要がなくなった人

の割合の増加（H28年度：79.9％→R2年度：82.0％） 

委託事業者が、「１１９番する」「昼間にかかりつけ医を受診する」「助

言・指導で解決」等の項目で相談１件ずつを分類し、その結果から、相

談後に緊急受診しなくてよい割合を算出している。 

事業の内容

（当初計画） 

 平日の１９時から翌朝８時、土日祝・年末年始の１８時から翌朝８

時までの間、急に子どもが体調を崩した際のその保護者等からの電話

相談に対して、医療機関受診の要否や対処法について看護師等が助言

を行う電話相談事業を実施する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

小児救急電話相談の件数 

（H28年度：15,839件→R2年度：16,800件） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

小児救急電話相談の件数 

R2年度：9,977 件 

 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた      →  指標： 

電話により、直ちに受診する必要がなくなった人の割合 R2 年度：

73.3％（R1 年度：75.3％） 

発熱・呼吸器症状等での相談が増えており、新型コロナウイルス感染症

のリスクが高い場合の受診促進が増加したことが考えられる。 

（１）事業の有効性 

夜間・休日に急に子どもが体調を崩した際に、保護者等から電話相談

に対して、医療機関受診の要否や対処法について助言等を行うことによ

り、保護者等の理解を含め、適切な救急機関の利用ができるようになる。 

 

（２）事業の効率性 

 業者に委託することで、人件費や教育費を抑えることができている。

救急医療の係方について、保護者等の理解を深め、適切な救急医療利用

の促進につながり、医療費、救急搬送に係る費用等が抑制できている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.32】 

 医療勤務環境改善支援センター事業 

【総事業費】 

4,727 千円 

事業の対象

となる区域 

県全域 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

県民が将来にわたり質の高い医療サービスを受けるため、特に長時間

労働や当直、夜勤・交代制勤務等厳しい勤務環境にある医師や看護師等

が健康で安心して働くことができる環境整備が必要である。 

アウトカム指標：看護職員の新規採用者の１年未満の離職率  

（H27:9.2％→R5:7.0％）   

事業の内容

（当初計画） 

各医療機関が勤務環境改善に向けた取組を開始し、ＰＤＣＡサイク

ルを活用して効果的に進められるよう、医療勤務環境改善支援センタ

ーを設置し、経営、労務管理の両面から医療機関を支援する体制を確

保する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

医療機関からの経営、労務管理等に係る相談件数 

・平成 26 年度 16件 → 令和２年度 32件 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

・令和２年度 44件（オンライン相談を含む） 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた → 9.9％(R2)＜岡山県病院看護職員調査＞ 

 

（１）事業の有効性 

ワークショップや講習会、医療機関において、労働基準法の解説や勤

務環境の改善に係る取組事例の周知を行っており、医師の時間外労働の

上限規制適用時期が近づく中、医療機関管理者（院長等）に勤務環境改

善に関する意識が浸透している。 

なお、アウトカム指標に関して、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大により医療現場の負担が大きくなったことも看護職員の新規採用者

離職率の上昇に影響したと考えられる。医療機関からの相談対応・個別

支援等を通して、離職率の低下につなげたい。 

 

（２）事業の効率性 

 本事業は県医師会に委託しており、医療現場に精通した会員自らが問

題意識を持ち、医療機関において勤務環境の改善に取り組んでいるた

め、効率的に事業を実施することができた。 
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 また、会議や研修会の開催、相談対応については、新型コロナウイル

ス感染拡大の影響もあり、一部でオンラインを活用したことから、コス

ト面でも効率化が図られた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.33】 

 新人看護職員研修事業 

【総事業費】 

40,612 千円 

事業の対象
となる区域 

県全体 

事業の実施
主体 

新人看護職員研修事業を実施する病院 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

新人看護職員の臨床研修は、看護の質を向上し医療の安全を確保すると

ともに、早期離職防止を図るために重要であることから、研修責任者の

人件費の補助を行う必要がある。 

アウトカム指標：看護職員の新規採用者の１年未満の離職率を全国平均 

まで減少する。R2年度：7.5%   

H29年度:7.8%、H30年度:8.1％(岡山県病院看護職員調査) 

全国平均(H29年度):7.5%(病院看護実態調査) 

事業の内容

（当初計画） 

新人看護職員臨床研修等が、国・病院の開設者・看護職員の努力義務

として規定されたことに伴い、研修を行う病院に対し補助を行う。 

(1)新人看護職員研修事業：新人看護職員に対し、新人看護職員研修ガ

イドラインに基づいた研修を実施する事業 

(2)医療機関受入研修事業：他の医療機関の新人看護職員を受け入れ、

新人看護職員研修ガイドラインに基づいた研修を実施する事業 

アウトプッ
ト指標（当初
の目標値） 

新人看護職員研修参加者数 R1年度:825人⇒R2年度 840人 

アウトプッ
ト指標（達成
値） 

新人看護職員研修参加者数 R2年度 807人 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた→ 9.9％(R2)（岡山県病院看護職員調査） 

 

（１）事業の有効性 

 国が定めた新人看護職員研修ガイドラインに沿って研修を行うこと

で、医療機関の規模に関係なく、新人看護職員が基本的な臨床実践能力

を獲得でき、看護の質の向上や早期の離職防止が図られている。 

（２）事業の効率性 

 新人看護職員研修ガイドラインに基づいた研修を行う医療機関への

補助を行うことで、研修の到達目標や評価方法が一元化され、均質な研

修が可能となり、かつ、補助対象経費の一元化にも繋がり、ガイドライ

ン対象外の研修事業経費の圧縮化に資することとなっている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.34】 

 看護師等養成所運営事業 

【総事業費】 

12,086 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 
看護師等養成所（公的立を除く） 

事業の期間 令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

養成所設置者は、ガイドラインにより営利を目的としない法人であるこ

とが原則とされているため、教育内容の向上及び看護師等養成力の強化

を目的とした運営支援が必要である。 

アウトカム指標：看護職員業務従事者数(常勤換算) 

(H30.12.31 時点 29,590 人)⇒R7 年度 29,763 人(R1 看護職員需給推計) 

事業の内容

（当初計画） 
看護師等養成所運営における教員・専任事務職員等の人件費ほか、人庁

等費、実習施設謝金等に対して補助を行う。 

アウトプッ
ト指標（当初
の目標値） 

補助対象看護師等養成所の経営安定による学生定員数の維持 

R1 年度：補助 13 施設、定員数 2,020 人 

アウトプッ
ト指標（達成
値） 

補助対象看護師等養成所の経営安定による学生定員数の維持 

R2 年度：補助 15 施設、定員数 2,456 人 

事業の有効

性・効率性 
事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

看護職員業務従事者数(常勤換算) (R2.12.31 時点 27,525 人) 

 

（１）事業の有効性 

看護師等養成所の運営には、教育水準を確保するために不可欠な専

任教員の人件費や講師・実習施設への謝金等の多額の経費が必要であ

る。経費の補助により、養成所の安定的な運営が図られている。 

（２）事業の効率性 

看護師等養成所は、指定規則及びガイドライン等の関係法令に沿っ

た運営を義務づけられている。補助事業実施により養成所の運営状況

を把握でき、法令遵守や合理的な運営の指導を行うことが可能とな

る。また、養成所側にとっては、県からの運営経費の確認及び人件費

の補助により、透明性のある運営が担保され、コスト削減にも繋がっ

ている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.35】 

 院内保育運営事業 

【総事業費】 

23,281 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 
院内保育所を運営している病院等の開設者（公的立・公立を除く） 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

医療従事者の乳幼児・児童・病児を対象とした病院内保育施設を運営す

ることは、職員の離職防止及び再就業促進に寄与することから、病院内

保育施設運営に関する補助が必要である。 

 

アウトカム指標：看護職員の離職率を維持する。 

  R2年度：10.5% 

H29年度:10.4%、H30年度:10.5%(岡山県病院看護職員調査) 

全国平均(H29年度):10.9%(病院看護実態調査) 

事業の内容

（当初計画） 

医療従事者のために設置された院内保育施設の運営に要する保育士等

人件費に対し補助を行う。病児保育や児童保育、通常業務時間の延長

保育や休日保育、24時間保育を行う場合は補助額加算を行う。病児保

育及び延長保育の加算補助額は公的立・公立病院も補助対象とする。 

 

アウトプッ
ト指標（当初

の目標値） 

補助対象施設数：32施設 

アウトプッ
ト指標（達成
値） 

補助対象施設数：28施設 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった → 

 【代替指標】 

 常勤看護職員の離職率 10.3%(R1) ⇒ 11.7%(R2) 

 

（１）事業の有効性 

院内保育施設の設置は、出産や育児による職員の離職防止や再就業の
促進に繋がるものである。保育規模に応じた補助や休日・夜間の延長保

育、児童保育、病児保育に対しての補助額加算を行うことで、院内保育
施設の安定的な運営の一助となっている。 

（２）事業の効率性 

保育規模に応じた補助基準額の設定、保育形態・時間等による柔軟な
加算項目設定により、保育実態に対応した効率的な補助を実施する。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.36】 

 保健師助産師看護師実習指導者講習会事業 

【総事業費】 

915 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

看護教育を修了した者が質の高い看護を提供できるよう、看護教育

の質の向上を図るため、病院や在宅看護論など特定分野における訪問

看護ステーション等の実習施設において、実習指導者として必要な知

識技術の習得が必要。 

 

アウトカム指標： 県内養成所の実習施設（①病院、②訪問看護ステー

ション、③介護老人保健施設）における、実習指導者講習会終了者不在

の割合低下 

（①R1：6.8％→R2：0％、②R1：59.3％→R2：25％、③R1：78.7％→R2：

20％） 

事業の内容

（当初計画） 

看護教育における実習指導の意義及び実習指導者としての役割を理

解し、効果的な指導ができるよう必要な知識・技術を習得させる講習

会を実施する。 

① 実習指導者講習会（講義及び演習を含め、約 3ヶ月（246 時間））

を実施する。 

② 特定分野実習指導者講習会（講義及び演習を含め、約 39 時間以

上）を実施する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

① 実習指導者講習会 受講者数 50名 

② 特定分野実習指導者講習会  受講者数 30名 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

①受講者数 0名 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止。 

②受講者数 14名 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた      →  指標：県内養成所の実習施設（①病院、

②訪問看護ステーション、③介護老人保健施設）における、実習指導者

講習会終了者不在の割合低下 

（①R2：6.6％、②R2：50.7％、③R2：60％） 

 

（１）事業の有効性 

看護教育における実習の意義及び実習指導者としての役割を理解し、

効果的な実習指導ができるように、必要な知識・技術を習得することで、

看護教育の充実向上につながっている。令和２年度は、新型コロナウイ
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ルス感染症の影響もあり講習会が中止になり、施設から受講生を出すこ

とが難しい状況であった。しかし、実習指導者講習会の受講を継続的に

勧め、実習校からも働きかけてもらうなどの対応が必要である。また、

令和元年度に比べ、病院の実習指導者講習会終了者不在の割合が低下し

ている。これは、14 条報告による各養成校に実習指導者に関する指導

を適切に実施できたと思われる。 

また、訪問看護ステーションや介護老人保健施設の実習指導者不在の

割合が高い要因として、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響

もあり実習指導者講習会が中止になったことや特定分野実習指導者講

習会では、新型コロナウイルス感染症の対応や感染拡大防止のため施設

から受講生を出すことが難しい状況であったためだと考える。今後の対

策として、コロナ禍で参加しやすいようにオンラインでの受講を検討し

ていく。 

 

（２）事業の効率性 

 参加者の募集・決定を県が行い、講習会の実施を岡山県看護協会に委

託し効率的に実施できた。県内講師を中心に調整し、経済的にも配慮し

た。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.37】 

 ナースセンター機能強化事業 

【総事業費】 

5,904 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

医療機関や訪問看護施設、高齢者施設等多様な看護現場において、適

切なサービスを提供できるよう看護職員の充足及び看護サービスの質

の向上を図る必要がある。 

 

アウトカム指標：看護職員の従事者数（常勤換算）の増加 

（H30.12末：27,215人→R7.12末：25,942.5人） 

求職登録者の就業者数の増加 

（H30：382 人→R2：435人） 

再就業 6ヶ月後定着率の増加 

（H30:85.3％※→R2：75％）  

※再就職 3 ヶ月後定着率（R1まで） 

 

事業の内容

（当初計画） 

 平成 26 年度にスタートしたナースセンター機能強化事業を継続

し、ナースセンターの業務・役割の周知徹底を図るとともに、再就業

に向けた相談業務とより実践的な再就業準備研修等の支援業務を拡充

し、県下全域に出張、出前形式で実施する。また、再就業者に対する

就職先訪問やフォローアップ研修を行い、定着率のアップを目指す。 

 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

出張就業相談利用者数（H30：43人→R2：60人） 

・①看護技術講習会、②就業相談員研修受講者数 

（H30:①7 人、②6人→R2①20人、②4人） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

出張就業相談利用者数 Ｒ２：4人 

①看護技術講習会、②就業相談員研修受講者数 

→Ｒ２：①0人 ※新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

②4人 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた       

→  指標：看護職員の従事者数 Ｒ２：30,013人 

（看護師等業務従事者届） 

求職登録者の就業者数は、Ｒ２：373人 

再就業 6ヶ月後定着率は、Ｒ２：90％ 
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（１）事業の有効性 

 令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、就職フェア

の一部や看護技術講習会が中止になった。しかし、県内各地で再就業相

談を開催することにより、身近なところでの機会が設けられている。求

職登録者の就業者数は増加しており、本事業が一助となっている。求職

登録者の就業者数の目標達成に至らなかったのは、求人施設と求職者の

マッチングに重点を置いたことや、クリニックや診療所では、コロナ禍

で患者の来院数が減少したため、看護職員の採用を制限していたこと、

さらに、コロナ禍の現場では、即戦力で働ける方を希望している施設が

多く、潜在看護師の採用が見送られることがあったことが要因と考えら

れる。今後の対策として、潜在看護師に向けた看護技術講習会等の研修

内容を感染対策の内容を踏まえた実践に近いものになるように企画し

ていく。 

 

（２）事業の効率性 

 一般向けの出張相談だけでなく、再就業者を対象としたフォローによ

り効率的に定着率アップを目指せている。出張相談は地域の就職フェア

に参画し、会場費の負担軽減を図った。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.38】 

 看護教員継続研修事業 

【総事業費】 

608 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

看護の質の向上や安全な医療の確保に向け、質の高い看護教育を行え

るよう看護教員のキャリアアップが必要。 

 

アウトカム指標： 常勤看護職員の離職率の低下 

      H30調査（H29の状況）：10.4％ 

     →R2調査 （R1の状況）：10.3％ 

事業の内容

（当初計画） 

 看護教育の内容及び教育方法の向上に関する研修や看護教員の成長

段階（新任期、中堅期、ベテラン期）に応じた研修を実施する。 

（1） 期  間：3日 

（2） 受講定員：看護師等学校養成所の看護教員 1回 50名 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

研修受講者数 R1：延 83 人（3日）→R2：延 130 人（3日） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

研修受講者数 R1：延 83人（3日）→Ｒ２：延 41人（3日） 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた    

 →  指標：常勤看護職員の離職率 

Ｒ３調査（Ｒ２の状況）：11.7％ 

（１）事業の有効性 

成長段階に応じた研修を実施することで、看護職員の質の向上を図る

ことができる。 

なお、常勤看護職員の離職率の低下が目標の達成に至らなかった要因

として、コロナ禍で臨地実習の中止や学内での代替実習等の変更があ

り、現場でのリアリティショック等のため離職率が増加していると考え

る。今後、各看護師等養成所の教員が学内での代替実習時に、学生のコ

ミュニケーション能力やアセスメント力を高められる演習等を企画で

きるような研修を実施していく必要がある。 

（２）事業の効率性 

 看護職員に特化した研修であるため、教員が受講しやすい時期に開催

している。経済面も考慮し旅費負担の少ない近県の講師にも依頼した。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.39】 

 看護進路・就職ガイド事業 

【総事業費】 

5,533 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

安全な医療の確保や看護の質の向上に向け、看護職の充足を図るた

め、看護の道を志す者を増やすとともに、県内就業を促進する必要があ

る。 

アウトカム指標： 

・県内の看護師等学校養成所における入学者定員充足の維持 

（H31入学生：94.1％→R2入学生：100％） 

・県内看護師等学校養成所卒業者の看護職としての県内就業率の上昇 

（H30卒業生：63.6％→R2卒業生：70.0％） 

事業の内容

（当初計画） 

看護需要に対応するため安定的な人材育成を進めるため下記の事業を

実施する。 

（1） 中高校生及び保護者を対象とした、看護職への進路ガイダンス

を実施する。 

（2） 県内医療機関等の情報を掲載した看護職就職ガイドブックを作

成し、県内・近県の看護学生を対象に配布する。 

（3） 中学校・高校へ出向いて、看護職の魅力・役割を PRする出前講

座を実施する｡ 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

①看護進路ガイダンス参加者数（R2：500人） 

②看護の出前講座実施回数（50回） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

①看護進路ガイダンス参加者数：0人 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止。 

②看護の出前講座実施回数 R2：37回 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

①県内看護師等学校養成所における入学者定員充足率 

②県内看護師等学校養成所卒業者の看護職としての県内就業率 

 

観察できた      →①R2年度入学生：94.0％ 

            ②R2年度（R3.3月）卒業生：65.8％ 

 

（１）事業の有効性 

 令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、看護進

路ガイダンスは中止となった。看護の出前講座は、看護職員の生の声を

伝えられ、看護職に興味を持つきっかけとなっている。 
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なお、入学者定員充足率や県内就業率の上昇が目標の達成に至らなか

った要因として、少子化であり看護師等養成所の定員割れが生じている

ためだと考える。看護職への進路を目指していく学生を増やすために

は、小さい頃から、看護職の魅力を普及啓発していくことが必要と思わ

れる。 

（２）事業の効率性 

 県内医療機関等の情報が掲載された就職ガイドブックについては、予

算内で効果的な広報を行い、広く周知できている。看護の出前講座は、

開催地域の看護協会員に講師等で協力を得るなどにより経済的にも効

率的に行えている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.40】 

 看護職員離職者届出制度強化事業 

【総事業費】 

1,689 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

安全な医療の確保や看護の質の向上に向け、看護職の充足を図るた

め、離職者の潜在化を防ぎ、再就職を促進する必要がある。 

アウトカム指標： 求職登録者の就業者数の増加 

        （H30：382人→R2：430人） 

事業の内容

（当初計画） 

離職者に対する届出制度の周知を徹底し、技術講習会等により復職を

支援する。 

（1） チラシや離職時登録票の活用により、医療機関における離職者

への制度周知を促進する。 

（2） 地域での人材確保に関わる看護管理職を対象として地域医療圏

域毎の看護職確保に係る検討会等の開催を促し、助成金等の支

援を行う。 

（3） 医療機関が行う未就業者を対象とした看護技術講習会の開催支

援や未就業者への周知を行う。 

 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

看護職員離職時の届出率（H30：55.4％→R2：100％） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

看護職員離職時の届出率 R2：58.2％ 

 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた      →  指標：R2：378人 

 

（１）事業の有効性 

離職者届出制度の周知と看護技術講習会等による復職支援により求

職登録者の就業者数の増加に結びついている。医療機関等に届出制度の

周知を行い、離職届出率は増加している。目標達成に至らなかったのは、

求人施設と求職者のマッチングに重点を置いたことやクリニックや診

療所では、コロナ禍で患者の来院数が減少したため、看護職員の採用を

制限していたこと、さらに、コロナ禍の現場では、即戦力で働ける方を

希望している施設が多く、潜在看護師の採用が見送られることがあった

ことが要因と考えられる。今後の対策として、潜在看護師に向けた看護
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技術講習会等の研修内容を感染対策の内容を踏まえた実践に近いもの

になるように企画していく。なお、丁寧なマッチングにより、再就業後

定着率はアップしている。丁寧なマッチングにより、再就業後定着率は

アップしている。 

 

（２）事業の効率性 

 県内看護職員により構成される岡山県看護協会に委託して実施する

ことで、県独自に事業を行うよりも低コストで届出制度の周知等が行え

ている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.41】 

 看護師等研修責任者等研修事業 

【総事業費】 

3,722 千円 

事業の対象

となる区域 

 安全な医療の確保や看護の質の向上に向け、人材育成体制を整備し、

新人看護職員の離職を防止する必要がある。また、医療安全と看護職員

の健康の観点から、負担の少ない働き方の習得、勤務環境の整備が必要

である。 

事業の実施

主体 

アウトカム指標： 看護職員の新規採用者の 1年未満の離職率の低下 

（H30調査（H29の状況）：7.8％→R3調査（R2の状況）：7.7％） 

常勤看護職員の離職率の低下 

（H30調査（H29の状況）：10．4％→R3調査（R2の状況）：10．3％） 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

 安全な医療の確保や看護の質の向上に向け、人材育成体制を整備し、

新人看護職員の離職を防止する必要がある。また、医療安全と看護職員

の健康の観点から、負担の少ない働き方の習得、勤務環境の整備が必要

である。 

アウトカム指標： 看護職員の新規採用者の 1年未満の離職率の低下 

（H30調査（H29の状況）：7.8％→R3調査（R2の状況）：7.7％） 

常勤看護職員の離職率の低下 

（H30調査（H29の状況）：10．4％→R3調査（R2の状況）：10．3％） 

事業の内容

（当初計画） 

 安全な医療の確保や看護の質の向上、早期離職防止の観点から、新

人看護職員に対する臨床研修が実施できる体制づくりを支援する。 

 また、多様な勤務形態の導入により就労の継続や、再就業支援体制

が強化できるよう、医療機関管理者等を対象とした研修を実施する。 

（1） 研修責任者研修事業、教育担当者・実地指導者研修事業を行

い、新人看護職員研修の実施に必要な人材育成を進め、新人看

護職員研修ガイドラインに基づいた研修体制を整える。 

（2） 新人助産師合同研修事業を行い、病院等で行う研修を保管する

とともに新人助産師の基本的な臨床実践能力の習得を目指す。 

（3） 就労環境改善研修事業を行い、労務管理の基本とハラスメント

対策を習得し、健康で安全に働き続けられるための職場づくり

を目指す。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

・各研修会参加者数 

R1：①研修責任者研修 87人（4日）、②教育担当者研修 214人（4日）、 

  ③実地指導者研修 339人（4日）、④就労環境改善研修 306 人（3日） 

R2：①150人（4日）、②300人（4日）、③400人（4日）、④330人（3日） 

 

・病院における「新人看護職員研修ガイドライン」に基づく研修実施率 

（H30調査（H29の状況）：75.8％→R3調査（R2の状況）：100％） 
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アウトプッ

ト指標（達成

値） 

・各研修会参加者数 

R2：①64人、②179人、③190人、⑤95人 

・病院における「新人看護職員研修ガイドライン」に基づく研修実施率 

 R2調査（R1の状況）：59.4％ 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 →①看護職員の新規採用者の 1年未満の離職率 

  ②常勤看護職員の離職率 

観察できた 

         ①R3調査（R2の状況）：9.9％ 

         ②R3調査（R2の状況）：11.7％ 

（１）事業の有効性 

研修責任者・教育担当者・実施指導者・新人助産師、それぞれを対象

とした研修を行い、組織的な新人看護職員への支援体制づくりが構築で

きる。労務管理の基本とハラスメント対策の演習を踏まえた研修を行

い、現場で活かしやすいようにしている。研修後、各施設で看護職員へ

の支援体制が構築され、離職率低下につながっている。 

また、常勤看護職員の離職率の低下が目標の達成に至らなかった要因

として、コロナ禍での看護職員の過重負担や臨地実習を経験できなかっ

た看護学生が就職しており、現場でのリアリティショック等のため離職

率が増加していると考える。今後は、コロナ禍での看護職員の過労への

労務対策やコロナ禍での新任看護職員等の育成や研修等をどのように

行っていくべきか検討できるような研修を企画していく。 

（２）事業の効率性 

 新人看護職員研修ガイドラインに基づいた研修が行える効率的なプ

ログラムができている。講師の調整に際しては、近県の講師にも依頼す

るなど経済面も考慮して行えた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.42】 

 地域包括ケア関係認定看護師養成促進事業 

【総事業費】 

60 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

がんや糖尿病等の治療を受けながら就労や家庭生活などの社会活動

を行う県民が増加しており、できるだけ苦痛が少なく、また生活の質が

保障される医療の提供が必要である。 

アウトカム指標： 認定看護師の増加（地域包括ケアに関する分野※） 

R1.12末：224人→R2.12末：246人 

事業の内容

（当初計画） 

公益社団法人岡山県看護協会が実施する地域包括ケア関係認定看護

師等養成促進事業に必要な経費の一部を補助する。 

※対象とする認定看護師の種別（地域包括ケアに関する分野※） 

「緩和ケア」、「がん化学療法看護」、「がん性疼痛看護」、「乳がん看

護」、「がん放射線療法看護」、「訪問看護」、「皮膚・排泄ケア」、「糖尿

病看護」、 

「透析看護」、「摂食・嚥下障害看護」、「認知症看護」、「脳卒中リハビ

リテーション看護」、「慢性呼吸器疾患看護」、「慢性心不全看護」 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

・事業を利用し、認定看護師養成を実施した機関数 

（H30：2機関→R2：3機関） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

事業を利用し、認定看護師養成を実施した機関数 

Ｒ２：0機関 

 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた      

→  地域包括ケアに関する分野の認定看護師 ：264人（R２） 

（１）事業の有効性 

 令和 2 年度は、コロナウイルス感染症の影響により、県外への認定看

護師養成校に受講することが難しいため目標を達成できなかった。しか

し、本事業が地域包括ケアに関する分野の認定看護師を増加させる一助

となっている。地域包括ケアシステム構築の推進に向け、多様なニーズ

に対応できる看護職員の育成の役割を果たしている。 

（２）事業の効率性 

 岡山県看護協会は県内の医療機関等で就労する看護職員により構成

されるため、経済的にも効率的に事業の周知等が行えた。 

その他  



   

82 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.43】 

 看護職員出向・交流研修事業 

【総事業費】 

1,885 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

専門分化する医療に対応するため、看護職員も所属する医療機関の機

能に特化したスキルアップには努めているが、機能別、疾病別の知識・

技術の向上のみならず、在宅医療を推進するためには、退院後の在宅で

の生活、療養を見通した看護の提供が重要である。 

県民は、高度急性期の医療機関で治療を受け、身近な医療機関へ転院、

退院することが多く、看護職員間の連携が求められている。 

このため、看護職員が自施設とは異なる機能をもつ医療機関、訪問看

護ステーション等へ出向、或いは相互の交流を行うことにより、県内ど

こにいてもより質の高い看護を提供できる体制を構築する。 

アウトカム指標： 看護職員の就業者数の増加 

（H30.12末： 29,590人→R7.12末： 29,763人） 

事業の内容

（当初計画） 

 各医療機関、訪問看護ステーション等から看護職員の出向・交流の

希望を集約し、コーディネーターがマッチング、施設間の契約等の支

援を行い、出向等による研修を実施、評価する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

出向・交流研修参加者 R2：20人 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

出向・交流研修参加者 R2:6人 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた      →  指標：看護師等業務従事者届 

                 Ｒ２：30,013人 

（１）事業の有効性 

 病院で勤務する看護師が訪問看護ステーションに出向することによ

り、在宅医療・看護の実際を学び、退院調整能力の向上につながった。

また、病院で勤務する助産師が助産院に出向することにより、妊婦健診

や具体的な保健指導の実際を学び、助産実践能力の向上につながった。

成果報告会を通して、事業の周知・効果を普及啓発していく。また、出

向期間が長期間なため、規模が小さい施設からは出向しにくいと思われ

る。今後、出向期間を出向施設や受け入れ施設と柔軟に検討していく。 
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（２）事業の効率性 

 参加希望調査を集約し、効率的・効果的なマッチングを行った。看護

職員が就業する施設を対象に成果報告会を行い、事業の有効性を広く周

知した。医療機関等との連携や研修の企画・調整に長けている看護協会

に委託して実施することで、経済的にも効率的に行えた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.44】 

 女性医師キャリアセンター運営事業 

【総事業費】 

14,000 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

出産や育児等により離職し再就業に不安を抱えている女性医師等に

対して、医療機関で研修を行うなどして復職等を支援する必要がある。 

アウトカム指標：20から 30歳代で医療施設に従事している県内の医師

のうち女性の割合【H30:31.7%→R4:33%(医師・歯科医師・薬剤師統計)】  

事業の内容

（当初計画） 

岡山大学に「女性医師キャリアセンター」を設置し、次の事業を行

う。 

（１）相談事業 

センター内にコーディネーターを配置し、キャリア支援の相

談、復職研修の受付・医療機関との調整、再就業医療機関の情報

収集・提供などを行う。 

（２）研修事業 

   復職希望の女性医師等の研修プログラムを作成し、研修受入を

可能とする医療機関において指導医の下で研修を行う。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

相談対応件数：100件以上 

研修参加者数：100人以上 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

相談対応件数：171件 

研修参加者数：131人 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

20から 30歳代で医療施設に従事している県内の医師のうち女性の割合 

※H30医師・歯科医師・薬剤師統計から更新されていないため、次の代 

替指標を用いる。 

岡山県医師会の女性会員数 470人（R2.6月）→492人（R3.6 月） 

（１）事業の有効性 

・相談事業では、岡山大学病院キャリア支援制度利用者が 32 名、復

職や子育て等の相談が 171件など、多くのニーズに対応するととも

に、ワークシェアリング制度を新設するなど、より多様な働き方を

可能とする仕組みを構築した。また、新見サテライトオフィスにお

いて、医師やコーディネーターによるキャリア支援や相談業務を実

施し、県北の女性医師にも利用しやすい環境を整備した。 

・研修事業では、シミュレーショントレーニングを１回、講習会を２

回開催した。また、復職女性医師の専門性の獲得や研修の場として
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女性専門外来を設置した。 

 

（２）事業の効率性 

・ホームページやフェイスブックを活用して、研修や復職情報の提供 

を行うとともに、ｅ-ラーニングの活用により、遠隔地でのキャリ 

ア支援を実施するなど、ＩＣＴの活用による効率的な執行ができた 

と考える。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.45】 

 地域医療支援センター運営事業 

【総事業費】 

19,327 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

岡山県医師確保計画では、医師少数区域（高梁・新見、真庭保健医療

圏）の令和５年度の目標医師数を、高梁・新見圏域 94人、真庭圏域 78

人としており、地域の状況に応じた医師の確保が必要である。 

アウトカム指標：高梁・新見圏域の医師数 86人(H28) → 94人(R5) 

真庭圏域の医師数    78人(H28) → 78人(R5) 

事業の内容

（当初計画） 

地域医療支援センターの本部を県庁内に、支部を岡山大学内に設置

し、次の事業を行う。 

（１）地域医療を担う医師の育成 

   地域枠学生・自治医科大学生合同セミナー等 

（２）地域枠卒業医師の医療機関への配置調整 

   地域枠卒業医師の配置希望調査（病院）、病院の総合評価等 

（３）地域枠卒業医師のキャリア形成支援 

   「地域医療を担う医師を地域で育てる」をテーマにしたワーク

ショップ等 

（４）地域枠卒業医師の着任環境の整備に関する助言等 

   地域の医療機関の訪問等 

（５）関係機関との連携・協力、情報発信 

（６）ドクターバンク 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

医師派遣・あっせん数：34人 

キャリア形成プログラムの作成数：２プログラム 

地域枠卒業医師のキャリア形成プログラム参加割合：100％ 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

医師派遣・あっせん数：34人 

キャリア形成プログラムの作成数：２プログラム 

地域枠卒業医師のキャリア形成プログラム参加割合：100％ 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた  →  医療機能情報では、R3.3.31時点で、高梁・新見

圏域の医師数が 84人、真庭地域の医師数が 88人となっている。 

 

（１）事業の有効性 

・医師の地域偏在を解消するため、県内の医師不足の状況を調査・分

析し、地域医療に従事する医師のキャリア形成の支援、県が指定す

る医療機関への地域枠卒業医師の配置調整を行った。 

・岡山大学の寄附講座（地域医療人材育成講座）と連携し、地域医療
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を担う医師の育成を行った。 

・高梁・新見圏域の医療機関には、他地域よりも優先して県から地域

枠医師等を派遣しているが、医療機関からの配置要望が増えていな

いため、受入先確保のための取組について、検討を行っている。 

 

（２）事業の効率性 

・県庁内に地域医療支援センターを設置するとともに、岡山大学内に 

センター支部を委託設置し、地域枠卒業医師と近い関係においてキ 

ャリア形成の支援を実施するなど、県直営事業と委託事業の組み合 

わせにより、効率的な執行ができたと考える。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.46】 

 医学部地域枠医師養成拡充事業 

【総事業費】 

43,800 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

岡山県医師確保計画では、医師少数区域（高梁・新見、真庭保健医療

圏）の令和５年度の目標医師数を、高梁・新見圏域 94人、真庭圏域 78

人としており、地域の状況に応じた医師の確保が必要である。 

アウトカム指標：高梁・新見圏域の医師数 86人(H28) → 94人(R5) 

真庭圏域の医師数    78人(H28) → 78人(R5) 

事業の内容

（当初計画） 

令和２年度は、次の地域枠学生 20人に奨学資金（月額 20 万円）を

貸与する。 

 

 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 合計 

岡山 

大学 
－ 2 4 1 1 2 10 

広島 

大学 
－ 3 2 1 2 2 10 

 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

奨学資金の貸与者数 20人 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

奨学資金の貸与者数 19人 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた  →  

医療機能情報では、R3.3.31 時点で、高梁・新見圏域の医師数が 84

人、真庭地域の医師数が 88人となっている。 

（１）事業の有効性 

・大学と連携し、将来、知事が指定する医療機関に医師として従事す

る医学生に対し奨学資金を貸与することにより、医療機関における

医師の養成及び確保に資するものである。 

・地域枠卒業医師を配置する地域勤務病院を指定することで医師不

足地域の医師確保を図った。 

・高梁・新見圏域の医療機関には、他地域よりも優先して県から地域

枠医師等を派遣しているが、医療機関からの配置要望が増えていな

いため、受入先確保のための取組について、検討を行っている。 
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（２）事業の効率性 

・地域枠学生を対象としたオンラインセミナーを開催し、地域枠学生 

の結束を固めるとともに、将来に向けた地域勤務の意欲向上に取り 

組むことで、地域枠学生の離脱抑制を図るなど、効率的な執行がで 

きたと考える。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.47】 

 岡山大学地域医療人材育成講座事業 

【総事業費】 

30,000 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

岡山大学 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

岡山県医師確保計画では、医師少数区域（高梁・新見、真庭保健医療

圏）の令和５年度の目標医師数を、高梁・新見圏域 94人、真庭圏域 78

人としており、地域の状況に応じた医師の確保が必要である。 

アウトカム指標：高梁・新見圏域の医師数 86人(H28) → 94人(R5) 

真庭圏域の医師数    78人(H28) → 78人(R5) 

事業の内容

（当初計画） 

岡山大学に地域医療人材育成講座を設置し、同講座では次の教育研

究に積極的に取り組む。 

（１）地域医療を担う総合的な診療能力を有する医師の育成 

（２）県内の医師確保と地域医療の充実に関する教育研究 

（３）地域での医療に関する教育研究や診療への支援 

（４）その他、目的を達成するために必要な教育研究 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

地域医療教育を受ける地域枠学生数 ３２人 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

地域枠学生３６人に対して、岡山大学地域医療人材育成講座により地域 

医療教育を実施した。 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた  → 

医療機能情報では、R3.3.31 時点で、高梁・新見圏域の医師数が 84

人、真庭地域の医師数が 88人となっている。 

（１）事業の有効性 

県内の地域医療を担う総合的な診療能力を有する医師の育成や、医師

確保と地域医療の充実に関する教育研究を行うことができた。 

なお、高梁・新見圏域の医療機関には、他地域よりも優先して県から

地域枠医師等を派遣しているが、医療機関からの配置要望が増えていな

いため、受入先確保のための取組について、検討を行っている。 

 

（２）事業の効率性 

 地域枠学生に重点を置きつつ全ての学生に対し地域医療教育を実施

することで、多くの学生に地域医療の魅力ややりがいを理解させること

ができ、効率的かつ経済的に事業を実施できたと考える。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.48】 

 地域の医師等との協働による救急医療等の対応向上

事業 

【総事業費】 

210 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

地域で初期救急医療に対応する医療体制の補強と質の向上を図るこ

とが必要。 

アウトカム指標：小児科（診療科複数回答）医師数（年少人口 10 万対）

の維持：（H28：238.7→R2：240） 

事業の内容

（当初計画） 

地域の小児科救急医療体制を補強するため、小児科や他科を専門と

する地域の医師に対し、小児救急医療に関する研修会を実施する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

研修会参加者数の増加（H28：591人→R2：600人） 

研修会開催回数：9回（H28）→9回（R2） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

研修会参加者数（R2：36人） 

研修会開催回数（R2：１日計 3回） 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった → 

Ｒ2年の数値については現時点では未公表のため代替指標を設定する。 

 

【代替指標】：小児科標榜病院数  R1： 23件 → R2： 23件 

       小児科標榜診療所数 R1：265件 → R2：224件 

（１）事業の有効性 

小児科や他科を専門とする地域の医師等に対し、小児救急医療に関す

る研修会を実施することで、地域の小児救急医療体制を補強する。 

新型コロナウイルス感染症の影響から、研修会の開催が難しい状況で

あったが、今後参加募集方法や研修方法の見直しを行い、魅力的な物に

なるよう検討して参加者数の増加を図って参りたい。 

（２）事業の効率性 

 県内の各圏域で研修会を開催し、地域で小児救急医療に対する医療体

制の充実と質の向上につながる。 

 医師会に委託して実施することで、専門的かつ、地域の実情や時勢に

合わせた研修会を実施することができ、社会的・経済的効率性が図れた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.49】 

 がん検診等医療従事者研修事業 

【総事業費】 

2,176 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

・県内のがんによる死亡者数は増加傾向にあり、全死亡者数の４分の１

以上を占めている。 

・医療を取り巻く環境は、医療・医学の急速な進歩により、医療、医療

機器等の高度化、複雑化が進んでいる。 

・がん検診等の知識・技術を習得した医療従事者を育成・確保し、地域

において県の基準を満たす精密検診機関数を増やすことにより、県民が

がん精密検診を受診しやすい環境を整備する必要がある。 

アウトカム指標： 県の基準を満たす精密検診機関数 

乳がん（R1:19 施設 → R2:20施設） 肺がん（R1:39施設 → R2:42施

設）  

事業の内容

（当初計画） 

がん検診の知識・技術を習得・向上を図るため、がん検診等の医療従

事者向けの研修を下記の研修を実施する。 

・乳がん検診講習会 ・胃がん・大腸がん検診の研究会及び講習会 

・肺がん読影研究会 ・胸部疾患診断研究会 ・細胞診研修会 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

研修会開催回数(R2:10回) 研修会受講者数(R2:1,000人) 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

研修会開催回数(R2:11回) 研修会受講者数（R2:約 700人） 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた      →  指標：R2年度末 乳がん:19 施設 

             肺がん:39 施設 

（１）事業の有効性 県の基準を満たす精検機関（新規・更新）として、

研修会の受講が要件となっている。更新時に本研修を受講することで、

精検機関の技術が向上し、県民が安心して受診できる精検機関が維持で

きた。なお、アウトカム指標については、新型コロナウイルス感染拡大

の影響等により、当初計画通りの受講者が集まらなかったことが要因と

考えられる。今後は、新規登録の増加に向け、コロナ禍においても参加

しやすい環境を整えるとともに、医療機関への周知を強化していく。 
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（２）事業の効率性 県医師会に委託しているため、医師会報等を活用

し、多くの医療従事者へ研修会の周知を行うことができた。また医師会

の人脈により、専門的な講師の人選が可能であった。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.50】 

 結核医療相談・技術支援センター事業 

【総事業費】 

4,492 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県（国立病院機構南岡山医療センター、健康づくり財団附属病院へ委託） 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

（現状）結核罹患率（人口 10 万人あたりの結核患者数）は年々減少傾

向にあるが、新規登録患者の約 2/3 を 70 歳以上の高齢者が占めている

ほか、新規登録患者に占める外国出生者の割合も増加傾向にある。 

（課題）結核罹患率の減少に伴い、結核の診療経験のない医師や看護師

が大半を占める状況となっている。さらに、結核患者の高齢化に伴い基

礎疾患を持つ結核患者が増えており、求められる治療形態も多様化し、

結核の診断治療に専門的な知識が必要となってきている。 

アウトカム指標： 

・結核罹患率（人口 10万人対） 
9.9（平成 30年）→10以下（令和２年） 

・結核の診断の遅れの割合 
23.7％（平成 30年）→10％以下（令和２年） 

・全結核患者及び潜在性結核感染症の者に対する DOTS実施率 
 94.9％（平成 30年）→95％以上（令和２年） 
・潜在性結核感染症の治療を開始した者のうち治療を完了した者の割
合 

 96.9％（平成 30年）→95％以上（令和２年） 

事業の内容

（当初計画） 

 結核診療連携拠点病院内に結核医療相談・技術支援センターを設置

し、地域の医療機関等に対し、きめ細かく相談及び支援を行うこと

で、地域の医療水準の向上を図ると共に、県内医療機関を対象にした

研修等の開催により相談・支援事例や最新情報を還元し、結核診療に

対応できる医療機関の体制整備と医療従事者の確保を図る。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

結核医療相談・技術支援センター相談件数 164件 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

結核医療相談・技術支援センター相談件数 238件（令和２年度） 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

・結核罹患率（人口 10 万人対） 8.1（令和２年） 

・結核の診断の遅れ 11.4％（令和２年） 

・全結核患者及び潜在性結核感染症の者に対する DOTS 実施率 

92.5％（令和２年） 
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・潜在性結核感染症の治療を開始した者のうち治療を完了した者の割  

 合 92.0％（令和２年） 

（１）事業の有効性 

結核が専門外の医師等からの相談に対し、迅速かつきめ細かな指導や

助言ができており、地域病院での適切な治療の早期提供につながってい

る。一方で、アウトカム指標の目標値は、結核罹患率以外は未達成とな

っており、その原因として新型コロナウイルス感染症の感染拡大による

受診控えが大きく影響していると考えられることから、引き続き効果的

な受診勧奨を行う必要がある。 

 

（２）事業の効率性 

県の結核診療連携拠点病院である国立病院機構南岡山医療センター

と岡山県健康づくり財団附属病院に医療相談・技術支援業務を委託する

ことにより、研修会の開催や結核に関する最新知識や技術向上に関する

情報提供を通じて、県内医療機関への技術相談支援を効率的に実施する

ことができている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.51】 

 ALSO、BLSO 開催を通じた医療人の確保事業 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

岡山市立岡山市民病院 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

産婦人科医のいない地域も増え、救急隊による搬送が増しており、救

急救命士、救急医を対象にした産科救急セミナーの必要性が高まってい

る。周産期救急に効果的に対応できる知識や能力を維持・発展する

ALSO、車中分娩や交通事故などの妊婦外傷を含む病院外での産科救急的

対応についての研修である BLSO を実施することにより、若手医師が産

科への興味が湧き、また緊急時対応が自信をもって行えるようになるこ

とで産婦人科医師獲得に繋げる必要がある。 

アウトカム指標：出産千人当たりの産科・産婦人科医師数の維持 平成

28年 12.0→R2年：12.0 

事業の内容

（当初計画） 

分娩の取り扱い、新生児蘇生から産後大出血、妊婦の心肺蘇生まで

多くの産科手技を習得し、研修医が産婦人科選択時のリスクと考えて

いる産科救急対応能力を向上させ、産婦人科志望者を増やすことを目

指す。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

セミナー開催回数 

ALSO 1回、BLSO 2回（R2） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

セミナー開催回数 

ALSO 0回、BLSO 0回（R2） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事業を中止したため。 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた      →  指標： 

観察できなかった 

（１）事業の有効性 

令和２年度事業は、未実施のため評価不能 

 

（２）事業の効率性 

令和２年度事業は、未実施のため評価不能 

その他  

 

 

 

 



   

97 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.52】 

 看護師特定行為研修修了者養成促進事業 

【総事業費】 

649 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

2025 年に向け、高度急性期医療や慢性期医療、在宅医療等様々な場

面で活躍することができる特定行為研修を修了した看護師を養成する

ことは、県民に効率的で質の高い医療（看護）が提供されることになる

ため、その養成が急がれる。修了者の養成を促進するには、身近な地域

で研修が受講できる環境整備が必要である。 

アウトカム指標：看護師特定行為研修修了者数  

令和元年１０月 ２８人→ Ｒ５年度末 ７５０人   

事業の内容

（当初計画） 

・制度普及事業 

  病院管理者等を対象とした、制度普及及び指定研修機関申請促進 

のための説明会の開催 

・研修修了者フォローアップ 

  県内研修修了者の情報交換会・交流会の開催 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

研修会開催回数 １回  参加者 50人 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

研修会開催回数 1回  参加者 23人 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた       

→  指標：Ｒ2年 12月末研修終了者：50人 

（１）事業の有効性 

説明会は、1 か所で効果的に開催した。特定行為終了者から、特定行

為研修制度に向けた取り組みや特定行為修了後に院内で活躍している

実践者からの取組の講演と交流会を実施した結果、制度の普及、指定研

修機関指定に向けての機運を高める内容となった。 

 

（２）事業の効率性 

中国四国厚生局と連携し開催することにより効果的な研修会となった。 

その他  

 

 



   

98 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.53】 

 歯科技工士資質向上講習会事業 

【総事業費】 

120 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県歯科技工士会 

事業の期間 令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

歯科医療を支える歯科技工士の今後の確保を図るため、「歯科技工士

法」等の講習会を実施することで、知識、技術等医療人に必要な資質を

備えた人材を育成していくことが必要。 

アウトカム指標： 岡山県内の歯科技工士数 

５７６人（Ｈ３０）→５８０人（Ｒ２）                                                                            

事業の内容

（当初計画） 

歯科技工士の人材育成を図ることを目的とし、安心・安全な歯科補

綴物を提供すること等次の講習会を開催する。 

①歯科補綴物等の作成等及び品質管理指針②設備構造基準と管理者講

習③感染予防講習 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

岡山県歯科技工士会が実施する講習会への参加者数 

Ｒ２：１００人  

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

岡山県歯科技工士会が実施する講習会への参加者数 

Ｒ２：１回２２人  

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった→  指標：令和２年度数値については令和３年度

に調査をするため、データが未公表である。 

【代替指標】 

岡山県歯科技工士会会員数：101 名(R1)、101 名(R2)と横ばいで推移し

ている。 

（１）事業の有効性 

歯科医療を支える歯科技工士の今後の確保を図るために、知識や技術

だけでなく、医療人として必要な資質を備えた人材を育成していくこと

が有効である。 

歯科医療機関従事者等の医療安全に関する知識と技術の向上を図る

ことにより、歯科技工士が医療に携わっているという意識を上げ、より

安全な歯科医療の促進につながる。 

（２）事業の効率性 

 歯科技工士会に委託することで、人件費や教育費を抑えることができ

ている。 

その他  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【NO.１】 

 岡山県介護施設等整備事業 

 

【総事業費】 

33,601 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

 

事業の実施

主体 

介護施設・事業所 

事業の期間 令和２年４月１日～令和６年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

 

高齢者が住み慣れた地域で日常生活を送ることができる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：第７・８期岡山県高齢者福祉計画・介護保険事業支援

計画等で見込んだ定員数の確保を図る。 

事業の内容

（当初計画） 

① 地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進するため、地

域密着型サービス施設等の整備に対して支援を行う。 

② 施設の開設時から安定した質の高いサービスを提供するため、初度経

費等に対して支援を行う。 

④ 既存の特別養護老人ホームの多床室について、居住環境の質を向上さ

せるため、プライバシー保護のための改修に対して支援を行う。 

⑤ 介護療養型医療施設からの転換整備について支援を行う。 

アウトプッ

ト指標（当初 

の目標値） 

④ 介護施設等                     ６施設（定員１２７人） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、次の事業に補助した。 

④ 介護施設等             ４施設（定員 ４７人） 

事業の有効

性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた    → 

（１）事業の有効性 

   地域密着型サービス施設等の整備により、高齢者が住み慣れた地

域で日常生活を送ることができる体制の整備促進が図られた。 

 

（２）事業の効率性 

   施設整備の工事発注等において、入札など競争性を確保すること

により効率的な事業の実施が図られた。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）基盤整備 

（中項目）基盤整備 

（小項目）介護人材確保対策連携強化事業（協議会設置等） 

事業名 【NO.２】 

 福祉・介護人材確保対策推進協議会運営事業 

【総事業費】 

8,082 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

福祉・介護人材の確保と定着に関わる関係機関や団体を集めた福祉・介

護人材確保対策推進協議会を開催し、各団体の役割分担を明確にした上

で、効率的かつ効果的な人材確保対策を検討・展開していくとともに、

同協議会構成団体から提案のあった試行的・先進的な事業を支援する。 

さらに、協議会ホームページ「おかやまフクシ・カイゴＷＥＢ」（協議会

参画機関・団体等の福祉・介護の仕事に関わる情報を集めた一元的なホ

ームページ）による継続的な情報発信及び福祉・介護事業所の人材育成・

確保等の取り組みを「見える化」し、業界全体のレベルアップ、福祉・

介護職員の定着及び求職者に選んでもらえる職場づくりの推進を図るた

め、「おかやま☆フクシ・カイゴ職場すまいる宣言」制度を実施する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

関係する機関・団体が目標を共有し、役割分担を明確にしながら、連携・

協働して、福祉・介護の人材確保に取り組むこと。 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

効率的かつ効果的な人材確保対策を検討・展開する協議の場として、

親会（２回）、幹事会（１回）、実務者会議（１回）、作業部会（３部会の

計５回）を開催し、着実に人材の確保の取組を進めることができた。 

情報提供・普及啓発部会では、介護の日関連の特設サイトにより介護

の仕事の魅力等を発信し、人材確保・支援部会では、外国人人材に関す

る事業や大学生のアルバイトについて、他県の取組を調査研究した。「お

かやま☆フクシ・カイゴ職場すまいる宣言」制度については、１６法人

２０８事業所を登録した。 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 
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（１）事業の有効性 

福祉・介護人材の確保と定着に関わる関係機関や団体を集めた福

祉・介護人材確保対策推進協議会において、それぞれの主体が福祉・

介護人材の確保に向けたオール岡山での取組について、協議会内で

検討・協議を重ね、今後の道筋をたてるなど有益な協議を進めるこ

とができた。 

（２）事業の効率性 

   社会福祉法人岡山県社会福祉協議会に委託することにより、関係 

機関等との連絡調整など効率的な執行ができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進

事業 

事業名 【NO.３】 

 福祉・介護の仕事出前講座開催事業 

【総事業費】 

297 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

実際に介護の現場で働いている職員を講師として県内中学校・高校等に

派遣し、授業の一環として、介護の仕事内容や魅力について伝え、簡単

な介護体験等を行うことで、介護の仕事への理解を深める出前講座を開

催する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

○出前講座 １０回開催 

 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

○出前講座 ７回開催 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１）事業の有効性 

実際に介護の現場で働いている職員を講師として県内中学校・高

校等に派遣し、授業の一環として介護の仕事内容や魅力について伝

え、簡単な介護体験等を行い、介護の仕事への理解を深め魅力を知

ってもらう機会となり、将来にわたって人材の安定的な参入促進を

図るきっかけとなった。 
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（２）事業の効率性 

   出前講座の申し込みがあった場合、一般社団法人岡山県介護福祉

士会との連携により講師の手配・日程調整等が効率的に行えた。 

その他 目標としていた回数には届かなかったが、新たな学校からの申込みも

あった。講師派遣に係る人員確保の問題もあるため、引き続き岡山県介

護福祉士会と連携を図りながら、より効果的な事業となるよう努める。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進

事業 

事業名 【NO.４】 

 福祉・介護人材参入促進事業 

【総事業費】 

4,055 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

介護福祉士養成施設、職能団体等 

 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

介護福祉士養成施設が高等学校等を訪問し、福祉・介護の仕事の魅力を

紹介したり、進路相談等に応じるほか、地域住民に対し介護やその仕事

に関する理解を深めるためのイベントを開催したり、留学生を確保する

ため福祉・介護の仕事をＰＲする活動等、福祉・介護の仕事の広報・啓

発にかかる事業を支援する。 

また、職能団体・養成施設等が、地域住民等に対し、福祉・介護の仕事

への参画を勧めたり、介護技術の紹介等を通じて介護への理解を求める

セミナー等の開催を支援する。 

さらに、養成施設が受け入れた留学生に対して、国内定着を促すための

支援・指導を行う事業に対し支援する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

○セミナー ６０回開催 

○学校訪問による啓発 延１，７００回 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

○セミナー ２５回開催（参加者 ２８３人） 

○学校訪問による啓発 延５２８回 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 
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（１）事業の有効性 

   介護福祉士養成施設が高等学校等を訪問し、福祉・介護の仕事に

ついての魅力紹介や進路相談に応じたほか、職能団体や介護福祉士

養成施設が地域住民等に対し、福祉・介護の仕事への参画を勧めた 

  り、介護技術の紹介等を通じて介護への理解を深めるセミナー等を 

開催したことにより、福祉・介護分野への新規人材参入の促進を図 

ることができた。 

（２）事業の効率性 

   各養成校や職能団体が自ら事業実施の周知を行うとともに、県と

してもセミナー開催計画をとりまとめ、県ホームページ上で紹介す

るなど広く周知に努めたところであるが、何より各実施主体が主体

的かつ積極的に事業を計画・実施することで、効率的な執行ができ

た。 

その他 各養成校や職能団体が当該事業を活用して積極的な取組を行っている

ところであり、引き続き支援をしていくこととするが、セミナーにおい

ては福祉・介護の知識や理解を広めるだけに留まらず、本来の目的であ

る福祉・介護の仕事を紹介する人材参入の面も積極的に取り入れてもら

い、人材確保につなげていきたい。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進

事業 

事業名 【NO.５】 

 訪問看護師による訪問看護等理解促進事業 

【総事業費】 

640 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

一般社団法人岡山県訪問看護ステーション連絡協議会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

訪問看護ステーションの職員が地域、職場、学校等で訪問看護・介護等

に関する相談会やセミナーなどを開催するとともに、地域での交流会や

行事へ参加、出展を行い、訪問看護・介護サービスや訪問看護師の仕事

の魅力について情報発信を行う。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

相談会・セミナー等 ２０回開催 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、相談会・セミナー等 ５回開催 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１）事業の有効性 

セミナー及び相談会、催事の来場者に対して、訪問看護サービス

や、訪問看護師の仕事の魅力について地域の訪問看護師が情報発信

することにより、訪問看護サービスや訪問看護師の仕事への理解を

促進できた。 
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（２）事業の効率性 

   実際に訪問看護の現場で使用している物品を用い、血圧測定や酸

素飽和度測定、握力測定を行うなど、疑似体験の機会を提供するこ

とにより、理解を深めることができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）若者・女性・高年齢者などの多様な世代を対象とした介護の

職場体験事業 

事業名 【NO.６】 

 介護アシスタント育成事業 

【総事業費】 

1,113 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

一般社団法人岡山県老人保健施設協会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

施設内の掃除や洗濯、ベッドメイキング等介護の現場では、利用者の身

体介助以外の業務が多く、そういった介護周辺業務に従事してもらう「介

護アシスタント」を短期雇用により育成するとともに、将来的には雇用

に繋げる。対象者は若年層、中高年層を問わず、広く募集することとす

る。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

・８０名が「介護アシスタント」として雇用される。 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

○介護アシスタント体験者  ：  ６人 

○介護アシスタントとして就労： ２人 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 



   

109 

 

（１）事業の有効性 

   地域の住民が、介護アシスタントとして介護現場での就労に繋が

ったことは、介護職員が介護業務に専念できる体制が整備され、有

効であったと考えられる。 

（２）事業の効率性 

   一般社団法人岡山県老人保健施設協会が実施する事業へ支援する

ことにより、老人保健施設における高齢者の就労支援が円滑に行わ

れた。 

その他   
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチング機

能強化事業 

事業名 【NO.７】 

 福祉・介護人材マッチング機能強化事業 

【総事業費】 

2,809 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

福祉人材センターにキャリア支援専門員（２人）を配置し、求職者に対

してきめ細やかな求職相談、就職後のフォローアップ等を実施し、求人

事業所に対しては働きやすい職場づくりに向けた指導・助言等を行う。

また、新規人材参入の一環として、就職フェア、職場見学ツアー及び高

校生インターンシップを開催する。さらに、離職した介護福祉士の届出

制度の推進、介護の仕事への理解促進やイメージアップを図るためのイ

ベント等を実施する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

○マッチング及び就職フェア等による雇用創出数 １４５人 

○職場見学・体験ツアー参加者数 １００人 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

○マッチング及び就職フェア等による雇用創出数 ６０人 

○職場見学ツアー参加者数 ３６人 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１）事業の有効性 

福祉人材センターにキャリア支援専門員を２名配置し、就職後の

フォローや求人事業所開拓等も含めたきめ細やかなマッチングや、

就職フェアや福祉の職場見学ツアーの実施、離職した介護福祉士等

の届出制度の推進など、多様な人材層に応じた人材確保に向けた取
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組を行った。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、介護の日関連イベント

は中止となったが、特設サイトによる介護の仕事や魅力の発信、介

護の日、特別新聞対談の掲載などを行い、好評であった。 

また、福祉・介護事業所での高校生インターンシップ事業も好評

であった。 

（２）事業の効率性 

   社会福祉法人岡山県社会福祉協議会（福祉人材センター）に委託

することにより、効率的な執行ができた。 

その他 来年度以降の事業の実施にあたっては、今年度の事業を継続するが、

職場見学ツアーや高校生インターンシップ事業等については実施回数

を増やし、介護の仕事へのさらなる理解促進を図る等、新規参入者の

促進、人材定着につながる取組をより一層推進していく。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチング機

能強化事業 

事業名 【NO.８】 

 看護学生の訪問看護ステーション体験事業 

【総事業費】 

1,042 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

一般社団法人岡山県訪問看護ステーション連絡協議会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

医療福祉系の養成機関の学生に対し訪問看護ステーションの職場体験を

行い、将来、在宅介護・看護を担う人材の育成を図る。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

職場体験参加者数 ３０人 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

職場体験参加者数 １１人 

事業所       ９事業所 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１）事業の有効性 

   参加者へのアンケートの結果、100％の学生が訪問看護師の仕事

の流れを理解したと回答し、98％の学生がやりがいを感じてくれて

いた。卒業後、訪問看護ステーションへ就職したいと回答した学生

が 10 人おり、看護教育施設へ提供することにより訪問看護への参入

者に繋がると考える。 

（２）事業の効率性 

   一日だけの体験事業にも関わらず、参加した全ての学生に訪問看

護の役割の理解ややりがいを感じてもらえ、効率的な事業となった。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチング機

能強化事業 

事業名 【NO.９】 

 訪問看護供給体制の拡充事業 

【総事業費】 

3,021 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

 

事業の実施

主体 

一般社団法人岡山県訪問看護ステーション連絡協議会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供す

るために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

①課題検討会 

 看護協会、医師会、市町村、県等で構成する委員会を設置し、事業所

間の連携体制の構築や人員確保策等について検討 

②人材確保等に向けた研修・相談会等 

 子育て等で離職中の潜在看護師等を対象とした復職支援（研修会、相

談会、訪問看護ステーションの就職斡旋等） 

 新任訪問看護師を対象に、定着支援のための研修・相談会を実施 

 事業所管理者を対象に、仕事と家庭の両立を可能にする働き方（託児

機能等の労働環境改善、短時間勤務、フレックス等）の好事例等を学ぶ

研修・相談会を実施 

 管理者や訪問看護師の質の確保と定着支援のため、訪問看護マニュア

ル・評価指標の作成等を実施 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

○在宅医療・介護連携に参入する訪問看護ステーションを確実に増や

す。 

 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

○訪問看護課題検討協議会を設置し、10 名の委員を委嘱して２回協議

会を開催（１回はコロナウイルスにより中止）。事業者間の連携体制や

人員確保等について検討を行った。 

○課題検討委員会を設置し、訪問看護師の定着、質の向上など訪問看護

における課題について検討し、その評価を行った。 

○訪問看護・マニュアル評価指標について、グループワーク等により活
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用のメリットや活用方法について学ぶ場を設けた。 

○訪問看護ステーションの一日体験研修会を実施した。 

○新任研修を２回、管理者研修・会議等を 4 回、管理者と地域包括支援

センター職員等の交流会を１回開催した。 

 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた      →  

（１）事業の有効性 

訪問看護ステーション、訪問看護に生じている課題について、他団体

多職種で検討することができ、訪問看護について県民や関係機関への周

知を重点的に行うことなどを協議することができた。 

 

（２）事業の効率性 

協議会が一括して、新任訪問看護師や新任管理者等に対して基礎的な

知識の習得や実務研修などを行うことにより、効率的に訪問看護師等の

資質向上につなげることができた。 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 【NO.１０】 

 介護支援専門員研修事業 

【総事業費】 

11,004 千円 

事業の対象

となる区域 

全域 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供 

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

介護支援専門員に関する次の研修を実施する。 

 ①実務研修…介護支援専門員実務研修受講試験の合格者を対象 

 ②専門研修…一定以上の実務経験を有する現任の介護支援専門員を対 

  象 

 ③更新研修（実務経験者）…介護支援専門員証の有効期間を更新する 

ための研修 

 ④更新研修（未就業者）…介護支援専門員証の有効期間を更新するた 

めの研修 

 ⑤再研修…介護支援専門員の有効期間が満了した介護支援専門員等を 

対象 

 ⑥主任介護支援専門員研修…他の介護支援専門員に適切な指導・助言 

等を行うことができる主任介護支援専門員を養成するための研修 

 ⑦主任介護支援専門員更新研修…主任介護支援専門員研修修了証書の

有効期間を更新するための研修 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

各研修の修了者       

 ①実務研修  ２００人  ④更新研修（未就業者） ２４３人  

 ②専門研修Ⅰ １０５人  ⑤再研修         ８８人   

  専門研修Ⅱ １２４人  ⑥主任介護支援専門員研修２１０人  

 ③更新研修（実務経験者） ⑦主任介護支援専門員更新研修 

４９３人              １００人 
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アウトプッ

ト指標（達成

値） 

R２年度においては、 

①実務研修  １４８人  ④更新研修（未就業者）  ２００人 

②専門研修Ⅰ  ６７人  ⑤再研修         １１４人 

 専門研修Ⅱ  ４２人  ⑥主任介護支援専門員研修 １０５人 

③更新研修（実務経験者） ⑦主任介護支援専門員更新研修  

５０２人               １４４人 

 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１） 事業の有効性 

地域包括ケアシステム構築に向けて介護支援専門員の一層の

充実が求められるなかで、各種研修を定期的に行うことで、介護

支援専門員全体の資質向上を図るとともに、介護支援専門員に対

する指導助言等の役割を果たす主任介護支援専門員を養成する

ことができたと考える。 

（２）事業の効率性 

    研修実施を、専門的知識と多数の研修実施実績を持つ事業者に

委託することにより、効率的に事業を進めることができたと考え

る。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 【NO.１１】 

 喀痰吸引等の実施のための研修事業 

【総事業費】 

1,419千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供 

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

介護職員が喀痰吸引等の医療行為を行うことができるようにするため、 

次の研修を実施する。 

①喀痰吸引指導者研修事業   

 介護職員に対してたんの吸引等について指導する看護師等を養成す

る。 

②喀痰吸引指導者フォローアップ研修事業 

 喀痰吸引指導者研修修了者に対してフォローアップ研修を実施する。 

③喀痰吸引等研修事業（特定の者対象） 

 適切にたんの吸引等の医療的ケアを行うことができる介護職員等を養

成する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

①喀痰吸引指導者研修事業 

 研修受講人数 ４０人  実施回数 １回  実施箇所数 １カ所 

②喀痰吸引指導者フォローアップ研修事業 

 研修受講人数 ４０人  実施回数 １回  実施箇所数 １カ所 

③喀痰吸引等研修事業（特定の者対象） 

 研修受講人数 １４人  実施回数 １回  実施箇所数 １カ所 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

① 喀痰吸引指導者研修事業 

  研修受講人数 ４５人  実施回数 １回   実施箇所数 １カ所 

②  喀痰吸引指導者フォローアップ研修事業 

研修受講人数 １６人  実施回数 １回  実施箇所数 １カ所 
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③  喀痰吸引等研修事業（特定の者対象） 

  研修受講人数  ０人  実施回数  ０回  実施箇所数  ０カ所 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１）事業の有効性 

本事業により、計４５人の指導看護師の養成ができ、自施設で、

介護職員等に対する実地研修を実施できる事業所が増加し、介護職

員等が喀痰吸引等研修を受講しやすい体制の整備が整ったことによ

り、在宅で喀痰吸引や経管栄養を実施できる介護職員の養成が進ん

だ。 

（２）事業の効率性 

   研修実施前に、前年度等の研修受講修了者に対してアンケートを

実施し、受講生の意見等を参考にしながら行うことで、今年度の研

修会を効率的に行うことができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 【NO.１２】 

 キャリア形成訪問指導事業 

【総事業費】 

1,200 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

介護福祉士養成施設、職能団体等 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

介護福祉士養成施設の教員や職能団体会員等が講師として、特に小規模

な介護事業所を訪問し研修を行う「巡回訪問研修」や、会場を借り上げ

て行う「セミナー研修」の開催を支援する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

事業所訪問数  ２５０事業所 

セミナー開催数 ７０回 

研修受講者数  ７，０００人 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

○事業所訪問数  ９０事業所 

○セミナー開催数 １４回 

○研修受講者数  ２，０３０人 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１）事業の有効性 

介護・福祉人材の安定的な定着を図ることを目的に、介護福祉士

養成施設の教員や職能団体会員等が講師として、特に小規模な介護

事業所を訪問し研修を行うほか、現任福祉・介護職員向けのセミナ

ーを開催し、多くの職員の受講があり、キャリアアップを図ること

ができた。 
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（２）事業の効率性 

   各事業実施主体の研修プログラムを県でとりまとめ、県ホームペ

ージ等で広く周知を行い、研修を希望する事業所が直接介護福祉士

養成施設等へ申し込むことにより、効率的な執行ができた。 

その他 事業所からの要望は依然として多く、各養成校や職能団体も積極的に

当該事業に取り組んでいるところであるが、新型コロナウイルス感染症

の影響により、計画した研修が実施できないケースがあった。引き続き

支援を行うことで福祉・介護人材の定着を図っていきたい。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 【NO.１３】 

 介護プロフェッショナルキャリア段位制度普及促進に

係るアセッサー講習受講支援事業 

【総事業費】 

281 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

一般社団法人岡山県老人保健施設協会、岡山県老人福祉施設協議会、指

定都市 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

介護保険施設において、介護プロフェッショナルキャリア段位制度の定 

着を図り、介護職員の資質向上と介護保険施設におけるＯＪＴの推進を 

図るため、介護職員の評価者（アセッサー）を養成するための支援を行 

う。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

講習修了者数 １５０人 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度は、 

講習修了者数は１３人であった。 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１）事業の有効性 

 本事業により、「介護プロフェッショナルキャリア段位制度」における

アセッサーを養成し、介護事業所におけるＯＪＴの推進や、介護職員の

適正な評価等により介護職員の資質向上が図られた。 

（２）事業の効率性 

 介護老人保健施設においてアセッサーを養成するため、一般社団法人

岡山県老人保健施設協会及び岡山県老人福祉施設協議会へ支援し、事務

手続が円滑に行われた。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 【NO.１４】 

 介護職員キャリアアップ研修支援事業 

【総事業費】 

1,085 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

中核市 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

介護職員の雇用が進まない中、雇用につながったとしても早期に離職す 

るケースがあり、新人職員としての必要な知識の習得やキャリアパスの 

運用を目指すための研修を行う。 

①介護職員新人職員研修 

 就業にあたっての必要な知識等を習得させるとともに、直面する悩み

や問題点等の解決に向け、先輩職員とともに取り組むことができる人

材育成を目指す。 

②介護職員キャリアパス導入支援研修 

 介護職員の確保・定着に向け、職員が安心して働くことができるよう、

キャリアパスの的確な運用を目指す。 

③２年目介護職員合同研修 

 ２年目職員として求められるコミュニケーションスキル等の研修を行

う。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

①介護職員新人職員研修受講者数          

 ３０人 

②介護職員キャリアパス導入支援研修参加事業所   

 ２５事業（7 割の事業所がキャリアパスの運用を可能とする。） 

③２年目介護職員合同研修受講者数 

 ３０人 
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アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

①受講者数は  １７人であった。 

②参加事業所は １７事業所であった。 

③受講者数は  １３人であった。 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１）事業の有効性 

 新人職員が、社会人としての必要な知識、態度、心構えについての習

得や、業務についての悩み、不安、問題に対しての解決への方向付け等

必要な知識を習得でき、介護離職の防止に繋がることが考えられた。 

 また、施設管理者等は、キャリアパスの有効な活用について学習でき、 

事業所において職員が成長できる仕組みづくりや組織の活性化が進めら

れると考えられた。 

 さらに、２年目職員が、今後の目標やキャリアデザインを再確認する

とともに、法人・事業所を超えた介護職員同士の交流を深めることがで

き離職防止に繋がることが考えられた。 

（２）事業の効率性 

 事業執行において介護職員キャリアアップや資質向上を図るため実施

主体に支援し、事務手続が円滑に行われた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 【NO.１５】 

 介護ロボット普及推進研修事業 

【総事業費】 

8,120 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

指定都市 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

介護従事者の離職率低減が求められる中、介護従事者の負担軽減に向け、 

介護ロボットの普及推進が求められている。こうした中で、介護事業所 

においてロボットの効果や適合性等を確認するため、一定期間試用し施 

設にふさわしいロボットの導入を推進する。また、ロボットに関する研 

修会の実施や、試用結果の分析等により、ロボットの普及・開発を図る。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

介護ロボットの試用事業所数 １００事業所 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

介護ロボットの試用事業所数 ３６事業所であった。 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１）事業の有効性 

 介護ロボットの貸与と、それによる調査分析の結果を研修会等により

共有することで、介護ロボットを活用したより効率的・効果的な介護サ

ービスの提供が可能となり、介護従事者の身体的・心理的負担の軽減、

介護サービスの質の向上等につながった。 

（２）事業の効率性 

 介護ロボットの貸与にあたっては機器講習会を複数回実施するなど、

機器導入が円滑に行われるよう努力した。 
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事業の区分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 
【NO.１６(介護分)】 

 訪問看護推進事業 

【総事業費】 

3,901千円 

事業の対象
となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 
一般社団法人 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会 

事業の期間 
令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

在宅医療が必要な高齢者や医療依存度の高い在宅の難病・がん・小児患者の増

加により、訪問看護の需要は増えている。このため、訪問看護に従事する看護

職員の技能向上研修や他職種との連携促進、県民への啓発を実施し、訪問看護

の一層の推進を図る必要がある。 

アウトカム指標：訪問看護ステーション従事看護職員数 868人 

(H30.12.31時点、看護職員業務従事者届集計結果)を R7年に 1,008人確保する。

(看護職員需給推計) 

事業の内容

（当初計画） 

(1)訪問看護関係者で構成する訪問看護推進協議会を設置し、訪問看護に関する

実態調査を実施し、課題・対策を検討する。 

(2)訪問看護ステーションに勤務する看護職員等に対する研修を実施。 

(3)訪問看護の普及啓発のため、リーフレットの作成や出前講座等を実施。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

(1)訪問看護推進協議会（訪問看護に関する課題・対策等の検討会） 

  開催回数：年 2回 

(2)訪問看護ステーションに勤務する看護職員等に対する研修会 

  開催回数：年 10回 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

(1)訪問看護推進協議会（訪問看護に関する課題・対策等の検討会） 

  開催回数：年 2回 

(2)訪問看護ステーションに勤務する看護職員等に対する研修会 

  開催回数：年 10回 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

訪問看護ステーション従事看護職員数：868人(H30.12.31時点) 

観察できなかった→R2年度の指標の公表は、R3.10頃となるため。 

(1)事業の有効性 

 訪問看護に携わる看護職員の資質を向上し、かつ、出前講座等により在宅医

療を支える訪問看護の推進を図っている。 

(2)事業の効率性 

訪問看護ステーションの管理者で組織している(一社)岡山県訪問看護ステー

ション連絡協議会に委託することで、現状に精通した的確な内容の事業を実施

できている。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）潜在有資格者の再就業促進 

（小項目）潜在介護福祉士の再就業促進事業 

事業名 【NO.１７】 

 潜在的有資格者等再就業促進事業 

【総事業費】 

6,610 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県、指定都市 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

潜在的有資格者や他分野からの離職者に対して、円滑な再就業を支援す

るため、「潜在的有資格者向けセミナー」及び「入門的研修」を開催する

とともに、個別の就職相談に応じ、介護事業所へのマッチングを行い就

業を支援する。また、現在、介護業務に就いていない有資格者、介護業

務経験者等の再就業を促進するため、現在、事業所や施設で働いている

職員との交流事業を行う市町村を支援する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

○事業へ参加する未就業者数 ２４０人 

○うち就職者数        ３０人 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

○セミナー等受講者数 １３０人 

○うち就職者数     １０人 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１）事業の有効性 

「潜在的有資格者向け」セミナーを８回、「福祉・介護分野初任者

向け」入門的研修を４回開催。セミナー終了後の個別就職相談にも

きめ細やかに応じ就職につなげた。 
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（２）事業の効率性 

   企画提案公募により人材派遣会社へ委託実施したことにより、効

率的な執行ができた。 

その他 新型コロナウイルス感染症の影響もあり、セミナー受講者及び就職者

数が伸び悩んでいる状況であった。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）地域包括ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【NO.１８】 

認知症介護実践者等養成事業 

【総事業費】 

6,736 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県、指定都市 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

認知症になっても住み慣れた地域で日常生活を送ることができる体制の 

構築を図る。 

アウトカム指標：認知症介護実践者研修修了者  ９，９００人 

        認知症介護リーダー研修終了者 １，２００人 

        （令和２年度末までの累計） 

事業の内容

（当初計画） 

認知症介護従事者の資質向上を図るため、次の研修を実施する。 

 ①認知症介護基礎研修 

 ②認知症対応型サービス事業開設者研修 

 ③認知症対応型サービス事業管理者研修 

 ④小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 

 ⑤認知症介護指導者フォローアップ研修 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

①認知症介護基礎研修  研修受講人数 ４８０人、実施回数 ６回 

②開設者研修          研修受講人数  ３０人、実施回数 １回 

③管理者研修          研修受講人数 １９５人、実施回数 ３回 

④計画作成担当者研修  研修受講人数  ６５人、実施回数 １回 

⑤フォローアップ研修  研修受講人数   ３人、研修実施施設への

派遣 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

①認知症介護基礎研修 研修受講人数 １７３人 実施回数 ６回 

②開設者研修     研修受講人数   ５人 実施回数 １回 

③管理者研修     研修受講人数 １１２人 実施回数 ３回  

④計画作成担当者研修 研修受講人数  ４４人 実施回数 １回 

⑤フォローアップ研修 研修受講人数   ２人（研修への参加） 

事業の有効

性と効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった 

観察できた     →認知症介護実践者研修修了者  ９，８６１人 

           認知症介護リーダー研修修了者 １，２６３人 
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（１）事業の有効性 

 本事業の実施により、地域密着型サービス事業所の管理者等の、

認知症への理解が深まり、地域における認知症高齢者に対するサー

ビスの質の向上につながった。 

（２）事業の効率性 

   研修事業の委託先や講師陣とカリキュラムの検討等を行い、適宜

見直すことで、より効率的な研修を実施できたと考える。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【NO.１９】 

認知症地域医療支援事業 

【総事業費】 

5,380 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

 

事業の実施

主体 

県、指定都市 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

認知症になっても住み慣れた地域で日常生活を送ることができる体制の 

構築を図る。 

アウトカム指標：認知症サポート医の養成   １６６人 

        認知症対応力研修終了者 ５，８８０人 

        （令和２年度末までの累計） 

事業の内容

（当初計画） 

医師、看護職員等の医療従事者に対して、認知症に関する研修を実施す 

る。 

 ①認知症サポート医養成研修 

 ②認知症サポート医フォローアップ研修 

 ③かかりつけ医認知症対応力向上研修 

 ④病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 

 ⑤歯科医師認知症対応力向上研修 

 ⑥薬剤師認知症対応力向上研修 

 ⑦看護職員認知症対応力向上研修 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

①認知症サポート医養成研修   養成者数 ２２人、研修への派遣 

②認知症サポート医フォローアップ研修  修了者数 ２００人、 

実施回数３回 

③かかりつけ医認知症対応力向上研修   修了者数 ２００人、 

実施回数４回 

④病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修  

修了者数４００人、実施回数４回 

⑤歯科医師認知症対応力向上研修 修了者数 １００人、実施回数１回 

⑥薬剤師認知症対応力向上研修  修了者数 １００人、実施回数２回 

⑦看護職員認知症対応力向上研修 修了者数 １００人、実施回数２回 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

①認知症サポート医養成研修   養成者数   ２人（研修への参加） 

②認知症サポート医フォローアップ研修   

修了者数 １０５人 実施回数２回 

③かかりつけ医認知症対応力向上研修  

修了者数   ０人 実施回数０回 
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④病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 

修了者数 １２４人 実施回数３回 

⑤歯科医師認知症対応力向上研修 修了者数 １７９人 実施回数１回 

⑥薬剤師認知症対応力向上研修  修了者数 １４０人 実施回数２回 

⑦看護職員認知症対応力向上研修 修了者数  ５０人 実施回数２回 

事業の有効

性と効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった 

観察できた     →認知症サポート医の養成     ２３４人 

           認知症対応力向上研修修了者 ６，０５８人 

（１）事業の有効性 

 認知症サポート医の養成や、その他医療従事者への研修の実施に

より、認知症の早期診断、早期対応のための支援体制の構築が促進

されたと考える。 

（２）事業の効率性 

   認知症介護研究・研修東京センターが実施する研修の受講を支援

することにより、認知症サポート医の養成が進み、サポート医等に

よる医療従事者への研修も効率的に行われた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【NO.２０】 

認知症総合支援に係る人材育成事業 

【総事業費】 

247 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

認知症になっても住み慣れた地域で日常生活を送ることができる体制の

構築を図る。 

アウトカム指標：認知症の人を地域で支える体制を整備する。 

事業の内容

（当初計画） 

①認知症初期集中支援チーム員研修事業 

 国立長寿医療研究センターが実施する研修へ、認知症初期集中支援チ

ームに参加する専門職を派遣する。 

②認知症地域支援推進員研修事業 

 認知症介護研究・研修東京センターが実施する研修へ、認知症地域支

援推進員を派遣する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

①認知症初期集中支援チーム員研修 研修受講人数 ５０人 

②認知症地域支援推進員研修 研修受講人数 ６０人 

③チームオレンジ研修 研修実施回数 ４回 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

①認知症初期集中支援チーム員研修 研修受講人数  ５人 

②認知症地域支援推進員研修    研修受講人数  ０人 

③チームオレンジ研修       研修実施回数  １回 

事業の有効

性と効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった 

観察できた  →認知症初期集中支援チーム員研修受講人数 １８２人 

        認知症地域支援推進員研修受講人数    ２３６人 

        チームオレンジ研修受講人数       １０２人 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【NO.２１】 

認知症ケアに係る医療連携体制整備事業 

【総事業費】 

1,230 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

 

事業の実施

主体 

市町村、郡市等医師会、認知症疾患医療センター 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

地域において認知症の容態に応じた適切なサービスが切れ目なく提供さ

れる体制を構築するには、関係者が認知症ケアパス等を活用し連携する

必要がある。 

アウトカム指標：認知症ケアパス等の作成・運用数 

 R1 年度末 ２１市町村 → R2 年度末 ２４市町村 

事業の内容

（当初計画） 

医師会や市町村等が中心となって次の事業を行う。 

（１）連携方法に係る検討会議の開催 

（２）ケアパスの活用等に係る研修会を開催 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

（１）検討会議の開催：延べ５回 

（２）研修会の開催：延べ５回 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

（１）検討会議の開催：延べ１２回 

（２）研修会の開催：延べ１回 

事業の有効

性と効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった→R1 年度末 ２１市町村 

         R2 年度末 ２１市町村 

観察できた   

（１）事業の有効性 

 本事業の実施により、事業実施地域において、認知症に係る医療・

介護関係者内での認知症地域連携パス・認知症ケアパスの認知度が

高まり、連携を促進することができた。 

（２）事業の効率性 

 各実施主体の既存の会議等を活用することで、新たに会議を設置

するより効率的かつ経済的に関連団体の招集や協議を行うことがで

きた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向上事業 

事業名 【NO.２２】 

 訪問介護職員資質向上のための研修事業 

【総事業費】 

1,857 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

公益社団法人岡山県栄養士会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

訪問介護事業所、グループホーム、通所介護事業所等の食事づくりに関 

わる介護職員や介護支援専門員等に対して、介護対象者の「病態や症状 

に合わせた食事提供」ができるよう研修を実施する。また、施設へ栄養 

士を派遣し、食事提供に関する出前講座を実施する。さらに、サポート 

体制を整備し対象者の食事づくりに関する困り事の相談に対応する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

①研修受講者数   １００人 

②出前講座実施施設  ２カ所 

③介護職員等のサポート体制づくり及び強化 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

①研修受講者数 １４０人 

②出前講座    ０か所 

③電話相談サポートの開設（水曜日：３８日間） 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１）事業の有効性 

   訪問介護職員が、対象者の病態（糖尿病、高血圧等）に合わせた

食事を提供することが必要であり、訪問介護職員を対象とした食事

提供のための知識・調理技術を習得させるための研修会や出前講座

の実施及び、訪問介護職員等からの相談に応じるための体制を構築

し、訪問介護職員の技術向上に繋がった。 
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（２）事業の効率性 

   公益社団法人岡山県栄養士会に対して支援することにより、管理

栄養士が中心となって、研修会の実施や相談体制を構築でき、効率

的な運営が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）権利擁護人材育成事業 

事業名 【NO.２３】 

 市民後見推進事業 

【総事業費】 

5,852 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県、市町村 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：一般の市民も市民後見人として活動できる体制の構

築を目指して、市民後見人養成の取組を推進する。 

事業の内容

（当初計画） 

市民後見人養成講座の実施や、市町村におけるフォローアップ研修等の

実施など、市民後見人を確保できる体制を整備・強化し、地域における

市民後見人の活動を推進する事業を実施する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

市民後見養成研修受講者数  １００人 

 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

市民後見人養成研修受講者数  １０５人 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１）事業の有効性 

認知症高齢者等の権利擁護に係わる人材を確保するため、弁護士

等の専門職以外の後見人である市民後見人を養成することが課題と

なる中、市民後見人養成講座の実施や市町村が実施するフォローア

ップ研修等への支援により、市民後見人の養成が図られた。 

（２）事業の効率性 

   県は、市民後見人養成講座の実施、市町村は、フォローアップ研

修等地域の実情に応じた事業を実施するなど、役割を明確にするこ

とにより、効率的な事業実施が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）長期定着支援 

（小項目）介護職員長期定着支援事業 

事業名 【NO.２４】 

 介護現場におけるハラスメント対策事業 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

介護現場における利用者等からのハラスメントについて、法的検討を要

する困難事例の相談等ができる窓口を岡山弁護士会に設置する。 

あわせてハラスメントに関する啓発を行う。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

相談窓口への相談件数    ２４件 

 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

○相談窓口への相談件数   ０件 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値：介護に関わる事業所の職員に 

対する厚労省の調査（R2 年度）では、過去１年間に利用者や家族らに 

よるハラスメントがあったとの回答が 29％となっているが、昨年度は 

本事業の利用がなく、具体的な効果は観察できなかった。 

（１）事業の有効性 

  介護現場における利用者等からのハラスメントについて、各介護サ

ービス事業所の団体連絡協議会等においては、各事業所より相談を受

けているが、ハラスメントに対する法的措置のノウハウの蓄積が十分

でない団体も多く、専門的知識が不足していることから、介護従事者

の労働環境改善、長期定着支援において有効な事業である。 

（２）事業の効率性 

   岡山弁護士会に委託することにより、効率的な執行ができる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

事業名 【NO.２５】 

 職員に優しい、やる気の出る介護現場づくりモデル事 

 業 

【総事業費】 

725 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

 

事業の実施

主体 

介護施設・事業所 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

職員の処遇や労働環境の改善につながる職員に優しい、やる気の出る介

護現場づくりに関する介護事業者からの提案事業の実施を支援する。 

【提案事業例】 

・外部コンサルティングによる雇用管理改善促進事業 

・ＩＣＴを活用した職場環境改善の研究支援事業 

・福祉用具開発支援事業 

・施設内保育施設運営支援事業 

・地域の元気な高齢者による介護従事者応援事業 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

事業実施事業所数 １０事業所 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

○ＩＣＴを活用した職場環境改善の研究支援事業  ２事業所  

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

１）事業の有効性  

事業を実施した介護事業者等は、雇用管理改善（人事管理、目標

設定・管理等）やＩＣＴの導入により、職員の処遇や労働環境の改

善につながる見直しを行うことができた。 
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（２）事業の効率性 

   介護施設・事業所からの提案事業を実施することにより、それぞ

れの事業所の実態に応じた職員の処遇や労働環境の改善が図られ

た。 

その他   
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

事業名 【NO.２６】 

 介護職員初任者研修受講支援事業 

【総事業費】 

5,701 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

 

事業の実施

主体 

介護施設・事業所 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

介護現場において人員が不足する中、介護の質の向上や虐待防止等の課

題への対応が円滑に行われる職場環境の改善を図るため、介護経験が少

なく技術に不安がある介護職員に働きながら初任者研修を受講させる事

業所を支援する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

初任者研修受講者数 １００人 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

初任者研修受講者数 ７６人 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１）事業の有効性 

   介護経験が少なく技術に不安がある介護職員が、初任者研修を受 

  講し資質の向上が図られたとは、介護職場の環境改善に繋がったと

思われる。 

（２）事業の効率性 

   介護事業所の実情に応じて支援を行うことにより、介護職員の資

質向上や介護職場の環境改善が効率的に図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

事業名 【NO.２７】 

 介護ロボット導入支援事業 

【総事業費】 

7,979 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

 

事業の実施

主体 

介護施設・事業所 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化を図るために介護ロボッ

トを導入する事業所を支援する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

介護ロボット導入事業所 ２０事業所 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

１２事業所に対して支援を行った。  

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１）事業の有効性 

   介護事業所等からの提案のあった介護ロボットを導入したことに

より、それぞれの介護事業所等の実態に応じた労働環境の改善が図

られた。 

（２）事業の効率性 

   応募のあった事業主体を選定するに当たって基準を設けており、

事業を効率的に進められている。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）ＩＣＴ導入支援事業 

事業名 【NO.２８】 

 ＩＣＴ導入支援事業 

【総事業費】 

3,995 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

 

事業の実施

主体 

介護施設・事業所 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

介護分野におけるＩＣＴ化を抜本的に進めるため、ＩＣＴを活用して介

護記録から請求業務までが行うことができるよう、介護ソフト及びタブ

レット端末等を導入する事業所を支援する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

ＩＣＴ導入事業所 ５事業所 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

８事業所に対して支援を行った。  

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１）事業の有効性 

   介護ソフト及びタブレット等を導入したことにより、記録書式が

共有化・省力化され、自動転記等により介護記録への入力時間が短

縮されて職員の負担が軽減され、入所者の処遇や労働環境の改善が

図られた。 

（２）事業の効率性 

   応募のあった事業主体を選定するに当たって基準を設けており、

事業を効率的に進められている。 

その他  
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 

（実施状況） 

・令和 2 年 6 月 4 日   医療対策協議会委員から意見聴取 

・令和 2 年 10 月 19 日 介護保険制度推進委員会において議論 

・令和 3 年 6 月 4 日 医療対策協議会委員において議論 

・令和 3 年 7 月 5 日 介護保険制度推進委員会から意見聴取 

 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合にどのよう

に事後評価を行うのか検討しておくべきである。 

  （令和 2 年 6 月 4 日 医療対策協議会意見） 

・ 介護人材の不足について個別事業だけでなく、全体的に状況を把握する視点が必

要である。 

（令和 2 年 10 月 19 日 介護保険制度推進委員会意見） 

・ 新規事業について、早期内示により、出来るだけ早く事業に着手できるようにし

てもらいたい。                                         

（令和 3 年 6 月 4 日 医療対策協議会意見） 

・ 意見なし。 

（令和 3 年 7 月 5 日 介護保険制度推進委員会意見） 
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２．目標の達成状況 

 
令和元年度岡山県計画に規定する目標を再掲し、令和２年度終了時における目標の達成

状況について記載。 

 

■岡山県全体（目標） 

① 岡山県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

 

ア 医療機関の役割分担と連携 

・医療機能の分化・連携を進めるため、地域の協議を踏まえ、必要な病床への転換

を図る。 

県内で過剰となっている病床から不足している病床への病床転換数：約100床

(R5) 

・慢性期の病床から在宅医療への移行を推進することにより、慢性期病床を許可

病床数と必要病床数との差の 10%（約 160床）削減 (R7) 

イ 在宅医療・介護の確保 

・在宅看取りを実施している医療機関数 77施設(H29)→80施設(R1) 

・退院患者平均在院日数(病院) 30.8日(H29)→29.3日(R1) 

・在宅歯科医療に取り組む医療機関数の増加 420箇所(H29)→440箇所 (R2) 

ウ 介護施設等の整備 

・地域密着型特別養護老人ホーム   令和元年度整備数  ３ｶ所 

・認知症高齢者グループホーム    令和元年度整備数  １ｶ所 

・小規模多機能型居宅介護事業所   令和元年度整備数  ５ｶ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 令和元年度整備数 ５ｶ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

令和元年度整備数 ６ｶ所 

エ 医療従事者の確保と資質の向上 

・県北３保健医療圏における病院医師数(※) 388人(H28) → 400人(R2) 

※精神科単科病院を含む 

・県内の医師不足地域の医療機関に勤務する地域枠卒業医師の数 

２人(H29) → 25人(R5) 

・看護師特定行為研修修了者数 14人(H30) → 750人(R5) 

・県内どこでも救急医療が適切に提供される体制を構築するため、大学へ設置した

寄附講座「救急総合診療医学講座」により、救急総合診療の地域への普及、救急総

合診療医を育成する。 

 応需率の向上 76％(H26) → 78％(R1) 
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・地域枠卒業医師だけでなく、より多くの医師、医学生が地域で働く意欲を持てるよ

う、大学へ設置した寄附講座「地域医療人材育成講座」による講義や地域医療実習

などを通じて、地域医療を担う医師を育成する。 

 オ 介護従事者の確保 

  ・国の施策とあいまって令和７年までに介護職員の増加 7,800人（平成 27年対比）

を目標とする。 

  ・福祉人材センターを通じての就職数 

   平成 30年度実績 70人 → 令和元年度 145人 

  ・潜在的有資格者等再就業促進事業を通じての就職数 

   平成 30年度実績 15人 → 令和元年度 60人 

     ※7,800人 介護職員の需給推計による数（需要数） 

      令和７年 平成 27年 

      41,815人－33,981人≒7,800人 

  

□岡山県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

 ア 医療機関の役割分担と連携 

  ・ 回復期病床等必要な病床への転換では、令和２年度においては、計5回の地

域医療構想調整会議が行われた。2病院が病院の建替を進め、病床削減（38

床）及び病床転換（急性期等から回復期140床）を実施中である。 

・ 慢性期病床から在宅医療への移行に関しては、慢性期病床が6,056床(R2)と

なっており、目標達成に向けて一定程度進んでいる。 

  イ 在宅医療・介護の確保   

・ 在宅看取りを実施している医療機関数は現時点では未公表のため、評価でき

ていない。 

・ 退院患者平均在院日数(病院)は現時点では未公表のため、評価できていな

い。 

・ 在宅歯科医療に取り組む医療機関数が432箇所 (R2)であり、目標を達成に向

けて一定程度進んだ。 

  ウ 介護施設等の整備 

   ・ 介護施設等の整備については、地域密着型特別養護老人ホーム等３箇所、小

規模多機能型居宅介護事業所３箇所、看護小規模多機能型居宅介護事業所４箇

所を整備した。 

  エ 医療従事者の確保と資質の向上 

   ・ 県北医療圏における医師数が394人(R2)であったため、目標達成に向けて、

大学とも連携しながら、地域医療センターを核として現状や今後の方向性を整

理した。 
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   ・ 卒業後に県内の地域医療を担う医学部学生の数が79人(R3.4)となり、目標達

成に向けて一定程度進んだ。 

   ・ 看護師特定行為研修修了者が50人(R2.12)となり、目標達成に向けて一定程

度進んだ。 

   ・ 大学へ設置した寄附講座「救急総合診療医学講座」により、中山間地域で勤

務する医療者を対象とする研修会を開催し、救急総合診療に対する理解を深め

ることができ、さらに、学生や研修医を対象としたＯＪＴを実施し、救急診療

及び総合診療の臨床能力を身につけ高めることができた。 

   ・大学へ設置した寄附講座「地域医療人材育成講座」による講義や地域医療実習

などを通じて、県内の地域医療を担う総合的な診療能力を有する医師の育成

や、医師確保と地域医療の充実に関する教育研究を行うことができた。    

  オ 介護従事者の確保 

   ・ 福祉人材センターを通じての就職数については60(R2)人にとどまった。 

   ・ 潜在的有資格者等再就業促進事業を通じての就職者数については、10人(R2)

にとどまった。 

 

 ２）見解 

・ 地域医療構想の達成に向けては、病床転換に係る具体的な整備計画が定まった

２医療機関について、地域医療構想調整会議で承認が得られ、その 2 病院が病院

の建替を行い、病床削減及び病床転換を実施中であることから、一定程度の成果

が得られた。 

・ 在宅医療・介護の確保は一定程度の成果が得られた。 

・ 医療従事者の確保は一定程度の成果が得られた。 

・ 介護施設等の整備については、引き続き地域包括ケアシステムの構築に向けて、

第７期岡山県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画等に基づき、地域密着型サ

ービス施設の整備等を行う必要がある。 

・ 福祉・介護人材の就職数については、引き続き増加に向け、関係機関等と連携

し効果的な取組を推進する必要がある。 

 

 ３）改善の方向性 

・ 地域医療構想の実現に向け、地域医療構想調整会議において、地域包括ケアシ

ステムの構築等、地域における様々な課題を解決するため、引き続き地域での実

情を踏まえた議論を効果的に行う必要がある。 

・ より関係機関が協働し、地域特性に即した地域包括ケアシステムの構築に向け

て継続していく取り組む必要がある。 

・ 引き続き県北医療圏の医師や県内の地域医療を担う医学部生の確保、看護師の

離職防止に取り組む必要がある。 
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 ４）目標の継続状況 

  ☑ 令和２年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

■県南東部医療介護総合確保区域（目標） 

① 県南東部区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・医療機能の分化・連携を進めるため、地域の協議を踏まえ、必要な病床への転換を

図る。 

県内で過剰となっている病床から不足している病床への病床転換数：約 100床(R5) 

・在宅医療と介護の連携については、患者のニーズに合った包括的かつ継続的な医

療・介護サービスの提供が課題であり、基幹病院とかかりつけ医が機能分担する

病病連携や病診連携の充実、地域において在宅療養を支援する医療・介護連携体

制の強化を図る。 

・要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、在宅サ 

ービス等の充実・強化を図る。 

② 計画期間 

 平成３１年４月１日～令和６年３月 31日 

 

□県南東部医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

  ・医療機能の分化・連携や回復期病床等必要な病床への転換を推進するため、地域

医療構想調整会議を開催し、今後の方向性について議論した。 

・地域包括ケアシステムの構築に向け、在宅サービス等を提供できる体制整備が一

定程度進んだ。 

 ２）見解 

  ・おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組むこ

ととする。 

 

■県南西部医療介護総合確保区域（目標） 

① 県南西部区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

 ・県南東部区域と同様 

② 計画期間 

 ・県南東部区域と同様 

□県南西部医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 ２）見解 

 ・県南東部区域と同様 

 



   

6 

 

■高梁・新見医療介護総合確保区域（目標） 

① 高梁・新見区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・区域外の専門的医療機能を有する医療機関との連携を推進する。 

・在宅医療と介護の連携については、患者のニーズに合った包括的かつ継続的な医

療・介護サービスの提供が課題であり、基幹病院とかかりつけ医が機能分担する

病病連携や病診連携の充実、地域において在宅療養を支援する医療・介護連携体

制の強化を図る。 

・医師、看護師等の確保・養成に努め、地域における医療提供体制の充実を図る。 

・要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、在宅サー

ビス等の充実・強化を図る。 

② 計画期間 

 平成３１年４月１日～令和６年３月 31日 

 

□高梁・新見医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

  ・地域枠卒業医師の配置や医療機関への補助、看護師への研修等を通じて、医療従

事者の確保が一定程度進んだ。 

  ・地域包括ケアシステムの構築に向け、在宅サービス等を提供できる体制整備が一

定程度進んだ。 

 ２）見解 

  ・おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組むこ

ととする。 

 

■真庭医療介護総合確保区域（目標） 

① 真庭区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・高梁・新見区域と同様 

 ② 計画期間 

  ・高梁・新見区域と同様 

 

□真庭医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 ２）見解 

 ・高梁・新見区域と同様 

 

■津山・英田医療介護総合確保区域（目標） 

① 津山・英田区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・高梁・新見区域と同様 

 ② 計画期間 

  ・高梁・新見区域と同様 
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□津山・英田医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 ２）見解  

 ・高梁・新見区域と同様 
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３．事業の実施状況 

 
令和元年度岡山県計画に規定した事業について、令和２年度終了時における事業の実施

状況について記載。 

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.1】 

 病床機能分化・連携促進のための基盤整備事業 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

医療機関 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和６年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

病病床機能の分化・連携に資する施設又は設備の整備を支援すること 

により、高度急性期から、急性期、回復期、慢性期、在宅医療に至るま 

で一連のサービスを地域において総合的に確保する必要がある。 

アウトカム指標：病床機能報告において、過剰となっている高度急性期 

及び急性期、慢性期から不足している回復期病床へ約 

200 床を転換。なお、各構想区域において、不足する 

病床機能が新たに発生する場合、過剰な病床を約 100  

床転換。 

（目標年度：令和 5 年度） 

事業の内容

（当初計画） 

地域における急性期から回復期、在宅医療に至る一連のサービスの総

合的な確保が課題になっている。平成 29 年 7 月 1 日現在の本県の回

復期病床数は 3,076 床であるが、令和 7 年の回復期に係る必要病床数

は 6,480 床で、約 3,400 床不足しており、病床の機能分化・連携を進

める必要がある。このため、地域医療構想調整会議における協議を踏ま

え、過剰となっている病床からから不足する病床への転換を促すことと

し、転換のための施設整備に対して補助を行う。 

また、必要に応じて地域医療構想の達成に向けた医療機関の事業縮 

小の際に要する費用に対しても補助を行う。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

対象医療機関数：２機関 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和元年度においては、県内５地域で計１６回、令和２年度において

は計５回の地域医療構想調整会議が行われた。 
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平成３０年度に病床転換に係る具体的な整備計画を定め、地域医療構

想調整会議で承認を得た２医療機関が、現在、病院の建替を行い、病床

削減（38 床）及び病床転換（急性期等から回復期 140 床）を実施中で

ある。 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：     ： 

観察できなかった → ２医療機関が病床転換に係る施設整備を実施

中のため 

（１）事業の有効性 

令和２年度においては、２医療機関で急性期等から回復期１４０床の

病床転換及び３８床の病床削減を実施中であり、地域医療構想の実現に

向けた支援に有効である。 

（２）事業の効率性 

地域医療構想調整会議において医療機関ごとに事業実施の合意を得

ており、真に必要な整備に限定して実施している。また、施設整備に当

たっては、医療機関において入札を実施することにより、コストの低下

を図っている。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.7】 

 在宅歯科医療連携室整備事業 

【総事業費】 

3,913 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

居宅療養者やその家族、医療関係者及び介護福祉職からの口腔ケア等 

に関する相談や歯科往診による歯科治療・歯科保健指導の要望に対し、 

地元歯科医師と調整して患者宅等へ派遣できる体制の強化が必要。 

アウトカム指標：在宅歯科医療に取り組む医療機関数の増加 

（H29：420 箇所 → R2:440 箇所） 

事業の内容

（当初計画） 

①県歯科医師会館内に設置する歯科往診サポートセンターでの歯科往 

診依頼に対する派遣歯科医師の紹介 

②在宅療養者の口腔ケアに関する電話相談対応 

③歯科往診機器の貸出  

④効率的な事業運営を図るための評価会議の開催 

⑤歯科往診を周知するための媒体（チラシ等）を作成し、地域住民、 

医療介護関係者への周知活動 

 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

相談件数の増加（H29:50 件 → R2:65 件） 

歯科往診機器貸出件数の増加（H29:54 件 → R2:70 件） 

評価会議の開催：1 回 

 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

相談件数：103回（R1）、47回（R2） 

歯科往診機器貸出件数：38件（R1）、33件（R2） 

評価会議の開催：1 回 

 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた →   

指標：在宅歯科医療に取り組む医療機関数が 420 箇所(H29)から 432 箇

所(R2)に増加した。 

 

（１）事業の有効性 

○歯科往診サポートセンターを設置することで、県内のどこに住んで

いても歯科往診に対する要望に対応できる体制が取れている。 

○歯科往診機器の整備を図り、機器がないため往診ができない歯科医

師に対し、必要な時に機器を貸し出し、歯科診療を速やかに行うこ

とができた。 
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〇アウトプット指標の、相談件数・歯科往診機器貸出件数の目標値は

未達成となっているが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ

る受診控えが大きく影響していると考えられる。引き続き歯科往診

についての、地域住民、医療介護関係者への周知活動を行う必要が

ある。 

 

（２）事業の効率性 

○本事業は地域の状況に精通した地元歯科医師の協力が不可欠であ

り、これらの歯科医師が所属する県歯科医師会に委託しており、既

存のネットワークを活用することでコストを削減しながら、効率的

に事業を実施することができた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.11】 

 小児等在宅医療連携拠点事業 

【総事業費】 

7,837 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

医療技術の進歩等を背景として、ＮＩＣＵ（新生児特定集中治療

室）等に長期間入院した後、人工呼吸器等を使用し、痰の吸引などの

医療的ケアが必要な児（医療的ケア児）が増加している。こうした

中、障害が固定されない医療ニーズの高い児に対する支援は、障害福

祉サービスが行き届かないことも懸念され、支援の充実が求められて

いる。 

また、在宅医療や訪問看護等在宅生活を支援する側にとっても、今

までは医療的ケア児への支援を経験する機会が少なく、抵抗感を持つ

専門職もいることから、人材育成や多分野・多職種の連携を強化し、

医療的ケア児や家族を支える包括的かつ継続的な在宅療養支援体制の

整備が必要である。 

 

アウトカム指標： 

短期入所施設利用者数(小児)：（H29：2,241 人→R2：2,100 人） 

短期入所サービス実施施設数(小児)の増加：(H30:94 施設→R1:97 施

設) 

短期入所サービス実施施設数(障害児)の増加：(H30:38 施設→R2:40 施

設) 

 

事業の内容

（当初計画） 

（１）医療的ケア児を始めとする小児等の在宅医療が抱える課題の抽

出と対応方針の検討 

（２）地域の医療・福祉、教育資源の把握と活用 

（３）地域の小児科等への在宅医療資源の拡充と専門機関との連携 

（４）地域の福祉・教育・行政関係者との連携促進 

（関係機関・職種の連携強化の研修・検討会議等） 

（５）患者・家族の個別支援 

（６）患者・家族や学校関係者等への理解促進・負担軽減（個別支援及

び支援者に対する助言指導） 

 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

・研修会・連携会議参加人数：400名 
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アウトプッ

ト指標（達成

値） 

・研修会・連携会議参加人数：192名（R1）、87名（R2） 

※R2 については、新型コロナウイルス感染症の拡大により、対象者が

地域の福祉・教育・医療等の関係者ということもあり、多くの研修会を

中止する結果となった。今後、新型コロナウイルス感染症対策も考慮し

ながら、実施方法を検討していく。 

 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた → 

短期入所施設利用者数（小児）：H30年度 2,314人→R1年度 2,089人 

                        R2年度 1,230人 

 

 令和２年度、短期入所の受入れについては、新型コロナウイルス感染

症拡大もあり、利用する側、受け入れる側の双方において、利用を控え

る傾向があったと考えられ、利用者数が減少していると考える。 

 

短期入所サービス実施施設数(小児)の増加： 

(H30:94 施設→R1:97 施設（R1.10.1現在) 

短期入所サービス実施施設数(障害児)の増加： 

(H30:38 施設→R3:44 施設（R3.4.28現在) 

 

短期入所施設の利用者数については、利用希望者の状況のみなら

ず、施設の空き状況や施設で利用できるサービス等にも影響される場

合があると考えている。また、利用施設と利用者との要望等のマッチ

ングも難しいケースも報告されていることから、当事業において、実

施している短期入所情報交換会において、利用者にとって利用しやす

いサービスを検討し、地域で安心して生活できるシステムの構築を目

指していくこととしている。令和２年度については、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止対策のため、本情報交換会は開催できていない。 

 

 （１）事業の有効性 

医療的ケア児やその保護者が地域で安心して療養するためには、資源

の開発や支援者の資質向上などの体制整備が不可欠であることから、昨

年度に引き続き本年度も医療的ケア児の概況把握を実施した。本年度

は、感染症等の疾病が少なく、医療的ケア児が在宅で過ごしやすい時期

及び文部科学省が医療的ケア児に関する調査を実施する時期と合わせ

て本事業における調査を実施した。それにより、より実態に近い医療的

ケア児に関する状況を把握することができ、関係機関の連携体制強化が

図られ、次年度の方向性の示唆を得ることができた。 

短期入所施設利用者数(小児)については、利用者にとって利用しやす

いサービスを検討し、地域で安心して生活できるシステムの構築を目指

していくこととしている。 
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（２）事業の効率性 

旭川荘は、県内全域的に事業を展開しており、長年にわたり在宅の小

児の医療や療育に取り組んでいることから、関係機関との連携の素地が

できている。本事業でこの基盤をもとにさらに体制整備を図ることで効

率的に事業を実施できている。また、関係機関との連携を図り易いこと

から、スムーズに情報共有、連絡調整ができており、コスト削減につな

がっている。令和２年度は、新型コロナウイル士感染症の拡大もあり、

メール等を活用しながら情報共有を図った。 

その他  
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.14】 

 地域医療連携体制推進事業 

【総事業費】 

7,640 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

地域の特性に応じて、退院後の生活を支える在宅医療の充実及び医

療・介護サービス提供体制の一体的な整備が必要。 

アウトカム指標：入退院支援加算を算定している医療機関数 

（H31.4:111施設→R2年度末:115施設） 

事業の内容

（当初計画） 

保健所・支所単位で次のとおり事業を行う。 

（１）地域医療連携推進会議の開催 

（２）地域連携パスの作成・普及 

（３）医療介護連携に関する研修会 

（４）県民への在宅医療（かかりつけ医）普及啓発事業  

（５）その他 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

（１） 医療連携推進会議：延べ１０回 

（２） 参加医療機関数：脳卒中 70機関、急性心筋 280機関 

（３） 研修参加者数：延べ 1,000人 

（４）啓発講座開催数：１５回 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

（１）医療連携推進会議：延べ５回（別途１回開催を予定するが、新

型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした）(R1) 

延べ 2回 

別途 2回予定するが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め中止とした（R2） 

（２）参加医療機関数：脳卒中 87機関(R1) 急性心筋 294機関(R1) 

                脳卒中 87機関(R2) 急性心筋 295機関(R2) 

（３）研修参加者数：延べ 1,006人(R1)、延べ 284人 

別途 2回予定するが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め中止とした（R2） 

（４）啓発講座開催数：１４回（R1）、8回予定するが、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため中止とした（R2） 

（５） 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた    →  

入退院支援加算を算定している医療機関数 １０９施設（R2.4.1現在） 

                                       １１６施設（R3.4.1現在） 
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（１）事業の有効性 

地域ごとに入退院ルールを作成・活用するなど、医療機関とケアマネ

などの連携を強化し、地域で安心して療養生活を送るための体制構築に

向けて一定の進捗がみられた。目標としていた入退院支援加算を算定し

ている医療機関数は、年々増加傾向となっており、今後、取組をすすめ

ながら更なる増加を目指していくこととする。 

 

（２）事業の効率性 

在宅医療と介護については市町村単独では医療資源も少なく、課題の

解決が難しい。保健所を単位として広域的に取り組むことによって、連

携システムの構築を容易にする。 

会議や研修会の開催については、実施回数を見直すなど、コスト面で

も効率化を行った。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.15】 

糖尿病等の生活習慣病に係る医療連携体制の推進に関

する事業 

【総事業費】 

25,166 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

糖尿病の重症化を予防し、在宅でコントロールしていくことは、脳卒

中、心筋梗塞など重大な疾患を防ぎ、住民の在宅医療を推進する契機と

なり、ひいては糖尿病性腎症等で透析治療に至る患者が減少し、医療費

の削減にもつながる。このため、糖尿病の医療連携体制を構築し、保健

所・市町村等の地域保健と連携しながら、地域による診療レベルの平準

化や、訪問看護ステーション等と連携した在宅医療に対応できる地域医

療ネットワークの整備、研修等による地域のソーシャルキャピタルの資

質向上など、在宅患者に対する保健指導体制を強化していく必要があ

る。 

アウトカム指標：総合管理医から専門治療医療機関への患者紹介数の増

加 （H28：3,238 件→R2： 3,350 件） 

事業の内容

（当初計画） 

糖尿病における県内の在宅医療を推進するため、県内全域を俯瞰した

広域的な医療連携体制構築に向けて、次の事業を実施する。 

（１）糖尿病総合管理医（糖尿病診療を担うかかりつけ医）の認定と、

総合管理医を中心とした糖尿病医療連携体制の構築。地域自律性を

確保した地域密着型医療の確立。 

（２）おかやま糖尿病サポーター（糖尿病診療をサポートするメディカ

ルスタッフ）の認定と育成。 

（３）おかやま DM ネットを基盤として、訪問看護ステーションとの連

携、医科歯科連携、医療介護連携の推進により、在宅医療と入院治

療のスムーズな連携を図り、高齢者にも対応し得る地域医療ネット

ワークの構築。 

（４）ICT の活用、事業ウェブサイトの診療ツール化による遠隔地での

糖尿病医療の底上げ。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

・糖尿病総合管理医療機関の認定数の増加 

（H28：330 件→R2：345 件） 

・おかやま糖尿病サポーター認定者数の増加 

（H28：1,375 名→R2：2,000 名） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

・糖尿病総合管理医療機関の認定数の増加 

（H28：330 件→R2：315 件 

・おかやま糖尿病サポーター認定者数の増加 

（H28：1,375 名→R2：2,360 名 



   

18 

 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：総合管理医から専門治療医療

機関への患者紹介数の増加 

観察できた  （H28：3,238件）→（R2：3,149 件）  

 

（１）事業の有効性 

県内の糖尿病診療レベルの均てん化と地域チーム医療を確立し、

糖尿病患者が質の高い在宅医療を受けられるよう、地域の医師やメ

ディカルスタッフの資質向上を図ることができた。糖尿病総合管理

医療機関の認定数については、令和２年度はコロナウイルス感染症

の影響等のため医療機関によっては認定研修に参加できなかった

場合があったことから減少したが、今後は、受講しやすい環境を整

備し増加させていく。 

  患者紹介数については、一定程度の件数を保っており、有効に事

業が実施できていると判断するが、令和２年度はコロナウイルス感

染症の影響による医療機関への受診控えのため減少した。今後は、

受診控えにならないよう市町村や医療機関との連携強化を図りな

がら増加させていく。 

 

（２）事業の効率性 

   岡山大学病院は、本県の糖尿病診療の質の向上及び連携協力体制

の構築に関し、中心的役割を担うとともに、糖尿病医療連携を行う

医療機関についての情報を集積しているため、在宅患者に対する保

健指導体制が強化でき、また、認定研修会場等を大学や関係機関・

団体施設を使用することで経費削減を図ることで、事業が効率的に

実施できた。 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

19 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.33】 

 看護師等養成所運営事業 

【総事業費】 

348,632 千円 

事業の対象

となる区域 
  県全体 

事業の実施

主体 
 看護師等養成所（公的立を除く） 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

養成所設置者は、ガイドラインにより営利を目的としない法人である
ことが原則とされているため、教育内容の向上及び看護師等養成力の
強化を目的としたその運営支援が必要。 

アウトカム指標：看護職員業務従事者数(常勤換算) 

(H28.12.31 時点26,571.6人)⇒R2年度:27,219.4 人 

事業の内容

（当初計画） 
看護師等養成所運営における教員・専任事務職員等の人件費ほか、人庁

等費、実習施設謝金等に対して補助を行う。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

補助対象看護師等養成所の経営安定による学生定員数の維持 

H30年度：補助 13施設、定員数 2,020人 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

補助対象看護師等養成所の経営安定による学生定員数の維持 

R1年度：補助 13施設、定員数 2,020人 

R2年度：補助 15施設、定員数 2,456人 

事業の有効

性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

看護職員業務従事者数(常勤換算) (R2.12.31時点 27,525人) 

（１）事業の有効性 

看護師等養成所の運営には、教育水準を確保するために不可欠な専任
教員の人件費や講師・実習施設への謝金等の多額の経費が必要である。
経費の補助により、養成所の安定的な運営が図られている。 

 

（２）事業の効率性 

看護師等養成所は、指定規則及びガイドライン等の関係法令に沿った
運営を義務づけられている。補助事業実施により、養成所の運営状況を
把握でき、法令遵守や合理的な運営の指導を行うことが可能となる。ま
た、養成所側にとっては、県からの運営経費の確認及び人件費の補助に
より、透明性のある運営が担保され、コスト削減にも繋がっている。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.34】 

院内保育運営事業 

【総事業費】 

210,254 千円 

事業の対象

となる区域 
  県全体 

事業の実施

主体 
 院内保育所を運営している病院等の開設者(公的立・公立を除く) 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

病院従事職員の乳幼児・児童・病児を対象とした病院内保育施設を運営する

ことは、職員の離職防止及び再就業促進に寄与することから、病院内保育施

設運営に関する補助が必要である。 

アウトカム指標：看護職員離職理由調査(H30年度看護職員離職者実態調査報

告書)における、離職理由｢出産･育児・子どものため｣の割合 

H30.3.31時点:20.2％⇒R2年度:17.0％ 

事業の内容

（当初計画） 

病院従事職員のために設置された院内保育施設の運営に要する保育士等人件

費に対し補助を行う。病児保育や児童保育、通常業務時間の延長保育や休日

保育、24 時間保育を行う場合は補助額加算を行う。病児保育及び延長保育

の加算補助額は公的立・公立病院も補助対象とする。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

補助対象施設(新規設置を除く)数の維持： 

年間37施設程度の補助対象施設数の維持 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

補助対象施設(新規設置を除く)数の維持： 

R1年度補助対象:32施設、R2年度補助対象:28施設 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

正規雇用看護職員離職率 2020年病院看護実態調査:10.5% 

      (公益社団法人 日本看護協会調査による) 

 

（１）事業の有効性 

院内保育施設の設置は、出産や育児による職員の離職防止や再就業の
促進に繋がるものである。保育規模に応じた補助や休日・夜間の延長保
育、児童保育、病児保育に対しての補助額加算を行うことで、院内保育
施設の安定的な運営の一助となっている。 

 

（２）事業の効率性 

保育規模に応じた補助基準額の設定、保育形態・時間等による柔軟な
加算項目設定により、保育実態に対応した効率的な補助を実施する。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.45】 

地域医療支援センター運営事業  

【総事業費】 

34,543 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

県北３保健医療圏（高梁・新見、真庭、津山・英田）において令和2

年に必要な病院医師数を400人（H28：388人）と推計しており、地域の

状況に応じた医師の確保が必要である。 

アウトカム指標：県北３保健医療圏における令和２年の病院医師数

（精神科単科病院を含む）388 人（H28）→ 400 人（R3） 

事業の内容

（当初計画） 

地域医療支援センターの本部を県庁内に、支部を岡山大学内に設置

し、次の事業を行う。 

（１）地域医療を担う医師の育成 

地域枠学生・自治医科大学生合同セミナー等 

（２）地域枠卒業医師の医療機関への配置調整 

地域枠卒業医師の配置希望調査（病院）、病院の総合評価等 

（３）地域枠卒業医師のキャリア形成支援 

「地域医療を担う医師を地域で育てる」をテーマにしたワーク

ショップ等 

（４）地域枠卒業医師の着任環境の整備に関する助言等 

地域の医療機関の訪問等 

（５）関係機関との連携・協力、情報発信 

（６）ドクターバンク 

 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

医師派遣・あっせん数：34人 

キャリア形成プログラムの作成数：２プログラム地域枠卒業医師数に

対するキャリア形成プログラム参加医師数の割合：100％ 

 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

医師派遣・あっせん数：34人（R1）、40人（R2） 

キャリア形成プログラムの作成数：２プログラム（R1）、２プログラ

ム（R2） 

地域枠卒業医師数に対するキャリア形成プログラム参加医師数の割合：

100％（R1）、100％（R2） 

 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標 

観察できた  → 

医療機能情報では、R2.3.31時点で、389人、R3.3.31時点で、394人

となっている。 
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（１）事業の有効性 

・医師の地域偏在を解消するため、県内の医師不足の状況を調査・分

析し、地域医療に従事する医師のキャリア形成の支援、県が指定す

る医療機関への地域枠卒業医師の配置調整を行った。 

・岡山大学の寄附講座（地域医療人材育成講座）と連携し、地域医療

を担う医師の育成を行った。 

 

（２）事業の効率性 

 ・県庁内に地域医療支援センターを設置するとともに、岡山大学内に

センター支部を委託設置し、地域枠卒業医師と近い関係においてキ

ャリア形成の支援を実施するなど、県直営事業と委託事業の組み合

わせにより、効率的な執行ができたと考える。 

その他  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【NO.１】 

 岡山県介護施設等整備事業 

 

【総事業費】 

44,397千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

 

事業の実施

主体 

介護施設・事業所 

事業の期間 令和元年４月１日～令和６年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

 

高齢者が住み慣れた地域で日常生活を送ることができる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標値：第７・８期岡山県高齢者保健福祉計画・介護保険事

業支援計画で見込んだ定員数の確保を図る。 

事業の内容

（当初計画） 

① 地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進するため、地

域密着型サービス施設等の整備に対して支援を行う。 

② 施設の開設時から安定した質の高いサービスを提供するため、初度経

費等に対して支援を行う。 

④ 既存の特別養護老人ホームの多床室について、居住環境の質を向上さ

せるため、プライバシー保護のための改修に対して支援を行う。 

⑤ 介護療養型医療施設からの転換整備について支援を行う。 

アウトプッ

ト指標（当初 

の目標値） 

⑤ 介護療養型医療施設          ４カ所（定員１２５人） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和元年度においては、次の事業に補助した。 

⑤ 介護療養型医療施設          ２カ所（定員５４人） 

⑥【追加事業】コロナ対策（マスク・消毒液購入） 

介護施設等へ配布                      

令和２年度においては、次の事業に補助した。 

⑥【追加事業】コロナ対策（マスク・消毒液購入） 

介護施設等へ配布 

事業の有効

性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた    → 
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（１）事業の有効性 

   地域密着型サービス施設等の整備により、高齢者が住み慣れた地

域で日常生活を送ることができる体制の整備促進が図られた。 

（２）事業の効率性 

   施設整備の工事発注等において、入札など競争性を確保すること

により効率的な事業の実施が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進

事業 

事業名 【NO.４】 

 福祉・介護人材参入促進事業 

【総事業費】 

10,000千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

介護福祉士養成施設、職能団体等 

 

事業の期間 令和元年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

介護福祉士養成施設が高等学校等を訪問し、福祉・介護の仕事の魅力を

紹介したり、進路相談等に応じるほか、地域住民に対し介護やその仕事

に関する理解を深めるためのイベントを開催したり、留学生を確保する

ため福祉・介護の仕事をＰＲする活動等、福祉・介護の仕事の広報・啓

発にかかる事業を支援する。 

また、職能団体・養成施設等が、地域住民等に対し、福祉・介護の仕事

への参画を勧めたり、介護技術の紹介等を通じて介護への理解を求める

セミナー等の開催を支援する。 

さらに、養成施設が受け入れた留学生に対して、国内定着を促すための

支援・指導を行う事業に対し支援する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

○セミナー ６０回開催 

○学校訪問による啓発 延１，７００回 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

○セミナー ２５回開催（参加者 ２８３人） 

○学校訪問による啓発 延５２８回 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 
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（１）事業の有効性 

   介護福祉士養成施設が高等学校等を訪問し、福祉・介護の仕事に

ついての魅力紹介や進路相談に応じたほか、職能団体や介護福祉士

養成施設が地域住民等に対し、福祉・介護の仕事への参画を勧めた 

  り、介護技術の紹介等を通じて介護への理解を深めるセミナー等を 

開催したことにより、福祉・介護分野への新規人材参入の促進を図 

ることができた。 

（２）事業の効率性 

   各養成校や職能団体が自ら事業実施の周知を行うとともに、県と

してもセミナー開催計画をとりまとめ、県ホームページ上で紹介す

るなど広く周知に努めたところであるが、何より各実施主体が主体

的かつ積極的に事業を計画・実施することで、効率的な執行ができ

た。 

その他 各養成校や職能団体が当該事業を活用して積極的な取組を行っている

ところであり、引き続き支援をしていくこととするが、セミナーにおい

ては福祉・介護の知識や理解を広めるだけに留まらず、本来の目的であ

る福祉・介護の仕事を紹介する人材参入の面も積極的に取り入れてもら

い、人材確保につなげていきたい。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチング機

能強化事業 

事業名 【NO.７】 

 福祉・介護人材マッチング機能強化事業 

【総事業費】 

20,000千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和元年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

福祉人材センターにキャリア支援専門員（２人）を配置し、求職者に対

してきめ細やかな求職相談、就職後のフォローアップ等を実施し、求人

事業所に対しては働きやすい職場づくりに向けた指導・助言等を行う。

また、新規人材参入の一環として、就職フェア、職場見学ツアー及び高

校生インターンシップを開催する。さらに、離職した介護福祉士の届出

制度の推進、介護の仕事への理解促進やイメージアップを図るためのイ

ベント等を実施する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

○マッチング及び就職フェア等による雇用創出数 １４５人 

○職場見学・体験ツアー参加者数 １００人 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

○マッチング及び就職フェア等による雇用創出数 ６０人 

○職場見学ツアー参加者数 ３６人 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１）事業の有効性 

福祉人材センターにキャリア支援専門員を２名配置し、就職後の

フォローや求人事業所開拓等も含めたきめ細やかなマッチングや、

就職フェアや福祉の職場見学ツアーの実施、離職した介護福祉士等

の届出制度の推進など、多様な人材層に応じた人材確保に向けた取
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組を行った。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、介護の日関連イベント

は中止となったが、特設サイトによる介護の仕事や魅力の発信、介

護の日、特別新聞対談の掲載などを行い、好評であった。 

また、福祉・介護事業所での高校生インターンシップ事業も好評

であった。 

（２）事業の効率性 

   社会福祉法人岡山県社会福祉協議会（福祉人材センター）に委託

することにより、効率的な執行ができた。 

その他 来年度以降の事業の実施にあたっては、今年度の事業を継続するが、

職場見学ツアーや高校生インターンシップ事業等については実施回数

を増やし、介護の仕事へのさらなる理解促進を図る等、新規参入者の

促進、人材定着につながる取組をより一層推進していく。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 【NO.１０】 

 介護支援専門員研修事業 

【総事業費】 

19,783千円 

事業の対象

となる区域 

全域 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 令和元年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供 

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

介護支援専門員に関する次の研修を実施する。 

 ①実務研修…介護支援専門員実務研修受講試験の合格者を対象 

 ②専門研修…一定以上の実務経験を有する現任の介護支援専門員を対 

  象 

 ③更新研修（実務経験者）…介護支援専門員証の有効期間を更新する 

ための研修 

 ④更新研修（未就業者）…介護支援専門員証の有効期間を更新するた 

めの研修 

 ⑤再研修…介護支援専門員の有効期間が満了した介護支援専門員等を 

対象 

 ⑥主任介護支援専門員研修…他の介護支援専門員に適切な指導・助言 

等を行うことができる主任介護支援専門員を養成するための研修 

 ⑦主任介護支援専門員更新研修…主任介護支援専門員研修修了証書の

有効期間を更新するための研修 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

各研修の修了者       

 ①実務研修  ２００人  ④更新研修（未就業者） ２４３人  

 ②専門研修Ⅰ １０５人  ⑤再研修         ８８人   

  専門研修Ⅱ １２４人  ⑥主任介護支援専門員研修２１０人  

 ③更新研修（実務経験者） ⑦主任介護支援専門員更新研修 

４９３人              １００人 
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アウトプッ

ト指標（達成

値） 

R２年度においては、 

①実務研修  １４８人  ④更新研修（未就業者）  ２００人 

②専門研修Ⅰ  ６７人  ⑤再研修         １１４人 

 専門研修Ⅱ  ４２人  ⑥主任介護支援専門員研修 １０５人 

③更新研修（実務経験者） ⑦主任介護支援専門員更新研修  

５０２人               １４４人 

 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１） 事業の有効性 

地域包括ケアシステム構築に向けて介護支援専門員の一層の

充実が求められるなかで、各種研修を定期的に行うことで、介護

支援専門員全体の資質向上を図るとともに、介護支援専門員に対

する指導助言等の役割を果たす主任介護支援専門員を養成する

ことができたと考える。 

（２）事業の効率性 

    研修実施を、専門的知識と多数の研修実施実績を持つ事業者に

委託することにより、効率的に事業を進めることができたと考え

る。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 【NO.１２】 

 キャリア形成訪問指導事業 

【総事業費】 

10,000千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

介護福祉士養成施設、職能団体等 

事業の期間 令和元年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

介護福祉士養成施設の教員や職能団体会員等が講師として、特に小規模

な介護事業所を訪問し研修を行う「巡回訪問研修」や、会場を借り上げ

て行う「セミナー研修」の開催を支援する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

事業所訪問数  ２５０事業所 

セミナー開催数 ７０回 

研修受講者数  ７，０００人 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

○事業所訪問数  ９０事業所 

○セミナー開催数 １４回 

○研修受講者数  ２，０３０人 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１）事業の有効性 

介護・福祉人材の安定的な定着を図ることを目的に、介護福祉士

養成施設の教員や職能団体会員等が講師として、特に小規模な介護

事業所を訪問し研修を行うほか、現任福祉・介護職員向けのセミナ

ーを開催し、多くの職員の受講があり、キャリアアップを図ること

ができた。 
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（２）事業の効率性 

   各事業実施主体の研修プログラムを県でとりまとめ、県ホームペ

ージ等で広く周知を行い、研修を希望する事業所が直接介護福祉士

養成施設等へ申し込むことにより、効率的な執行ができた。 

その他 事業所からの要望は依然として多く、各養成校や職能団体も積極的に

当該事業に取り組んでいるところであるが、新型コロナウイルス感染症

の影響により、計画した研修が実施できないケースがあった。引き続き

支援を行うことで福祉・介護人材の定着を図っていきたい。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 【NO.１５】 

 介護ロボット普及推進研修事業 

【総事業費】 

10,000千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

指定都市 

事業の期間 令和元年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

介護従事者の離職率低減が求められる中、介護従事者の負担軽減に向け、 

介護ロボットの普及推進が求められている。こうした中で、介護事業所 

においてロボットの効果や適合性等を確認するため、一定期間試用し施 

設にふさわしいロボットの導入を推進する。また、ロボットに関する研 

修会の実施や、試用結果の分析等により、ロボットの普及・開発を図る。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

介護ロボットの試用事業所数 １００事業所 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

介護ロボットの試用事業所数 ３６事業所であった。 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１）事業の有効性 

 介護ロボットの貸与と、それによる調査分析の結果を研修会等により

共有することで、介護ロボットを活用したより効率的・効果的な介護サ

ービスの提供が可能となり、介護従事者の身体的・心理的負担の軽減、

介護サービスの質の向上等につながった。 
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（２）事業の効率性 

 介護ロボットの貸与にあたっては機器講習会を複数回実施するなど、

機器導入が円滑に行われるよう努力した。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）潜在有資格者の再就業促進 

（小項目）潜在介護福祉士の再就業促進事業 

事業名 【NO.１７】 

 潜在的有資格者等再就業促進事業 

【総事業費】 

10,000千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県、指定都市 

事業の期間 令和元年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

潜在的有資格者や他分野からの離職者に対して、円滑な再就業を支援す

るため、「潜在的有資格者向けセミナー」及び「入門的研修」を開催する

とともに、個別の就職相談に応じ、介護事業所へのマッチングを行い就

業を支援する。また、現在、介護業務に就いていない有資格者、介護業

務経験者等の再就業を促進するため、現在、事業所や施設で働いている

職員との交流事業を行う市町村を支援する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

○事業へ参加する未就業者数 ２４０人 

○うち就職者数        ３０人 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

○セミナー等受講者数 １３０人 

○うち就職者数     １０人 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１）事業の有効性 

「潜在的有資格者向け」セミナーを８回、「福祉・介護分野初任者

向け」入門的研修を４回開催。セミナー終了後の個別就職相談にも

きめ細やかに応じ就職につなげた。 
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（２）事業の効率性 

   企画提案公募により人材派遣会社へ委託実施したことにより、効

率的な執行ができた。 

その他 新型コロナウイルス感染症の影響もあり、セミナー受講者及び就職者

数が伸び悩んでいる状況であった。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）権利擁護人材育成事業 

事業名 【NO.２３】 

 市民後見推進事業 

【総事業費】 

10,000千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県、市町村 

事業の期間 平成元年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標値：一般の市民も市民後見人として活動できる体制の構

築を目指して、市民後見人養成の取組を推進する。 

事業の内容

（当初計画） 

市民後見人養成講座の実施や、市町村におけるフォローアップ研修等の

実施など、市民後見人を確保できる体制を整備・強化し、地域における

市民後見人の活動を推進する事業を実施する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

市民後見養成研修受講者数  １００人 

 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

市民後見人養成研修受講者数  １０５人 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１）事業の有効性 

認知症高齢者等の権利擁護に係わる人材を確保するため、弁護士

等の専門職以外の後見人である市民後見人を養成することが課題と

なる中、市民後見人養成講座の実施や市町村が実施するフォローア

ップ研修等への支援により、市民後見人の養成が図られた。 

（２）事業の効率性 

   県は、市民後見人養成講座の実施、市町村は、フォローアップ研

修等地域の実情に応じた事業を実施するなど、役割を明確にするこ

とにより、効率的な事業実施が図られた。 

その他  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度岡山県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和２年１月 

岡山県 

令和３年１１月（追記） 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 

（実施状況） 

 ・令和元年 5 月 31 日 医療対策協議会において議論 

 ・令和元年 6 月 26 日 介護保険制度推進委員会において議論 

・令和 2 年 6 月 4 日 医療対策協議会委員から意見聴取 

・令和 2 年 10 月 19 日 介護保険制度推進委員会において議論 

・令和 3 年 6 月 4 日 医療対策協議会委員において議論 

・令和 3 年 7 月 5 日 介護保険制度推進委員会から意見聴取 

 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 

 ・各団体とも相談をしながら、PDCA サイクルをしっかり回して、メリハリをつけ

た事業の検証を行ってほしい。 

（令和元年 5 月 31 日 医療対策協議会意見） 

・就業機会が増え、介護従事者の確保に結びつくよう、事業を実施してほしい。 

（令和元年 6 月 26 日 介護保険制度推進委員会意見） 

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合にどのよう

に事後評価を行うのか検討しておくべきである。 

  （令和 2 年 6 月 4 日 医療対策協議会意見） 
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・ 介護人材の不足について個別事業だけでなく、全体的に状況を把握する視点が必

要である。 

（令和 2 年 10 月 19 日 介護保険制度推進委員会意見） 

・ 新規事業について、早期内示により、出来るだけ早く事業に着手できるようにし

てもらいたい。                                         

（令和 3 年 6 月 4 日 医療対策協議会意見） 

・ 意見なし。 

（令和 3 年 7 月 5 日 介護保険制度推進委員会意見） 
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２．目標の達成状況 

 
平成30年度岡山県計画に規定する目標を再掲し、令和２年度終了時における目標の達成

状況について記載。 

 

■岡山県全体（目標） 

① 岡山県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

○本県の保健医療計画においては、在宅医療体制の充実・強化、医療従事者確保の

取組などを通じて、医療が保健・福祉と連携を取りながら、質の高い医療サービ

スを地域において切れ目なく提供するための保健医療体制の確立を目標としてお

り、本計画と目指すべき方向性は同じであることから、目標達成に向けた指標

は、主に第８次岡山県保健医療計画で掲げたものを抽出して設定することとす

る。 

○平成30年度から令和２年度までを計画期間とする第７期岡山県高齢者保健福祉計

画・介護保険事業支援計画に基づき実施する介護施設等の整備や介護人材の確保

の取組と整合性を保つ目標を設定することとする。 

 

ア 医療機関の役割分担と連携 

・医療機能の分化・連携を進めるため、地域の協議を踏まえ、必要な病床への転換を

図る。 

県内で過剰となっている病床から不足している病床への病床転換数：約 100床(R4) 

・慢性期の病床から在宅医療への移行を推進することにより、慢性期病床を許可病

床数と必要病床数との差の 10%（約 130床）削減 (R7) 

イ 在宅医療・介護の確保 

・在宅看取りを実施している医療機関数 91施設(H26)→101施設(H30) 

・退院患者平均在院日数(病院) 31.7日(H26)→29.3日(H30) 

・在宅歯科医療に取り組む医療機関数の増加 413箇所(H28)→420箇所 (H30) 

ウ 介護施設等の整備 

・小規模多機能型居宅介護事業所   平成 30年度整備数  ３ｶ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 平成 30年度整備数 ２ｶ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

平成 30年度整備数 ５ｶ所 

エ 医療従事者の確保と資質の向上 

・県北医療圏における病院の医師数 388人(H28)→400人(R2) 

・県内の医師不足地域の医療機関に勤務する地域枠卒業医師の数 

2人(H29)→25人(R5) 
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  ・看護師特定行為研修修了者数 4人(H29)→750人(R5) 

・県内どこでも救急医療が適切に提供される体制を構築するため、大学へ設置した

寄附講座「救急総合診療医学講座」により、救急総合診療の地域への普及、救急総

合診療医を育成する。 

 応需率の向上 平成 26年度 76％ → 平成 30年度 78％ 

・地域枠卒業医師だけでなく、より多くの医師、医学生が地域で働く意欲を持てるよ

う、大学へ設置した寄附講座「地域医療人材育成講座」による講義や地域医療実習

などを通じて、地域医療を担う医師を育成する。 

 県北３保健医療圏における病院医師数(精神科単科病院を含む) 

： 391人（H29）→ 400人（H30） 

 オ 介護従事者の確保 

  ・国の施策とあいまって平成 37年までに介護職員の増加 7,800人（平成 27年対比）

を目標とする。 

  ・福祉人材センターを通じての就職数 

   平成 29年度実績 84人 → 平成 30年度 145人 

  ・潜在的有資格者等再就業促進事業を通じての就職数 

   平成 29年度実績 28人 → 平成 30年度 60人 

     ※7,800人 介護職員の需給推計による数（需要数） 

      令和７年 平成 27年 

      41,815人－33,981人≒7,800人 

  

□岡山県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

 ア 医療機関の役割分担と連携 

  ・ 回復期病床等必要な病床への転換では、令和２年度においては、5回の地域

医療構想調整会議が行われた。また、平成30年度に病床転換に係る具体的な整

備計画が定め、地域医療構想調整会議で承認を得た2病院が病院の建替を進

め、病床削減（38床）及び病床転換（急性期等から回復期140床）を実施中で

ある。 

・ 慢性期病床から在宅医療への移行に関しては、慢性期病床が6,056床(R2)と

なっており、目標達成に向けて一定程度進んでいる。 

  イ 在宅医療・介護の確保 

・ 在宅看取りを実施している医療機関数は現時点では未公表のため、評価でき

ていない。 

・ 退院患者平均在院日数(病院)は現時点では未公表のため、評価できていない。 

・ 在宅歯科医療に取り組む医療機関数が432箇所 (R2)であり、目標を達成し

た。 
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  ウ 介護施設等の整備 

   ・ 介護施設等の整備については、地域密着型特別養護老人ホーム５箇所、小規

模多機能型居宅介護事業所3箇所を整備した。 

  エ 医療従事者の確保と資質の向上 

   ・ 県北医療圏における医師数が394人(R2)であったため、目標達成に向けて、

大学とも連携しながら、地域医療センターを核として現状や今後の方向性を整

理した。 

   ・ 卒業後に県内の地域医療を担う医学部学生の数が79人(R3.4)となり、目標を

達成にした。 

   ・ 看護師特定行為研修修了者が50人(R2.12)となり、目標達成に向けて一定程

度進んだ。 

   ・ 大学へ設置した寄附講座「救急総合診療医学講座」により、中山間地域で勤

務する医療者を対象とする研修会を開催し、救急総合診療に対する理解を深め

ることができ、さらに、学生や研修医を対象としたＯＪＴを実施し、救急診療

及び総合診療の臨床能力を身につけ高めることができた。 

   ・大学へ設置した寄附講座「地域医療人材育成講座」による講義や地域医療実習

などを通じて、県内の地域医療を担う総合的な診療能力を有する医師の育成

や、医師確保と地域医療の充実に関する教育研究を行うことができた。    

  オ 介護従事者の確保 

   ・ 福祉人材センターを通じての就職数については60人(R2)にとどまった。 

   ・ 潜在的有資格者等再就業促進事業を通じての就職者数については、10人(R2)

にとどまった。 

 

 ２）見解 

・ 地域医療構想の達成に向けては、病床転換に係る具体的な整備計画が定まった

２医療機関について、地域医療構想調整会議で承認が得られ、その 2 病院が病院

の建替を行い、病床削減及び病床転換を実施中であることから、一定程度の成果

が得られた。 

・ 在宅医療・介護の確保は一定程度の成果が得られた。 

・ 医療従事者の確保は一定程度の成果が得られた。 

・ 介護施設等の整備については、引き続き地域包括ケアシステムの構築に向けて、

第７期岡山県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画等に基づき、地域密着型サ

ービス施設の整備等を行う必要がある。 

・ 福祉・介護人材の就職数については、引き続き増加に向け、関係機関等と連携

し効果的な取組を推進する必要がある。 

 

 

 



   

6 

 

 

 ３）改善の方向性 

・ 地域医療構想の実現に向け、地域医療構想調整会議において、地域包括ケアシ

ステムの構築等、地域における様々な課題を解決するため、引き続き地域での実

情を踏まえた議論を効果的に行う必要がある。 

・ より関係機関が協働し、地域特性に即した地域包括ケアシステムの構築に向け

て継続していく取り組む必要がある。 

・ 引き続き県北医療圏の医師や県内の地域医療を担う医学部生の確保、看護師の

離職防止に取り組む必要がある。 

 

 ４）目標の継続状況 

  ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

■県南東部医療介護総合確保区域（目標） 

① 県南東部区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・医療機能の分化・連携を進めるため、地域の協議を踏まえ、回復期病床等必要な病

床への転換を図る。回復期への病床転換数：約 100床(R3) 

・在宅医療と介護の連携については、患者のニーズに合った包括的かつ継続的な医

療・介護サービスの提供が課題であり、基幹病院とかかりつけ医が機能分担する

病病連携や病診連携の充実、地域において在宅療養を支援する医療・介護連携体

制の強化を図る。 

・要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、在宅サー

ビス等の充実・強化を図る。 

② 計画期間 

 平成 30年４月１日～令和５年３月 31日 

 

□県南東部医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

  ・医療機能の分化・連携や回復期病床等必要な病床への転換を推進するため、地域

医療構想調整会議を開催し、今後の方向性について議論した。 

・地域包括ケアシステムの構築に向け、在宅サービス等を提供できる体制整備が一

定程度進んだ。 

 ２）見解 

  ・おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組むこ

ととする。 
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■県南西部医療介護総合確保区域（目標） 

① 県南西部区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

 ・県南東部区域と同様 

② 計画期間 

 ・県南東部区域と同様 

□県南西部医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 ２）見解 

 ・県南東部区域と同様 

 

■高梁・新見医療介護総合確保区域（目標） 

① 高梁・新見区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・区域外の専門的医療機能を有する医療機関との連携を推進する。 

・在宅医療と介護の連携については、患者のニーズに合った包括的かつ継続的な医 

療・介護サービスの提供が課題であり、基幹病院とかかりつけ医が機能分担する

病病連携や病診連携の充実、地域において在宅療養を支援する医療・介護連携体

制の強化を図る。 

・医師、看護師等の確保・養成に努め、地域における医療提供体制の充実を図る。 

・要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、在宅サー

ビス等の充実・強化を図る。 

② 計画期間 

 平成 30年４月１日～令和５年３月 31日 

 

□高梁・新見医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

  ・地域枠卒業医師の配置や医療機関への補助、看護師への研修等を通じて、医療従

事者の確保が一定程度進んだ。 

  ・地域包括ケアシステムの構築に向け、在宅サービス等を提供できる体制整備が一

定程度進んだ。 

 ２）見解 

  ・おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組むこ

ととする。 

 

■真庭医療介護総合確保区域（目標） 

① 真庭区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・高梁・新見区域と同様 

 ② 計画期間 

  ・高梁・新見区域と同様 

 



   

8 

 

□真庭医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 ２）見解 

 ・高梁・新見区域と同様 

 

■津山・英田医療介護総合確保区域（目標） 

① 津山・英田区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・高梁・新見区域と同様 

 ② 計画期間 

  ・高梁・新見区域と同様 

□津山・英田医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 ２）見解  

 ・高梁・新見区域と同様 
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３．事業の実施状況 

 
平成３０年度岡山県計画に規定した事業について、令和２年度終了時における事業の実施

状況について記載。 

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.1】 

 病床機能分化・連携促進のための基盤整備事業 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

医療機関 

事業の期間 平成３０年４月１日～令和５年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

病床機能の分化・連携に資する施設又は設備の整備を支援することによ

り、高度急性期から、急性期、回復期、慢性期、在宅医療に至るまで一

連のサービスを地域において総合的に確保する必要がある。 

アウトカム指標：病床機能報告において、過剰となっている高度急性期 

及び急性期、慢性期から不足している回復期病床へ約 

100 床を転換。 

（目標年度：令和 4 年度） 

事業の内容

（当初計画） 

地域における急性期から回復期、在宅医療に至る一連のサービスの総

合的な確保が課題になっている。平成 28 年 7 月 1 日現在の本県の回

復期病床数は 2,912 床であるが、令和 7 年の回復期に係る必要病床数

は 6,480 床で、約 3,500 床不足しており、病床の機能分化・連携進め

る必要がある。 

このため、地域医療構想調整会議における協議を踏まえ、過剰となっ

ている病床からから不足する病床への転換を促すこと（現在不足してい

る病床は回復期のみとなっている）とし、転換のための施設整備に対し

て補助を行う。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

対象医療機関数：１機関 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

県内５地域で、平成３０年度においては計２０回、令和元度において

は計１６回、令和２年度において計５回の地域医療構想調整会議が行わ

れた。 
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平成３０年度に病床転換に係る具体的な整備計画を定め、地域医療構

想調整会議で承認を得た２医療機関が、現在、病院の建替を行い、病床

削減（38 床）及び病床転換（急性期等から回復期 140 床）を実施中で

ある。 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた 

観察できなかった → ２医療機関が病床転換に係る施設整備を実施

中のため 

（１）事業の有効性 

令和２年度においては、２医療機関で急性期等から回復期１４０床の

病床転換及び３８床の病床削減を実施中であり、地域医療構想の実現に

向けた支援に有効である。 

（２）事業の効率性 

地域医療構想調整会議において医療機関ごとに事業実施の合意を得

ており、真に必要な整備に限定して実施している。また、施設整備に当

たっては、医療機関において入札を実施することにより、コストの低下

を図っている。 

その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

に関する事業 

事業名 【NO.4】 

地域連携・多職種協働周術期管理モデル普及事業  

【総事業費】 

35,914 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

超高齢社会では手術を契機にフレイルから要介護状態へ移行する患者

の増加が危惧されるため、術後患者の予後を追跡・分析して病床数の適

正化につなげるとともに、生活の質の改善を目指した新しい術後回復プ

ログラムの作成・普及により医療提供体制の効率的運用と医療コストの

削減を図る必要がある。 

アウトカム指標：高度急性期病床の削減（余剰病床数 1,906 床の 10％

以上改善）、慢性期病床の削減（余剰病床数 1,337 床の 5％以上改善）、

高度急性期・急性期からの転換等による回復期病床適正数の確保（不足

病床数 3,576 床の 10％以上改善）（目標年度：R7） 

事業の内容

（当初計画） 

(1)高度急性期病院と術前・術後を担う連携病院間の予後情報管理モデ

ルの構築と普及 

(2)エビデンスに基づく術後回復プログラム作成と、多職種を対象とし

た研修実施 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

(1) 地域基幹病院でのモデル事業実施：1 医療機関 

(2) 研修参加者数：300 名（100 名×3 年）、見学・人事交流：70 名 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

モデル事業実施医療機関数 ： 1 医療機関 

研修参加者数：143名 (H30年度:56名＋R1年度:56名＋R2年度:31名) 

見学・人事交流：22名 

 (H30年度:7名＋R1年度:15名＋R2年度:0名) 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった → 

 

【最新の指標】R2.7.1現在 

       高度急性期 余剰 1,607床（ ▲299）  15.7％改善 

       慢性期   余剰  659床（ ▲678）   50.7％改善 

       回復期   不足 2,665床（＋911）   25.5％改善 
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（１）事業の有効性 

  e ラーニング等の研修による周術期管理モデルの普及を図るな

ど、県内医療機関の連携を強化するとともに、適切な周術期管理プ

ログラムにより、高リスク患者に対して高侵襲手術を施行しても入

院期間を延長することなく退院できるようになり、高度急性期の病

床が改善された。 

 

（２）事業の効率性 

      岡山大学は、周術期管理に関する豊富な知識や経験を有してお

り、予後情報管理モデルの構築に向けたデータ収集や研修に当たり

既存のノウハウを活用し円滑に進めることができている。また、関

係機関との連携を図りやすいことから、スムーズに情報共有、連絡

調整ができており、岡山大学へ委託したことにより、コスト削減に

つながっている。 

 

その他  
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事業の区分 １．医療機能の分化・連携に関する事業 

事業名 【NO.6】 

 周産期緊急搬送補助システム“iPicss”を用いた周産

期搬送連携体制の構築 

【総事業費】 

11,927 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

岡山大学 

事業の期間 平成 30年 8月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

医療機関の機能分化に関しては、特に周産期医療では偏在が顕著な当

県において、周産期医療を安心安全に提供するための搬送体制の強化が

重要であり、緊急搬送連携体制のさらなる推進を図る必要がある。 

周産期救急において統一した搬送システムはなく、周産期緊急搬送補助

システムを用いて搬送通信・伝達手段を一新させ、一般・高次医療間、

施設内の各部署間の連携を円滑化し、役割分担を明確化して、必要な病

床へ適切に患者を移行することで、病床の機能分化・連携促進を図る 

アウトカム指標： 

システムによる搬送件数 0→30件（H30～R2年度） 

事業の内容

（当初計画） 

県内の全分娩取扱施設にタブレットを配備し、iPicss を用いたシス

テムを構築する。 

逐次、運用についての説明を実施し、県内の周産期緊急搬送を当該シ

ステムによって実施することを推進する。 

得られた搬送データを解析することで、理想的で現実的な搬送システム

を構築し、周産期医療の機能分化、棲み分けを促進する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

県内 8割の分娩取扱医療機関がシステムを活用し、県内全域の連携体

制を構築する。 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

開始年度はシステム開発及び県内分娩取扱医療機関への導入事前説

明等による下準備を行った。令和元・2年度で県内全ての分娩取扱医療

機関扱においてシステムの活用による連携体制を構築した。 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた      → 

  指標：システムによる搬送件数：409件 

（１）事業の有効性 

緊急搬送連携体制のさらなる推進を図るために当該事業を実施し

ている。母体・胎児のリスク低減のみならず、一次施設の医療関係者、

搬送関係者等の煩雑さも低減できる。 
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（２）事業の効率性 

１事業者が一括してシステムを管理することで、総額を抑えること

ができる。 

中心的な医療機関が県内の分娩取扱施設をとりまとめることで、上

記が実現している。 

その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.7】 

 晴れやかネット拡張機能（ケアキャビネット）整備

拡充事業 

【総事業費】 

209,990 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県、医療機関等 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～令和 5年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

晴れやかネットの拡張機能として構築した、医療・介護の多職種によ

る情報共有ツール（ケアキャビネット）を運用し、県内の医療・介護連

携のツールとしてさらに発展させるとともに、県民等に対して普及啓発

をし、地域医療の質の向上、地域包括ケア体制の構築を促す。 

上記の内容を、より一層充実させるためのシステム改修等を行い、医

療、介護関係職種のさらなる参加を推進する。 

アウトカム指標：拡張機能参加施設数 

平成 30 年 1 月末時点：344 施設 → 令和 5 年 3 月末：400 施設 

事業の内容

（当初計画） 

医療・介護サービスの質の向上と事業者の業務の効率化を目指して、

医療ネットワーク岡山（愛称：晴れやかネット）及び、拡張機能（医療・

介護関係職種の情報共有システム）の強化を行う。 

①サービス提供記録を報酬請求に必要な帳票の出力に反映させる機能

の付加等のシステム改修を行う。 

②ＩＣＴを用いた多職種連携を県内全域に普及させることを目指して、

ケアキャビネットの利用促進と、利用者のモニタリングによるシステム

の機能強化と運用方法の改善を進めるために、システム利用者の負担に

よる運営が可能な状態に至るまで、試用期間を設ける。 

③医療と介護の連携を向上させるため、「晴れやかネット」基本機能の

システム改修を行う。また、情報を開示する施設に対して、必要な機器

の新設及び更新に係る費用の補助を実施する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

システム整備件数 年１件 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

システム整備件数 年１件 
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事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：拡張機能参加施設数の増加 

 

観察できた →  指標：令和元年度 30施設増加（R元末、454施設） 

            令和２年度 50施設増加（R２末、504施設） 

（１）事業の有効性 

利用者等のニーズを踏まえたシステム改修を行い、県内各地の医療・

介護関係職種への利用拡大を図ることにより、医療・介護サービスの質

の向上と事業者の業務効率化につなげる。 

（２）事業の効率性 

 ケアキャビネットを利用することにより、医療・介護の多職種による

情報共有がリアルタイムに行われるため、複数施設への問い合わせ等に

伴う業務負担が軽減され、効率化につながっている。 

 

その他 令和 3 年度末までの事業計画であったが、執行残を活用し、令和 4 年

度末まで事業期間を延長することとした。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.50】 

地域医療支援センター運営事業  

【総事業費】 

27,492 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

県北３保健医療圏（高梁・新見、真庭、津山・英田）において令和2

年に必要な病院医師数を400人（H28：388人）と推計しており、地域の

状況に応じた医師の確保が必要である。 

アウトカム指標：県北３保健医療圏における令和２年の病院医師数（精

神科単科病院を含む）を400人とする。 

事業の内容

（当初計画） 

地域医療支援センターの本部を県庁内に、支部を岡山大学内に設置

し、次の事業を行う。 

（１）地域医療を担う医師の育成 

地域枠学生・自治医科大学生合同セミナー等 

（２）地域枠卒業医師の医療機関への配置調整 

地域枠卒業医師の配置希望調査（病院）、病院の総合評価等 

（３）地域枠卒業医師のキャリア形成支援 

新たな専門医制度をテーマにしたワークショップ等 

（４）地域枠卒業医師の着任環境の整備に関する助言等 

地域の医療機関の訪問等 

（５）関係機関との連携・協力、情報発信 

（６）ドクターバンク 

 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

医師派遣・あっせん数：26人 

キャリア形成プログラムの作成数：１プログラム 

地域枠卒業医師数に対するキャリア形成プログラム参加医師数の割

合：100％ 

 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

＜平成30年度＞ 

医師派遣・あっせん数：24人 

キャリア形成プログラムの作成数：２プログラム 

地域枠卒業医師数に対するキャリア形成プログラム参加医師数の割

合：100％ 
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＜令和２年度＞ 

医師派遣・あっせん数：40人 

キャリア形成プログラムの作成数：２プログラム 

地域枠卒業医師数に対するキャリア形成プログラム参加医師数の割

合：100％ 

 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標 

観察できた  → 

＜平成３０年度＞ 

 医療機能情報では、H31.3.31時点で、386人となっている。 

 

＜令和２年度＞ 

 医療機能情報では、R3.3.31時点で、394人となっている。 

 

（１）事業の有効性 

・医師の地域偏在を解消するため、県内の医師不足の状況を調査・分

析し、地域医療に従事する医師のキャリア形成の支援、県が指定す

る医療機関への地域枠卒業医師の配置調整を行った。 

・岡山大学の寄附講座（地域医療人材育成講座）と連携し、地域医療

を担う医師の育成を行った。 

（２）事業の効率性 

 ・県庁内に地域医療支援センターを設置するとともに、岡山大学内に

センター支部を委託設置し、地域枠卒業医師と近い関係においてキ

ャリア形成の支援を実施するなど、県直営事業と委託事業の組み合

わせにより、効率的な執行ができたと考える。 

その他  
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平成 29年度岡山県計画に関する 

事後評価 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 

（実施状況） 

 ・平成 30 年 5 月 31 日 医療対策協議会において議論 

 ・平成 30 年 6 月 5 日 介護保険制度推進委員会において議論 

・令和元年 5 月 31 日 医療対策協議会において議論 

 ・令和元年 6 月 26 日 介護保険制度推進委員会において議論 

・令和 2 年 6 月 4 日 医療対策協議会委員から意見聴取 

・令和 2 年 10 月 19 日 介護保険制度推進委員会において議論 

・令和 3 年 6 月 4 日 医療対策協議会委員において議論 

・令和 3 年 7 月 5 日 介護保険制度推進委員会から意見聴取 

 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 

 ・区分２及び４の財源が厳しく新規事業の参入が難しい状況となっており、硬直化

している。 

（平成 30 年 5 月 31 日 医療対策協議会意見） 

・この基金を有効に活用してもらいたい。研修の受講人数などのプロセスも重要だ

が、アウトカムにも注目して欲しい。 

（平成 30 年 6 月 5 日 介護保険制度推進委員会意見） 
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・各団体とも相談をしながら、PDCA サイクルをしっかり回して、メリハリをつけ

た事業の検証を行ってほしい。 

（令和元年 5 月 31 日 医療対策協議会意見） 

・就業機会が増え、介護従事者の確保に結びつくよう、事業を実施してほしい。 

（令和元年 6 月 26 日 介護保険制度推進委員会意見） 

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合にどのよう

に事後評価を行うのか検討しておくべきである。 

  （令和 2 年 6 月 4 日 医療対策協議会意見） 

・ 介護人材の不足について個別事業だけでなく、全体的に状況を把握する視点が必

要である。 

（令和 2 年 10 月 19 日 介護保険制度推進委員会意見） 

・ 新規事業について、早期内示により、出来るだけ早く事業に着手できるようにし

てもらいたい。                                         

（令和 3 年 6 月 4 日 医療対策協議会意見） 

・ 意見なし。 

（令和 3 年 7 月 5 日 介護保険制度推進委員会意見） 
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２．目標の達成状況 

 
平成29年度岡山県計画に規定する目標を再掲し、令和２年度終了時における目標の達成

状況について記載。 

 

■岡山県全体（目標） 

① 岡山県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

○本県の保健医療計画においては、在宅医療体制の充実・強化、医療従事者確保の

取組などを通じて、医療が保健・福祉と連携をとりながら、質の高い医療サービ

スを地域において切れ目なく提供するための保健医療体制の確立を目標としてお

り、本計画と目指すべき方向性は同じであることから、目標達成に向けた指標

は、主に第７次岡山県保健医療計画で掲げたものを抽出して設定することとす

る。 

○また、平成27年度から平成29年度までを計画とする第６期岡山県高齢者保健福祉

計画・介護保険事業支援計画に基づき実施する介護施設等の整備や介護人材の確

保の取組と整合性を保つ目標を設定することとする。 

 

ア 医療機関の役割分担と連携 

・医療機能の分化・連携を進めるため、地域の協議を踏まえ、回復期病床等必要な病

床への転換を図る。  回復期への病床転換数：約 170床(R3) 

・慢性期病床から在宅医療への移行を進める。  慢性期病床削減数：約 160床(R7) 

イ 在宅医療・介護の確保 

・内科診療所のうち在宅療養支援診療所の数の割合 29.9%(H28)→35%(H29) 

・病院(精神科病院を除く)のうち在宅療養支援病院の数の割合 20.4%(H28)→25%(H29) 

・自宅死亡者の割合 11.4%(H28)→13%(H29) 

ウ 介護施設等の整備 

・地域密着型特別養護老人ホーム   平成 29年度整備数 5 ｶ所 

・認知症高齢者グループホーム    平成 29年度整備数 2 ｶ所 

・小規模多機能型居宅介護事業所   平成 29年度整備数 7 ｶ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 平成 29年度整備数 1 ｶ所 

・認知症対応型デイサービス     平成 29年度整備数 1 ｶ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

平成 29年度整備数 5 ｶ所 

エ 医療従事者の確保と資質の向上 

・県北医療圏における医師数（精神科単科病院を除く） 357人(H28)→400人(H29) 

・卒業後に県内の地域医療を担う医学部学生の数 57人(H28)→64人(H29) 
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・県内どこでも救急医療が適切に提供される体制を構築するため、大学へ設置した

寄附講座「救急総合診療医学講座」により、救急総合診療の地域への普及、救急総

合診療医を育成する。 

・地域枠卒業医師だけでなく、より多くの医師、医学生が地域で働く意欲を持てるよ

う、大学へ設置した寄附講座「地域医療人材育成講座」による講義や地域医療実習

などを通じて、地域医療を担う医師を育成する。 

 オ 介護従事者の確保 

  ・国の施策とあいまって令和７年までに介護職員の増加 11,300人（平成 24年対比）

を目標とする。 

  ・福祉人材センターを通じての就職数 

   平成 28年度実績 129人 → 平成 29年度 150人 

  ・潜在的有資格者等再就業促進事業を通じての就職数 

   平成 28年度実績 25人 → 平成 29年度 60人 

     ※11,300人 介護職員の需給推計による数（需要数） 

      令和７年 平成 24年 

      41,266人－29,951人≒11,300人 

 

  

□岡山県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

 ア 医療機関の役割分担と連携 

  ・ 回復期病床等必要な病床への転換では、令和２年度においては、5回の地域

医療構想調整会議が行われた。また、平成30年度に病床転換に係る具体的な整

備計画が定め、地域医療構想調整会議で承認を得た2病院が病院の建替を進

め、病床削減（38床）及び病床転換（急性期等から回復期140床）を実施中で

ある。 

・ 慢性期病床から在宅医療への移行に関しては、慢性期病床が6,056床(R2)と

なっており、目標達成に向けて一定程度進んでいる。 

  イ 在宅医療・介護の確保 

   ・ 内科診療所のうち在宅療養支援診療所の数の割合が28.0%(R2)であったた

め、目標達成に向けて、研修や連携・調整会議等を通じて、地域内の診療所等

のネットワーク化を図っていく。 

   ・ 病院（精神科病院を除く）のうち在宅療養支援病院の数の割合が29.7%(R2)であり、

目標を達成した。 

   ・ 自宅死亡者の割合が13.0%(R2)であり、目標を達成した。 

  ウ 介護施設等の整備 

   ・ 介護施設等の整備については、地域密着型特別養護老人ホーム５箇所、小規

模多機能型居宅介護事業所２箇所を整備した。 
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  エ 医療従事者の確保と資質の向上 

   ・ 県北医療圏における医師数が394人(R2)であったため、目標達成に向けて、

大学とも連携しながら、地域医療センターを核として現状や今後の方向性を整

理した。 

   ・ 卒業後に県内の地域医療を担う医学部学生の数が79人(R3.4)となり、目標を

達成にした。 

   ・ 大学へ設置した寄附講座「救急総合診療医学講座」により、中山間地域で勤

務する医療者を対象とする研修会を開催し、救急総合診療に対する理解を深め

ることができ、さらに、学生や研修医を対象としたＯＪＴを実施し、救急診療

及び総合診療の臨床能力を身につけ高めることができた。 

   ・大学へ設置した寄附講座「地域医療人材育成講座」による講義や地域医療実習

などを通じて、県内の地域医療を担う総合的な診療能力を有する医師の育成

や、医師確保と地域医療の充実に関する教育研究を行うことができた。    

  オ 介護従事者の確保 

   ・ 福祉人材センターを通じての就職数については60人(R2)にとどまった。 

   ・ 潜在的有資格者等再就業促進事業を通じての就職者数については、10人(R2)

にとどまった。 

 

 ２）見解 

・ 地域医療構想の達成に向けては、病床転換に係る具体的な整備計画が定まった

２医療機関について、地域医療構想調整会議で承認が得られ、その 2 病院が病院

の建替を行い、病床削減及び病床転換を実施中であることから、一定程度の成果

が得られた。 

・ 在宅療養支援病院数の割合及び自宅死亡者の割合については目標を達成し、在

宅療養支援診療所数については目標達成に向けて一定程度の成果が得られた。 

・ 医療従事者の確保は目標を達成した。 

・ 介護施設等の整備については、引き続き地域包括ケアシステムの構築に向けて、

第７期岡山県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画等に基づき、地域密着型サ

ービス施設の整備等を行う必要がある。 

・ 福祉・介護人材の就職数については、引き続き増加に向け、関係機関等と連携

し効果的な取組を推進する必要がある。 

 

 ３）改善の方向性 

・ 地域医療構想の実現に向け、地域医療構想調整会議において、地域包括ケアシ

ステムの構築等、地域における様々な課題を解決するため、地域での実情を踏ま

えた議論を効果的に行う必要がある。 
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・ より関係機関が協働し、地域特性に即した地域包括ケアシステムの構築に向け

て継続していく取り組む必要がある。 

・ 引き続き県北医療圏の医師や県内の地域医療を担う医学部生の確保、看護師の

離職防止に取り組む必要がある。 

 

 ４）目標の継続状況 

  ☑ 平成30年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 平成30年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

■県南東部医療介護総合確保区域（目標） 

① 県南東部区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・医療機能の分化・連携を進めるため、地域の協議を踏まえ、回復期病床等必要な病

床への転換を図る。回復期への病床転換数：約 100床(R3) 

・在宅医療と介護の連携については、患者のニーズに合った包括的かつ継続的な医

療・介護サービスの提供が課題であり、基幹病院とかかりつけ医が機能分担する

病病連携や病診連携の充実、地域において在宅療養を支援する医療・介護連携体

制の強化を図る。 

・要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、在宅サー

ビス等の充実・強化を図る。 

② 計画期間 

 平成 29年４月１日～令和５年３月 31日 

 

□県南東部医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

  ・医療機能の分化・連携や回復期病床等必要な病床への転換を推進するため、地域

医療構想調整会議を開催し、今後の方向性について議論した。 

・地域包括ケアシステムの構築に向け、在宅サービス等を提供できる体制整備が一

定程度進んだ。 

 ２）見解 

  ・おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組むこ

ととする。 

 

■県南西部医療介護総合確保区域（目標） 

① 県南西部区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

 ・県南東部区域と同様 

② 計画期間 

 ・県南東部区域と同様 
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□県南西部医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 ２）見解 

 ・県南東部区域と同様 

■高梁・新見医療介護総合確保区域（目標） 

① 高梁・新見区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・区域外の専門的医療機能を有する医療機関との連携を推進する。 

・在宅医療と介護の連携については、患者のニーズに合った包括的かつ継続的な医 

療・介護サービスの提供が課題であり、基幹病院とかかりつけ医が機能分担する

病病連携や病診連携の充実、地域において在宅療養を支援する医療・介護連携体

制の強化を図る。 

・医師、看護師等の確保・養成に努め、地域における医療提供体制の充実を図る。 

・要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、在宅サー

ビス等の充実・強化を図る。 

② 計画期間 

 平成 29年４月１日～令和５年３月 31日 

 

□高梁・新見医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

  ・地域枠卒業医師の配置や医療機関への補助、看護師への研修等を通じて、医療従

事者の確保が一定程度進んだ。 

  ・地域包括ケアシステムの構築に向け、在宅サービス等を提供できる体制整備が一

定程度進んだ。 

 ２）見解 

  ・おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組むこ

ととする。 

 

■真庭医療介護総合確保区域（目標） 

① 真庭区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・高梁・新見区域と同様 

 ② 計画期間 

  ・高梁・新見区域と同様 

 

□真庭医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 ２）見解 

 ・高梁・新見区域と同様 
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■津山・英田医療介護総合確保区域（目標） 

① 津山・英田区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・高梁・新見区域と同様 

 ② 計画期間 

  ・高梁・新見区域と同様 

□津山・英田医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 ２）見解  

 ・高梁・新見区域と同様 
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３．事業の実施状況 

 
平成２９年度岡山県計画に規定した事業について、令和２年度終了時における事業の実施

状況について記載。 

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.1】 

 病床機能分化・連携促進のための基盤整備事業 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

医療機関 

事業の期間 平成２９年４月１日～令和５年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

病床機能報告結果において、回復期を担う病床の割合が低くなってい

るため、必要な病床への転換を図る必要がある。 

アウトカム指標：29 年度基金を活用して整備を行う不足している回復 

期の病床数：約 170 床 

（目標年度：令和４年度） 

事業の内容

（当初計画） 

地域における急性期から回復期、在宅医療に至る一連のサービスの総

合的な確保が課題になっている。平成 28 年 4 月 1 日現在の本県の回

復期病床数は 3,087 床であるが、令和 7 年の回復期に係る必要病床数

は 6,480 床で、約 3,400 床不足しており、病床の機能分化・連携を進

める必要がある。 

このため、地域における協議を踏まえ、地域包括ケア病床や回復期リ

ハビリテーション病床等への転換を促すこととし、転換のための施設整

備に対して補助を行う。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

対象医療機関数：２機関 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

県内５地域で、平成２９年度においては計１２回、平成３０年度にお

いては計２０回、令和元年度においては計１６回、令和２年度において

は計５回の地域医療構想調整会議が行われた。 

平成３０年度に病床転換に係る具体的な整備計画を定め、地域医療構

想調整会議で承認を得た２医療機関が、現在、病院の建替を行い、病床

削減（38 床）及び病床転換（急性期等から回復期 140 床）を実施中で
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ある。 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった → ２医療機関が病床転換に係る施設整備を実施

中のため 

（１）事業の有効性 

令和２年度においては、２医療機関で急性期等から回復期１４０床の

病床転換及び３８床の病床削減を実施中であり、地域医療構想の実現に

向けた支援に有効である。 

 

（２）事業の効率性 

地域医療構想調整会議において医療機関ごとに事業実施の合意を得

ており、真に必要な整備に限定して実施している。また、施設整備に当

たっては、医療機関において入札を実施することにより、コストの低下

を図っている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【NO.29】 

 看護師等養成所運営費補助事業  

【総事業費】 

181,576 千円 

事業の対象
となる区域 

県全体 

事業の実施
主体 看護師等養成所 

事業の期間 
平成２９年４月１日～令和３年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

指導ガイドラインにより、看護師等養成所設置者は、営利を目的としな

い法人であることが原則とされているため、養成所の運営に当たり、教

育内容の向上及び看護師養成力の強化を目的とした支援が必要。 

アウトカム指標：看護職員の従事者数(常勤換算）の増加  

（H26:26,584.8 人→R2: 27,219.4人）  

事業の内容

（当初計画） 

看護職員の確保、看護教育の充実を図るため、厚生労働省等の指定を受

けた看護師等養成所が看護師等の養成を行う場合に、専任教員費、 専

任事務職員費等の経費に対して補助を行う。 

アウトプッ
ト指標（当初
の目標値） 

支援対象施設数及びその定員数 

H28：13 施設 定員数 1,998 人 →：目標 15 施設 定員数 2,418 人 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

支援対象施設数及びその定員数   

＜平成 29年＞ 実績 13施設 定員数 1,960人 

＜令和２年＞ 実績 15施設 定員数 2,456人 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

看護職員業務従事者数(常勤換算) (R2.12.31時点 27,525人) 

 

（１）事業の有効性 

看護師等養成所の運営に当たっては、専任教員の人件費や、講師・実
習施設への謝金等の多額の経費が必要となりこれは、教育水準を確保す
るために不可欠なものである。本事業により、これらの一部を補助する
ことにより、養成所の安定的な運営が図られている。 

 

（２）事業の効率性 

看護師等養成所は、指定規則及びガイドライン等の関係法令に沿った
運営を義務づけられており、当課はそれら関係法令に基づく監督権限を
持っている。この事業実施により、監督官庁として看護師等養成所の運
営状況を把握しつつ、関係法令遵守の指導や、合理的な運営の指導を行
うことが可能となる。また、看護師等養成所側にとっては、事業実施に
より、県からの運営経費等の確認が行われ、かつ人件費が補助されるこ
とにより、より透明性のある運営が担保されるものとなっており、この
ことは、養成所における無駄なコスト削減にも繋がっている。 

その他  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【NO.１】 

 岡山県介護施設等整備事業 

 

【総事業費】 

1,474,631 

千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

 

事業の実施

主体 

介護施設・事業所 

事業の期間 平成２９年４月１日～令和６年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

 

高齢者が住み慣れた地域で日常生活を送ることができる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標値：第６・７・８期岡山県高齢者保健福祉計画・介護保

険事業支援計画で見込んだ定員数の確保を図る。 

事業の内容

（当初計画） 

① 地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進するため、地

域密着型サービス施設等の整備に対して支援を行う。 

② 施設の開設時から安定した質の高いサービスを提供するため、初度経

費等に対して支援を行う。 

③ 施設用地の確保を容易にするため定期借地権の一時金について支援

を行う 

④ 既存の特別養護老人ホームの多床室について、居住環境の質を向上さ

せるため、プライバシー保護のための改修に対して支援を行う 

⑤ 介護療養型医療施設からの転換整備について支援を行う。 

アウトプッ

ト指標（当初 

の目標値） 

① 地域密着型特別養護老人ホーム      ５カ所（定員１４５人） 

 認知症高齢者グループホーム       ２カ所（定員１８人） 

認知症対応型デイサービスセンター    １カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所      ７カ所（定員６３人） 

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ５カ所 

  看護小規模多機能型居宅介護事業所    １カ所（定員９人） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

平成２９年度においては、次の事業に補助した。 

① 小規模多機能型居宅介護事業所      ２カ所（定員１８人） 

② 定期巡回・随時対応型訪問居宅介護事業所 １ヵ所 

平成３０年度においては、次の事業に補助した。 

① 地域密着型特別養護老人ホーム      ５ヵ所（定員１４５人） 

小規模多機能型居宅介護事業所      ２ヶ所（定員１８人） 

② 特別養護老人ホーム           ２ヶ所（定員５５人） 

地域密着型特別養護老人ホーム      ６ヶ所（定員１７４人） 



   

13 

 

  軽費老人ホーム             １ヶ所（定員５０人） 

小規模多機能型居宅介護事業所      ３ヶ所（定員２７人） 

④ 特別養護老人ホーム           ５ヶ所（定員１９４人） 

令和元年度においては、次の事業に補助した。 

① 小規模多機能居宅介護事業所       １ヶ所（定員５人） 

② 介護医療院               ３ヶ所（定員５８人） 

④ 特別養護老人ホーム           ２ヶ所（定員５３人） 

令和２年度においては、次の事業に補助した。 

② 介護医療院               ２ヶ所（定員１３８人） 

④ 特別養護老人ホーム           ２ヶ所（定員７４人） 

⑤ 介護医療院               ２ヶ所（定員１３８人） 

⑥ 【追加事業】コロナ対策（簡易陰圧） 

介護施設等               ２３ヶ所 

 

事業の有効

性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた    → 

（１）事業の有効性 

   地域密着型サービス施設等の整備により、高齢者が住み慣れた地

域で日常生活を送ることができる体制の整備促進が図られた。 

（２）事業の効率性 

   施設整備の工事発注等において、入札など競争性を確保すること

により効率的な事業の実施が図られた。 

その他  
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 

（実施状況） 

・平成 29 年 6 月 5 日 医療対策協議会において議論 

 ・平成 29 年 6 月 6 日 介護保険制度推進委員会において議論 

 ・平成 30 年 5 月 31 日 医療対策協議会において議論 

 ・平成 30 年 6 月 5 日 介護保険制度推進委員会において議論 

・令和元年 5 月 31 日 医療対策協議会において議論 

 ・令和元年 6 月 26 日 介護保険制度推進委員会において議論 

・令和 2 年 6 月 4 日 医療対策協議会委員から意見聴取 

・令和 2 年 10 月 19 日 介護保険制度推進委員会において議論 

・令和 3 年 6 月 4 日 医療対策協議会委員において議論 

・令和 3 年 7 月 5 日 介護保険制度推進委員会から意見聴取 

 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 

・複数年度事業について、実施年度ではなく国に承認された年度計画の事後評価に記

載されるのが、閲覧する上でわかりにくい。 

（平成 29 年 6 月 5 日 医療対策協議会意見） 

・基金事業の予算を効率的に執行してもらいたい。 

（平成 29 年 6 月 6 日 介護保険制度推進委員会意見） 
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 ・区分２及び４の財源が厳しく新規事業の参入が難しい状況となっており、硬直化し

ている。 

（平成 30 年 5 月 31 日 医療対策協議会意見） 

・この基金を有効に活用してもらいたい。研修の受講人数などのプロセスも重要だが、

アウトカムにも注目して欲しい。 

（平成 30 年 6 月 5 日 介護保険制度推進委員会意見） 

・各団体とも相談をしながら、PDCA サイクルをしっかり回して、メリハリをつけた

事業の検証を行ってほしい。 

（令和元年 5 月 31 日 医療対策協議会意見） 

・就業機会が増え、介護従事者の確保に結びつくよう、事業を実施してほしい。 

（令和元年 6 月 26 日 介護保険制度推進委員会意見） 

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合にどのように

事後評価を行うのか検討しておくべきである。 

  （令和 2 年 6 月 4 日 医療対策協議会意見） 

・ 介護人材の不足について個別事業だけでなく、全体的に状況を把握する視点が必要

である。 

（令和 2 年 10 月 19 日 介護保険制度推進委員会意見） 

・ 新規事業について、早期内示により、出来るだけ早く事業に着手できるようにして

もらいたい。                                         

（令和 3 年 6 月 4 日 医療対策協議会意見） 

・ 意見なし。 

（令和 3 年 7 月 5 日 介護保険制度推進委員会意見） 
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２．目標の達成状況 

 
平成28年度岡山県計画に規定する目標を再掲し、令和２年度終了時における目標の達成状

況について記載。 

 

■岡山県全体（目標） 

① 岡山県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

○本県の保健医療計画においては、在宅医療体制の充実・強化、医療従事者確保の

取組などを通じて、医療が保健・福祉と連携をとりながら、質の高い医療サービ

スを地域において切れ目なく提供するための保健医療体制の確立を目標としてお

り、本計画と目指すべき方向性は同じであることから、目標達成に向けた指標は、

主に第７次岡山県保健医療計画で掲げたものを抽出して設定することとする。 

○また、平成27年度から平成29年度までを計画とする第６期岡山県高齢者保健福祉

計画・介護保険事業支援計画に基づき実施する介護施設等の整備や介護人材の確

保の取組と整合性を保つ目標を設定することとする。 

 

ア 医療機関の役割分担と連携 

・医療機能の分化・連携を進めるため、地域の協議を踏まえ、回復期病床等必要な

病床への転換を図る。 

・慢性期病床から在宅医療への移行を進める。 

イ 在宅医療・介護の確保 

・内科診療所のうち在宅療養支援診療所の数の割合 32%→35% 

・病院(精神科病院を除く)のうち在宅療養支援病院の数の割合 21.6%→25% 

・自宅死亡者の割合 11.2%→13% 

※各項目の目標値は平成 29年度末の数値 

ウ 介護施設等の整備 

・地域密着型特別養護老人ホーム   平成 28年度整備数 ８ｶ所 

・認知症高齢者グループホーム    平成 28年度整備数 ２ｶ所 

・小規模多機能型居宅介護事業所   平成 28年度整備数 ８ｶ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 平成 28年度整備数 １ｶ所 

・認知症対応型デイサービス     平成 28年度整備数 １ｶ所 

エ 医療従事者の確保と資質の向上 

・県北医療圏における医師数（精神科単科病院を除く） 362人→400人 

・卒業後に県内の地域医療を担う医学部学生の数 57人→64人 

・県内どこでも救急医療が適切に提供される体制を構築するため、大学へ設置した

寄附講座「救急総合診療医学講座」により、救急総合診療の地域への普及、救急

総合診療医を育成する。 



   

4 

 

・地域枠卒業医師だけでなく、より多くの医師、医学生が地域で働く意欲を持てる

よう、大学へ設置した寄附講座「地域医療人材育成講座」による講義や地域医療

実習などを通じて、地域医療を担う医師を育成する。 

※各項目の目標値は平成 29年度末の数値 

 オ 介護従事者の確保 

  ・国の施策とあいまって令和 7年までに介護職員の増加 11,300人（平成 24年対比）

を目標とする。 

  ・福祉人材センターを通じての就職数 

   平成 27年度実績 125人 → 平成 28年度 150人 

  ・潜在的有資格者等再就業促進事業を通じての就職数 

   平成 27年度実績 24人 → 平成 28年度 60人 

     ※11,300人 介護職員の需給推計による数（需要数） 

      令和 7年 平成 24年 

      41,266人－29,951人≒11,300人 

 

  

□岡山県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

 ア 医療機関の役割分担と連携 

  ・ 回復期病床等必要な病床への転換では、令和２年度においては、5回の地域医

療構想調整会議が行われた。また、平成30年度に病床転換に係る具体的な整備

計画が定め、地域医療構想調整会議で承認を得た2病院が病院の建替を進め、病

床削減（38床）及び病床転換（急性期等から回復期140床）を実施中である。 

・ 慢性期病床から在宅医療への移行に関しては、慢性期病床が6,056床(R2)とな

っており、目標達成に向けて一定程度進んでいる。 

  イ 在宅医療・介護の確保 

   ・ 内科診療所のうち在宅療養支援診療所の数の割合が28.0%(R2)であったため、

目標達成に向けて、研修や連携・調整会議等を通じて、地域内の診療所等のネ

ットワーク化を図っていく。 

   ・ 病院（精神科病院を除く）のうち在宅療養支援病院の数の割合が29.7%(R2)であり、目

標を達成した。 

   ・ 自宅死亡者の割合が13.0%(R2)であり、目標を達成した。 

  ウ 介護施設等の整備 

   ・ 介護施設等の整備については、小規模多機能型居宅介護事業所５箇所、認知

症高齢者グループホームの２箇所を整備した。 
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  エ 医療従事者の確保と資質の向上 

   ・ 県北医療圏における医師数が394人(R2)であったため、目標達成に向けて、大

学とも連携しながら、地域医療センターを核として現状や今後の方向性を整理

した。 

   ・ 卒業後に県内の地域医療を担う医学部学生の数が79人(R3.4)となり、目標を

達成した。 

   ・ 大学へ設置した寄附講座「救急総合診療医学講座」により、中山間地域で勤

務する医療者を対象とする研修会を開催し、救急総合診療に対する理解を深め

ることができ、さらに、学生や研修医を対象としたＯＪＴを実施し、救急診療

及び総合診療の臨床能力を身につけ高めることができた。 

   ・大学へ設置した寄附講座「地域医療人材育成講座」による講義や地域医療実習

などを通じて、県内の地域医療を担う総合的な診療能力を有する医師の育成や、

医師確保と地域医療の充実に関する教育研究を行うことができた。    

  オ 介護従事者の確保 

   ・ 福祉人材センターを通じての就職数については60人(R2)にとどまった。 

   ・ 潜在的有資格者等再就業促進事業を通じての就職者数については、10人(R2)

にとどまった。 

 

 ２）見解 

・ 地域医療構想の達成に向けては、病床転換に係る具体的な整備計画が定まった

２医療機関について、地域医療構想調整会議で承認が得られ、その 2 病院が病院

の建替を行い、病床削減及び病床転換を実施中であることから、一定程度の成果

が得られた。 

・ 在宅療養支援病院数の割合及び自宅死亡者の割合については目標を達成し、在

宅療養支援診療所数は目標達成に向けて一定程度の成果が得られた。 

・ 医療従事者の確保は目標を達成した。 

・ 介護施設等の整備については、引き続き地域包括ケアシステムの構築に向けて、

第７期岡山県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画等に基づき、地域密着型サ

ービス施設の整備等を行う必要がある。 

・ 福祉・介護人材の就職数については、引き続き増加に向け、関係機関等と連携

し効果的な取組を推進する必要がある。 

 

 ３）改善の方向性 

・ 地域医療構想の実現に向け、地域医療構想調整会議において、地域包括ケアシ

ステムの構築等、地域における様々な課題を解決するため、引き続き地域での実

情を踏まえた議論を効果的に行う必要がある。 

・ より関係機関が協働し、地域特性に即した地域包括ケアシステムの構築に向け

て継続していく取り組む必要がある。 
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・ 引き続き県北医療圏の医師や県内の地域医療を担う医学部生の確保、看護師の

離職防止に取り組む必要がある。 

 

 ４）目標の継続状況 

 

  ☑ 平成29年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 平成29年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

■県南東部医療介護総合確保区域（目標） 

① 県南東部区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・医療機能の分化・連携を進めるため、地域の協議を踏まえ、回復期病床等必要な

病床への転換を図る。 

・在宅医療と介護の連携については、患者のニーズに合った包括的かつ継続的な医

療・介護サービスの提供が課題であり、基幹病院とかかりつけ医が機能分担する

病病連携や病診連携の充実、地域において在宅療養を支援する医療・介護連携体

制の強化を図る。 

・要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、在宅サ

ービス等の充実・強化を図る。 

② 計画期間 

 平成 28年４月１日～令和５年３月 31日 

 

□県南東部医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

  ・医療機能の分化・連携や回復期病床等必要な病床への転換を推進するため、地域

医療構想調整会議を開催し、今後の方向性について議論した。 

・地域包括ケアシステムの構築に向け、在宅サービス等を提供できる体制整備が一

定程度進んだ。 

 ２）見解 

  ・おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組むこ

ととする。 

 

■県南西部医療介護総合確保区域（目標） 

① 県南西部区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

 ・県南東部区域と同様 

② 計画期間 

 ・県南東部区域と同様 
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□県南西部医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 ２）見解 

 ・県南東部区域と同様 

■高梁・新見医療介護総合確保区域（目標） 

① 高梁・新見区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・区域外の専門的医療機能を有する医療機関との連携を推進する。 

・在宅医療と介護の連携については、患者のニーズに合った包括的かつ継続的な医 

療・介護サービスの提供が課題であり、基幹病院とかかりつけ医が機能分担する

病病連携や病診連携の充実、地域において在宅療養を支援する医療・介護連携体

制の強化を図る。 

・医師、看護師等の確保・養成に努め、地域における医療提供体制の充実を図る。 

・要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、在宅サ

ービス等の充実・強化を図る。 

② 計画期間 

 平成 28年４月１日～令和５年３月 31日 

 

□高梁・新見医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

  ・地域枠卒業医師の配置や医療機関への補助、看護師への研修等を通じて、医療従

事者の確保が一定程度進んだ。 

  ・地域包括ケアシステムの構築に向け、在宅サービス等を提供できる体制整備が一

定程度進んだ。 

 ２）見解 

  ・おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組むこ

ととする。 

 

■真庭医療介護総合確保区域（目標） 

① 真庭区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・高梁・新見区域と同様 

 ② 計画期間 

  ・高梁・新見区域と同様 

 

□真庭医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 ２）見解 

 ・高梁・新見区域と同様 
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■津山・英田医療介護総合確保区域（目標） 

① 津山・英田区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・高梁・新見区域と同様 

 ② 計画期間 

  ・高梁・新見区域と同様 

□津山・英田医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 ２）見解  

 ・高梁・新見区域と同様 
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３．事業の実施状況 

 
平成２８年度岡山県計画に規定した事業について、令和２年度終了時における事業の実施

状況について記載。 

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.3】 

 病床機能分化・連携促進のための基盤整備事業 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

 

事業の実施

主体 

医療機関 

事業の期間 平成 28 年４月 1 日～令和５年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

病床機能報告結果において、高度急性期を担う病床の割合が高くなっ

ているため、必要な病床への転換を図る必要がある。 

 

アウトカム指標：現在４，２２２床ある高度急性期病床から当面３６０

床を地域包括ケア病床や回復期リハビリテーション病床等へ転換。（目標

年度：令和４年度） 

 

事業の内容 

(当初計画) 

地域における急性期から回復期、在宅医療に至る一連のサービスの総

合的な確保が課題になっているが、平成 27 年度病床機能報告をみると、

本県の場合、全国に比べ高度急性期機能を担うとする病床が多い。 

 このことは、高度急性期を脱した後の受入が逆に不足するおそれがあ

るため、地域における協議を踏まえ、地域包括ケア病床や回復期リハビ

リテーション病床等への転換を促すこととし、転換のための施設整備に

対して補助を行う。 

 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

各区域での調整会議の開催（開催回数：75 回（5 区域で 3 回／年）） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

県内５地域で、平成２８年度においては計８回、平成２９年度におい

ては計１２回、平成３０年度においては計２０回、令和元年度において

は計１６回、令和２年度においては計５回の地域医療構想調整会議が行

われた。 
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平成３０年度に病床転換に係る具体的な整備計画を定め、地域医療構

想調整会議で承認を得た２医療機関が、現在、病院の建替を行い、病床

削減（38床）及び病床転換（急性期等から回復期 140床）を実施中であ

る。 

事業の有効

性・効率性 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた 

観察できなかった → ２医療機関が病床転換に係る施設整備を実施中

のため 

（１）事業の有効性 

令和２年度においては、２医療機関で急性期等から回復期１４０床の

病床転換及び３８床の病床削減を実施中であり、地域医療構想の実現に

向けた支援に有効である。 

（２）事業の効率性 

地域医療構想調整会議において医療機関ごとに事業実施の合意を得て

おり、真に必要な整備に限定して実施している。また、施設整備に当た

っては、医療機関において入札を実施することにより、コストの低下を

図っている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.２７】 

小児救急医療電話相談事業 

【総事業費】 

17,379 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 平成 28 年４月 1 日～令和３年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

 救急医療のかかり方等について保護者等の理解をより深めることで、

適切な救急医療機関の利用を促進していく必要がある。 

アウトカム指標：電話相談により、直ちに受診する必要がなくなった人

の割合の増加 （Ｈ27 年度：７６．５％→Ｒ２年度：８２．０％）  

事業の内容 

(当初計画) 

平日の１９時から翌朝８時、土日祝・年末年始の１８時から翌朝８時

までの間、急に子どもが体調を崩した際の保護者等からの電話相談に対

して、医療機関受診の要否や対処法について看護師等が助言する、電話

相談事業を実施する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

小児救急電話相談の件数 

（Ｈ27 年度：１６，３７８件→Ｒ２年度：１６，８００件） 

            ※Ｈ28 年度：１６，４００件 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

小児救急電話相談の件数 

（Ｈ27 年度：１６，３７８件→Ｒ２年度：９，９７７件） 

            ※Ｈ28 年度：１５，８９３件 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

電話相談により、直ちに受診する必要がなくなった人の割合の増加 

観察できた → H27：76.5%→R2：73.3% 

毎年委託業者が代わっており、対応や評価が異なることが考えられる。 

（１）事業の有効性 

 夜間・休日に急に子どもが体調を崩した際に、保護者等からの電話相

談に対して、医療機関受診の要否や対処法について助言等を行うことに

より、適切な救急機関の利用ができる。 

（２）事業の効率性 

 救急医療のかかり方について、保護者等の理解を深め、適切な救急医

療機関の利用の促進につながる。 

その他  
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 

（実施状況） 

 ・平成 28 年 6 月 20 日 医療対策協議会において議論 

 ・平成 28 年 6 月 21 日 介護保険制度推進委員会において議論 

・平成 29 年 6 月 5 日 医療対策協議会において議論 

 ・平成 29 年 6 月 6 日 介護保険制度推進委員会において議論 

 ・平成 30 年 5 月 31 日 医療対策協議会において議論 

 ・平成 30 年 6 月 5 日 介護保険制度推進委員会において議論 

 ・令和元年 5 月 31 日 医療対策協議会において議論 

 ・令和元年 6 月 26 日 介護保険制度推進委員会において議論 

・令和 2 年 6 月 4 日 医療対策協議会委員から意見聴取 

・令和 2 年 10 月 19 日 介護保険制度推進委員会において議論 

・令和 3 年 6 月 4 日 医療対策協議会委員において議論 

・令和 3 年 7 月 5 日 介護保険制度推進委員会から意見聴取 

 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 

・事業の実施状況を分かりやすく、公開してもらいたい。 

（平成 28 年 6 月 20 日 医療対策協議会意見） 

・目標の達成に向け PDCAを回しながら、効率的に事業を行ってもらいたい。                       

（平成 28 年 6 月 21 日 介護保険制度推進委員会意見） 
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・複数年度事業について、実施年度ではなく国に承認された年度計画の事後評価に記

載されるのが、閲覧する上でわかりにくい。 

（平成 29 年 6 月 5 日 医療対策協議会意見） 

・基金事業の予算を効率的に執行してもらいたい。 

（平成 29 年 6 月 6 日 介護保険制度推進委員会意見） 

 ・区分２及び４の財源が厳しく新規事業の参入が難しい状況となっており、硬直化し

ている。 

（平成 30 年 5 月 31 日 医療対策協議会意見） 

・この基金を有効に活用してもらいたい。研修の受講人数などのプロセスも重要だが、

アウトカムにも注目して欲しい。 

（平成 30 年 6 月 5 日 介護保険制度推進委員会意見） 

・各団体とも相談をしながら、PDCA サイクルをしっかり回して、メリハリをつけた

事業の検証を行ってほしい。 

（令和元年 5 月 31 日 医療対策協議会意見） 

・就業機会が増え、介護従事者の確保に結びつくよう、事業を実施してほしい。 

（令和元年 6 月 26 日 介護保険制度推進委員会意見） 

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合にどのように

事後評価を行うのか検討しておくべきである。 

  （令和 2 年 6 月 4 日 医療対策協議会意見） 

・ 介護人材の不足について個別事業だけでなく、全体的に状況を把握する視点が必要

である。 

（令和 2 年 10 月 19 日 介護保険制度推進委員会意見） 

・ 新規事業について、早期内示により、出来るだけ早く事業に着手できるようにして

もらいたい。                                         

（令和 3 年 6 月 4 日 医療対策協議会意見） 

・ 意見なし。 

（令和 3 年 7 月 5 日 介護保険制度推進委員会意見） 
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２．目標の達成状況 

 
平成27年度岡山県計画に規定する目標を再掲し、令和２年度終了時における目標の達成状

況について記載。 

 

■岡山県全体（目標） 

① 岡山県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

○本県の保健医療計画においては、在宅医療体制の充実・強化、医療従事者確保の

取組などを通じて、医療が保健・福祉と連携をとりながら、質の高い医療サービ

スを地域において切れ目なく提供するための保健医療体制の確立を目標としてお

り、本計画と目指すべき方向性は同じであることから、目標達成に向けた指標は、

主に第６次岡山県保健医療計画で掲げたものを抽出して設定することとする。 

○また、平成27年度から平成29年度までを計画とする第６期岡山県高齢者保健福祉

計画・介護保険事業支援計画に基づき実施する介護施設等の整備や介護人材の確

保の取組と整合性を保つ目標を設定することとする。 

 

 ア 医療機関の役割分担と連携 

  ・医療情報ネットワーク参加医療機関数 435→440 

・複数の病院間で画像情報を共有するシステムを構築し、専門医業務を効率化する。 

・医療機能の分化・連携を進めるため、地域の協議を踏まえ、回復期病床等必要な

病床への転換を図る。 

※各項目の目標値は平成 27年度末の数値 

イ 在宅医療・介護の確保 

・内科診療所のうち在宅療養支援診療所の数の割合 26.4%→30% 

・病院(精神科病院を除く)のうち在宅療養支援病院の数の割合 7.5%→20% 

・医療・介護の連携に向けて、地域包括ケア支援コーディネーターを設置し、地区

医師会・市町村への支援を行い、地域包括ケアシステムを構築する。 

※各項目の目標値は平成 27年度末の数値 

ウ 介護施設等の整備 

・小規模多機能型居宅介護 平成 27年度整備数 ４ｶ所 

 ・認知症対応型通所介護  平成 27年度整備数 １ｶ所 

エ 医療従事者の確保と資質の向上 

・県北医療圏における医師数（精神科単科病院を除く） 339人→400人 

・卒業後に県内の地域医療を担う医学部学生の数 26人→66人 

・県内どこでも救急医療が適切に提供される体制を構築するため、大学へ寄附講座

を設置し、救急総合診療の地域への普及、救急総合診療医を育成する。 
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・新卒訪問看護師の養成・確保を行うために、養成プログラムを作成し、自律した

活動ができる人材を育成する。 

※各項目の目標値は平成 27年度末の数値 

 オ 介護従事者の確保 

  ・国の施策とあいまって令和７年までに介護職員の増加 11,300 人（平成 24 年対比

を目標とする。 

  ・福祉人材センターを通じての就職数 

   平成 26年度実績 136人 → 平成 27年度 150人 

  ・潜在的有資格者等再就業促進事業を通じての就職数 

   平成 26年度実績 27人 → 平成 27年度 40人 

     ※11,300人 介護職員の需給推計による数（需要数） 

      令和７年 平成 24年 

      41,266人－29,951人≒11,300人 

 

□岡山県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

 ア 医療機関の役割分担と連携 

  ・ 医療ネットワーク参加医療機関数で348(R3.3)となり、目標達成に向けて一定

程度進んだ。また、同システムの拡張機能（医療・介護の多職種による情報共

有システム）には、504施設（R3.3）が参加し、多職種連携が促進された。 

  ・ 複数の病院間で画像情報を共有するシステムの構築では、運用テストを行い、

晴れやかネットで開示した画像を開示先病院側で情報共有を行い閲覧、読影を

行った。また、画像情報共有による読影結果内容を電子カルテへ記載した。 

  ・ 回復期病床等必要な病床への転換では、令和２年度においては、5回の地域医

療構想調整会議が行われた。また、平成30年度に病床転換に係る具体的な整備

計画が定め、地域医療構想調整会議で承認を得た2病院が病院の建替を進め、病

床削減（38床）及び病床転換（急性期等から回復期140床）を実施中である。 

  イ 在宅医療・介護の確保 

   ・ 内科診療所のうち在宅療養支援診療所の数の割合が28.0%(R2)となり、目標達

成に向けて一定程度進んだ。 

   ・ 病院（精神科病院を除く）のうち在宅療養支援病院の数の割合が29.7%(R2)となり、目

標を達成した。 

   ・ 医療・介護連携に向けた地域包括ケアシステムの構築では、「地域包括ケア

部会」や「岡山県地域医療構想・包括ケアシステム研究会」を開催し、地地域

医療構想の具体的に取り組むべき方向性、地域づくりの実践的な取り組み事例、

自立支援を目指した予防等について議論を行い、次年度以降の取り組みの示唆

を得ることができた。 
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  ウ 介護施設等の整備 

   ・ 介護施設等の整備については、小規模多機能型居宅介護事業所４箇所、認知

症高齢者グループホームの２箇所を整備した。 

  エ 医療従事者の確保と資質の向上 

   ・ 県北医療圏における医師数が394人(R2)となり、目標達成に向けて一定程度進

んだ。 

   ・ 卒業後に県内の地域医療を担う医学部学生の数が79人(R3.4)となり、目標を

達成した。 

   ・大学へ寄附講座を設置し、寄附講座の特任教授として、救急医療の専門家（教

授）を新たに招聘し、医療従事者に対する救急医療の実務研修を実施するとと

もに、救急総合診療医の養成プログラムの開発にも取り組んだ。 

   ・ 新卒訪問看護師の養成・確保を行うため、「新卒訪問看護師育成検討委員会」

において、養成プログラムを作成した。 

  オ 介護従事者の確保 

   ・ 福祉人材センターを通じての就職数については60人(R2)にとどまった。 

・ 潜在的有資格者等再就業促進事業を通じての就職者数については、10人(R2)

にとどまった。 

 

 ２）見解 

・ 地域医療構想の達成に向けては、病床転換に係る具体的な整備計画が定まった

２医療機関について、地域医療構想調整会議で承認が得られ、その 2 病院が病院

の建替を行い、病床削減及び病床転換を実施中であることから、一定程度の成果

が得られた。 

・ 在宅療養支援診療所数の割合については目標達成に向けて一定程度進み、在宅

療養支援病院数の割合については目標を達成した。 

・ 医療従事者の確保は目標を達成した。 

・ 介護施設等の整備については、引き続き地域包括ケアシステムの構築に向けて、

第７期岡山県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画等に基づき、地域密着型サ

ービス施設の整備等を行う必要がある。 

・ 福祉・介護人材の就職数については、引き続き増加に向け、関係機関等と連携

し効果的な取組を推進する必要がある。 

 

 ３）改善の方向性 

・ 地域医療構想の実現に向け、地域医療構想調整会議において、地域包括ケアシ

ステムの構築等、地域における様々な課題を解決するため、引き続き地域での実

情を踏まえた議論を効果的に行う必要がある。 
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・ より関係機関が協働し、地域特性に即した地域包括ケアシステムの構築に向け

て継続していく取り組む必要がある。 

・ 引き続き県北医療圏の医師や県内の地域医療を担う医学部生の確保、看護師の

離職防止に取り組む必要がある。 

 

 ４）目標の継続状況 

 

  ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

■県南東部医療介護総合確保区域（目標） 

① 県南東部区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・医療機能の分化・連携を進めるため、地域の協議を踏まえ、回復期病床等必要な

病床への転換を図る。 

・在宅医療と介護の連携については、患者のニーズに合った包括的かつ継続的な医 

療・介護サービスの提供が課題であり、基幹病院とかかりつけ医が機能分担する

病病連携や病診連携の充実、地域において在宅療養を支援する医療・介護連携体

制の強化を図る。 

・要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、在宅サ

ービス等の充実・強化を図る。 

② 計画期間 

 平成 27年４月１日～令和５年３月 31日 

 

□県南東部医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

  ・医療機能の分化・連携や回復期病床等必要な病床への転換を推進するため、地域

医療構想調整会議を開催し、今後の方向性について議論した。 

・医療ネットワークへの参加により、基幹病院とかかりつけ医が機能分担する病病

連携や病診連携が一定程度進んだ。 

・地域包括ケアシステムの構築に向け、在宅サービス等を提供できる体制整備が一

定程度進んだ。 

 ２）見解 

  ・おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組むこ

ととする。 

■県南西部医療介護総合確保区域（目標） 

① 県南西部区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

 ・県南東部区域と同様 

② 計画期間 

 ・県南東部区域と同様 
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□県南西部医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 ２）見解 

 ・県南東部区域と同様 

 

■高梁・新見医療介護総合確保区域（目標） 

① 高梁・新見区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・区域外の専門的医療機能を有する医療機関との連携を推進する。 

・在宅医療と介護の連携については、患者のニーズに合った包括的かつ継続的な医 

療・介護サービスの提供が課題であり、基幹病院とかかりつけ医が機能分担する

病病連携や病診連携の充実、地域において在宅療養を支援する医療・介護連携体

制の強化を図る。 

・医師、看護師等の確保・養成に努め、地域における医療提供体制の充実を図る。 

・要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、在宅サ

ービス等の充実・強化を図る。 

② 計画期間 

 平成 27年４月１日～令和５年３月 31日 

 

□高梁・新見医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

  ・医療ネットワークへの参加により、基幹病院とかかりつけ医が機能分担する病病

連携や病診連携が一定程度進んだ。 

・医療機関への補助や看護師への研修等を通じて、医療従事者の確保が一定程度進

んだ。 

  ・地域包括ケアシステムの構築に向け、在宅サービス等を提供できる体制整備が一

定程度進んだ。 

 ２）見解 

  ・おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組むこ

ととする。 

 

■真庭医療介護総合確保区域（目標） 

① 真庭区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・高梁・新見区域と同様 

 ② 計画期間 

  ・高梁・新見区域と同様 

 

□真庭医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 ２）見解 

 ・高梁・新見区域と同様 
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■津山・英田医療介護総合確保区域（目標） 

① 津山・英田区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

・高梁・新見区域と同様 

 ② 計画期間 

  ・高梁・新見区域と同様 

□津山・英田医療介護総合確保区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 ２）見解  

 ・高梁・新見区域と同様 
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３．事業の実施状況 

 
平成２７年度岡山県計画に規定した事業について、令和２年度終了時における事業の実施

状況について記載。 

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.４】 

 病床機能分化・連携促進のための基盤整備事業 

【総事業費】 

449,505 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

 

事業の実施

主体 

県、医療機関 

事業の期間 平成 27 年４月１日～令和５年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

病床機能報告結果において、高度急性期を担う病床の割合が高くなっ

ているため、必要な病床への転換を図る必要がある。 

アウトカム指標：高度急性期病床からの転換（当面約５７０床） 

事業の内容 

(当初計画) 

 地域における急性期から回復期、在宅医療に至る一連のサービスの総

合的な確保が課題になっているが、平成 26年度病床機能報告をみると、

本県の場合、全国に比べ高度急性期機能を担うとする病床が多い。 

 このことは、高度急性期を脱した後の受入が逆に不足するおそれがあ

るため、地域における協議を踏まえ、地域包括ケア病床や回復期リハビ

リテーション病床等への転換を促すこととし、転換のための施設整備に

対して補助を行う。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

高度急性期を担う病床から地域包括ケア病床や回復期リハビリテーシ

ョン病床を担う病床等への転換を促す。  

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

県内５地域で、平成２８年度においては計８回、平成２９年度におい

ては計１２回、平成３０年度においては計２０回、令和元年度において

は計１６回、令和２年度においては計５回の地域医療構想調整会議が行

われた。 

平成３０年度に病床転換に係る具体的な整備計画を定め、地域医療構

想調整会議で承認を得た２医療機関が、現在、病院の建替を行い、病床

削減（38床）及び病床転換（急性期等から回復期 140床）を実施中であ

る。 
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事業の有効

性・効率性 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった → ２医療機関が病床転換に係る施設整備を実施中

のため 

（１）事業の有効性 

令和２年度においては、２医療機関で急性期等から回復期１４０床の

病床転換及び３８床の病床削減を実施中であり、地域医療構想の実現に

向けた支援に有効である。 

 

（２）事業の効率性 

地域医療構想調整会議において医療機関ごとに事業実施の合意を得て

おり、真に必要な整備に限定して実施している。また、施設整備に当た

っては、医療機関において入札を実施することにより、コストの低下を

図っている。 

その他 令和 3 年度末までの事業計画であったが、執行残等を活用し、令和 4 年

度末まで事業期間を延長することとした。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.３８】 

 小児救急医療電話相談事業 

【総事業費】 

15,042 千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

 

事業の実施

主体 

県 

事業の期間 平成 27 年４月１日～平成３年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

救急医療のかかり方等について保護者等の理解をより深めることで、

適切な救急医療機関の利用を促進していく必要がある。 

アウトカム指標：相談対応内容や理解満足度 

事業の内容 

(当初計画) 

 平日の１９時から翌朝８時、土日祝・年末年始の１８時から翌朝８時

までの間、急に子どもが体調を崩した際のその保護者等からの電話相談

に対して、医療機関受診の要否や対処法について看護師等が助言する、

電話相談事業を実施する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

小児救急患者の保護者などの不安や悩み、症状への対応方法等につい

て電話で相談し、適切な救急医療機関の利用ができる。 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

小児救急医療体制の整備を図るため、平日の１９時から翌朝８時、土

日祝及び年末年始の１８時から翌朝８時までの間、16,378 件(H27)、 

9,977 件(R2)の電話相談を受けた。 

 

 

事業の有効

性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

相談件数が 4,520 件増加（平成 26 年度 11,858 件） 

相談件数が 7,368 件減少（令和元年度 17,345 件） 

【平成 27 年度】 

観察できた → 

対応として、119 番を勧めるが 0.4％、指導・助言で解決が 23％、昼

間かかりつけ医を受診するように勧めるが 18.6％となっている。利用者

の理解納得度も「満足した」「どちらかといえば満足した」が約 96％を

占めている。 
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【令和 2 年度】 

観察できた → 

新型コロナウイルス感染症の流行とともに、夜間の電話相談は減少傾

向にあった。 

対応として、119 番を勧めるが 1％、指導・助言で解決が 33％、昼間

かかりつけ医を受診するように勧めるが 12％となっている。利用者の理

解納得度も「満足した」「どちらかといえば満足した」が約 98.7％を占

めている。 

（１）事業の有効性 

小児救急患者の保護者等の不安や症状への対応方法等について、電話

で相談に応じるものであり、小児救急医療への負担軽減につながったと

考える。 

 

（２）事業の効率性 

岡山県医師会の協力を得ることにより、電話相談に対応する相談員の

人材確保が可能となった。また、深夜帯休日は相談実績のある業者委託

とし、効率よく事業を実施した。 

 

その他  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【NO.１】 

 岡山県介護施設等整備事業 

 

【総事業費】 

834,302 

千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

 

事業の実施

主体 

介護施設・事業所 

事業の期間 平成２７年４月１日～令和６年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

 

高齢者が住み慣れた地域で日常生活を送ることができる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標値：第７・８期岡山県高齢者保健福祉計画・介護保険事

業支援計画で見込んだ定員数の確保を図る。 

事業の内容

（当初計画） 

① 地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進するため、地

域密着型サービス施設等の整備に対して支援を行う。 

② 施設の開設時から安定した質の高いサービスを提供するため、初度経

費等に対して支援を行う。 

アウトプッ

ト指標（当初 

の目標値） 

①② 

 地域密着型特別養護老人ホーム     ８カ所（定員２３２人） 

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護   ３カ所 

  小規模多機能型居宅介護       １１カ所（定員９９人） 

  認知症高齢者グループホーム     １１カ所（定員１２６人） 

  看護小規模多機能型居宅介護事業所   ５カ所（定員４５人） 

  訪問看護ステーション（サテライト）  １カ所 

  その他（施設開設準備経費補助等）      （定員４４９人） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和元年度においては、次の事業に補助した。 

① 小規模多機能型居宅介護事業所     １カ所（定員９人） 

② 特別養護老人ホーム          １カ所（定員９人） 

 小規模多機能型居宅介護事業所     ３カ所（定員２２人） 

看護小規模多機能型居宅介護事業所   １カ所（定員９人） 

令和２年度においては、次の事業に補助した。 

① 地域密着型特別養護老人ホーム     ３カ所（定員６８人） 

  小規模多機能型居宅介護事業所     ２カ所（定員１８名） 

  看護小規模多機能型居宅介護事業所   ４カ所（定員３６人） 

② 特別養護老人ホーム          ３カ所（定員１９１人） 

  地域密着型特別養護老人ホーム     ３カ所（定員６８人） 
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  小規模多機能型居宅介護事業所     ２カ所（定員１８人） 

  看護小規模多機能型居宅介護事業所   ４カ所（定員３６人） 

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所１カ所 

③ 【追加事業】介護ロボット・ICT導入支援 

  特別養護老人ホーム          １カ所（定員６０人） 

  介護老人保健施設           ２カ所（定員１４０人） 

  軽費老人ホーム            １カ所（定員６７人） 

  認知症対応型共同生活介護事業所    １カ所（定員１８人） 

事業の有効

性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた    → 

（１）事業の有効性 

   地域密着型サービス施設等の整備により、高齢者が住み慣れた地

域で日常生活を送ることができる体制の整備促進が図られた。 

（２）事業の効率性 

   施設整備の工事発注等において、入札など競争性を確保すること

により効率的な事業の実施が図られた。 

その他 ※平成２７年度補正分 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層（若者、女性、高齢者）に応じたマッチング機

能強化事業 

事業名 【NO.２９】 

 訪問看護ステーションへの看護職員入職促進事業 

【総事業費】 

7,808千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

 

事業の実施

主体 

訪問看護ステーション 

事業の期間 平成２７年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が住み慣れた地域で日常生活を送ることができる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標値：平成３７年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万１千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

訪問看護の経験のない看護職員を新たに雇用する訪問看護ステーション

が、新任職員に対するＯＪＴを実施する場合に補助する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

ＯＪＴを受ける新人看護職員数 ６０人 

（３０人×２年） 

 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、ＯＪＴを受けた新人看護職員数 ２９人 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１）事業の有効性 

   訪問看護未経験者の看護職を９０日間かけてＯＪＴを実施するこ

とで、単独訪問が可能となる独り立ちまでの過程を事業所内で共有

することができた。 

（２）事業の効率性 

   ＯＪＴを実施するに当たり、指導に当たった者の原点回帰と意欲

向上も促し、ＯＪＴを実施した事業所全体の質の向上につながった。 

その他 訪問看護を安定的に供給していくためには、事業所毎の構成人数の増

員が不可欠となる。小規模人員の事業所が新たな看護職を雇い入れする

場合は、経済的損失のリスクも伴うことから、当該事業が雇い入れ時の
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負担軽減の一助になっている。 

※平成２７年度補正分 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）研修代替要因の確保支援 

（小項目）各種研修に係る代替要員の確保対策事業 

事業名 【NO.３０】 

 実務者研修等代替職員確保支援事業 

【総事業費】 

1,561千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

 

事業の実施

主体 

介護施設・事業所 

事業の期間 平成２７年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が住み慣れた地域で日常生活を送ることができる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標値：平成３７年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 

介護サービス事業所等が介護福祉士国家試験の受験資格要件である「実

務者研修」をはじめとする各種研修を現任職員に受講させる際必要とな

る代替職員の確保に係る経費を支援する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

現任職員研修受講者数 延べ１００人 

（５０人×２年） 

 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和２年度においては、 

○現任介護職員研修受講者数 ８人  

事業の有効

性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた     → 

（１）事業の有効性 

   現任職員の研修受講時に必要となる代替職員確保に係る経費を支

援することで、介護職員の資質の向上を図るとともに、研修を受講

しやすい環境の整備を進めた。 

（２）事業の効率性 

   介護サービス事業所等の実情に応じて支援を行うことにより、介

護職員の資質向上や介護職場の環境改善が効率的に図られた。 

その他 ※平成２７年度補正分 
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平成 26年度岡山県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
平成２７年６月 

岡山県 

令和３年１１月（追記） 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 

（実施状況） 

 ・平成 27 年 6 月 15 日 医療対策協議会において議論 

 ・平成 28 年 6 月 20 日 医療対策協議会において議論 

 ・平成 29 年 6 月 05 日 医療対策協議会において議論 

 ・平成 30 年 5 月 31 日 医療対策協議会において議論 

 ・令和元年 5 月 31 日  医療対策協議会において議論 

 ・令和 2 年 6 月 4 日  医療対策協議会委員から意見聴取 

 ・令和 3 年 6 月 4 日  医療対策協議会において議論 

 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

 

 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 

・平成 26 年度は、着手が年度の第４四半期となり実施に至らなかった事業があるこ

とは理解できるが、必要な事業は計画を変更して適切に実施してもらいたい。 

（平成 27 年 6 月 15 日 医療対策協議会意見） 

・事業の実施状況を分かりやすく、公開してもらいたい。 

（平成 28 年 6 月 20 日 医療対策協議会意見） 

・複数年度事業について、実施年度ではなく国に承認された年度計画の事後評価に記

載されるのが、閲覧する上でわかりにくい。 

（平成 29 年 6 月 5 日 医療対策協議会意見） 
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・区分２及び４の財源が厳しく新規事業の参入が難しい状況となっており、硬直化し

ている。 

（平成 30 年 5 月 31 日 医療対策協議会意見） 

・各団体とも相談をしながら、PDCA サイクルをしっかり回して、メリハリをつけた

事業の検証を行ってほしい。 

（令和元年 5 月 31 日 医療対策協議会意見） 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合にどのよう

に事後評価を行うのか検討しておくべきである。                                         

（令和 2 年 6 月 4 日 医療対策協議会意見） 

・ 新規事業について、早期内示により、出来るだけ早く事業に着手できるようにして

もらいたい。                                         

（令和 3 年 6 月 4 日 医療対策協議会意見） 
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２．目標の達成状況 

 
平成26年度岡山県計画に規定する目標を再掲し、令和２年度終了時における目標の達成状

況について記載。 

 

■岡山県全体（目標） 

① 岡山県の医療の確保に関する目標 

本県においては、在宅医療体制の充実・強化、医療従事者確保の取組などを通じ

て、医療が保健・福祉と連携を取りながら、質の高い医療サービスを地域において

切れ目なく提供するための保健医療体制の確立等を目標としている。 

ついては、県全体の目標として掲げている指標に基づき、医療及び介護の総合的

な確保に向けた取組を実施していくこととする。 

 

・ 内科診療所のうち在宅療養支援診療所の数の割合    26.4% → 30% 

・ 病院（精神科病院を除く）のうち在宅療養支援病院の数の割合   7.5% → 20% 

・ 県北医療圏における医師数（精神科病院を除く）         339人 → 400人 

・ 卒業後に県内の地域医療を担う医学部学生の数      26人 →  66人 

 

□岡山県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

・  内科診療所のうち在宅療養支援診療所の数の割合が28.0%(R2)となり、目標達成

に向けて一定程度進んだ。 

・  病院（精神科病院を除く）のうち在宅療養支援病院の数の割合が29.7%(R2)となり、目標

を達成した。 

・ 県北医療圏における医師数（精神科病院を除く）が394人(R2)となり、目標達成に向けて

一定程度進んだ。 

・  卒業後に県内の地域医療を担う医学部学生の数が79人(R3.4)となり、目標を達

成した。 

 

 ２）見解 

・ 在宅療養支援診療所数の割合については目標に達しなかったが、在宅療養支援

病院数の割合については目標を達成した。 

・ 医療従事者の確保は一定程度の成果が得られた。 
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３）改善の方向性 

・ より関係機関が協働し、地域特性に即した地域包括ケアシステムの構築に向け

て継続していく取り組む必要がある。 

・ 引き続き県北医療圏の医師や県内の地域医療を担う医学部生の確保、看護師の

離職防止に取り組む必要がある。 

 

 ４）目標の継続状況 

 

  ☑ 平成27年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 平成27年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 

 
平成２６年度県計画に規定した事業について、令和２年度終了時における事業の実施状況

について記載。 

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.１】 

 地域医療ネットワーク基盤整備事業 

【総事業費】 

71,173千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

 

事業の期間 平成 27年 3月 1日～令和 5年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 これまで、自らが保有する電子カルテや画像等の診療情報を公開する

病院に対して設備整備を行っているが、診療所や保険薬局からも情報開

示が行える環境を新たに整備し、双方向の医療情報連携を可能とし、医

療機関等の情報の共有を更に促進する。 

 

事業の達成

状況 

＜平成 26年度＞ 

双方向の医療情報連携の有効性を検討するための調査を予定していた

が、同時期に総務省が実施したモデル事業により、調査の目的である医

療情報連携の有効性が確認できたことから、実施しなかった。 

 

＜平成 27年度＞ 

総務省のモデル事業では県内の一部の地域で実証実験を行ったことか

ら、県内全域における双方向事業の方向性を新たに検討した。 

 

＜平成 28年度＞ 

 システムの方向性や仕組みを検討する会議体を設置し、具体的な構築

に向けた検討を行い、医療情報を双方向に共有するためのシステムの構

築を行った。 

 

＜平成 29年度＞ 

平成 28年度に引き続き、医療情報を双方向に共有するためのシステム

の構築を継続して実施した。 
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＜平成 30年度＞ 

これまでに引き続き、医療情報を双方向に共有するためのシステムの

構築を継続して実施した。 

 

＜令和元年度＞ 

これまでに引き続き、医療情報を双方向に共有するためのシステムの

構築を継続して実施した。 

アウトカム指標：令和元年度システム設置件数 7件 

 

＜令和２年度＞ 

  これまでに引き続き、医療情報を双方向に共有するためのシステムの

構築を継続して実施した。 

 アウトカム指標：令和２年度システム設置件数 6件 

 

事業の有効

性・効率性 

 

（１） 事業の有効性 

レセコンのデータを使い情報を双方向で共有することにより、地域医

療の質の向上や、地域包括ケアの構築に寄与することができる。 

（２） 事業の効率性 

 情報をネットワークで共有することにより、転院時などの問い合わせ

回数を減らすことができ、効率的に業務を遂行することができる。 

 

その他 令和 2年度末までの事業計画であったが、執行残を活用し、令和 4年度末まで

事業期間を延長することとした。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【NO.４０】 

 小児救急医療電話相談等事業 

【総事業費】 

21,845千円 

事業の対象

となる区域 

県全体 

 

事業の期間 平成 26年４月１日～令和３年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標  誰もが安心して子どもを育てることができる社会づくりの一環とし

て、小児救急患者の保護者などの不安や悩み、症状への対応方法等につ

いて電話で相談に応じるとともに医療機関への受診についても適切なア

ドバイスを行うことにより、小児の救急に際して保護者等が安心感をも

って対応できるようにする。 

事業の達成

状況 

小児救急医療体制の整備を図るため、平日の１９時から翌朝８時、土

日祝及び年末年始の１８時から翌朝 8 時までの間、夜間に急に子どもが

体調を崩した際、その保護者等からの電話相談に看護師等が対応する小

児救急医療に係る電話相談事業（H26:11,858 件、H27:16,378 件、 

R2 9，977件）を実施した。 

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性 

小児救急患者の保護者等の不安や症状への対応方法等について、

電話で相談に応じるものであり、対応時間を延長したことにより、

小児救急医療への負担軽減につながると考えている。 

 

（２）事業の効率性 

    岡山県医師会の協力を得ることにより、電話相談に対応する相談

員の人材確保が可能となった。また、岡山県医師会で対応できない

時間帯については、相談実績のある業者委託とし、効率よく事業を

実施した。 

その他  

 


